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平成26年３月11日（火曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計予算

○議案第５号 平成26年度宮崎県山林基本財産

特別会計予算

○議案第６号 平成26年度宮崎県拡大造林事業

特別会計予算

○議案第７号 平成26年度宮崎県林業改善資金

特別会計予算

○議案第11号 平成26年度宮崎県就農支援資金

特別会計予算

○議案第12号 平成26年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第23号 宮崎県漁港管理条例の一部を改

正する条例

○議案第43号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第46号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第51号 宮崎県公害健康被害認定審査会

条例の一部を改正する条例

○議案第57号 林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第58号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・県内産焼酎原料用加工用米の生産と利用の拡

大に関する協定の締結について

・平成26年度宮崎県口蹄疫復興財団の事業概要

について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部
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環境森林部次長
楠 原 謙 一
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川 野 美奈子

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
那 須 幸 義

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 上 山 伸 二

循環社会推進課長 神 菊 憲 一

自 然 環 境 課 長 佐 藤 浩 一
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山村･木材振興課長 河 野 憲 二

み や ざ き ス ギ
石 田 良 行

活 用 推 進 室 長

林 業 技 術
森 房 光

セ ン タ ー 所 長

平成26年３月11日(火)



- 2 -

木 材 利 用 技 術
飯 村 豊

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 西 山 悟

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会をいたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、審査方法についてであります。お手元

に配付しております委員会審査の進め方（案）

をごらんください。

まず、１ 審査方法についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業、新

規事業を中心に説明を求めることとし、あわせ

て決算における指摘要望事項に係る対応状況に

ついても、説明を求めることとしております。

次に、２ 当初予算関連議案の審査について

であります。

今回の委員会は審査が長くなることが予想さ

れますことから、環境森林部については２つの

グループに、農政水産部については５つのグル

ープに分けて審査を行い、最後にそれぞれ総括

質疑の場を設けたいと存じます。

また、各委員におかれましては、関連する質

問についてはまとめて行うなど、効率的な審査

に御協力をよろしくお願いをいたします。

審査方法について御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 よろしいですね。それでは、そ

のように決定をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○山下委員長 委員会を再開をいたします。

審査に入ります前に、皆様に御協力をお願い

をいたします。

御承知のとおり、本日で東日本大震災の発生

から３年を迎えました。そこで、当委員会とい

たしまして、この震災で亡くなられた多くの皆

様方に対して御冥福を祈り、ただいまから黙祷

を捧げたいと存じます。皆様方の御起立をお願

いいたします。

〔黙祷〕

○山下委員長 ありがとうございました。黙祷

を終わります。御着席ください。

それでは、審査に入ります。

当委員会に付託されました平成26年度当初予

算関連議案等について、部長の説明を求めます。

○堀野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

お手元に配付しております常任委員会資料の

表紙をごらんください。

本日の説明事項は、提出議案が８件でござい

ます。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「平成26年度宮崎県一般会計予算」など４

件についてでありますが、これにつきましては、

後ほど御説明いたします。

次に、Ⅱの特別議案ですが、議案第22号「使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」
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につきましては、林業技術センターなどの使用

料及び狩猟免許更新手数料につきまして、消費

税率の引き上げ等に伴う見直しを行うものであ

ります。

議案第43号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、指定管理の対

象施設であります林業技術センター及びひなも

り台県民ふれあいの森の利用料金につきまして、

消費税率の引き上げに伴う見直しを行うもので

あります。

議案第51号「宮崎県公害健康被害認定審査会

条例の一部を改正する条例」につきましては、

関係法令の改正に伴いまして、審査会の委員定

数等について、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第57号「林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収」につきましては、市町村にかわって県

が施行予定の、平成26年度の林道事業に要する

経費に充てるため、市町村から一定の割合で負

担金を徴収するものであります。

それでは、開いていただいて１ページをごら

んください。

初めに、平成26年度環境森林部の重点推進事

業についてであります。

環境森林部におきましては、県の総合計画で

あります未来みやざき創造プランのアクション

プランに掲げております重点施策を中心に各種

の施策に取り組んでいくこととしており、主な

事業をここに記載いたしております。

まず、（１）の危機事象への対応と再生・復興

プログラムであります。

①の危機事象への対応強化では、１つ目の鳥

インフルエンザ野鳥対策事業により、野鳥の生

息状況や定期的なウイルス保有状況の調査を行

うこととしております。

また、次の山地治山事業により、山地災害の

未然防止を図るため、治山ダム工事や山腹の緑

化などを行うとともに、次の水を貯え、災害に

強い森林づくり事業では、公益上重要な森林を

対象に再造林や間伐等を行うこととしておりま

す。

また、次の②の口蹄疫からの再生・経済復興

では、埋却地周辺地下水等調査事業を引き続き

行うこととしております。

次に、（２）の環境・新エネルギー先進地づく

りプログラムであります。

①の低炭素・循環型社会づくりへの挑戦では、

７つ目の新規事業「新エネルギー地産地消推進

事業」によりまして、民間の公共建築物等への

新エネルギー普及を促進するとともに、新エネ

ルギー導入に向けた普及啓発等を行うこととし

ております。

また、その２つ下にあります木質バイオマス

循環システム普及促進事業や次の新規事業森林

バイオマス地域再生事業により、木質バイオマ

スの利用促進に取り組むこととしております。

次の②の次代へ継承する持続可能な森・川・

海づくりでは、１つ目の新規事業水源地域保全

推進事業により、水源地域の保全の重要性や、

昨日議決をいただきました水源地域保全条例の

内容について普及啓発や周知を図ることとして

おります。

また、その３つ下の新規事業「ＰＭ2.5等測定

体制強化事業」により、ＰＭ2.5等の測定局の新

設を行うとともに、その下の新規事業「単独処

理浄化槽転換促進補助事業」では、単独処理浄

化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するこ

ととしております。

２ページをごらんください。

③の持続可能な森林・林業・木材産業の振興

平成26年３月11日(火)
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では、１つ目の森林環境保全直接支援事業や次

の環境林整備事業などにより、適正な森林整備

を進めるとともに、その２つの下の林内路網整

備の推進により、林道や林業専用道路などの路

網整備を行い、循環型の力強い林業づくりを推

進していくこととしております。

また、その３つ下の新規事業「緑の青年就業

準備支援事業」では、国の給付金制度を活用し

て、将来的には林業経営を担い得る有望な人材

として期待される青年に対し、林業就業に必要

な研修を行うものであります。

さらに、３つの下の新規事業「天然乾燥材品

質向上促進事業」により、色艶にすぐれた天然

乾燥処理材のＪＡＳ取得に向けた取り組みを支

援し、県産材の品質性能向上を図ることとして

おります。

また、次の森林整備加速化・林業再生事業は、

森林整備加速化・林業再生基金を取り崩しなが

ら事業を実施するもので、木質バイオマス利用

施設や木造公共施設等の整備、さらに素材生産

に必要な人材育成及び原木しいたけの消費拡大

への取り組みなどを支援することとしておりま

す。

さらに、７つ下のしいたけ等特用林産物生産

体制強化事業、さらにその下の乾しいたけ消費

・販路拡大緊急対策事業と新規事業「特用林産

物新ブランド確立事業」により、しいたけ等の

特用林産物について、新規参入者等の生産技術

の向上やブランド化の推進、販路拡大活動等へ

の支援を行うこととしております。

次に、（３）の観光交流・海外展開プログラム

であります。

①のアジア市場の開拓に向けた積極的な取り

組みでは、みやざき材東アジア輸出促進事業を

引き続き実施し、韓国や台湾などへの木材輸出

に取り組む県内団体を支援することとしており

ます。

最後に、（４）の持続可能な地域づくりプログ

ラムであります。

①の中山間地域の活性化では、１つ目の地域

でシカ捕獲対策強化事業により、市町村が取り

組むシカ捕獲に対する支援を行うとともに、次

の山村集落防災機能強化事業により、荒廃渓流

の復旧や水源・防災施設の整備等を行うことと

しております。

次に、３ページをごらんください。

平成26年度環境森林部歳出予算についであり

ます。

この表は、議案第１号を初めとする４つの予

算議案に関する平成26年度の歳出予算を課別に

集計したものであります。

このうち、一般会計は、平成26年度当初予算

Ａの列の中ほどに網かけをしております小計の

欄にありますように、257億8,907万2,000円と

なっております。

また、特別会計は、同じくＡの列の下から２

段目の網かけをしております小計の欄にありま

すように、５億3,911万7,000円となっておりま

す。

この結果、環境森林部の平成26年度当初予算

は、一番下の網掛けをしております合計の欄に

ありますように、一般会計、特別会計を合わせ

まして263億2,818万9,000円で、平成25年度当初

予算Ｂと比較しますと、対前年度比97.7％とな

ります。

次に、平成26年度債務負担行為についてであ

ります。

林業公社では、経営改善を図るため、現在の

借入金残高について、低利の融資に借りかえる

こと予定しており、そのための借入金に対し、

平成26年３月11日(火)
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損失補償するものであります。期間は、平成26

年度から46年度までとし、限度額については、

借入額８億6,942万円、利率年2.5％以内とし、

具体的には償還期限到来後10カ月の期間満了の

日において弁済していない元利金合計額並びに

遅延損害金に相当する額及び損失確定日の翌日

から補償履行の日までの利率年11.0％に相当す

る利息の債務負担行為の設定をお願いするもの

であります。

私からの説明は以上であります。詳細につき

ましては、担当課長から御説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。

○山下委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

これより、３課ごとに班分けをして議案の審

査を行い、最後に総括質疑の時間を設けること

といたします。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、あわせて、決算における

指摘要望事項に係る対応状況についても、説明

をお願いをいたします。

それでは、初めに、環境森林課、環境管理課、

循環社会推進課の議案の審査を行いますので、

順次説明を求めます。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○川野環境森林課長 環境森林課分について御

説明いたします。

環境森林課からは、予算議案等としまして、

議案第１号「平成26年度宮崎県一般会計予算」

外３件と、特別議案としまして、議案第22号「使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」

外１件について御説明いたします。

まず、予算議案でございますが、お手元の冊

子平成26年度歳出予算説明資料、この分厚い冊

子になります。こちらの環境森林課のところ、189

ページをお開きください。

今回お願いしております環境森林課の平成26

年度当初予算は、一番上の段の左から２つ目の

欄にございますように、40億8,487万8,000円で

ございます。その内訳は、１つ下の段になりま

すが、一般会計が38億305万6,000円、その５つ

下の段になりますが、特別会計が２億8,182

万2,000円でございます。

それでは、以下、主な事項について御説明い

たします。

191ページをお開きください。

一般会計予算でございます。

まず、上から５段目の（事項）エネルギー対

策推進費の２億1,424万7,000円でございますが、

これは、新エネルギー対策の総合的な推進に要

する経費でありまして、このうち、説明欄の１

の住宅用太陽光発電システム融資制度２億100万

円につきましては、住宅用太陽光発電システム

を設置される方々への融資を行うため、県が金

融機関に資金を預託するものでございます。

また、説明欄の３の新規事業「新エネルギー

地産地消推進事業」につきましては、後ほど常

任委員会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）環境保全推進費の1,632

万5,000円でございます。次の192ページをお開

きください。これは、環境保全行政の推進に要

する経費でございますが、このうち、説明欄の

６の改善事業、環境学習推進事業170万8,000円

につきましては、昨年９月に経済産業省から認

定を受けました次世代エネルギーパークを活用

し、再生可能エネルギーに見て、触れる機会を

ふやすことで、環境学習を推進するものでござ

います。

次の（事項）地球温暖化防止対策費の１億7,160
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万2,000円でございますが、これは、地球温暖化

を防止するための対策に要する経費でございま

す。このうち、説明欄の２の再生可能エネルギ

ー等導入推進基金事業１億6,327万2,000円につ

きましては、公共施設などに再生可能エネルギ

ーを導入することにより、低炭素社会の実現を

推進するとともに、災害に強い地域づくりを促

進するものでございます。

この事業は、平成24年度に国から配分を受け

ました９億円を環境保全基金に積み立て、28年

度までの５カ年間で基金を取り崩して実施する

ものでございますが、平成26年度は、西都市を

初めとする５市町村の公共施設に太陽光発電や

蓄電池を導入する予定でございます。

また、説明欄の４の改善事業、みやざき低炭

素社会推進事業237万5,000円につきましては、

事業者からの温室効果ガス排出量の削減を図る

ため、事業者を対象とする省エネセミナーの開

催や削減目標を達成した事業者の表彰などに取

り組むものでございます。

193ページをごらんください。

下から４段目の（事項）水源地域保全推進事

業の242万3,000円でございますが、後ほど常任

委員会資料で御説明いたします。

次に、194ページをお開きください。

ページ中ほどの（事項）森づくり応援団活動

推進事業の3,874万9,000円でございます。これ

は、県民参加の森づくりを推進するため、森林

環境税を活用して、森づくりボランティア団体

の活動や県民公募型の森づくり活動に対して支

援を行うとともに、活動に必要な苗木の提供な

どを行うものでございます。

次に、一番下の（事項）森林環境教育活動実

践推進事業1,053万9,000円でございます。195ペ

ージをごらんください。これは、森林環境税を

活用して、森林環境教育の実践活動の充実強化

を図るものでございます。このうち、説明欄の

２の改善事業「森林環境教育先導モデル事業」

の173万5,000円につきましては、森林環境教育

のモデルとなる団体等を支援し、その事例を紹

介することで、実践活動の活性化と普及を図る

ものでございます。

また、３の改善事業「森林環境教育人材育成

事業」103万3,000円では、指導者の能力向上を

図るための研修等を実施することとしておりま

す。

次に、196ページをお開きください。

ページ中ほどの（事項）みやざき癒しの臨海

松林整備事業の808万円でございます。これは、

海岸県有松林について、景観に配慮した維持管

理や不法投棄などの防止に取り組むとともに、

松林内の歩道に水たまりができる箇所へ排水施

設を設置するなど、県民共有の森林公園として、

その保全を図るものでございます。

次に、下から２段目の（事項）林業公社費の10

億5,636万9,000円でございます。説明欄の１の

貸付金につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明いたします。

一般会計については以上であります。

続きまして、197ページをごらんください。

議案第５号「山林基本財産特別会計予算」に

ついてでございます。

一番上の段の左から２つ目の欄にありますよ

うに、予算総額は9,225万1,000円でございます。

まず、上から５段目の（事項）県有林造成事

業費の4,806万4,000円でございますが、これは、

下刈りや間伐、作業路の補修など、県有林の造

成管理に要する経費でございます。

次に、下から３段目の（事項）元金の2,966

万9,000円と、次のページ、198ページの（事項）



- 7 -

平成26年３月11日(火)

利子の1,451万8,000円でございますが、これは、

県有林に係る日本政策金融公庫からの借り入れ

に対する償還金でございます。

次に、199ページをごらんください。

議案第６号の「拡大造林事業特別会計予算」

についてでございます。

一番上の段の左から２つ目の欄にありますよ

うに、予算総額は１億8,957万1,000円でござい

ます。

上から５段目の（事項）県行造林造成事業費

の１億1,382万3,000円でございますが、これは、

間伐や作業路の整備、立木販売収益の森林所有

者への交付金など、県行造林の造成管理に要す

る経費でございます。

次に、下から４段目の（事項）元金の5,892万

円と一番下の段の（事項）利子の1,682万8,000

円でございますが、県行造林に係る日本政策金

融公庫からの借り入れに対する償還金でありま

す。

特別会計につきましては、以上でございます。

それでは、新規・重点事項について御説明い

たします。常任委員会資料の４ページをお開き

ください。

新エネルギー地産地消推進事業についてでご

ざいます。

この事業は、１の事業目的・背景にございま

すように、他の分野と比較して、二酸化炭素排

出量の削減が進んでいない業務部門などに新エ

ネルギーの導入を促進することで、二酸化炭素

排出量の削減を図るものでございます。

２の事業の概要でございますが、予算額は760

万1,000円をお願いしておりまして、財源としま

して、26年度は開発事業特別資金を活用するこ

ととしております。

また、事業期間は、平成28年度までの３年間

を予定しております。

（４）の事業内容でございますが、右の５ペ

ージのポンチ絵で御説明いたします。

ページ中ほどの事業概要、枠で囲んだところ

をごらんください。この事業では、①と②の２

つの事業に取り組むこととしております。

まず、①の新エネルギー普及促進モデル事業

でございますが、公共建築物や地域コミュニティ

ーなど、多くの方々が集まる民間施設に、主に

自家消費を目的として新エネルギー設備を設置

する場合に、モデルとして補助を行うものでご

ざいまして、補助要件につきましては、啓発用

パネルの設置や新エネルギー設備を活用した県

民への普及啓発の実施などとしております。補

助率は３分の１以内で、上限額は200万円であり、

補助対象施設は、地域バランスを考慮して、県

内３カ所を選定する予定としております。

次に、②の新エネルギー地産地消県民運動推

進事業でございますが、これは、みやざき元気

地産地消県民運動として新エネルギーの普及拡

大を図っていくものでございます。具体的には、

県民や事業者を対象とした研修会や研究会、イ

ベントを活用した講演会などを開催するもので

ございます。

これらの事業を実施することにより、新エネ

ルギーに係る意識の醸成や業務部門などに設備

の導入促進が図られるものと考えております。

次に、６ページをお開きください。

水源地域保全推進事業についてでございます。

この事業は、１の事業目的・背景にございま

すように、昨日議決をいただきました水源地域

保全条例や水源地域保全の重要性についての普

及啓発などを行うものでございます。

なお、今回制定いたします条例でございます

が、右の７ページの中ほどの四角囲みに記載が
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ありますように、新たに水源地域の指定を行い、

その水源地域内の土地取引についての事前届出

制度を創設しますことから、その周知を十分図っ

ていく必要があります。このため、本事業の実

施により、条例の適正な運用を図っていくもの

でございます。

６ページの２の事業概要でございますが、予

算額は242万3,000円をお願いしておりまして、26

年度は財源としまして、森林環境税を活用する

こととしております。

また、事業期間は、平成27年度までの２年間

を予定しております。

（４）の事業内容でございますが、①の普及

啓発事業としまして、水源地域の保全に係る普

及啓発や条例の周知のためのシンポジウムの開

催、パンフレット、チラシの作成・配布を、そ

して、②の指導事業としまして、事前届出制度

に基づく届出者への助言や立入調査などを実施

するものでございます。

この事業の実施により、条例に基づく事前届

出制度の適切な運用に努め、水源地域の水源涵

養機能の維持を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、８ページをお開きください。

林業公社費貸付金についてでございます。

１の事業目的・背景でございますが、林業公

社におきましては、平成23年度に策定しました

第３期経営計画の改訂計画に基づき、公社自身

の経営努力や利息の軽減などの経営改善に取り

組んでいるところでございますが、その上で、

なお不足する資金については、県及び社員であ

る12市町村において貸付金による支援を行い、

林業公社の円滑な運営を図るものでございます。

２の事業概要でございますが、予算額は10

億5,111万9,000円お願いしております。

（４）の事業内容でございますが、日本政策

金融公庫や市中銀行、県からの長期借入金の償

還財源として、右の９ページにあります、別表、

林業公社の収支不足を解消するための改善計画

に基づき、必要な資金を貸し付けるものであり

ます。

３の事業効果でありますが、林業公社の円滑

な運営が図られることにより、分収林の適正な

管理運営等を通じて、公益的機能の維持・増進

や、山村地域の経済に寄与できるなど、県内唯

一の森林整備法人としての役割を果たすことが

できると考えております。

予算議案の説明は以上であります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

別冊でお配りしております資料決算特別委員

会の指摘要望事項に係る対応状況をお願いいた

します。

環境森林課に係る部分について御説明いたし

ます。

資料の３ページをお願いいたします。下の部

分になりますが、総括的指摘要望事項の③の補

助金の不用額の縮小につきまして、当環境農林

水産分科会におきまして御指摘があったもので

ございます。中ほどにございますが、具体的な

取り組み例としまして、委員会で御指摘があり

ました住宅用太陽光発電への補助金につきまし

て、交付決定日から相当期間が経過している申

請者に対して、早目に中止案件でないかどうか

の確認を行うなど、事業の執行状況の把握を行

い、不用額の縮小に努めているところでござい

ます。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の説明は以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明いたし



- 9 -

平成26年３月11日(火)

ます。

再度、常任委員会資料をお願いしたします。

資料の32ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてでございます。

１の改正の理由でございますが、４月からの

消費税率引き上げ等に伴いまして、使用料及び

手数料の見直しを行うものでございます。

２の改正の内容でございますが、まず、（１）

の使用料の改定につきましては、①の林業技術

センター、②の木材利用技術センター、次の33

ページになりますが、③のひなもり台県民ふれ

あいの森オートキャンプ場の使用料につきまし

て、それぞれの表の改正後の欄に記載された額

に改定するものでございます。改正後の額は、

現行額に消費税の引き上げ分を加味し、算定し

直した額などとなっております。

次の（２）の手数料の改定でございますが、

狩猟免許更新申請手数料につきまして、国が政

令で定める標準額と同額に改定するものでござ

います。この改定額につきましても、現行額に

消費税の引き上げ分を加味し、算定し直した額

でございます。

なお、これらの使用料、手数料の額の算定は、

それぞれの施設ごとに従来の方法により、５円

または100円単位での切り上げ、切り捨てによる

端数処理を行っているところでございます。

また、３の施行期日につきましては、平成26

年４月１日としております。

次に、34ページをお開きください。

議案第43号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」についてでございます。

１の改正の理由でございますが、これも同じ

く４月からの消費税引き上げ等に伴いまして、

使用料及び手数料の見直しを行うものでござい

ます。

２の改正の内容でございますが、指定管理の

対象施設であります①の林業技術センターと②

のひなもり台県民ふれあいの森オートキャンプ

場の利用料金を、それぞれの表の改正後の欄に

記載された額に改定するものでございます。

この利用料金につきましては、指定管理者が

利用料金を徴収する場合の上限額を定めたもの

でありまして、その範囲内で指定管理者が利用

料金を決定できることになっております。

なお、この上限額は、先ほど説明いたしまし

た議案第22号の各施設の使用料の額と同額と

なっております。

また、３の施行期日につきましては、平成26

年４月１日としております。

環境森林課からの説明は以上でございます。

○上山環境管理課長 それでは、環境管理課の

当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の環境管理課の201ページを

お開きください。

環境管理課の当初予算は、左から２列目にあ

りますように、一般会計で４億3,989万2,000円

をお願いしております。

それでは、主な事項について事業内容を御説

明いたします。

１枚おめくりいただいて、203ページをお開き

ください。

まず、中ほどの（事項）大気保全費8,773

万1,000円であります。これは、大気汚染を未然

に防ぐため、テレメータシステムによる大気汚

染物質の常時監視、酸性雨、有害大気汚染物質

などの監視、測定結果の情報提供などの事業を

行うものでございます。

新規事業としまして、説明欄の１の（５）Ｐ
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Ｍ2.5等測定体制強化事業を行いますが、詳細に

つきましては、後ほど常任委員会資料で説明さ

せていただきます。

次に、一番下の（事項）水質保全費2,674

万1,000円であります。204ページをお開きいた

だき、上段の説明欄をごらんください。これは、

河川等の公共水域の地下水の汚濁を未然に防ぐ

ため、水質の常時監視や事業場等の排水監視な

どの事業を行うものでございます。

次に、中ほどの（事項）口蹄疫環境調査費1,092

万8,000円であります。これは、口蹄疫に係る埋

却地周辺の地下水について調査を行うものでご

ざいます。

次に、（事項）放射能測定調査費528万5,000円

であります。これは、原子力規制委員会の委託

事業でございまして、大気や水など、環境中の

放射能につきまして調査を行うものでございま

す。

次に、205ページをごらんください。

上から３つ目の（事項）公害保健対策費１

億1,539万3,000円であります。これは、高千穂

町土呂久地区に係る公害健康被害者の方々への

補償給付や住民健康観察検診などを行うもので

ございます。

次に、一番下の（事項）合併処理浄化槽等普

及促進費１億8,286万3,000円であります。これ

は、合併処理浄化槽の普及とその適正管理を推

進するための事業を行うものでございます。

１枚おめくりいただきまして、206ページ上段

の説明欄をごらんください。

４の浄化槽整備事業１億6,032万6,000円につ

きましては、厳しい財政状況を踏まえまして、

市町村と協議を重ね、生活排水対策を進める上

で、より効果が高い部分に重点を置くという考

え方で補助制度の見直しを行いました。この中

で、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換を促進するために、新規事業としまして（３）

の単独処理浄化槽転換促進補助事業734万4,000

円に取り組むことといたしました。

詳細につきましては、後ほど常任委員会資料

で説明させていただきます。

また、戻りまして、（２）の浄化槽整備事業補

助金の１億5,283万6,000円につきましては、補

助率は記載しておりませんが、個人設置型にお

きまして、単独処理浄化槽やくみ取りからの転

換以外の、例えば、建売住宅等への補助率を基

準額の３分の１から６分の１へと引き下げまし

た。

なお、全体の補助基数は今年度並みの約2,000

基を予定しております。

次に、５の新規事業「浄化槽適正管理支援・

強化事業」の1,794万6,000円であります。これ

は、浄化槽の適正管理を推進するために、緊急

雇用創出事業臨時特例基金を活用し実施するも

のでして、事業費の５割程度が雇用に伴う人件

費でございます。

事業内容としましては、法定検査の未受検者

に対し、直接、文書により受検を勧奨しますと

ともに、関係機関が一体となった受検啓発を実

施いたします。

さらに、継続的な雇用につなげるため、浄化

槽管理士の資格取得など、必要な研修等を行う

ものでありまして、委託先は宮崎県環境科学協

会でございます。

それでは、新規・重点事業について御説明を

いたします。

お手元の常任委員会資料の10ページをお開き

ください。

ＰＭ2.5等測定体制強化事業であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、近年、
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大陸等から飛来する大気汚染物質の影響が懸念

されておりますことから、ＰＭ2.5等の常時監視

体制の強化を図るものでございます。

右側の11ページをごらんください。

一番上の現状に記載しておりますが、ＰＭ2.5

につきましては、現在、県内９カ所の測定局で

常時監視を行っております。

しかしながら、次の課題にありますように、

本県の測定体制は、発生源の監視に重点を置い

てきたことから、越境汚染に対応した体制整備

が課題となっております。

このため、次の事業にありますように、平成26

年度は、西米良村に新たに測定局を設置し、Ｐ

Ｍ2.5の常時監視を始めることとしております。

資料の10ページにお戻りください。

２の事業の概要ですが、予算額は1,146万4,000

円、財源としまして、地域経済活性化・雇用創

出臨時基金1,015万2,000円を充当することとし

ております。

３の事業効果でありますが、この事業により

まして、ＰＭ2.5等について、よりきめ細かな情

報を県民に提供できることとなります。

次に、常任委員会資料の12ページをお開きく

ださい。

単独処理浄化槽転換促進補助事業でございま

す。

まず、１、事業の目的・背景にありますよう

に、この事業は、単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換を促進するため、撤去に要する

費用を助成し、河川などの水質浄化を図るもの

でございます。

右側の13ページの上の現状と課題をごらんく

ださい。

単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽に比べま

して約８倍の環境負荷を与えております。本県

におきましては、約14万6,000基の浄化槽の約６

割に当たります８万1,000基が、いまだに単独処

理浄化槽となっております。

ページの下のほうに事業内容のイメージ図を

載せておりますが、右側のほうに示しておりま

すように、単独処理浄化槽を撤去する場合、撤

去費用が約９万円ほどかかりますが、この９万

円を基準額といたしまして、その３分の１を県

が負担するものでございます。

12ページにお戻りいただき、２の事業の概要

をごらんください。

予算額は734万4,000円で、財源は一般財源で

あります。

事業内容は、（５）の①にありますように、撤

去費用を市町村が助成した場合に補助を行うも

ので、来年度は240基を予定し、20の市町村が取

り組む見込みでございます。

また、あわせて②にありますように、単独処

理浄化槽の設置者に対して、チラシ等により啓

発を行うこととしております。

予算議案につきましては以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

同じく常任委員会資料の35ページをお開きく

ださい。

議案第51号「宮崎県公害健康被害認定審査会

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

１の改正の理由ですが、公害健康被害の補償

等に関する法律の改正に伴い、審査会の委員の

定数等について、所要の改正を行うものでござ

います。

２の改正の内容につきましては、法律の改正

において「公害健康被害認定審査会は、委員15

人以内で組織する。」と定められていた条文が削
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除されましたことから、県の条例の第２条にお

きまして、審査会の定数を定めるものでありま

す。

３の施行期日は、平成26年４月１日を予定し

ております。

環境管理課の説明は以上でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。

○神菊循環社会推進課長 続きまして、循環社

会推進課の当初予算につきまして御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料の207ページをお開きくださ

い。

当課の当初予算の総額は、左から２列目にあ

りますように、一般会計で17億9,941万3,000円

をお願いしております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

208ページをお開きください。

まず、上から６段目の（事項）一般廃棄物処

理対策推進費2,891万2,000円であります。

このうち主なものとしましては、説明の欄、

４の宮崎県ごみ処理広域化推進支援事業1,931

万8,000円でございます。これは、都城市が行い

ます一般廃棄物焼却施設の整備事業に対して交

付金を交付するものでございます。

次に、中ほどの（事項）産業廃棄物処理対策

推進費17億1,396万9,000円であります。

主なものについて御説明いたします。

説明の欄、２の産業廃棄物処理監視指導事業

の（２）廃棄物適正処理監視体制推進事業5,734

万9,000円でありますが、これは、保健所等に廃

棄物監視員を配置しまして、不法投棄等の不適

正処理に対する監視体制を強化するとともに、

民間団体との情報ネットワークにより、不法投

棄の早期発見、指導、原状回復の徹底等を図る

ものでございます。

次に、説明の欄、６の公共関与推進事業14億153

万円でありますが、このうち、（２）の公共関与

支援事業14億39万2,000円につきまして、後ほど

常任委員会資料で御説明させていただきます。

210ページをごらんください。

説明の欄、７の産業廃棄物税基金積立金２

億458万7,000円でありますが、これは、産業廃

棄物税の税収等から徴税経費を除いた金額を基

金に積み立てるものであります。

次に、（事項）廃棄物減量化・リサイクル推進

費5,653万2,000円についてでございます。

説明の欄、１の循環型社会推進総合対策事

業5,077万8,000円でありますが、これは、循環

型社会を形成していくためには、県民や事業者

の理解を深め、具体的な行動を起こしていくこ

とが重要でありますので、各種普及啓発、排出

事業者や処理業者に対する研修の実施、市民団

体等が取り組む研修等への支援を行うとともに、

宮崎県産業廃棄物協会が行うリサイクル製品認

定事業や産業廃棄物のリサイクル施設の整備に

対して支援等を行うものでございます。

それでは、恐れ入りますが、お手元の常任委

員会資料をお開きください。14ページでござい

ます。

公共関与支援事業でございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、産業廃棄物の適正処理を確保するた

め、公共関与により、廃棄物総合処理センター

エコクリーンプラザみやざきの安全で安定した

運営を支援し、県内処理体制の確立を図るもの

であります。

予算額は、２の事業の概要の（１）にありま

すように、14億39万2,000円をお願いしておりま

す。
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事業主体は、（４）にありますとおり、公益財

団法人宮崎県環境整備公社で、事業内容につき

ましては、（５）にありますように、エコクリー

ンプラザみやざきの運営・管理主体である同公

社に対して、運営費の補助及び貸し付けを行う

とともに、浸出水調整池補強工事に要する経費

の貸し付けを行うものでございます。

具体的な内容といたしましては、内訳の欄に

ありますように、運営費補助金として8,000万円、

運営資金貸付金として４億7,000万円、浸出水調

整池補強工事費貸付金として８億4,900万円、事

務費として139万2,000円をお願いしているとこ

ろでございます。

このうち、運営資金貸付金４億7,000万円につ

きまして御説明いたします。

右のページ、15ページをごらんください。エ

コクリーンプラザみやざきの運営状況をお示し

しております。

まず、一番上の表をごらんください。エコク

リーンプラザみやざきの産業廃棄物処理の状況

についてであります。この表は、エコクリーン

プラザみやざきが操業を開始いたしました平

成17年度から本年度、25年度の見込み分までの

産業廃棄物搬入量をまとめたものでございます。

一番右側の平成25年度の欄をごらんいただきた

いと思います。

自動車シュレッダーダストについては、今年

度、搬入は見込めない状況でございます。これ

は、昨年３月に発生しました溶融炉爆発事故の

影響で、溶融炉が停止したことによりまして、

リサイクル率が低下しております。そのため、

自動車シュレッダーダストの搬入が見込まれな

い状況でございます。

昨年度は、産業廃棄物搬入量の約４割を占め

ておりました自動車シュレッダーダストの搬入

がなくなったことでございますけれども、その

下の欄のその他の産業廃棄物のところをごらん

いただきますと、企業への訪問や電話による営

業活動を行いまして、その点については約２倍

の増を見込んでおりまして、合計といたします

と、昨年に比べますと26.1％減の3,683トンを見

込んでいるところでございます。

次に、２の環境整備公社（産廃事業）の収支

の状況であります。

表の①産廃事業収入から②の産廃事業費用を

差し引いた③の産廃事業収支は、操業を開始い

たしました平成17年度から黒字で推移しており

ます。

しかしながら、エコクリーンプラザみやざき

整備時に日本政策投資銀行等から借り入れた④

の償還金及び⑤の償還利息を差し引きました⑥

の借入金償還後収支は、平成19年度から赤字と

なりましたため、県では平成22年度から公社に

対しまして、運営費の貸し付けを行っておりま

す。

平成25年度につきましては、③の産廃事業収

支は、溶融炉爆発事故の影響により搬入量が減

少しておりますものの、6,400万円余りの黒字と

なる見込みであります。

しかしながら、⑥の借入金償還後収支は、１

億2,700万円余りの赤字となりまして、これから

前年度の⑦金融機関からの一時借入金３億7,000

万円を差し引き、さらに前年度の⑨差し引

き5,807万1,000円を加えた累計収支は４億3,900

万円余りの赤字となりまして、これに年度末の

資金不足解消のために必要な資金を含めた金融

機関からの一時借入金は４億7,000万円と見込ま

れておりますことから、この金額を公社へ貸し

付けることとしております。

循環社会推進課の当初予算説明は以上であり
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ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。

○山下委員長 議案に対する説明が終了をいた

しました。

委員の皆様から質疑を承ってまいりたいと思

います。

○髙橋委員 まず、この予算書の見方になるか

もしれませんが、例えば、水源条例は新しい啓

発事業だから、前年度当初予算にはゼロという

数字が上がってもいいんでしょうけど、例え

ば、194ページ、193ページもありますよね、改

良事業が、一番下、企業との森づくりってあり

ますよね。ということは、昨年、事業があった

と思うんだけど、25年度当初はゼロとなってい

ますよね。以下、まだあるんですよ、次のペー

ジとか。改良事業があったということは、25年

の事業予算があったはずなのにゼロとなってい

るでしょう。以下、ずっとあるんです。この辺

の見方を、ちょっと説明いただくといいんです

が。

○川野環境森林課長 委員おっしゃるとおりで、

新規事業の場合は、確実に前年度がゼロという

ことで、改善事業の場合は、やっぱり改善です

から、その前の振りかえ事業というのは存在す

るんですけれども、予算書上では新規と同じよ

うな形の掲載になりまして、当初のところはゼ

ロという形になります。

○前屋敷委員 194ページでちょっと例を上げて

いくと、ここの上から２段目の列で、説明欄で

３の森林づくり県民意見交換会というのが、こ

れは改善事業になっているんですよね。これは、

そういう形で見ることはできるんですけど、ほ

かの事業は改善事業とは言えないので、前年度

の予算が出てくることがあっても当然じゃない

かなって思うんですが、全てを改善事業と見な

すんですか。

○川野環境森林課長 この事業の場合は３つの

事業名になっておりますが、これは水と緑の森

づくり普及啓発推進事業という一つの事業の中

の３つのメニューで、その中の３つ目の、この

意見交換会開催事業が、今回新たに改善として

加わっておりますので、全体がこの事業として

改善になりますので、当初のところがゼロになっ

ているという仕組みになっております。

これは説明欄は、この事項の再々事項みたい

な形の取り扱いですので、事業としては、この

事項で見ていくような仕組みになっているとい

うことでございます。

○髙橋委員 25年度の当初予算説明資料は、やっ

ぱり同じような形になっていたわけですか。24

年度はゼロで、25年当初予算額というのは金額

が計上してあったということですか。

○川野環境森林課長 この事業につきまして

は、24年度は23年とほぼ同じ事業のスキームに

なっていましたので、25年度のが入って、24年

の当初のところに入っていた形になっていたと

思います。

○髙橋委員 要望ですけど、別途、また何か説

明いただくといいかもしれませんね。ちょっと

このことに関して余り時間をとりたくないから。

続けていいですか。環境森林課です。この予

算説明を受けて、まず25年当初と比べて減額が

大きいところをちょっと聞きますけど。例え

ば、191ページの新エネルギー対策の総合的な数

字を見たとき、これは恐らく太陽光の補助を25

年度からゼロにしたんですよね。６億7,000万減

額であれば。

○川野環境森林課長 エネルギー対策推進費、

事項ですね。こちらは、対前年比6,700万円ほど

の減額になっております。委員おっしゃるよう
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に、この減額の中身としましては、住宅用の太

陽光発電システムの補助制度、こちらを廃止い

たしまして、その分の差額が減額になっている

ということでございます。

○髙橋委員 続けて、委員長。失礼しまし

た、6,700万円ですね。

次のページに行きますよ。地球温暖化を防止

するための対策です。２番の基金事業です。こ

れ結局、基金からの繰り入れをするわけでしょ

うけど、その減額ということの理解でいいです

ね。

○川野環境森林課長 この地球温暖化防止対策

費は、対前年度比１億9,100万円程度の減額に

なっておりまして、その中身としましては、上

から２つ目の再生可能エネルギー導入推進基金

事業、基金を崩して、公共施設に太陽光を入れ

ていく事業なんですが、昨年が10施設の市町村

の施設に補助を行いまして、26年度は、現在の

ところ５施設の予定になっておりますので、そ

の分が減額になっております。

○髙橋委員 半分ですもんね。わかりました。

じゃあ、引き続いて、済みません、委員長、

行きます。

次は、環境管理課に聞きます。予算説明で、206

ページですけど、浄化槽の整備事業補助金で、

個人への補助率を３分の１から６分の１を引き

下げられたということで説明いただきました。

その理由は、むしろ誘導するために補助率を下

げるとどうなるのかなって心配しますけど。

○上山環境管理課長 厳密には、個人設置型の

合併処理浄化槽の区分で、要するに単独処理浄

化槽からの転換とか、くみ取りからの転換に直

接結びつかない部分の例えば建売住宅等で設置

される分について、従来の補助率で３分の１か

ら、それを６分の１に繰り下げたということに

なります。

ですから、補助金自体はなくならないんです

けれども、少ない予算の中でより効果的に生活

排水対策を行うということで、そのようなやり

くりをいたしました。

○髙橋委員 正直におっしゃいましたね。予算

が厳しいんですね。財政課の予算も何か。

引き続いて、関連して、補正のときにもいろ

いろ委員から意見なり御指摘もあった浄化槽の

適正管理支援強化、ここのところで５割が人件

費だということなんでしょうけど、５割が人件

費で、たまたま検査率も５割でしたっけ、今の

ところ。それで、検査をする方の資格、こういっ

たものを少し、どんな資格で検査に行かれてい

るのか。身分ですよね、そこを説明いただけま

せんか。

○上山環境管理課長 浄化槽法上では、検査員

という資格というものは明確には定められては

ないんですけれども、指定検査機関で、検査に

業務する職員で必要な業務、経験、知識を有す

るものというふうにされているんですが、その

必要な業務、経験という中に浄化槽管理士とい

う、これは国家資格ですけれども、こういった

ものを持っていることというのが一応要件には

なっております。

○髙橋委員 国家資格を持ち得た人じゃないと

検査できないということじゃないんですか。

○上山環境管理課長 済みません、説明が悪く

て申しわけなかったんですが。検査員というの

は、指定検査機関で検査をする方を、そういう

ふうに呼んでおりまして、その中で必要な知識、

技能を有するという部分で、国のほうの見解で

は、浄化槽管理士という資格を有している人と

いうふうな位置づけになっております。ですか

ら、あくまでも、検査は指定検査機関でないと



- 16 -

平成26年３月11日(火)

行えませんので、そこで検査に従事する方を検

査員ということで。

○髙橋委員 現実は、結局、指定検査所が、関

係技術所が行くんでしょうけど、そこに雇用さ

れている方が資格を持っているかどうかという

ところが、やっぱりこれ一つポイントですよね、

大事になってきますよね。

○上山環境管理課長 実際は、検査に携われる

方は全て、この管理士の資格は持ってらっしゃ

るというふうに伺っております。

○髙橋委員 わかりました。それで、委員長、

いいですか。やっぱり不公平が、県民のところ

に渦巻いているわけじゃないですか。何で第三

者機関が、私も受けて疑問を持ったのは、保守

点検に来るし尿処理業者が、そのまま検査でき

るっちゃないんですかという疑問を持つわけで

す。ただ、なぜ第三者機関が、そういった法定

検査をすることにしているかというところが県

民に伝わってないと思うんです。

例えば、車の車検にちょっと例えますけど、

今でこそ民間車検工場というのがもうすごく普

及してますけど、昔は陸運局に必ず持っていき

よった。第三者機関が検査をして、初めて路上

を走れるわけです。しかし、今は陸運局にいる

検査官が、いわゆるそういう資格を持った人が

民間車検工場を開いて、そこで検査ができるん

です。だから、陸運局に持っていかなくても、

今、車検はできますよね。そういうふうに県民

は、なってもいいがなというふうに思っている

人が結構いるんじゃないんでしょうか。

私は、水の問題だから、環境の問題だから、

これはやっぱり第三者機関がしっかりやること

が非常に大事だということを私は申し上げるわ

けで。そういう意味では、そういった何か対策

をもうちょっと、私は何か、啓発ももっと今か

らやるべきでしょうけど、それと検査官ですよ

ね。いわゆる、みなし公務員とかでもなってい

るんですか、みなし公務員とか。民間車検工場

の検査員は、みなし公務員らしいんです。物す

ごく罰則もあるらしくって、何かその辺の縛り

とか、そういったところを、いわゆる県のレベ

ルでそこまで及ぶかどうかちょっと疑問もある

んですけど、もう少し何か対策をやらないと、

なかなか検査をする率というのが上がっていか

ないような気もするんで、その辺の見解をもう

少し説明いただくといいですが。

○上山環境管理課長 確かに議員がおっしゃる

ように、一般の県民の方は、やっぱり指定検査

機関の職員と保守点検を行う方、どこが違うの

かという疑問を持たれていると思います。厳密

的には、指定検査機関では、要するに水質検査

等も実施いたしますので、この部分については

一般の保守点検業者ではできないんですけれど

も、ただ、そういったところがなかなか伝わり

にくいと。

やはり、こういった法定検査を県民の方にわ

かりやすくしていくためには、実際、各家庭を

回られている業者の方々から、そういったこと

で法定検査が必要なんですよということも説明

いただいた上で、いろいろ手続的な部分もやっ

ていただくという。仕組みづくりといたしまし

て、現在、清掃業者さんに保守点検業者がかわっ

て法定検査の受検申し込みの手続を行ったり、

あるいはもう最初から一括して清掃業者の方が

保守点検、清掃、そして法定検査まで含めた形

で一括契約を説明していただくというような仕

組みづくりを今進めておりますので、こういっ

た形で県民の方にわかりやすく、そして、なお

かつその必要性をうまく説明しながら、実際、

点検なり清掃を行っていらっしゃる業者の方が
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回ってやっていかれれば、かなりの形で県民の

方の御理解はいただけるんじゃないかと思って

おりますので、そういった点から、今後は受検

率の向上に努めていきたいというふうに考えて

おります。

○髙橋委員 おっしゃったように、いろんな取

り組み、検査員の検査の時間も、もう簡単にぱっ

ぱと行ってしまうもんだから、もう軽く見られ

ているわけですよね。だから、検査員の検査の

仕方も含めて、制服だとか、またいろんな研究

いただくと受検率が上がると思います。やっぱ

り県民の意識だと思うんです。そこを、ひとつ

よろしくお願いします。

引き続き、環境管理課の、このＰＭ2.5の事業

ですけど、私も御意見申し上げて、バランスが

悪いところに、そういった新しく事業化された

ということは本当にいいことだと思います。た

だ、岩下委員も多分感じられていると思うんで

すが、南のほうがちょっとこれは甘いなという

ようなことで、予算の関係もあるんでしょうが、

今後、串間のあたり設置されるような、それを

検討されるのか、それだけお聞きしておきたい

と思います。

○上山環境管理課長 議員御指摘のように、地

図を見ますと、やはり県南地域とか、県北も若

干手薄かなということを言われる県民の方もい

らっしゃいます。私どもは、そういったことも

含めて、再来年度になりますけれども頑張って

いきたいと。よろしくお願いいたします。

○髙橋委員 わかりました。

引き続き、環境管理課の12ページの事業です

けど、大変いい事業ですよね、促すという意味

では、合併浄化槽に促していくということで。

ただ、この場で聞いちょったほうがいいのかな

と思って。20市町村、取り組まない市町村を聞

いておいたほうがいいのかなと思いまして、聞

きますね。240基、補助基数があるわけですけ

ど、20市町村が取り組まれると。あと６市町村

はどこでしょうか。

○上山環境管理課長 やはり、これは市町村も

財政負担を伴いますので、浄化槽自体の補助基

数の多い市町村については、なかなかすぐに取

り組めなかったという背景があったというふう

に私も伺っております。具体的な市町村につい

てはちょっと、まだ今から調整中の部分もあり

ますけれども、整備基数が多い市町村がなかな

か、予算措置が非常に厳しいということで御理

解いただきたいと思います。

○髙橋委員 わかりました。以上です。

○ 原委員 192ページ、再生可能エネルギー等

導入推進基金事業、28年度までという御説明で

した。あと残金というか、基金の残りは幾らあ

るか教えてください。

○川野環境森林課長 26年度までの事業で７

億5,000万の執行予定でございますので、全体が

９億円でございますので、26年度末で大体１

億5,000万程度が残る予定ではございます。27年

度に要望調査では４カ所、１億3,000万円程度の

要望が上がってきておりますので、27年度が終

わった時点で約2,000万程度残る予定ではござい

ますが、まだこれは単年度単年度、市町村にい

ろいろ要望かけていきますので、あと民間施設

等にも要望かけて、このあたりはまだ流動的な

部分がございます。

○ 原委員 わかりました。

196ページ、県有松林、何カ所、どこですか。

もう一回、改めて場所を教えてください。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 県有海

岸林のことでございますけども、県の海岸林が

県内で約310ヘクタールほどございます。それで、
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一番大きなというところは一ツ葉の海岸とか、

それから運動公園南の藤兵衛中州海岸林や、あ

あいうところが多い。

○ 原委員 ここの２カ所がメーンということ

ですね。

それから、199ページ、拡大造林事業特別会計

ですが、言葉なんですけど、この拡大造林とい

う言葉は、戦後、そういうことで拡大造林をや

るということで進めてこられたわけです。この

拡大造林という言葉が、今のこの現況に、果た

してこの言葉が合致するのかという、ちょっと、

ぽっと言葉を聞いたときにどうなのかなという

気がするんですが、県行造林造成となっている

んですけど、この拡大造林というほどの、この

造林面積の拡大というのは、これにイメージと

して合っているんですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 これは

御存じのように特別会計の予算でございますけ

ども、昭和39年ごろに拡大造林特別会計として

設置したというふうに覚えております。この事

業によりまして、当時、県行造林としまして分

収林事業を実施してきておりますが、その際に

拡大造林事業特別会計という名前が残っている

という現状でございます。

○ 原委員 そういうことだろうと思うんです

が、この言葉をぽっと聞いたときにどうなのか

なという素朴な疑問を感じましたので、一応指

摘しておきたいと思います。

それから、203ページ、事業もありましたが、

ＰＭ2.5。これは、2.5ミクロン、マイクロ以下

の物質ということなんですか。この2.5というの

はマキシマムの数字ですか、ミニマムの数字な

んですか。ちょっと専門家がいらっしゃると思

うんですが。ＰＭ2.5の定義から、ちょっとパティ

キュレートだとかマターだとか、そういう説明

でしたけど。微粒物質、2.5以下なのか以上なの

か、そこのところをちょっと教えてもらえんで

すか。

○上山環境管理課長 ＰＭ2.5につきましては、

粒子の直径が2.5マイクロメートルの粒子、それ

が約50％程度ということで、ちょっと幅はあり

ますけれども、そういう非常に小さな径の中で、

以下とか、そのあたりに分類されるということ

で。

○ 原委員 2.5以下のものが50％以上入ってい

るものという定義でいいんですか。

○上山環境管理課長 以下が50％入っていると

いうことで。

○ 原委員 その2.5以下でないものについて

は、もう既にいろんな測定方法で測定されてい

るということですよね。今までは、そのＰＭ2.5

の非常に割合の多いものが測定されてなかった。

これが害を及ぼすだろうというような、健康不

安・被害等々の懸念から、50％以上入っている

ものについては、改めて測定するということで

すが、それ以上の物質の大きいものについては、

もう既にいろんなところで測定は行われている

ということですか。

○上山環境管理課長 ＰＭ2.5は、ここ数年話題

になっておりますけれども、それ以前は浮遊粒

子状物質ということで、一般的には黄砂あたり

とか、ああいったのは、もう従前から測定を行っ

ております。

○ 原委員 わかりました。

委員会資料の６ページです。水源地域保全推

進事業。この条例については、議会で特別委員

会をつくって、早速、環境森林部のほうでやっ

ていただいて、非常に評価をするものでありま

すが。この普及啓発のシンポジウムなんですが、

このシンポジウムについて、よく県民の皆さん
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から声を聞くのが、関係者だけではないかって。

県の皆さん方、市町村の皆さん方、恐らく林業

関係となるんでしょうが、一部のそういう人た

ちだけでやっているだけで、本当に、あとの県

民の皆さん方に普及徹底させるためのシンポジ

ウム、啓発につながっているのかなという疑問

の声を耳にしますので、この場合のシンポジウ

ムの参加者というのは、大体どういう人たちを

考えておられるのか。

○川野環境森林課長 委員おっしゃったとおり、

これは、幅広くこの条例の中身を知っていただ

くということと、やはり水源地域、いわゆる森

林が大事な役目を果たしているんだということ

を皆さんに知っていただくという２つの大きな

目的がございますので、林業関係者だけでなく、

やはり一般県民にも幅広く声をかけていきたい

なというふうには考えております。

○ 原委員 ぜひそういうことで、県民にあま

ねく広く周知していただくような手はずを、ま

た整えていただく。でないと、関係者だけでそ

こでやって、講演があって、ここにいる人がい

て、パネラーがいて、それでめでたしめでたし

と、一般の人は知らないということでは困るん

で、ぜひよろしく、そこのところをお願いして

おきたいと思います。

それから、８ページの林業公社、上のほうに12

市町村において貸付金による支援とあるんです

が、この12市町村、ちょっと教えてください。

今までにも当然出ていると思うんですが。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 公社の

社員、12市町村ございますけども、県北から申

しますと、高千穂町、五ヶ瀬町、日之影町、そ

れから延岡市、日向市、椎葉村、諸塚村、門川

町、木城町、西米良村、西都市でございます。

失礼しました、美郷町。

○ 原委員 12でしたが、12ありましたよね。

間違いないですね。12ですね。以上です。

○横田委員 192ページの環境学習推進事業です

けど、これは次世代エネルギーとして期待をさ

れる14カ所の施設を次世代エネルギーパークと

して認定をしていただいて、見学とか勉強して

いただいて次世代エネルギーに対する認識を高

めてもらうということだと思うんですけど、こ

れまでの見学の状況はどうだったでしょうか。

○川野環境森林課長 昨年認定されましてから、

この窓口を中心施設として県の環境情報センタ

ー、図書館にございますが、あちらがそういう

受付窓口をお願いしています。あそこが環境学

習の総合拠点ということで、いろんな環境学習

に関する窓口になっているんですけども、今回

そういうエネルギーパークが指定されましたん

で、見学会の募集を幅広くやりまして、今年度

３件の見学会を実施したところでございます。

○横田委員 見学していただいた人の意見とか

感想とかは聞かれているんでしょうか。

○川野環境森林課長 ちょっと手元には資料は

ないんですが、高校生とか子供を中心にやらせ

ていただいておりまして、やはり、そういう新

エネルギーの施設を見るのは初めてということ

もありまして、かなり勉強になったというよう

な声は聞いております。アンケートという形で

は、ちょっとまだとってはおりません。

○横田委員 非常に大事なことだと思うんです。

私たちもこういう施設を見て、おお、こんなの

があるのかってびっくりするような施設が結構

あると思うんですけど、ぜひこの事業を推進し

ていただいて、多くの人に見学してもらうよう

に頑張っていただきたいと思います。

それと、194ページの一番下の森林環境教育活

動実践推進事業ですけど、これは学校との連携
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とかというのはどんなふうにとられているんで

しょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 昨年の

例を申し上げますと53地区実施しておりますけ

ども、学校のほうでも30地区ほど実施しており

ます。30校ほどやっております。

○横田委員 それは、カリキュラムの中に入れ

てやっているということか、ほかの、例えば夏

休みとか、そういった交流をして見学とかをさ

れているということなんでしょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 学校教

育のカリキュラムに入っているかどうかという

のはちょっと存じ上げませんけども、学校のほ

うから要請がございまして、緑化推進機構とい

うところで取りまとめて実施をさせていただて

いるところでございます。

○横田委員 これも、幼いころから、そういう

体験をするということは非常に大事なことだと

思いますので、積極的に推進をしていただけれ

ばと思います。

次、いいですか。206ページの単独処理浄化槽

転換促進補助事業ですけど、これは以前から要

望も多くあったわけですが、単独処理浄化槽の

撤去費用にも補助がつけられるということで、

本当によかったなと思います。合併処理への転

換が進むんじゃないかなというふうに思います。

ここの委員会資料にも書いてありますけど、

これから一番大事になってくるのは、合併処理

浄化槽への転換の重要性のＰＲだと思うんです。

単独槽でも別に不自由を覚えているわけじゃな

いと思いますので、いかにこれをＰＲして、こ

の補助事業を有効に使ってもらうかだと思うん

ですけど、そこの考え方をちょっとお聞かせく

ださい。

○上山環境管理課長 委員がおっしゃるように、

いかにＰＲしていくかが一番ポイントだと考え

ております。当然のごとく、市町村の広報等で

は取り上げていただく予定にはしているんです

けれども、実際的には浄化槽協会さんあたりと

連携いたしまして、業者の方々にもチラシを配っ

ていただくなり、そういったことで。実態がよ

くわかってらっしゃるのは、もう業者の方々が

一番よくわかってらっしゃいますので、そういっ

たものをうまく使いながら、そういった転換へ

の効果なんかを説明していただいて、助成制度

もあわせて説明していただいて普及に努めてい

きたいというふうに考えております。

○横田委員 今回は240基が予定されているよう

ですけど、全て消化していただくように頑張っ

ていただきたいと思います。

次、公共関与ですけど、これ確認をさせてい

ただきたいんですけど、溶融炉が使えなくなっ

て、その結果、自動車のシュレッダーダストの

搬入受け入れができなくなったということだと

思うんですけど、これは民間の産廃事業が非常

に充実してきたということでもないわけですよ

ね。だから、別にここで受けなくても大丈夫だ

ということでいいんですよね。

○神菊循環社会推進課長 溶融炉爆発によりま

して、焼却灰の溶融、いわゆるスラグ化ができ

ないという状況でございます。スラグになりま

すと、リサイクルとしていろいろな路盤材に使

うとかそういった形の活用ができますので、リ

サイクル率が向上をするということにもなりま

す。

現状を申し上げますと、自動車シュレッダー

ダストの排出業者につきましては、自動車の会

社の連合体でございますけども、そういったリ

サイクル率の高い施設からシュレッダーダスト

を搬入していくという方針を持っております。
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私どものエコクリーンプラザは、現状でリサ

イクルできないと、溶融できてないということ

ですから、そういった排出業者がエコクリーン

プラザに持ち込まずに他の施設に持ち込んでい

ると、リサイクル率の高い施設に持ち込んでい

るという状況にあるということでございます。

ですから、そういう意味で収入が減っており

ますけれども、その他の産廃事業についての営

業活動等を充実することによりまして、下げ幅

としては比較的抑えられたというふうに考えて

いるところでございます。

以上です。

○横田委員 それはよくわかるんですけど、そ

の自動車のシュレッダーダストは、ここが受け

入れなくっても、民間のほうで十分リサイクル

できているという考えでよろしいんですね。

○神菊循環社会推進課長 はい、そのとおりで

ございます。

○横田委員 はい、わかりました。いいです。

○山下委員長 今の説明で、エコクリーンでで

きないところは、周りはどこが処理できている

んですか。ちょっと、つけ加えて。

○神菊循環社会推進課長 まず、県内の業者の

民間の焼却会社、九州北清でありますとか、そ

れから他県のそういったリサイクル業者がござ

いますので、そちらのほうで処理されていると

いうふうに思います。

○緒嶋委員 191ページ、住宅用太陽光、この融

資制度は残すけど、補助制度はなくしたわけで

すよね。宮崎県は太陽光日本一を目指すという

方針で今まで来たわけですね。佐賀が一番です。

これは、目指すということじゃないと、融資は

あるが補助はやらんということであれば、昨年

までの人は補助をもらっておる。ことしの人は

補助がないということは、公平性の面からいっ

ても、施設費が安くなったといえ、やっぱり負

担はあるわけですよね。そうなりゃ、やっぱり

公平性の面から、昨年までは補助費、ことしは

だめで。また、日本一を目指しておるという中

では、日本一は目指さないようになったという

ことでいいわけですか。

○川野環境森林課長 やはり、委員がおっしゃ

るとおり、宮崎は住宅用の普及率日本一という

のを、平成21年に宮崎ソーラーフロンティア構

想というのをつくりまして、その中でそれを目

指していくということで、この住宅用の補助制

度も21年からスタートしております。時を同じ

くして、国も同じように住宅用の補助制度がス

タートしております。そういった形でずっとやっ

てきておりまして、制度をスタートする20年か

らしますと、25年の普及率が6.2％ということで

約３倍近くなっておりまして、今は全国２位と

いう住宅普及率になっております。

今回、制度を見直させていただいたのは、や

はり、状況がかなり変わってきているというの

が一つございまして、一つは、やはり、今委員

が言われましたようにシステム価格が非常に下

がってきていると、パネルが安くなってきてい

るということで、20年からしますと約６割ぐら

いまで下がってきているということです。

それと、もう一つは、24年からＦＩＴ（固定

価格買取制度）がスタートしまして、非常に買

取価格が優遇価格で設定されている関係で、パ

ネルの寿命というのは、実質20年ぐらいもつん

ですけども、大体10年弱ぐらいで、それを初期

回収できるというような今計算になっておりま

す。

こういった状況がかなり変わってきていると

いうことで、国においても、来年度からこの補

助制度、21年からスタートした補助制度をやめ
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てしまうということがございました。

県としましては、そういう日本一というのを

掲げていたんですけども、昨年、やはり非常に

エネルギーを取り巻く環境が変わってきている

ということで、24年に新エネルギービジョンと

いうのをつくりまして、１年前倒しで新エネル

ギーをどうするかというのをつくらせていただ

きました。

その中で、このソーラーフロンティア構想と

いうのも、この中に取り込んでいく形で、太陽

光は、やはり宮崎にとって大事だということで、

太陽光を進めるんだというのを新エネルギービ

ジョンの中に盛り込む形で進めていく。今まで

の住宅普及率１位というようなあらわし方では

なく、太陽光も今ＦＩＴがスタートしましたの

で、住宅以外の非住宅部門にも太陽光が今どん

どん進んできているということがありますので、

宮崎県全体の太陽光を進めるには、やはり住宅

も非住宅もどっちも欠かせないんだということ

で、住宅、非住宅合わせて、今の９倍の太陽光

発電を導入していこうという目標に表現を改め

たといいますか、そこに掲げていったわけです。

日本一という言い方は、そのビジョンの中で

はしておりませんが、気持ち的にはやはり高い

ところを目指していきたいというのはございま

すが、太陽光の９倍を目指して、34年の９倍に

目指して、今政策を進めているということでご

ざいます。

不公平があるんじゃないかという御指摘がご

ざいました。確かに補助金をもらう人、もらわ

ない人がおります。やはり、この住宅用の補助

制度というのはかなりまとまったお金が要ると

いうことで、私どもも、21年からスタートして、

基金とかを活用しながらやってきたわけなんで

すけれども、それでもやはり全体の、住宅用、

１年間導入される方の、昨年でいいますと大体

５割程度が県の補助対象になっていると。全部

の方に補助が行き届かなかったという状況もご

ざいます。

そういった意味で、もともと、かなり不公平、

早い者勝ちのところがあったんですけれども、

この補助制度がなくなって、国もなくなる、県

もなくなるということになりますと、かなりそ

の負担が出てくるんじゃないかということで考

えますが、やはり、パネルの価格がどんどん下

がってきておりますので、毎年、対前年比10％

ぐらいずつ減ってきております。それでいきま

すと26年度の価格が、昨年より10％減った金額

が、ことし補助をもらって、自分が自己負担す

る金額と大体同じぐらいになるということで、

そこは何とかぎりぎりセーフかなということで。

本当にまとまった予算が必要な中で、じゃあど

こにお金をこれからしていくかというところで、

やはり、普及が今進んでいない非住宅部門の、

それも全量買い取りに乗れない小規模のところ

に今回お金を充てて、そこの普及を進めていこ

うという新規事業を打ち立てたということで、

非常にちょっと苦しいんですけども、そういう

思いでおります。

○緒嶋委員 それは、あんたが言うのはへ理屈

じゃ、それは。

佐賀県は日本一で、まだ補助を続けるとよ、

佐賀県は。そういう中で、佐賀は日本一でも、

まだ続けます。宮崎県は日本一を目指すが続け

ませんということは、説明としては、なかなか

成り立たん。だから、特に、私は自分もつけて、

補助金をもらってやってるが、恐らく去年も申

請した人の半分しか補助金をもらってやってい

ないわけよね。そういう人たちは、翌年はある

だろう、26年はあるだろうと期待していたと思
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うんです。そういう人たちはだめになるわけで

すかね、補助金は、もらえないわけ。今度は26

年か。

そして、特に家庭用というのは、昼間の電気

は自分方で発電したものを自分方で使うわけ、

昼間は。皆、売電するわけじゃないと。自分の

とこの家で発電したものは、昼間の太陽が輝い

ている間は、自分方で洗濯するとか、それは自

分方の自家消費になるわけです。そういうこと

になると、昼間の発電量を減らすという一つの

環境に優しい、全体的には、そういう売電は収

益じゃけど、自分方で自家消費するということ

は、自分でエコに、自分のところの家庭は昼間

は協力しとるということになる、はっきりいう

て。売るためにつくるだけじゃなくて、自家消

費するって。

そういうことでいうと、やっぱり家庭でつく

るという太陽光発電というのは、環境に優しい

という、その人の思いが伝わる制度でもあるわ

けです。そうなると、私は、その産業用のとは

ちょっと違った意味で日本一を目指すと言って、

昨年の知事の提案理由説明でもそうやった。日

本一を、高いものを目指していくと、25年度は

言ってきたわけや、知事も提案理由の中で。そ

れが、もう26年度はこういうことで。そやか

ら、100万泊運動と同じで、口で言うこととする

ことが違うんじゃないかということになるわけ

で。やっぱり継続性の中で、本当に日本一になっ

たなら、私はやめていいと思っている。やっぱ

り、それに達しない間は、金額は安くても、私

は補助制度は続けるべきだったと思う。それが、

公平の原則。やっぱり負担も公平でないといか

ん、税金も。しかし、恩恵も公平であるのが私

は筋だと思う。

そういう意味では、今度やめたというのは、

それは予算的に厳しいと言うけど、その融資制

度は、この金額は、融資は返ってくるわけです、

これ２億100万。これは貸しとる金だから、県は

自己負担にはなってるわけですよ、融資制度は。

そうなれば、私は太陽光の家庭用のは何らかの

形で、金額は減らしてでも残すべきだったとい

うことを強く思うわけです。このあたりは説明

されたけど、日本一を目指すと、目指すからに

は日本一にならんといかんわけだから、そうい

う努力がちょっと足らんということを申してお

きます。

○山下委員長 答弁はいいですか。

○緒嶋委員 答弁があれば言うてください。

○山下委員長 どうぞ、今の考え方。

○川野環境森林課長 おっしゃるとおり、その

住宅用の太陽光発電は、環境面にも非常に貢献

できるし、あと、今回の震災のことがありまし

て、やはり災害に強いエネルギーだということ

もありまして、非常に皆さんの意識─今回、

新エネルギービジョンをつくるときにアンケー

ト調査をやりましたが、やはり、そういう環境

に対する思いが多くて太陽光をつけましたとい

う方たちの結果も出ております。非常に皆さん、

この太陽光に対しての関心が高まってきており

ます。

だから、これからもやっぱり住宅用は進めて

いかないといけない、それは県としての思いと

いうのは全く変わっていないところでございま

す。

その支援の形を今回ちょっと変えさせていた

だくということで、やはり、行政課題は新たな

部分が出てきてます。物すごく急激に進んだこ

とで、つけるとき、それからつけた後、そして

廃棄するとき、情報不足のためにいろんなトラ

ブルに巻き込まれるようなケースもありますの
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で、そういった正しい情報を県民の皆様にお伝

えして、そういったところで県は支援していき

たいと、そういう情報提供事業のほうにシフト

する形で住宅用は進めていきたい。

佐賀県は非常に頑張っていらっしゃいますし、

国の制度が始まる前から、もう補助を打ってや

られておりまして、ずっと１位をキープされて

おります。本県も一緒に頑張って、ずっと２位

をキープしておりましたが、形を変えてでも２

位をキープするように頑張っていきたいと思い

ます。

○緒嶋委員 地震なんかで電源が、発電所がや

られた場合でも、自家発電で昼間の間は動くわ

けですよね、自分の家では。停電になっても、

太陽光をつけとるところは。そういうことから

いうと、これは本当にある意味では地震対策に

もなるわけです。そういう意味も含めて、やっ

ぱり日本一を目指すといって、それになるまで

努力するというのが政策じゃないと、途中でや

めましたというのは、私は政策としては100点満

点じゃないと。だから、そういう点は今後ちょっ

と、また復活しても悪くはないわけだから、そ

れぐらいの努力で頑張ってほしいということを

強く申しておきたいというふうに思います。

それから、194ページの森林づくり県民意見交

換会等の開催367万、こういうのには、我々にも

声をかけてもらいたいと思う。県民の人たちが

どういう意見を持っておるのかというのを、我

々もやっぱり聞く必要もあるわけです。こうい

うのが我々に声がかかったことがないような気

がするけど、これはどういうシステムでやって

おられるんですか、これは。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 194ペー

ジの○改の３、森づくり県民意見交換会等開催事

業を掲載しておりますけども、これは、森林環

境税が平成23年度から27年度までということで

第２期目を実施させていただいております。そ

れで、27年度が、また税のあり方についての検

討を要する年度でございますけども、その前年

度、26年度に県民、各地で意見を伺って、その

税についての議論を深めていただくということ

で、今回初めて、この予算の中に計上させてい

ただいておるところでございます。

○緒嶋委員 そういうときに我々も、森林環境

税は林活議連が一生懸命になって、これ、でき

たんですよ。執行部は余り乗り気じゃなかった、

実際は、最初は。あのときは、もう本当に環境

森林課の皆さん方は、課長以下、一原君が課長

やったですか、大変苦労されたんです。本当は

税だから税務課がやらんといかんとが、環境森

林部のほうが頑張ったという、本当に皆さん方

の努力には敬意を表したいと思うとですが。

そういうものでありますので、我々もこの意

見が、どういう意見が出るかというのは聞きた

いと思いますので、地域の議員さんぐらいには

声かけて、地域の課題というか、そういう意見

を聴取するというのは、また我々にとっても勉

強になると思いますので、そういうふうに進め

てほしいということを要望しておきます。

それから、合併浄化槽、これは先ほどもいろ

いろ出ましたが、これは205ページと、その委員

会資料の中の12、13ページ。この14万6,000基の

中の８万1,000基が単独と、これをいかになくす

というのが、これは最大の、言われたとおり課

題と思うとです。これに、まだ20市町村しか協

力的でないということ自体がおかしいと思うと

です。だから、これはぜひ、全体的にこれをい

つまでに、長期計画の中でいつまでに８万1,000

基を５万基にするとか１万基にするとかいう長

期目標を立てて、その中で予算を組んで進めな
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ければ、これを減らすようにお願いしておるだ

けでは、私は前に進まんと思う。市町村も巻き

込んで、それぞれの市町村に８万1,000基がある

わけですので、その数のもとに何年間ではこれ

を半分にしましょうとかいう目標を市町村ごと

に立てさせて、それには県も財政的に協力しま

すという基本的なものをつくっていかなければ、

まだ、これしこありますだけで、200ぐらいのこ

とじゃ、とてもじゃない、これはもう何十年間

もかかるわけですよね。そういうものをつくっ

ていかなければ、私は解決策というか、前に進

まんと思うんですが、そのあたりはどうですか。

○上山環境管理課長 議員がおっしゃるとおり、

本当に単独処理浄化槽がなかなか進まないとい

うのは、やはり、県民の方々、単独処理浄化槽

を設置されている方が、現実的にはトイレはも

う水洗になっておりますので、そういったこと

で不便を感じてらっしゃらないという部分があ

るのかなと、なかなか意義が伝わらないのかな

ということも感じております。

議員からも今御指摘がありましたように、今

後もそういったところも含めて、市町村あたり

も巻き込みながら、また、私どものほうでは、

要するに生活排水関係の基本計画の取りまとめ

もさせていただいておりますので、そういった

ところで単独処理浄化槽をいかにやっていくの

かということも、今後、数値目標化も含めて、

市町村と協議を進めさせていただきたいと思い

ます。

いずれにいたしましても、この単独処理浄化

槽につきましては、今回は20市町村、全部参加

できなかったんですが、全ての市町村からは前

向きに検討したいという御返事いただいており

ますので、市町村と協力しながら、今後も頑張っ

ていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 次に、エコプラザみやざきですけ

れども、これは平成32年には、もう産業廃棄物

のほうは処理を、一応、一般廃棄物ということ

で市町村のほうに運営を任すというふうな長期

的な考えもあったわけですが、そういう意味で

は溶融炉を、この問題等は、やはりこれは一応

は復旧せざるを得んわけですね。

○神菊循環社会推進課長 ただいま委員が申さ

れたとおり、平成32年度をもちまして、県の産

業廃棄物処理事業、公共関与事業については終

了するということで、現在、市町村ともいろい

ろ協議をしながら理解を求めているところでご

ざいます。

今おっしゃいました溶融炉の復旧につきまし

てなんですが、エコクリーンプラザの発足に際

しまして、地元の対策協議会といろいろな協議、

協定を結んでおりますが、その中で溶融を行う

ということが定められております。これは、や

はり焼却灰をそのまま埋め立てるよりは、溶融

のほうがより安全だということからなんですけ

ども、なっております。そのことを考えますと、

溶融炉の復旧というのが基本になるとは思いま

すけども、今後、構成しております市町村や対

策協議会、それから公社等とも協議を進めてい

きたいというふうに思っております。

○緒嶋委員 これを復旧するためには、どのく

らい金がかかるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 ただいまのところ、

額についてははっきりいたしておりません。申

しわけございません。

○緒嶋委員 はっきりしないというても、大体、

建設費は幾らぐらいかわかりそうなもんじゃな

い。それもわからんとですか。

○神菊循環社会推進課長 建設費につきまして

は、焼却溶融炉ということで焼却炉と一緒になっ
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ておりまして、溶融炉をちょっと抜き出すのが

非常に難しくて、まだ額については把握いたし

ておりません。

○緒嶋委員 それは、億単位とか何千万とかい

うことも全然わからんわけですか。

○神菊循環社会推進課長 ざっくりではござい

ますが、溶融炉１号機の下にありました水砕層、

そこが爆発したわけですけども、全体で、やは

り億単位の復旧費はかかると。何十億というこ

とはないと思いますけども、億単位の復旧費は

かかるんだろうということは考えております。

○緒嶋委員 溶融炉の、その爆発した原因とい

うのはわかっておるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 溶融炉の爆発につい

ては25年の３月12日に起きたわけでございまし

て、その後、運転を委託しておりますＳＰＣ、

それから私ども県、市、それから外部の専門機

関であります日本環境衛生センター等と事故の

原因究明を行ってきたところでございます。

その過程におきまして、爆発の原因は水蒸気

爆発だろうということはわかってきております

が、そこに至る爆発のメカニズムといいますか、

それからあと、再発防止対策、これについて、

非常に専門的で、かつ技術的な部分が多くて、

長い期間を要したところでございます。

現在、公社において最終的な詰めを行ってい

るところでございまして、本年度中には報告書

を取りまとめ公表させていただきたいというふ

うに思っているところでございます。

○緒嶋委員 その溶融炉は産廃のほうは県は関

与をやめるということであっても、溶融炉をつ

くることによって、一般廃棄物でもそれを使う

ということはできるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 はい、できます。溶

融炉を使うことによりまして、焼却灰と比較し

ますと、その容量が17％少なくなるということ

でございますので、それを用いますと、最終処

分場の延命化にもつながりますし、地域の住民

の方々も安心されるということがございます。

○緒嶋委員 それと、あそこは汚水対策で施設

のやりかえというかタンクの修復というか、そ

れをやったわけですが、それを施工が悪かった

とかいうことで裁判をかけておられる、その見

通しはどうなっておるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 今議員がおっしゃい

ましたのは、浸出水調整池補強工事貸付金でご

ざいます。全体で16億9,800万円の２分の１を県

が貸し付けていると、これが８億4,900万円でご

ざいます。訴訟につきましては、現在まだ継続

中でございまして、訴えております金額が約18

億8,500万円と、途中で増額しておりますので、

この金額を裁判で訴えているということでござ

いますが、来年度中には一審判決が出るのでは

ないかと。まだ現在、一審判決で宮崎地裁に継

続しておりますけども、一審判決までいくので

はないかというふうに考えております。

○緒嶋委員 であれば、その一審判決から、ま

たいろいろ最高裁までいくということになれば、

この金は、その最高裁まで、結論が出るまでは

貸付金はずっと存続するというか、そういうこ

とになるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 この貸付金は、県が

半分、仮に負担したということでありまして、

裁判等での責任の所在等を考慮した上で新たに

負担を定めるということにしております。です

から、判決が確定するまでということに基本な

るんですけども、そうなるとかなりの時間もか

かりますので、裁判の行方も見据えながら考え

てまいることになるんではないかというふうに

思っております。
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○緒嶋委員 経営が安定したことで、この貸付

金が減るということは考えられんわけですか。

○神菊循環社会推進課長 現状を先ほど御説明

いたしましたが、事業収支としては黒字でござ

いますけれども、借入金の償還とか利息を合わ

せますと赤字という状況でございますので、そ

こを見ますと、金額の減少というのはちょっと

考えにくいというふうに思っております。

○緒嶋委員 これはいずれにしても、この裁判

の行方というのはわかりませんけれども、エコ

クリーンプラザが経営が安定しなければ、やは

り一般廃棄物だけといっても、なかなか県の関

与を、市町村の皆さんは離したくないという思

いもあるんだろうと思いますので、経営が安定

するように。最初から、もうこれは県も巻き込

んだ施設としてつくられたわけじゃから、それ

は県の責任も当然あるわけですので、やっぱり

宮崎市を中心とする市町村の理解を得るように

努力しながら、できるだけ県も配慮して、やは

り32年にはきれいに、いずれにしても手を引く

というか。一般廃棄物は、県北も県南も、それ

は市町村の責任でやっておられるわけだから、

宮崎の中央だけが産廃も含めてというのは、も

う産廃も民間業者で十分やっていけるというこ

とであれば、やっぱり県が関与しなければやっ

ていけないという、今条件ではないわけでしょ

う、産廃のほうは。

○神菊循環社会推進課長 民間の処理で十分

やっていけるものと思っております。

それから、先ほど、ちょっと説明で修正させ

ていただきます。訴訟の金額18億8,500万円と申

しましたが、これは調整池以外に排水の下水道

放流に関する工事の分も含め、それが県の負担

が３億8,000万だったんですが、この負担を合わ

せたもので18億8,500万円の訴訟で請求している

ということでございます。

○緒嶋委員 では、訴訟は、貯水タンクだけで

はなく、それも含めてということですね、訴訟

は。

○前屋敷委員 私も太陽光発電システムの廃止

の件でちょっと質問もあわせてさせていただき

たいと思うんですけど。今、かなり議論になり

ましたけど、私はやっぱりこの太陽光発電とい

うのは、本当の地産地消を地でいく制度だと、

事業だというふうに思うんです。ですから、や

はり継続は必要だというふうに私も思います。

そして、国の補助がなくなった、それとあわ

せて県もやっぱりなくしていこうという理由も

１つあるのかもしれないんですけど、ですから、

国のやめた分までフォローするということはで

きないと思うんですけど。せめて、やはり、住

宅、非住宅ともに進めていくという立場を、補

助の率は県だけにとどめたり、いろいろ財政上

考慮しなければならないと思うんですけれども、

やはりその点では、今回こういうふうに制度を

やめるということになっていますが、ぜひ復活

の状況で検討もすることが必要だというふうに

思うんです。県民はやっぱり押しなべて、この

制度は本当にいい制度だということで期待もし

てるし、自前がなければ、この制度融資も活用

しながらつけようというふうに思っておられる

方が多いというふうに私は思います。そういっ

た点では、やはりそういうことも加味して、今

後の検討課題にぜひのせていただきたいという

ふうに思います。これは意見として述べさせて

いただきたいと思います。

それとあわせて、この融資制度ですが、昨年

と同金額になっているんですよね、2億100万。

その前は２億5,000万ぐらい財政措置があったん

ですけど、この融資制度、昨年で実績はどのく
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らいですか。

○川野環境森林課長 24年度の実績でございま

すが、新規にお借りになられた方が39件でござ

いました。融資金額が8,029万円ということでご

ざいます。

○前屋敷委員 やはり活用してエコにも協力し、

まさに地産地消もやろうということだと思いま

すので、そういった点で、先ほども申しました

が、ぜひ検討をしていただきたいというふうに

思います。

それと、ＰＭ2.5で、新たな観測所を立ち上げ

るということで非常にいいことだというふうに

思います。

それで、県民の方々へ新たな情報が提供でき

るということなんですが、この広報といいます

か、情報発信はどういう形でされておられるの

か。県民の方から、この情報をどうやって流し

ているのか、余り聞かないという話も耳にする

もんですから、定期的に観測データが流される

のか、基準を超えたときに公表するのか、それ

はどういうぐあいになっているんですか。

○上山環境管理課長 ＰＭ2.5も含めた常時監視

を行っている項目につきましては、１時間ごと

に県のホームページで値を見ることができます。

これではなかなか不十分な部分もありますので、

委員がおっしゃるような、例えば新聞とかテレ

ビあたりで、テレビあたりでは新燃の、以前やっ

ておりましたけれども、ああいった形も非常に

効果的だと思いますので、その辺はまた今後研

究してまいりたいと思います。

あともう一点、ＰＭ2.5につきましては国の定

めた注意喚起を行う基準というのがございまし

て、それについて、１日の平均値が上回ると予

想される場合には、マスコミ等を通じて速やか

に注意喚起をやっていくという形で準備はして

おります。

○前屋敷委員 ぜひ、情報発信はきめ細かにし

ていくことが必要ですし、やはりホームページ

だけでは、ほとんどの方はそれを見るという立

場にはないと思いますので、やはりマスコミと

か新聞とか、こういうところも駆使して、きょ

うはかなり空気もよどんできているなというの

は、肌では感じたり、目で見て感じはするけど、

どの程度のものなのかというのがやっぱりなか

なかわからないということですので、そこはぜ

ひ検討もしていただきたいというふうに思いま

す。

それとあわせて、放射能の測定もされておら

れるんですけど、これは大気中のものだとか、

植物に付着したものだとか、そういう検査測定

もされるんでしょうけど、これについては、ど

ういう公表の仕方なんですか。

東日本大震災のときには、ヨウ素が飛んでき

たというのはマスコミなどでも流れたりして、

一定、知る状況にもあったんですけども、日常

的にどういう状況かというのも非常に関心もあ

りますので、その辺もあわせてお願いしたいと

思います。

○上山環境管理課長 済みません、先ほどの、

まずＰＭ2.5につきましては、もう一点、県の防

災メールに登録いただいた方につきましては、

全て注意喚起の情報が速やかに行くようになっ

ておりますので、その点も含めて市町村にもき

め細かにＰＲさせていただきたいと思います。

あと放射能測定につきましては、空中の放射

線量を含め８項目について定点で調査を行って

おりまして、以前は測定結果がまとまり次第、

県のホームページで公表していたんですが、も

う非常に安定しておりますので、年度をまとめ

る形で、年度末に県のホームページで公表、ま
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た、※環境白書も出しておりますので、そのあた

りで一応お知らせしようかなと思っております。

国のホームページあたりには全体の数字は常

に出されてはいるんですけれども、宮崎県の分

については、そういう形で今のところは広報に

ついては考えております。

○前屋敷委員 ＰＭ2.5もこの放射能もですが、

かなり関心は高くなってますので、やはり日常

的に県民の皆さんが情報が知り得るという形の

ものを、ぜひ工夫していただきたいというふう

に思うんです。ホームページであるとか環境白

書であるとかというのはやっぱり限られてきま

すので、その辺はぜひ配慮もしつつ検討してい

ただきたいというふうに思います。

それと、206ページの一ツ瀬川汚濁対策の件で

すけど、これは、26年度は委員会の運営費のみ

の計上になっています。昨年は、事業費が1,500

万ほどついて事業がなされたんですけど、この

事業については継続性はないのか。これで森林

整備、汚濁の対策も含めてできるのかという点

で。

○上山環境管理課長 これは、一ツ瀬川及び小

丸川上流域に植林をしていく、そして管理して

いくという事業で、森林保全機構という組織を

立ち上げてやっておりました。これにつきまし

ては平成11年に立ち上げたんですけれども、15

年間はそういった基金を造成しながらやってい

こうということで、25年度まで県が1,500万、九

電が3,000万というような形で、あと地元の市町

にも御負担いただくような形で積み立てており

まして、25年度までで一応積み立てにつきまし

ては終わりました。今後は、そういった基金を

活用しながら植林なり、そういった間伐なり、

あとは崩壊地等の防止工事等についてやってい

くということで、一応事業の終期は平成50年ま

で予定しております。

○前屋敷委員 じゃ、この基金としては、現在

は残っているわけですか。事業としては25年度

までという話ですが、毎年、基金は積み上げて

いって事業に使うということではないんですか。

○上山環境管理課長 今までの積み立てた基金

については国債を購入して、それを満期になっ

た時点で、また積みかえるというような形で、

今まで基金の総額は９億7,000万ぐらいあるんで

すが、それを５年ごとに取り崩して、また積み

立てるという形で平成50年度まで事業をやって

いくという計画でございます。

○前屋敷委員 じゃ、26年度についての事業と

いうのはしないということですか。

○上山環境管理課長 26年度も、そういったこ

とで下刈りとか造林といいますか、そういった

ものも含めた形で事業計画に基づいてやってい

きます。ですから、予算については、そういっ

た保全機構の中で支出していきますので、県の

予算としては、事務費というか、そういったも

のだけを今計上させていただくという形になっ

ております。

○前屋敷委員 済みません、ちょっとまだ理解

が不十分で。昨年度のこの整備事業1,500万とい

うのは、別個に事業したということなんですか。

○上山環境管理課長 昨年度まで、それぞれ積

立金を積んでおりましたので、この1,500万とい

うのは県からの積立金、機構への積立金という

ことになります。

○前屋敷委員 なるほど、わかりました。理解

をしました。

○山下委員長 お昼になりましたけど、どうさ

れますか。

○前屋敷委員 じゃあ、やめます。

※30ページに発言訂正あり
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○山下委員長 今３課が終わるところなんです

けども、よければ、あと残りがまだ３課あるん

ですけど、総括でまた続行しまして、３課は午

前中で打ち切ってよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、以上で、環境森林課、

環境管理課、循環社会推進課の議案の審査を終

了いたします。

午後１時開始とさせていただきます。暫時休

憩いたします。

午後０時１分休憩

午後０時59分再開

○山下委員長 それでは、午後の委員会を再開

をいたします。

これより、自然環境課、森林経営課、山村・

木材振興課の議案の審査を行います。

自然環境課から、順次説明を求めます。

その前に何かあるんですか。

○上山環境管理課長 午前中の審査の中で、前

屋敷委員から放射能に関する御質問がございま

した。その中で私のほうから、調査結果を県の

環境白書で公表しているというふうな答弁をい

たしましたが、環境白書ではございませんで、

衛生環境研究所の年報で公表させていただいて

おります。訂正させていただきます。

○山下委員長 よろしいですか。

○佐藤自然環境課長 それでは、自然環境課の

当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の自然環境課、211ページを

お願いいたします。

自然環境課の当初予算は、左から２列目にあ

りますように、一般会計で39億1,807万2,000円

をお願いしております。

それでは、以下、主な項目について御説明い

たします。

213ページをお願いいたします。

中段の自然保護対策費、説明欄の４、自然保

護推進員地域活動活性化事業の130万円でござい

ます。これは、自然を守り育てるボランティア

及びリーダーである自然保護推進員の活動を活

性化するため、新規登録を促進いたしますとと

もに、推進員大会の開催などにより、知識の向

上や情報の共有化を図るものでございます。

次に、１つ下の５、生物多様性地域保全活動

推進事業でありますが、この事業につきまして

は、後ほど常任委員会の資料のほうで説明させ

ていただきます。

次に、215ページをお開きください。

上段の森林病害虫等防除事業費の6,0 6 4

万6,000円であります。これは、主に松くい虫被

害の蔓延を防止するため、ヘリコプターなどに

よる薬剤散布や被害木の伐採・焼却などに要す

る経費でございます。

次に、その下の山地治山事業費の27億1,511

万5,000円であります。これは、台風や集中豪雨

による山地崩壊地の復旧整備やこれらの災害を

未然に防止するため、三股町椎八重地区など57

カ所において、復旧治山事業や予防治山事業な

どを実施するものでございます。

次に、216ページをお願いします。

中段にございます保安林整備事業の３億963

万4,000円でございます。これは、水源の涵養等

の保安林機能が低下した森林において、植栽や

下刈り、間伐等を実施し、保安林機能の強化を

図るものでございます。

次に、下のほう、217ページをごらんください。

一番上の県単補助治山事業費、説明欄の３、

山村集落防災機能強化事業の2,000万円でありま

す。これは、山村地域の集落機能を保全するた



- 31 -

平成26年３月11日(火)

め、荒廃渓流の復旧及び取水施設や避難路など

の水源・防災施設の整備を実施するものでござ

います。

次に、その下の保安林管理事業費、説明欄の

４、森林の公益的機能高度発揮推進事業の800万

円でございます。これは、保安林の公益的機能

の充実強化を図るため、集落の上流等に位置す

る水源地域の森林や山地災害危険地区周辺の森

林等を対象に、保安林指定に向けた調査等を行

うものでございます。

次に、その下の鳥獣保護費、説明欄の２、野

生鳥獣保護推進事業の750万9,000円でございま

す。これは、鳥獣保護思想の普及啓発に資する

ため、傷ついた野生鳥獣の保護・治療等やキジ

の放鳥、コシジロヤマドリの人工増殖等を行う

ものでございます。

次に、１つ下の３、野鳥に親しむ環境管理事

業の144万4,000円でございます。これは、愛鳥

作品コンクール等を通じて野鳥への愛鳥思想の

普及を図りますともに、野鳥との触れ合いの場

である御池野鳥の森を整備することにより、人

と自然が共生できる環境づくりを進めるもので

ございます。

次に、２つ飛びまして、６の鳥インフルエン

ザ野鳥対策事業の278万円でございます。これは、

野鳥の生息状況や飛来状況等を把握しますとと

もに、定期的なウイルス保有状況調査を行い、

的確な情報を県民及び関係機関へ迅速に提供す

ることにより、鳥インフルエンザの防疫体制の

強化を図るものでございます。

次に、その下、鳥獣管理費、説明欄の２、有

害鳥獣捕獲活動支援事業の2,029万8,000円と、

次のページ、218ページになりますけれども、（事

項）といたしまして狩猟費、４番の狩猟者育成

確保等対策事業の270万1,000円につきましては、

後ほど常任委員会資料のほうで説明させていた

だきます。

次に、その下の自然公園事業費、説明欄の５、

自然公園等利用施設整備事業の3,651万2,000円

であります。これは、自然公園等利用施設のリ

ニューアル、バリアフリー化など、誰もが安全

かつ快適に利用できるように市町村と連携して

整備するものでございます。

次に、最後の219ページをお願いします。

上段の治山施設災害復旧費３億円であります。

これは、台風等による治山施設の被害に備えま

して、予算をお願いするものでございます。

続きまして、先ほど説明を延ばしておりまし

た事業を説明させていただきます。

恐れ入りますが、常任委員会資料の16ページ

をお願いします。

16ページでございますが、初めに、生物多様

性地域保全活動推進事業についてであります。

１の事業の目的・背景ですが、この事業は、

人々の暮らしを支える生物多様性の保全を地域

で推進するため、希少野生動植物の指定・保全

や生物多様性地域戦略の策定による県民意識の

向上を図ることを目的としております。

右側の17ページをごらんください。

まず、生物多様性の現状ですが、長い年月を

かけて地域ごとに培われてきたさまざまな生態

系と多種多様な野生動植物が危機に瀕しており

ます。県では、絶滅のおそれのある野生動植物

をまとめた県版レッドデータブックを10年ごと

に作成しておりますけれども、2000年から2010

年までの10年間で、掲載種は298種、25％増加し

ております。

増加の主な要因といたしましては、環境の改

変や森林の伐採、鑑賞用としての乱獲、里山地

域の荒廃、鹿の食害等が上げられます。
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次に課題でございますが、生物多様性保全を

し、その恵みを、いかに将来世代に引き継いで

いくかということが重要な課題となっておりま

す。

そのための施策として、重要な生息地の保全、

地域の保全活動支援、県民意識の向上の３点を

掲げております。

左側の16ページに戻っていただきたいと思い

ます。

２番の事業の概要ですが、予算額は570万7,000

円をお願いしております。財源は、一般財源と

森林環境税基金であります。

事業期間は、28年度までの３年間としており

ます。

事業内容は、先ほど御説明した３点の施策に

沿ったものでありまして、①から③は、希少な

野生動植物や重要な生息地を指定し、保全を図

るものであります。

④は、森林環境税基金を活用いたしまして、

地域で保全活動を行う市町村や団体を支援する

ものでございます。

⑤は、生物多様性地域戦略を策定し、生物多

様性の保全に関する県民意識の向上を図るもの

であります。

３の事業効果でございますが、地域の生物多

様性の保全が図られ、将来世代に引き継がれる

ものと考えております。

次に、18ページをお願いいたします。

有害鳥獣捕獲活動支援事業についてでありま

す。

まず、右側の19ページの表をごらんください。

表の１でございますけれども、野生鳥獣によ

る農作物が被害額の推移を表にしたものでござ

いますが、平成24年度は11億円を超えており、

依然として厳しい状況にございます。

また、２のイノシシ・鹿・猿捕獲数の推移に

ありますように、平成24年度の捕獲実績は合計

で３万4,000頭となっておりますが、引き続き捕

獲等の対策をとっていくことが重要と考えてお

ります。

再び、18ページをごらんください。

１の事業の目的・背景でありますが、この事

業は、各市町村の有害捕獲班の捕獲活動等を、

市町村と共同で支援するものでございます。予

算額は、２の事業の概要にありますように2,029

万8,000円をお願いしております。

次に、（５）の事業内容についてであります。

①の有害鳥獣捕獲班活動支援事業では、県内

の26市町村が行う有害鳥獣捕獲活動について、

また、②の野生猿特別捕獲班活動支援事業では、

猿被害の多い18市町村が行う猿捕獲活動につい

て、その活動経費を助成することとしておりま

す。

また、③の鳥獣保護区等周辺被害防止事業で

は、事業者が行う鳥獣保護区等及びその周辺の

農林地における電気柵の設置や箱わなの購入経

費を助成することとしております。

３の事業効果でありますが、これらの事業を、

関係市町村や農政水産部、鳥獣被害対策支援セ

ンターと連携して取り組むことによりまして、

有害鳥獣の個体数調整が図られ、農林作物の被

害の軽減につながるとともに、捕獲班の活動体

制の動機づけや市町村との捕獲体制の強化も期

待されると考えております。

次に、20ページをお開きください。

狩猟者育成確保等対策事業についてでありま

す。

まず、右側の21ページのグラフをごらんくだ

さい。棒グラフは、狩猟免許所持者の人数の変

化、それから折れ線グラフは、60歳以上の割合
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を示しておりますが、ごらんのように、有害鳥

獣捕獲の中心的な役割を果たしていただいてお

ります狩猟免許所持者の減少と高齢化が目立っ

て進んできております。

このような中、県では、狩猟免許所持者に対

する技術向上講習会や新たに狩猟免許取得を希

望する方への受験課題の講義等を実施いたしま

すとともに、狩猟免許試験を複数回複数会場で

実施するなど受験しやすい環境づくりを進め、

狩猟者の確保に努めているところでございます。

再び、20ページをごらんください。

１の事業の目的・背景であります。この事業

は、狩猟免許所持者の技術の向上を図り、法人

による有害鳥獣捕獲を実施することにより、捕

獲の推進と捕獲従事者の確保を図るものであり

ます。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は270万1,000円をお願いしております。事業期

間は28年までを予定しており、事業主体は県と

市町村とを予定しております。

（５）の事業内容でございますけれども、①

の狩猟者育成安全等講習事業では、狩猟免許所

持者や狩猟免許取得希望者を対象とした講習会

を実施することとしております。

また、②の法人捕獲促進事業では、１の事業

の目的・背景の下のほうに、米印がございます

けれども、森林組合等の法人が有害鳥獣捕獲を

実施する場合、一定の条件を満たせば、狩猟免

許を有しない者を補助者として捕獲従事者に含

むことができる制度の活用を促進するため、捕

獲活動に必要なわな、右の21ページの下のほう

に示してありますように、例えば巾着式網箱わ

ななどの整備等について助成を行うこととして

おります。

最後に、３の事業効果でありますが、狩猟者

の資質と捕獲技術の向上等と捕獲補助者を含め

た有害鳥獣の捕獲従事者の確保が図られ、また、

地域の農林家の狩猟免許取得への関心が高まる

ことで、狩猟免許所持者等の増加につながるこ

とが期待されると考えております。

続きまして、別紙になっております決算特別

委員会の指摘要望事項に係る対応状況について

御説明いたします。

別冊の指摘要望事項に係る対応状況の３ペー

ジをお願いいたします。

⑤の公共工事の執行等につきまして、環境農

林水産分科会におきまして御指摘があったもの

でございます。

公共三部の具体的な取り組み例としましては、

中ほどに記載してございます。

効率的な予算の執行につきましては、人員補

強による執行体制の強化や、請負業者との緊密

な打つ合わせ等による進行管理の徹底等を図り、

年度内発注・早期執行に努めてきたところでご

ざいます。

また、入札不調の対策につきましては、技術

者や資機材の状況など、地域の実情を把握いた

しますとともに、現場条件等を十分に考慮した

きめ細かな積算の徹底や発注時期の調整、施工

管理書類の簡素化等に取り組んでいるところで

ございます。

自然環境課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○水垂森林経営課長 森林経営課でございます。

当課の当初予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の221ページをお開

きください。

森林経営課の当初予算は、左から２列目にあ

りますように、88億3,298万6,000円をお願いし

ております。



- 34 -

平成26年３月11日(火)

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

223ページをお開きください。

一番上の（事項）森林計画樹立費6,912万9,000

円であります。これは、森林法に基づく地域森

林計画の樹立及び森林経営計画の認定等に要す

る経費であります。

次の（事項）森林整備地域活動支援交付金事

業費３億6,203万3,000円であります。この事業

は、森林整備地域活動支援基金を活用しまして、

森林所有者等が行う森林経営計画の作成や集約

化施業のための現況調査、境界の確認等に支援

するものであり、これにより森林経営計画等に

基づく計画的かつ適切な森林整備を推進するも

のであります。

次の（事項）林業普及指導費4,404万1,000円

であります。これは、林業普及指導員が、林業

技術の改善向上と経営の合理化に向けた取り組

みを指導するものなどであります。財源の一部

には、林業担い手対策基金、森林整備加速化基

金などからの繰入金を充てております。

一番下の６、新規事業「緑の青年就業準備支

援事業」につきましては、後ほど、常任委員会

資料により説明させていただきます。

次に、224ページをお開きください。

（事項）林業担い手総合対策基金事業費1,347

万6,000円であります。これは、林業担い手対策

基金及び森林整備加速化基金を活用しまして、

林業担い手の確保・育成を行うものでございま

す。

次に、その下の（事項）森林整備事業費21

億6,927万9,000円であります。これは、説明欄

２の森林環境保全直接支援事業と３の環境林整

備事業により、県内一円において、植栽や下刈

り、間伐などの森林整備及び作業道開設に対し

て助成するものであります。

次に、一番下の（事項）森林機能保全対策総

合整備事業費１億2,500万円でありますが、これ

は、次のページの説明欄にありますように森林

整備加速化基金を活用して、森林境界の明確化

や森林獣害防止対策を実施するものであります。

次に、その下の（事項）水を貯え、災害に強

い森林づくり事業費１億9,000万円であります。

これは、森林環境税を活用して、公益上重要な

森林を対象に広葉樹の植栽や間伐等を行うもの

であります。

次に、一番下の（事項）道整備交付金事業費19

億2,027万7,000円であります。これは、山村地

域の交通ネットワーク化を図るとともに、適切

な森林整備に必要な林道網を整備するもので、26

年度は、日之影町の竹の原・諸和久線ほか38路

線を計画しております。

次に、226ページをお開きください。

中ほどの（事項）林業専用道整備事業費２

億1,066万5,000円であります。これは、間伐作

業等の森林施業に直結する路網を整備するもの

で、椎葉村の椎葉１号線ほか５路線の林業専用

道等を整備するものであります。

次の（事項）森林環境保全林業整備事業費792

万円であります。これは、林道橋の点検診断の

結果に基づき、高千穂町の今藤線において橋梁

の改良工事を実施するものであります。

次の（事項）山のみち地域づくり交付金事業

費５億9,679万8,000円であります。これは、林

業を中心とする総合的な地域開発に必要な基幹

林道を整備するもので、西米良村の小川・石打

谷線ほか１路線を整備するものであります。

次に、227ページの上から２番目の（事項）県

単林道事業費２億7,026万5,000円であります。

このうち、説明欄１の県単林道網総合整備事
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業は、国庫補助の対象とならない小規模な作業

道の改良や舗装等を行うものであります。

次に、その下の（事項）林業技術センター管

理運営費１億2,515万9,000円でありますが、こ

れは、センターの施設管理や育種育林に関する

試験など、26年度は９つの課題の試験研究など

に要する経費であります。

説明欄２の（７）原木シイタケ人工気象室設

置は、地域の元気臨時交付金を活用しまして、

温度や湿度を自動調節できるシイタケ栽培室を

整備するものであります。

次に、228ページをお開きください。

（事項）林道災害復旧費25億2,465万2,000円

であります。これは、林道の災害復旧に要する

経費でありまして、平成25年度発生の過年災分

と平成26年の現年災見込み額を計上しておりま

す。

続きまして、先ほど説明を後回しにしました

事業について御説明いたします。

常任委員会資料の22ページをお開きください。

新規事業「緑の青年就業準備支援事業」につ

いてでございます。

この事業は、若者を中心とした新規就業者の

確保・育成を図るため、将来的には林業経営を

担い得る有望な人材として期待される青年に対

し、林業就業に必要な研修を行うとともに、研

修生が安心して研修に専念できるよう、給付金

を給付するものであります。

２の事業概要にありますように、予算額

は1,950万円をお願いしており、事業期間は27年

度までの２カ年間、事業主体は県であります。

事業内容は、右のページの事業スキームをご

らんください。

林業への就業希望者に対して、①の林業技術

センターにおける座学や、②の林業事業体にお

ける実地研修など、林業就業に必要な研修を年

間1,200時間以上行い、その間、研修生に対して

月額12万5,000円の給付金を支給するものであり

ます。

ただし、研修後１年以内に林業分野に就職す

ることが条件となっており、仮に就業できない

場合は給付金を返還しなければなりません。

22ページ、中ほどの（５）事業内容にお戻り

ください。

①の研修事業は、林業担い手対策基金を財源

として、研修を実施するものであります。②の

給付金事業は、研修生への給付金として、国費

を財源として、10名分として1,500万円をお願い

しております。③は給付事務等の推進事業で、

国費を財源としております。

本事業により、３の事業効果にありますよう

に、新規就業者が確保され、林業事業体等の経

営が活性化するものと期待されます。

当初予算につきましては以上でございます。

続きまして、常任委員会資料の36ページをお

開きください。

議案第57号「林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について」でございます。

これは、林道事業の県営施行分について関係

市町村に負担をお願いするもので、負担の割合

は、道整備交付金事業については、事業費の100

分の10、山のみち地域づくり交付金事業につい

ては、事業費の100分の５、県単林道災害復旧事

業については、事業費の100分の10でございます。

対象となります市町村からは既に同意を得て

おりますが、地方財政法第27条の第２項の規定

により、議会の議決に付すものでございます。

森林経営課からは以上でございます。

○河野山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の当初予算について御説明いたします。
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歳出予算説明資料の229ページをお開きくださ

い。

当課の26年度の当初予算額は、左側から２列

目の欄にありますように、72億5,294万8,000円

をお願いしております。

その内訳は、一般会計で69億9,565万3,000円、

特別会計で２億5,729万5,000円であります。

それでは、主な事項につきまして御説明いた

します。

１枚めくっていただきまして、231ページをお

開きください。

中ほどの（事項）乾燥材供給システム整備総

合対策事業費119万2,000円であります。

説明の欄をごらんください。１の新規事業「天

然乾燥材品質向上促進事業」でございます。こ

の事業は、天然乾燥材のＪＡＳ規格が昨年９月

に施行されたことを受けまして、ＪＡＳ取得に

向けた製材加工技術向上の取り組みや必要な乾

燥技術者の育成に対して支援をするものでござ

います。

次に、その下の（事項）林業・木材産業構造

改革事業費36億9,742万2,000円であります。

説明の欄をごらんください。４の林業経営構

造対策事業費補助金2,600万円では、高性能林業

機械の導入への支援、また、５の木材産業構造

改革事業費補助金１億5,000万円では、木材加工

流通施設やバイオマス利用施設の整備への支援

を行うこととしております。

７の森林整備加速化・林業再生事業35億946

万2,000円につきましては、後ほど委員会資料の

ほうで説明をさせていただきます。

ページをめくっていただきまして、232ページ

をごらんください。

（事項）木材産業振興対策費24億5,801万3,000

円であります。

説明の欄をごらんください。１の木材産業振

興対策資金と木材産業等高度化推進資金は、素

材生産や乾燥材生産などに必要な資金を融資す

るものであります。

５の新規事業「森林バイオマス地域再生事

業」1,000万円につきましては、後ほど委員会資

料のほうで説明をさせていただきます。

その下の（事項）県産材流通促進対策費1,199

万3,000円であります。

説明の欄の１のチームみやざきスギ県外セー

ルス強化事業は、官民一体となって設立したチ

ームみやざきスギによる知事のトップセールス

の実施やフェアへの出店、県外での営業活動等

を支援するものであります。

次に、（事項）木製材品普及促進費2,051万

5,000円であります。

説明の欄の１のみやざきスギの家づくり活動

支援事業1,235万7,000円は、みやざきスギを積

極的に活用する産直団体等による県産材活用住

宅のＰＲ活動や、木材業界と住宅業界が連携し

て行う県産の大径材や乾燥柱材を活用した家づ

くりの取り組みを支援するものであります。

２の改善事業「みやざきスギ住まいづくり支

援事業」280万円は、県産材の柱やはり等の購入

経費を助成することにより、県産材を活用した

住宅の建設を促進するとともに、外材が多く使

われているはりや桁に無垢の県産大径材を活用

した場合に助成することで、大径材の利用促進

を図るものであります。

下のページ、233ページをごらんください。

一番上の（事項）木材需要拡大推進対策費１

億3,244万9,000円であります。

説明の欄の１の改善事業「木のある豊かなま

ちづくり促進事業」１億1,040万2,000円は、県

産材の利用拡大を図るために、市町村が整備す
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る建築物のほか、民間が整備する保育所や福祉

施設など公共性の高い施設の木造化・木質化を

支援するものであります。

また、３の改善事業「みやざき木づかい実践

事業」1,339万4,000円は、県民参加による木づ

かい運動の実施を初め、木づかいイベントや木

育活動を支援するとともに、環境貢献型みやざ

きスギの家の認定等を行い、県産材の地産地消

を促進するものであります。

次に、（事項）木材利用技術センター運営事業

費１億2,316万8,000円でありますが、これは、

同センターの維持管理や試験研究などに要する

経費であります。

次に、（事項）森林組合育成指導費３億689

万2,000円であります。

説明の欄の２の広域森林組合経営合理化促進

事業３億円は、森林組合が行う植栽等の森林整

備や原木出荷に必要な資金を市中銀行を通じて

貸し付けるものであります。

次に、（事項）林業担い手総合対策基金事業費

１億8,791万3,000円であります。

説明の欄の４の就労環境対策事業１億172万円

は、林業担い手の就労環境を改善するために、

事業主が負担する社会保険等の掛金助成や福利

厚生施設の導入等の支援を行うものであります。

ページをめくっていただきまして、234ページ

をごらんください。

６の改善事業「森林境界明確化推進事業」3,120

万円につきましては、後ほど委員会資料のほう

で説明をさせていただきます。

次に、（事項）しいたけ等特用林産振興対策事

業費5,097万1,000円につきましても、後ほど委

員会資料のほうで説明させていただきます。

次に下のページ、235ページをごらんください。

林業改善資金特別会計であります。これは、

議案第７号で提出している特別会計予算であり

ますが、説明はこの資料でさせていただきます。

（事項）林業木材産業改善資金対策費２億5,729

万5,000円であります。林業木材産業経営の改善

や新たな生産方式を導入するための施設整備等

に対し、無利子の中短期の資金貸し付けに要す

る経費であります。

歳出予算説明資料につきましては以上でござ

います。

続きまして、先ほど説明を割愛いたしました

事業につきまして、委員会資料のほうで説明を

させていただきます。

委員会資料の24ページをお開きください。

森林整備加速化・林業再生事業であります。

この事業は、木材需要の創出や県産材の安定

的・効率的な生産体制の確立、持続的な林業経

営の確立など、豊富な森林資源を循環利用し、

林業の成長産業化を実現するために、素材生産

・木質加工施設や木材バイオマス利用施設など

の整備等に対して支援するものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は35億946

万2,000円で、国から本県に配分された補助金を、

県の森林整備加速化・林業再生基金に積み立て

て、この基金を取り崩しながら事業を実施する

こととしています。

事業内容でありますが、①の地域協議会運営

推進費は、市町村や林業木材産業の関係者で構

成する地域協議会が県と協議しながら行う全体

計画の策定、事業計画の作成指導に対して支援

するものであります。

ここで策定された事業計画に基づきまして、

②から⑥の各事業を実施いたします。

まず、②の素材生産・木材加工施設等整備事

業では、素材生産の効率化や木材の安定供給を

図るため、高性能林業機械や製材機械、木材乾



- 38 -

平成26年３月11日(火)

燥施設などの整備を支援するほか、労働安全衛

生規則の改正により、林業機械の運転席に防護

柵等の危険防止設備の設置が義務づけられたこ

とから、今回新たにこれらの設備の整備を支援

することとしております。

③の木質バイオマス加工・利用施設整備等事

業では、木質バイオマスの利用拡大を図るため、

発電施設や燃料用の木材チップ加工施設、木質

ペレット製造施設の整備などに支援をすること

としております。

また、④の木造公共施設整備等事業では、県

産材の需要拡大を図るため、木造公共施設の整

備や新規用途開発への支援を、また、⑤の森林

・林業人材育成加速化事業では、素材生産作業

に必要な講習の参加に対する支援に加え、今回

新たに労働安全衛生規則の改正に伴い必要とな

る特別教育の受講経費の支援に取り組むことと

しております。

⑥の原木しいたけ再生回復緊急対策では、大

変厳しい状況にあるシイタケ対策といたしまし

て、シイタケの生産実証のための種駒や原木購

入への支援や、新たな需要創出などの取り組み

に対する支援を行うこととしております。

これらの取り組みを通じて、本県林業の成長

産業化の実現を図ってまいりたいと考えており

ます。

１枚めくっていただきまして、26ページをお

開きください。

新規事業「森林バイオマス地域再生事業」で

ございます。

この事業は、林家が取り組む林地残材の供給

の仕組みづくりや、効率的に収集運搬するため

の施設整備に対して支援を行うことで、山元の

利益につなげていくことを目的としております。

２の事業の概要でありますが、予算額は1,000

万円をお願いしておりまして、財源としまして、

宮崎県開発事業特別資金を活用することとして

おります。

また、事業期間につきましては、平成27年度

までの２カ年を予定しております。

事業主体は、市町村や森林組合、森林所有者

などで構成される地区協議会としております。

事業内容につきましては、右側の27ページの

ほうで説明をさせていただきます。

ページの中ほどに、林地残材の収集システム

のイメージを載せております。まず、図の①に

ありますように、林家が、小規模で分散してい

る林地残材を小型の運搬車などで集めまして、

②のとおり、軽トラックなどで中間土場まで運

搬をいたします。③の中間土場におきましては、

林地残材を買取価格ごとに分別をいたしまして

集積をいたします。集積されました林地残材は、

森林組合などが大型トラックで発電所などにま

とめて運び込むことになります。

このような取り組みを進めるために、ページ

の一番上に書いておりますが、木質バイオマス

地域供給システム構築支援では、林家による林

地残材の供給システムが、既に確立しておりま

す県外の先進地の指導者を招いた、ノウハウを

学ぶための研修会の開催に対して支援を行うこ

ととしております。

また、木質バイオマス地域収集運搬等支援で

すが、ここでは、①から③までの取り組みに必

要となる運搬車などの資機材や、中間土場の整

備に対して支援を行うこととしております。

このような取り組みを通じまして、２の事業

効果にありますように、林地残材の利用による

林家所得の向上や、未利用木質資源の有効活用

が図られるものと考えております。

次に、28ページをお開きください。



- 39 -

平成26年３月11日(火)

改善事業「森林境界明確化推進事業」であり

ます。山村地域では、森林所有者の世代交代等

により経営の基盤となる森林境界が不明確とな

り、誤伐の発生や間伐等の森林施業の集約化等

に支障が生じております。このため、境界明確

化が急がれる森林を対象として、市町村等から

なる地域協議会が行う森林協議会の明確化活動

に対して支援を行うこととしております。

２の事業概要でありますが、予算額は3,120万

円をお願いしており、財源については、林業担

い手対策基金を活用することとしております。

事業期間は、平成28年度までの３カ年間を予

定しております。

（４）の事業内容については、右側の29ペー

ジをごらんください。

本事業では、矢印の順に、地域協議会が森林

所有者への事業説明や合意形成を図るための地

域座談会の開催、森林所有者立ち会いによる境

界確認を行うための現地検討会の開催、また、

境界くいの設置や境界の経度、緯度の測定を行

うＧＰＳによる境界測量、測量情報をＧＩＳに

反映させるためのパソコンでのデータ処理、そ

れから森林計画図に境界を表示させるための図

化への支援を行うこととしております。

このような取り組みを通じまして、左のペー

ジの３の事業効果に書いておりますように、間

伐等森林施業の円滑な実施や小規模森林の集約

化による施業コストの低減が図られるとともに、

森林所有者の管理意識の高まりにより、長期施

業委託の促進が期待できるものと考えておりま

す。

続きまして、30ページをお開きください。

特用林産物の振興対策といたしまして、３つ

の事業を載せております。特用林産物につきま

しては、シイタケなどのキノコや山菜、木炭な

どがございますが、いずれも中山間地域を中心

に生産されておりまして、貴重な収入源となっ

ております。

このため、これらの事業では、新規参入者の

生産技術の向上やブランド化の推進、販路拡大

の取り組みを支援することにより、所得の向上

と山村地域の活性化につなげようとするもので

あります。

２の事業概要でありますが、まず、しいたけ

等特用林産物生産体制強化事業では、予算額

は3,819万2,000円で、財源は、林業担い手対策

基金と一般財源をお願いしております。

この事業は、本年度から３カ年間を予定して

おり、（５）の事業内容にありますように、増産

体制を構築するための乾燥機やほだ場などの施

設整備に対する支援や、新規参入者への生産技

術員による技術・経営指導、また、生産意欲の

高揚のための乾しいたけ品評会を開催するもの

でございます。

次に、右側の31ページをごらんください。

改善事業「乾しいたけ消費・販路拡大緊急対

策事業」ですが、予算額は501万9,000円で一般

財源をお願いしております。

事業期間につきましては、28年度までの３カ

年を予定しております。

（５）の事業内容にありますように、①の安

全・安心対策では、県内に流通しております干

しシイタケを対象に産地表示調査と判別調査を

行い、産地表示の適正化に努めます。また、②

の消費・販路拡大対策では、県内のホテルやデ

パートなど小売店との連携や、小学生を対象と

した食育講座などの開催、それに、昨年の価格

下落を受けて、11月の補正予算でお願いしまし

た大消費地での直販促進活動への支援を引き続

き行うものであります。
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最後に、新規事業「特用林産物新ブランド確

立事業」ですが、予算額は140万円で、財源とし

まして、林業担い手対策基金と一般財源をお願

いしております。

事業期間につきましては、28年度までの３カ

年を予定しております。

事業内容につきましては、５にありますよう

に、①では備長炭、②では山菜に取り組むこと

としております。

まず、①の備長炭ですが、県内で生産されて

おります備長炭につきましては、ひゅうが備長

炭やうなま備長炭、それに、みやざき備長炭の

３つのブランド名で出荷されている現状がござ

います。今後、ブランド力をつけるためには、

一つのブランドに統一していくほうが有利にな

りますので、ここではブランド統一化に向けた

取り組みについて支援することとしております。

また、増産していくためには原木の安定確保

が重要になりますので、生産者に対して原木林

情報が提供できる仕組みづくりに対して支援を

行うものでございます。

また、②の山菜につきましては、本県の温暖

な気候を生かし、市場性の高い新たな山菜等の

作目を導入するための技術の習得や販売促進の

取り組みに対して支援を行うものでございます。

以上、この３つの事業の取り組みを通じて、

３の事業効果にありますように、特用林産物の

生産振興と消費拡大による山村地域の所得向上

を図ってまいりたいと考えております。

当初予算につきましては以上でございます。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項につい

てでございます。

別冊の決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況をごらんください。

８ページでございます。10の干しシイタケ産

業や、林業・木材産業の振興についてでござい

ます。

林業・木材産業につきましては、来年度が、

中国木材の日向工場や木質バイオマス発電施設

の稼動など大きな節目を迎えることなどを踏ま

え、林業関係団体や市町村等と一層の連携のも

と、森林整備加速化・林業再生事業等各種事業

を活用しながら、県産材の需要拡大や加工・流

通体制の整備、路網の整備等を推進し、林業・

木材産業の成長産業化の実現を図ってまいりた

いと考えております。

また、大変厳しい状況にあります干しシイタ

ケにつきましては、11月議会で補正をお願いし

ました乾しいたけ消費拡大緊急対策事業により

まして、経済連やＪＡが取り組む県外消費地へ

の直販促進活動やＰＲ活動などを支援している

ほか、県といたしましても、しいたけ振興会な

どと連携して消費拡大キャンペーンなどに取り

組んでいるところでございます。

また、平成26年度当初予算におきまして、乾

しいたけ消費・販路拡大緊急対策事業等により、

引き続き、直販等県外消費地での販路拡大や生

産体制の整備への支援を行うとともに、森の恵

みフェスタの開催など、消費拡大に取り組むこ

ととしております。

さらに、平成25年度の国の補正予算で森林整

備加速化・林業再生事業に新たにシイタケ生産

の実証のための種駒や原木の購入を支援する事

業が追加されたところであり、これらの事業を

積極的に活用して、干しシイタケ産業の振興を

図っていくこととしております。

次に、11の公共建築物の木造化・木質化につ

いてであります。

公共建築物の木造化・木質化につきましては、

公共建築物等木材利用促進法に基づき、県産材
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利用推進に関する基本方針を定めるとともに、

全ての市町村において市町村方針を策定してい

ただいており、公共建築物の木造化・木質化の

推進体制は整ってきていると考えております。

県としましては、木造化・木質化に対する助

成はもとより、木材利用技術センターに設置し

た「木構造相談室」におきまして、これまでに258

件の相談等を受け付けておりますが、綾中学校

の木造化など技術的な支援も行っているところ

であります。

また、市町村等における建設計画の情報収集

に努めるとともに、職員が直接出向き、木造化

等の働きかけを行っているところであります。

平成26年度におきましても、改善事業「木の

ある豊かなまちづくり促進事業」により、県民

が木材のよさを体感できる波及効果の高い施設

や新たな需要拡大効果が見込まれる施設等の整

備を支援してまいりたいと考えております。

今後とも、市町村と連携しながら県産材の利

用拡大に努め、中山間地域の振興を図ってまい

りたいと考えております。

説明は以上でございます。

○山下委員長 議案に対する説明が終了いたし

ました。

委員の皆様から質疑を承ります。

○髙橋委員 予算説明資料217ページ、自然環境

課にお尋ねします。

鳥獣管理費です。25年度の当初と比べると、

１億7,000万円に対して4,100万だから、かなり

減額されている施策なんです。一方で、午前中

も出ていたと思うんですけど、鳥獣被害対策に

ついては力を入れるところだと思うんですが、

ここの主な減額のところを少し説明いただけま

せんか。

○佐藤自然環境課長 減額、今のところでよろ

しいんでしょうか。

○髙橋委員 そうですね、217ページの、ここの。

○佐藤自然環境課長 この217ページ、一番下、

鳥獣管理費について約１億3,000万ほど減額に

なっておりますけれども。これは、補正のとき

にちょっとお話ししたんですけれども、緊急雇

用臨時特例基金を導入いたしまして、各地域に

指導捕獲員を置きまして、例えば有害鳥獣の捕

獲ですとか、初心者への指導とか、そういうの

をやってもらう事業がございました。それが、

年度が、昨年度までとなっておりまして、この

分が約１億2,500万程度予算がなくなったという

ことで、それが主な原因でございます。

○髙橋委員 じゃ、これにかわるものを別なと

ころでやっているわけじゃないんですよね。

○佐藤自然環境課長 これにつきましては、大

変いい事業で、この捕獲員の方々がかなり捕獲

実績も上がっておりましたので、うちにとりま

しては非常にいい事業だったんですが、残念な

がら、この事業がなくなりましたので。

これにかわるものというところまではいかな

いんですけれども、これは、うちの所掌じゃご

ざいませんで、労働政策課の所掌になっている

んですけれども、雇用対策として地域人づくり

事業というのができまして、これにつきまして、

これも今までの緊急雇用的な色合いじゃなくて、

次の就職といいますか、ステップアップにつな

げていくようなことを、前面に出した事業でご

ざいますけれども。これにつきましては、狩猟

従事者育成雇用確保対策事業ということで、う

ちのほうの予算書には載っておりませんけれど

も、今、議会の答弁等でありましたように、今

までの狩猟者に頼っているだけじゃなくて、新

たな狩猟者を確保していかなくてはいけないん

じゃないかということで、法改正の動きもある
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わけですけれども。

そのような中で、今後、これは、例えば事業

者に対して捕獲に対する認定制度の事業もでき

ますので、それらを見込んで、今回は新規予定

者として14人ほど、26年の予算額としては4,200

万程度になるんですけれども、森林組合に委託

を行いまして、法人が、森林組合等で狩猟免許

を持たない業者を期間限定で雇用し、雇用され

た人は、例えば森林の被害調査、それから森林

造成と、これは網を張ったりとか防護柵の設置

等もございますので、そのような業務に従事し

ながら、野生鳥獣の生態等に知識を深めながら、

それから、その一方で、銃猟とか、それからわ

なの免許取得を目指しまして、免許取得後は法

人による有害鳥獣の捕獲にも従事するというこ

とで、そのような資格を持った人を養成して、

新たな雇用につなげていこうという狙いの事業

を一応考えているところでございます。

○髙橋委員 今説明がありまして、委員会資料

の18ページの、この事業ともいろいろと関連し

てくるんでしょうけど。21ページですか、免許

者の年齢構成とその所有者の数があらわされて

ますけど、問題は、いろんな被害調査は、それ

はそれでいいんです。問題は、いわゆる狩猟す

る方の数が高齢化に加えて数が減っているとい

うことに、この対策が、これは結局11億円ぐら

いの被害が出ているわけで。その中でも、わな

よりも、むしろ銃器の取得者、ここは、今持っ

ている人を、いかに手放さないように維持して

もらうかというのが一つと、新たに取ってもら

うということなんです。せめて、今持っている

方が、もうこれ以上減らないということにする

ために何をしたらいいかだと思うんです。

例えば、取りやすくするために研修会とか講

習会とか、今年度の事業でやるんでしょうけど。

例えば、経費に関する何か減免、狩猟に携わる

狩猟者であれば、何かそういう手数料の減免と

かいろいろ、例えば、そういったので誘導する

ような、いわゆる銃器を手放さない、狩猟に従

事していくための何か誘導策といいますか、そ

ういったところを検討すべきことじゃないか

なって思うんですけど、どうなんでしょうか。

○佐藤自然環境課長 今委員のお話にありまし

たように、確かに、今ある程度の、300人程度、

毎年新しい狩猟免許取得者がふえているんです

けれども、その人たちは主にわなの免許の方が

ふえています。一方、銃猟の方は、やっぱり年

を追うごとになかなか体力が続かないとか、危

険性もございますので、減っているというのが

現状でございます。

一方で、狩猟者の方が、例えば狩猟税とか手

数料の減免とかいうことでいろいろ話は出るん

ですけれども、その辺はなかなか制度上難しい

と思っております。

今、なかなか予算として実現はできておりま

せんけれども、何とか少しでも、今お話にあり

ましたように、負担を減らすといいますか、方

法については、今後検討してまいりたいと思っ

ております。

それと、環境省のほうで、若い人たち向けに、

例えばベテランの人の話を聞くとか、それから

イノシシとか鹿の肉の加工の風景を見せてとい

うことで、セミナーみたいなやつをやっている

んですけれども、それにつきましては環境省事

業ということで、うちのほうでもぜひやりたい

ということで希望を出しているところでござい

ます。

○髙橋委員 いろいろと狩猟免許者ですね、何

とかふやしていくような、また施策をお願いし

たいと思います。
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引き続きお尋ねしていきますが、224ページの

一番下の森林機能保全対策総合整備事業費、こ

こも６億ぐらい減額されているわけです。森林

境界というところはずっと課題であったわけで、

何か今度の事業でもありましたかね、たしか。

委員会資料にもありますよね、28ページ、事業

化されるわけですけど、もうこれでいいのかな。

結局、現場からは、とにかくこの森林の境界を

急げというのが、もう前々からの課題であった

わけで、この６億減の根拠といいますか、何か

説明いただければありがたいですが。

○水垂森林経営課長 この森林機能保全対策総

合整備事業の中に、加速化基金を使いました間

伐支援というのが昨年あったわけでございます

けども、その分が、昨年度は約６億円計上して

ございました。これは、国の復興予算と関係な

い部分は国に返還しようということになりまし

て、もともと26年度まで事業をする予定であっ

たんですけども、その26年度分が国に返して執

行できなくなったということから、この分が大

きく減額したというのが一番の理由でございま

す。

○髙橋委員 事情が事情だったから、もう、こ

れはしようがないですね。

関連してお聞きしますけど、委員会資料の28

ページで境界明確化の推進ということで事業が

ありますが、ちなみに、この事業内容で③で、

年間1,300ヘクタールで、３年間で3,900ヘクタ

ールですよね。これまで、どのぐらい境界が明

確化されて、今後、残りどのぐらい境界を明確

にしなくてはならないところがあるのか、おわ

かりであれば教えていただきたいと思いますが。

○山下委員長 わかりますか。できれば、地区

ごとに。面積と、県北か県南か。

○髙橋委員 全体でいいですよ。

○河野山村・木材振興課長 全体的に申し上げ

ますと、今現在、森林地域で森林の民有林の62

％に当たります25万4,652ヘクタールが国土調査

が済んでおります。残りが15万ヘクタール以上

残っておるんですが、今のペースで進みますと、

まだ27年ほどかかるということでございます。

ただ、先ほど申し上げましたように世代交代

で進んでまして、不明確な森林が出てきており

ますんで、今回この事業では、特に急がれる森

林について特定して、これは森林組合に聞きま

して、その分について集中的にやると、10年間

でやろうというような計画をいたしました。

○髙橋委員 今の10年間というのは、どういう

意味ですか。

○河野山村・木材振興課長 10年間でやる計画

を立てまして、今回３カ年事業としてお願いし

ておりまして。そこでは、残りの15万ヘクター

ル余りのうち、特に急がれる２万1,000ヘクター

ルについて集中的に実施していきたいというこ

とでございます。

○髙橋委員 ２万1,000ヘクタールを10年間でと

いうことの理解でいいんですか。当面急いでや

るということの意味で。わかりました。

○河野山村・木材振興課長 そのような計画で

ございます。

○髙橋委員 なかなか予算が伴うものなもんで

すから、非常に皆さん方も、もういろいろと悔

しい思いされていると思うんですけど。優先順

位の高いところだと思うんで、27年もかかるの

であれば、これは１年でも早く前倒しできるよ

うに何とか努力いただきたいと思います。

引き続き、予算説明資料の227ページ、県単の

林道事業費です。ここも予算の関係、財政の関

係だと思うんです。これも８億3,000万の事業が

２億7,000万に、もうがくんと減らされているわ



- 44 -

平成26年３月11日(火)

けで、この辺も、簡単でいいですけど説明いた

だくといいですが。

○水垂森林経営課長 この事業、先ほど説明し

ましたけども、加速化基金の返還に伴うもので

ございまして、先ほどのは森林整備に、間伐に

係る分、この分は路網整備に係る分ということ

で、この部分がなくなったということから、平

成25年度は６億数千万円予算計上しておりまし

たが、その部分が丸々なくなったということか

ら大幅に減少いたしました。

○髙橋委員 わかりました。返還はいろんな影

響が出るなということをつくづく、改めて感じ

ます。

引き続き、その下のほうの林業技術センター

の管理運営に関する経費で、ちょっと聞き取れ

なかった分もあったんですが、いま一度聞きま

すけど、（７）原木シイタケ人工気象室設置、栽

培室をつくるか何か説明があったと思うんで、

もうちょっと説明いただけませんか。

○森林業技術センター所長 この原木シイタケ

人工気象室の設置でございますけれども、夏場

の異常高温とか集中豪雨など、地球温暖化の影

響と思われるような事象が大変出てきておりま

す。原木シイタケの栽培施設をつくることになっ

ておるんですけれども、原木シイタケも、そう

いう異常の高温状態になった、湿度が変化する、

そういったものにどういうふうに的確に対応し

ていくかといったことを、温度と湿度をプログ

ラム制御ができる人工的な栽培施設を２部屋つ

くらせていただきまして、その中でいろんなプ

ログラムを変えて、原木のシイタケの発生状況

を研究していこうということでお願いしている

ものでございます。

○髙橋委員 それは、普通、室というと温める

んですが、これは逆に冷やすんでしょうか。温

暖化とおっしゃったから。

それともう一点、行く行くは、これって林家

に多分普及していかせるんだろうと思うけど、

これはちょっとコストがかかるなと、話聞きな

がら思ったりしてるんですが、その辺は現実的

にどうなんでしょうか。

○森林業技術センター所長 温度と湿度を異常

な高温の場面にセットをしまして、その中でも

耐えられるような品種の駒の開発ですとか、そ

ういうものを研究していこうということでござ

います。その成果を新たに生産農家に移転して

いこうということでございます。

○髙橋委員 私、勘違いしましたね。品種改良

のための、これ研究室だから、農家に室をつくっ

て、そこに原木シイタケを栽培しようという意

味じゃないですね。済みません、勘違いしまし

た。ありがとうございます。

では、引き続き、231ページの乾燥材供給シス

テムの関係で、新規事業でＪＡＳ取得をとると

いうことなんだけど、ＪＡＳ取得によるメリッ

トを教えていただくとありがたいんですが。

○石田みやざきスギ活用推進室長 天然乾燥に

つきましては、これまでＪＡＳという、いわゆ

る明確な基準がなかったということでございま

す。今回、ＪＡＳということで、明確に乾燥の

度合い等々を明示して表示できるということに

なります。特に、大手の企業さんですとかそう

いったところにつきましては、そういった性能

の明らかに製品についての需要がございますの

で、こういったＪＡＳの取得をすることによっ

て、性能の確かな材料を供給できるということ

でメリットがあるというふうに考えてございま

す。

○髙橋委員 供給する側のその製品の価格、こ

こはもう同じだということで理解していいんで
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すよね。

○石田みやざきスギ活用推進室長 ＪＡＳの制

度そのものが、昨年の９月にできたばかりでご

ざいまして、現時点において明確な価格差とい

うのはございません。ただし、特に需要先と申

しますか、ＪＡＳの認定を取ったものでなけれ

ば取引になかなか結びつかないということで、

特に大手の商社さんですとか、そういったとこ

ろにつきましては、そういった性能の明らかな

ものを、まさに取引をしたいということでござ

いますので、そういった面で売り先が広がると

いうことで期待をしているということでござい

ます。

○髙橋委員 よくわかりました。

委員会資料でちょっとお尋ねしますけど、26

ページのバイオマス地域再生事業で、事業内容

の②で、地域収集運搬支援をされるわけですけ

ど、たしか計量器か何かもありましたよね。こ

の860万で３分の１以内の補助なんでしょうけ

ど、11土場とか言ってましたですが、これで賄

えるものかな、計量器って、そんなに安いのか

なと思ったりして、お尋ねします。

○河野山村・木材振興課長 計量するトラック

スケールという機械がございますけども、これ

はメニュー方式になっておりまして、中間土場

だとか資機材、そういったもので、全体として

事業費で430万ほどになりますでしょうか。事業

費430万円を上限にメニュー方式で選んでいただ

いて、その３分の１を支援するということでご

ざいます。

○髙橋委員 860万のうちの430万が計量器、ど

ういうことですか。いわゆる高性能の重機でし

たっけ、それも対象でしたですか、この②の事

業は。

○河野山村・木材振興課長 今メニュー方式で

考えておりますのは、中間土場の整備です。そ

れから、計量するためのトラックスケールとか、

つかむためのグラップルとか、そういったもの

を考えておりますけども。それぞれの地域協議

会で検討していただいて、その地域でどういっ

たものが必要かというものを選んでいただいて、

全体で、事業費では430万円を上限に、その３分

の１を支援するということでございます。

○髙橋委員 現場は全部必要だと思います。も

ちろん11土場の整備も必要だし、もちろん計量

器はないといかんわけでしょう。私は、何か

ちょっと不満を申し上げたいなと思います。11

土場では、やっぱり全部必要だと思います。こ

れでいいよということにはならんと思うんです

けども、何かその辺、もうちょっと検討できな

かったもんですか。

○河野山村・木材振興課長 この事業、先ほど

申し上げましたように26年度と27年度の実施を

予定しておりまして、26年度は６カ所、翌年５

カ所というような計画でございます。ですから、

この事業予算額は６カ所分の予算を計上してお

ります。

○髙橋委員 いま一度確認しますけど、これ重

複メニューの要望はできないわけでしょう。土

場をしたら、もう計量器、メニュー方式とおっ

しゃいましたけど、その事業の取得ですよね。

○河野山村・木材振興課長 重複っておっしゃ

いますと、土場を２カ所とかそういう意味です

か。─失礼しました。中間土場とトラックス

ケールと合わせても構いませんですし、事業費

でトータルで430万円以内ということでございま

す。

○髙橋委員 メニューって２つなんですか。ト

ラックもでしょう。だから、トラックと計量器

は２つとも選択できないということですか。
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○河野山村・木材振興課長 資機材の購入とか

リースも対象にしておりまして、例えばトラッ

クスケールを購入、もしくは購入まで要しなけ

ればリースでも構いませんし、そのほかマルチ

トレーダーといいまして、軽トラックにつける

荷台がございます。そういったものも構いませ

ん。それから、中間土場につきましても、コン

クリート工事が必要なものもあるでしょうし、

簡単な資機材で済むものもあるでしょうし、ト

ータルで、いろんなものを合わせて事業費が430

万円におさまる、それを上限に３分の１を支援

したいというふうな内容でございます。

○髙橋委員 予算に限界があるから、いろいろ

そこら辺の制約は設けないかんでしょうけども、

また今後もいろいろと検討いただきたいと思い

ます。

最後にします。31ページの特用林産物の振興

関係で備長炭ですけど、３つの地名がつくらし

いですが、「うなま」と「ひゅうが」と「みやざ

き」とついているらしいですけど、どこの名前

のものが一番利用が出ているんですか。

○河野山村・木材振興課長 生産量としては、

うなま備長炭が多いということです。

○髙橋委員 だったら、これは要望しておきま

すけど、私は「うなま」という名前を選択しなっ

たらいいのかなと思います。何か「みやざき」

というふうにつきそうな感じがするもんですか

ら、飫肥杉がいい例でありまして、あれみやざ

きスギにしちゃいましたから、私は、うなま備

長炭のほうが後々プレミアがつくような気がし

ます。

以上です。

○河野山村・木材振興課長 名称につきまして

は、まだ未定でございまして、この協議会の中

で名称も含めて検討していくということにいた

しております。

○緒嶋委員 有害鳥獣の関係やけど、予算を減

らして、実績というか、捕獲数を、予算を減っ

て捕獲活動の実績は上がるという自信があるわ

けですか。

○佐藤自然環境課長 今お話がありました捕獲

数につきましては、これは、25年度は実績は出

ておりませんけれども、農政のほうからいただ

いてる交付金もございますので、24年度と比較

しますと、25年度からは、基本的には鹿が8,000

円だったのが１万円になって、それから、猿と

かイノシシについても8,000円出しておりますの

で、一定の底上げはできるんじゃないかという

ことで考えております。

○緒嶋委員 考えておるだけで実績が上がりゃ

いいっちゃけど、これなかなか現実というのは、

実際深刻なわけです。我々から見れば、中山間

地の深刻さを行政はわかってないというのがみ

んなの考え方なんです。やっぱり中山間地は過

疎化する、高齢化する。そして、鹿はふえる、

イノシシもふえると。8,000円が１万円になった

から、それで捕獲頭数はふえるという、人的な

もう体制が整わんわけです。言えば、人間がと

るといったって。向こうのほうが、ことしは雪

が多かったけ、雪がずっと降っとけば、食料が

なくて減るかもしれんけど、あれも特異な状態

で、もう１週間もすれば雪はなくなる。そうい

うことになると、やはり、本当に安心して中山

間地、有害鳥獣から、それを減少して、20年前

の状態に戻ればいいんだけど、そういうことが

本当に考えられるかな。里山まで鹿の声が聞こ

えてくるという、そういう状態が現実なわけで

すよね。

だから、これについては、やっぱり地域を守

る。いずれにしても、そこに住む人が、また、
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この有害鳥獣が減らんことには、人間のほうが、

もうこれは耐えられん状態になりつつあるわけ

で、行政はもっと深刻に考えて予算を減らすと

いうことは、これは金がないというよりも地域

を守る、そういう意識を持っておるのかどうか

という基本的なことが、私は一番大切だと。予

算が少なくても守られればいいけど、その守る

自信があるかということです。

○佐藤自然環境課長 今、委員のお話にありま

したように、例えば南郷あたりに行きますと、

家と家の間に田んぼがあって、田んぼの米を、

もう何年も食うたことがないとかいう話は我々

もよく承知しておりまして、中山間地の課題の

大きいものだということは認識しているつもり

でございます。

今お話にありましたように、確かに先ほどの

雇用対策等は減っておりますけれども、今ある

捕獲事業、例えば、捕獲班に対する助成金等は、

そのまま継続いたしますし、それと、また新た

な雇用対策もするつもりでございますので、先

ほどもちょっと説明の中で申しましたけれども、

もちろん我々のほうの所掌とする捕獲対策、そ

れから被害防止対策、環境対策も含めて、全庁

挙げて取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○緒嶋委員 もちろん全庁挙げて取り組まにゃ

ならんが、私は極端なことを言えば、もう自衛

隊を頼まないと、とてもどうにもならんていつ

も言いよっとです。国民を守らんで、何が自衛

隊かと私は言いよっちゃけど、本当それぐらい

深刻なわけですよね。だから、これはもうちょっ

と予算的にも、やっぱり必要な予算は組むとい

う。これはもう補正ででも将来的には考えてい

ただかないと、実際、対策する電気柵とかわな

とか、この希望は大体充足しておるわけですか。

各市町村から来る要望に対しては十分対応でき

ておるかどうか、ちょっとお尋ねします。

○佐藤自然環境課長 私どもで持っております

捕獲につきましては、ここに自然環境課で持っ

ております鳥獣保護区近辺の農作物の関係、そ

れから森林経営課で持っております造林地等へ

のネットの費用です。自然環境課でいきますと、

なかなか、やっぱり現状、要望には対応できて

ない状況というのは正直なところでございます。

○緒嶋委員 そこあたりからやはり必要なもの

は予算に組むという。これは金がないといって

も、地域を守るためには金がないといっても、

どこかをカットしてでも、これは確保するとい

う姿勢でないと、これはなかなか対策にはなっ

ていないと私は思います。だから、これは今後、

必要があれば、やはり補正でも組んでいただく

というような感じじゃないと大変なことになる

というふうに思いますので、その認識は持って

ほしいというふうに思います。一応、そこ、必

要なものは対応してないということであります

ので。次、行きます。

それと、これは225ページ、花粉の少ない森づ

くり事業。環境森林部は余りマスクをしている

人が少ないというのは、花粉に強いのかなと思っ

ているんですけれども、これはいいことですが、

これは実際、かなり進んでおるわけですか。

○水垂森林経営課長 この事業につきましては

平成22年度から取り組んでおりまして、これま

でに160万本ぐらい実際に植栽してございま

す。26年度につきましても、予定でございます

が75万本、これは面積に換算しますと300ヘクタ

ール分ということになりますが、以前から取り

組んでいるということでございます。

○緒嶋委員 これはなかなか簡単に進まんだろ

うと思いますけど、やっぱりこういう姿勢で、
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花粉によって人間の健康が害されるということ

は、これはもう残念なことですので、この対策

は必要なものをできるだけ─ことしのほうが

本数が少ないというのはちょっと気にはなりま

すけど─今後も進めてほしいというふうに思

います。いいですか、まだ続けて。

それと、231ページ、天然乾燥材品質向上促進

事業というのは、これは119万2,000円で、これ

ぐらいで、これは促進事業は進むわけですか。

予算的にはかなり少ないような気がするけど。

○石田みやざきスギ活用推進室長 この経費に

つきましては、ＪＡＳの取得に際しまして、天

然乾燥でございますので、例えばどれだけ土場

で乾燥させればＪＡＳの基準を満たすのかと

いったような試行錯誤ですとか、そのために必

要な研修の費用等々について支援するものでご

ざいまして、そういった経費でございまして、

この予算で対応してまいりたいというふうに考

えてございます。

○緒嶋委員 それと、今度は森林整備加速化・

林業再生基金、積み立てになっておるわけです

が、この事業は26年度で終わるわけですか、事

業としては。

○石田みやざきスギ活用推進室長 現在、平成25

年の１次補正で、先般積み増しをさせていただ

きましたけれども、この事業期間というのは26

年度ということになってございます。過去にお

いて行われておりました事業につきましても、

繰り越しを含めてでございますけれども最終年

度が26年ということになってございますので、

現行制度上は26年度が最終期限ということにな

ります。

○緒嶋委員 この制度は物すごく効果があると

いうか、期待も大きいわけですけども、将来の

見通しはどうか、これは、27年度以降の。

○石田みやざきスギ活用推進室長 現時点にお

いて予算の見込みというのはございませんけれ

ども、委員御指摘のように、大変いい事業でご

ざいますので、引き続き、こういった措置が延

長されますよう国のほうに対しまして強く要望

のほうを、また続けてまいりたいというふうに

考えてございます。

○緒嶋委員 これは、環境森林部長としてはど

うですか。この事業って、私たちも、ぜひ存続

しなきゃいかんと思うわけですが。これは相当、

政治的に国のほうにも要請していく必要もある

と思うし、この26年度で終わらんのじゃないか

なという期待感もあるわけですが、そのあたり

の今後の取り組みについて。

○堀野環境森林部長 御指摘のように、本当に

この事業、使いやすいというか、木材産業・林

業の振興に大変役に立っていると思ってます。

今室長が申し上げたように、ぜひ重点要望の中

でも組み込んで要望していきたいなというふう

に考えてます。

○緒嶋委員 それから、木材利用技術センター

の中で試験、研究について、26年度の取り組み

についてちょっとお伺いしたいんですけど。

○飯村木材利用技術センター所長 26年度の取

り組みにつきましては、３つ、重点的に考えて

まして、最重点が大径材への取り組みです。２

つ目が、その中の心去り材というのが、非常に

大径材にとっては有効だということで、割れな

い、集成材に負けない乾燥材を完成していこう

という。それと、３つ目が、先ほど説明ありま

したように、木構造相談室を25年度にオープン

したところ、各方面から問い合わせが非常に多

くて、ちょっと消化し切れないぐらい、いろん

な相談が来てます。

その３つが一番大きなところでして、その３
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番目について少し説明しますと、今年度は、綾

中が、１年かけて、非常に評判よく木造ができ

たんですね。例えば、比較数字を申し上げます

と、長尺の集成材を除きまして、住宅に使われ

る部材が約20から30棟分出ているんです。です

から、公共施設の中型を木造化すると、少子化

で住宅がなくなるというのが確実にカバーでき

るという。ですから、市町村が、これから公共

施設の木造化を進めると、まさに住宅を補う効

果がある。

その中で注目しているのがプレカット技術な

んです。住宅のプレカット技術が綾中にぴった

りはまったんです。大きな材面のはりは集成材

にしましたけれども、そのはりが木造化したこ

とで、間柱、あるいは管柱、床の束だとか、あ

るいは根太というんですか、そういう羽柄物を

含めまして500立方以上出ているんです。という

ことは、その木構造相談室をもう少し踏み込ん

で、住宅部材に使えますよというようなことを

提案できれば、かなり相談を受けた市町村側も、

それは地域の地産地消に直結するという。１年

やってみてわかったので、それをもっともっと

わかりやすく説明できるようにしたいなと思っ

てます。

○緒嶋委員 それって、すばらしい研究という

か、そういう取り組みをされておるわけですが。

私は、やっぱり木造の設計をする人、設計業者

との連携を図らんと、町村とよりも、そういう

人たちの、それこそ産学官ですか、産学官の取

り組みを深めていかんと、いいものもなかなか

広がらんのじゃないかなというような気もする

わけで、そのあたりも取り組むべきだと思うん

ですが、どうですか。

○飯村木材利用技術センター所長 まだ自信が

なかったので申し上げなかったんですが、実は

今年度取り組んでまして。具体的には、物づく

りのハードの面も大事だけれども、ソフトを何

とかしない限り市場は拡大しないということで、

木構造相談室と、もう一つ木構造専門工事業と

いう、それがない限り普及しない。

具体的には、相談に来ても、市町村としては

見積もりが欲しいんです。幾らぐらいの原木を

使うのか、幾らでできるのか、鉄と違ってどの

くらい安くなるのかという。それはセンターだ

けではできないので、今、県木連に協力をお願

いして、鉄構工業会だとか横並びの。いずれ木

構造の専門工事ができれば、鉄骨あるいはコン

クリートと横並びになりますので、そこと連携

を図ることによって、今の公共施設の木造化と

いうのは木造関係者だけなんです。鉄構工業会

に今度行くんですけれども、彼らも待ってまし

て、少しでも木を使えば、それこそ提案できる

ようになるという。そこが動いてくれると、そ

れこそ鉄骨の中に木材を入れる見積もりができ

る、その延長上で全部木造にしてもできるとい

う。そろそろ、木構造専門工事業ということを、

来年度に向かって、国交省を含め陳情して、そ

の必要性と、やればできるということを宮崎で

やってみせたいなと思ってます。

ただ、事が大きくなっちゃうんで、センター

だけでもできないし、関係者の協力も必要で、

ここで約束することが１年たってできるかどう

かという。ちょっと私自身限界もありますので。

それが需要拡大の基本だと思っています。

○緒嶋委員 産学官の人がお互いに気を使えば、

うまくいくわけですよ、互いに。気を使わんか

らおかしくなる。ぜひ、お互いに気を使って頑

張ってほしいなというふうに思います。

○飯村木材利用技術センター所長 了解しまし

た。
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○緒嶋委員 先ほどの有害鳥獣対策で、法人に

よる有害鳥獣の捕獲活動に必要なわな等の整備

等を行うということで、実際森林組合等は言わ

れておりますが、この動きはあるんですか。法

人がやりたいという、その動き。この事業内容

に書いてあるけれども、20ページ。

○佐藤自然環境課長 今のところ、これはこの

事業によったものではございませんけれども、

西都市と五ヶ瀬町でその動きがございます。ま

だ、この予算が決まっておりませんので、はっ

きりしたことは申し上げられませんけれども、

この事業を構想するに当たって、森林組合とか

二、三のところを当たりましたところ、確約は

できてないんですけども、前向きな返事をもらっ

たところもございます。

○緒嶋委員 ぜひ、こういう法人というか、そ

ういうの取り組みができれば、また違った体制

が整うかなと思いますので、そのあたりとのい

ろいろ折衝というか、取り組みを検討していた

だきたいということをお願いしておきます。

それから、バイオマスのその問題ですけれど

も、これは、やはり中間土場等がうまく整備さ

れなければ、バイオマスのそういう発電所がで

きても、そういう木材の流通というか、それが

うまくいかなければ、発電所そのものも機能し

ないわけですよね。これが、本当に土場がうま

く、そういういろいろな支援のもとに取り組み

というか、11カ所って言われたですか、その動

きはかなり進んでおるわけですか。

○河野山村・木材振興課長 県の各地域といい

ますか、今、地域の協議会、行政等が中心となっ

て立ち上げた協議会が５つございます。これが、

全県的に網羅された区域でございますけども、

そこでもって木質バイオマス資源の効率的な収

集、運搬のために何が必要かというところを議

論していただいてまして、進んでいるところで

は、地区の座談会まで開催されているようでご

ざいます。その中で、中間土場の設置の必要性

といいますか、それがまず一番先に検討されて

まして、具体的な設置箇所の案もできていると

ころもあるようでございます。

○緒嶋委員 ということは、バイオマス発電所

ができたときには、その体制は整うということ

ですね、この中間土場を含めて。

○河野山村・木材振興課長 この事業、来年度

は６カ所でございますけれども、収集が始まり

ますのが、この秋くらい以降になるかと思いま

すけども、なるべく早いうちにそういった中間

土場とか、必要な資機材が導入できるよう努め

ていきたいというふうには思っております。

○緒嶋委員 ぜひ、頑張っていただきたいと思

います。

それから、委員会資料の31ページ。このシイ

タケの、今のところ、まだ価格そのものが回復

していないというか、そういう状態であります

けれども。いずれにしても、やはり消費がふえ

ないことには価格の、市価というか、上昇はあ

り得んわけですけども。今後このような取り組

みは、恐らく大分県なんかも一生懸命やってお

られるだろうと思うんですけれども、お互い、

隣県とも協調してやるとかいう、そういうよう

な動きというのはないとですか。

○河野山村・木材振興課長 確かにシイタケの

需要拡大については、１県で取り組むというの

は、なかなかその県内にとどまっておって広が

りがないというふうには思っております。です

から、複数県、生産地で連携して、例えば大き

な消費地でのそういったキャンペーン活動をや

るとか、そういうのが非常に効果が大きいんで

はないかと思っておりまして、実は、本会議で
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も質問がございましたけれども、西日本乾しい

たけふるさと連合というのが、５つの主な生産

県でできてまして、そこがいろんな陳情活動等

をやって、この対策、国の補正予算等に反映さ

れておるんですが、ことし以降、一緒に手を携

えて、ＰＲ活動を全国的に取り組んでいこうと

いう動きもございますんで、県同士でも、何が

支援できるかといいますか、そういったことを

検討しながら一緒に取り組んでまいりたいとい

うふうには思っております。

○緒嶋委員 ぜひ、そのような動きの中で、やっ

ぱり連携することが必要だと思いますし、その

ことが国に対する、またいろいろな要請もやり

やすいんじゃないかなという気もしますし、国

会議員に対する働きかけも連携してやると、ま

た違った面が出るんじゃないかなと思いますの

で、今後検討していただきたいというふうに思

います。

もう一つ、特用林産物ブランド、これは備長

炭のことが中心でありますけれども、この事業

内容の②の新たな山菜類の栽培技術、知識の習

得ということが書いてあるわけですが、これは

具体的にどういうものが考えられるわけですか。

○河野山村・木材振興課長 新たな山菜の作物

でございますけども、例えばでございますが、

モミジガサ、これは少量ですけども、既に南那

珂の森林組合が数年前から手がけてまして、現

に福島のほうに出荷をしております。

それと、もう一つは、これは東北地方で栽培

されている作物でコゴミというのがございます。

これはゼンマイのでっかくて柔らかいというふ

うなものだと思っていただければいいですが、

私もたびたび見たことはあるんですけど、グリ

ーンアスパラみたいな食感で、サラダ感覚でマ

ヨネーズをつけて食べると大変おいしいという

ことで、首都圏でも相当消費があるようでござ

いますんで、もうそういったものの栽培が、こ

れまた南那珂森林組合ですけども、そこで栽培

が始まっているということでございますんで、

そういったものを含めて、新たな作物がブラン

ド化できれば、これを支援してまいりたいとい

うふうには思っております。

○緒嶋委員 こういうものは、県の試験研究機

関で取り扱う場合には、どこが扱うことになる

んですか、これ、試験研究って。これは、どこ

が。

○森林業技術センター所長 一部は私どものと

ころでも扱っております。それから、農政水産

部の薬草のところ、あそこと連携をしながらやっ

ております。私どものところでも、今シオデと

いう作物を試験的に栽培技術の確立に向けて

やっておりますし、あとは、松林の中で発生し

ますショウロです。これについても、調査研究

をしているところでございます。

○緒嶋委員 そういう特異なというか、特殊な

ものを、特徴あるものを開拓するというのはい

いんじゃないかなと思いますので、そこ辺は、

また農政とも連携をとりながら、積極的にやら

れると、おもしろいというとあれですけれども、

効率がよく、うまくいくんじゃないかと思いま

すので、期待しております。

以上です。

○横田委員 ちょっとだけ質問させてもらいま

すけど、213ページの生物多様性地域保全活動推

進事業ですけど、有害鳥獣というのはどんどん

ふえていって、こういう希少野生動植物という

のが減って絶滅危惧になっているということで、

非常に皮肉なもんだなというふうに思いますけ

ど。こういう希少野生動植物の重要生息地を指

定するとか公表するとかしたら、逆に乱獲につ
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ながるんじゃないかなというふうに思うんです

けど。ちょっと取り越し苦労かもしれませんけ

ど、考え方をお聞かせください。

○佐藤自然環境課長 重要生息地については、

現在、県内でたしか８カ所ほどしておりますけ

ども、基本的に地域でまとまった保全活動をし

ているところで指定しております。ですから、

そういう面では、例えば監視活動とか、それか

ら、例えば小学生を交えた保護活動をするとか

いうことで、まとまった地域ということで、そ

れなりに保護が順調にいくんではないかという

ふうに考えてます。

また、きょうもちょっと新聞に出ておりまし

たけれども、こういう植物を守るために、先ほ

ど申しましたとおり、絶滅危惧種がふえている

という理由は、もちろん伐採とか開発行為もあ

るんですけれども、最近では鹿の食害によるも

のがふえておりまして、きょう、ちょっと新聞

に出ておりますけども、高千穂町の五ヶ所高原

でゴマシジミという貴重なチョウがいるんです

けれども、そのゴマシジミが食べます植物を守

るために、うちのほうの事業を活用しまして、

周りにネットを張りまして、鹿の食害から守る

というような事業も行っているところでござい

ます。

○横田委員 わかりました。以前、オスズカン

ランとか、ああいうのが乱獲されたというのを

覚えているものですから、希少なものは何か非

常に欲しくなるような癖の人がたくさんおられ

るようですので、指定することで乱獲につなが

らないような配慮を、ひとつお願いしたいと思

います。

次に、232ページですけど、みやざきスギ住ま

いづくり支援事業、一番下ですけど。これは、

県産材の柱とかはり等の購入経費を助成すると

いうことですけど、予算が280万円ということで、

何か非常に少ないように感じるんですけど、ど

ういう使い方をされるのか教えてください。

○石田みやざきスギ活用推進室長 みやざきス

ギ住まいづくり支援事業でございますけれども、

まず事業内容でございますけれども、みやざき

スギの家づくりの講習会、こういったもので県

産材の利用の優位性ですとか魅力等のＰＲを行

う講習会の開催、また、県産材の購入経費、新

築時に構造材等へ20立方以上の県産材を、かつ

合法木材を使用した場合に、１棟当たり10万円

を支援するという内容にしてございます。また、

はり、桁に県産の大径乾燥材の木材を使用した

場合に、１棟当たり、これもプラスで10万円の

補助ということで考えてございまして。この事

業につきましては、以前、いわゆる木材利用ポ

イント事業というのが国のほうで実施されてお

りますけれども、こういった事業と併用ができ

なかったということで、木材利用ポイントのほ

うで、いわゆる県産材の需要の拡大といいます

か、そういったものが図られたところでござい

ますが、今回につきましては、県産材を利用し

た場合について、特に国が定めました木材利用

量を大きく超えて県産材を利用したようなもの

につきまして、それに加えて支援できるような

制度に改めたということでございます。

○横田委員 はい、わかりました。

234ページの特用林産物の新ブランド確立事業

ですけど、県産の備長炭というのは、生産量と

か質とかは、全国的にはどういう位置づけになっ

ているのかを教えていただきたいんです。

○河野山村・木材振興課長 備長炭の３大生産

地というのが言われてまして、まずは和歌山県

の紀州備長炭、これは一番生産量も多くて1,260

トンほどつくってます。次が高知の土佐備長炭
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ということで800トンほど、次が宮崎の備長炭と

いうことで510トンほどつくっております。

○横田委員 知りませんでした。結構大きなシェ

アを持ってるんですね。済みません、生産額が

わかれば教えてください。

いずれにしても、例えば炭火焼きとか、備長

炭とか、最近、飲食店なんかでも非常にたくさ

ん使うと思いますので、ぜひ頑張って、さらに

生産量がふえるようにブランド確立を頑張って

いただきたいと思います。

それと、もう最後ですけど、森林バイオマス

地域再生事業ですけど、今、緒嶋委員も言われ

ましたけど、当然、バイオマス発電とか、今３

カ所ですか、できているのが。あと２カ所が今

建築中やったですか。それとか、農政水産部の

ほうがハウス暖房のペレット化というのを進め

ようとしておりますが、当然そういうことで、

需要のほうはどんどんふえてくると思うんです。

問題は、それに対する対応が供給側としてでき

るかどうかと思うんですけど。

ここに、27ページに絵が書いてありますけど、

当然、道がないようなところから小型運材車で

運んで、狭い林道を軽トラック等で運んで、中

間土場に集積して、大型トラックで搬入すると

いうことだろうと思うんですけど、これが、い

わゆる収集システムのノウハウということと考

えていいんですか。

○河野山村・木材振興課長 これは、林家みず

から取り組んだ場合には、こういったことが可

能だということで。私ども考えていますのは、

大部分の集荷の供給量は、やっぱり大型の機械

を持った専門の素材生産業者とか森林組合さん

だというふうには思っております。

ただ、林家の方たちにも直接それにかかわる

ような、直接、利益還元できるような仕組みと

して、全国的にも取り組みがあります、こういっ

たものを参考にしながら、林家が参加できるよ

うな仕組みとして、こういった取り組みを支援

してまいりたいということでございます。

○横田委員 先進地の指導者を招聘してと書い

てある。先進地の取り組みというのは、どうい

う収集のシステムになっているんでしょうか。

○河野山村・木材振興課長 基本的には、これ

と同様の取り組みでございます。

ただ、多いのは、中国地方とか四国のほうで

盛んにこういった取り組みやられているんです

が、全国で恐らく50くらいのそういったプロジェ

クトが進んでいると思います。

当時といいますか、５年ほど前から始まった

こういった取り組みでして、当時はＦＩＴとい

うのはございませんで、ＦＩＴ、いわゆる売電

価格の買い取りとか、そういったものはござい

ませんで、そのときの取り組みでしたんで、地

域振興券で3,000円ぐらい上積みして買い取ると

か。結果的には、今、宮崎でバイオマスが取り

引きされているような価格、５～６千円程度に

はなるみたいですけども、そういったものを進

める役のリーダーがおりますので、そういった

ノウハウを宮崎に移転したいと、そういったこ

とを考えております。

○横田委員 いずれにしても、これからどんど

んふえてくるだろうペレットの需要にしっかり

と供給できるように、林道整備なんかもその一

翼を担うと思うんですけども、しっかりと収集

システムが確立できるように頑張っていただき

たいと思います。

○ 原委員 横田委員の絶滅危惧種の話ですが、

盗掘というか、そういうのが懸念されるわけで

すけど。レッドデータブックで、宮崎固有の種

で、その絶滅危惧種みたいなのがあるんですか。
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○佐藤自然環境課長 固有種という定義がいろ

いろあるんですけれども、済みません、数字が

はっきりしませんけども、20種程度はあったと

思います。

○ 原委員 どうやって保護するかという、い

わゆる公開することが、逆にマイナスになるん

じゃないかっていう話があったですけど。例え

ば、宮崎県の条例で、何かそういう絶滅危惧種

的なものを守るという条例が本県にはあるんで

すか。

○佐藤自然環境課長 野生動植物の保護に関す

る条例というのがございまして、その中で希少

な野生動植物については採取を禁止しておりま

す。例えば、植物でいきますと、有名なキバナ

ノツキヌキホトトギスとか、尾鈴山系にあるん

ですけども、キバナノツキヌキホトトギスとい

うのがございます。それとかサクラソウ、それ

からサギソウ、それから、ヒメユリですね、そ

の辺がいわゆる禁止されている植物に入ってお

ります。

○ 原委員 愛好家の垂涎の的みたいなのはよ

く出てくるわけですけど、それは何か罰則規定

つきですか。採掘したら、例えば過料に料すと

か、何かそういうことになっているんですか。

○佐藤自然環境課長 済みません、ちょっとお

待ちいただけますか。済みません、少しお時間

をいただきたいと思います。罰則はあります。

○ 原委員 それは、ちょっと別にいきましょ

うか。

○山下委員長 それは、また後で調べて報告し

てください。

○ 原委員 農水省から来てらっしゃった牧元

副知事が若い時に喜界島におられたんだそうで

す、26歳のころ。あすこにチョウチョウがおり

まして、名前はちょっと私が今思い出すんで、

正確じゃないかもしれません。アサギマダラと

かいうこんな大きなチョウチョウがいて、それ

の保存をするための条例を、あの方がまだ26歳

ごろだったそうですが、行ってつくってもらっ

た条例が、いまだに大変生きてまして、喜界島

の町長さんたちからそういう話を聞いたことが

あったんで、本県の条例はという話になったん

ですけど。その保護という観点からいけば、条

例も一つの採掘、盗掘等の抑止効果があるのか

なと思ったんで、その質問でした。

その間、隣に行きます。バイオマスの話が出

ました、先ほど。ずっと出ています。この前議

会でも申し上げましたが、これは、農政水産部

の次世代型施設園芸、これがやっぱり脱化石燃

料、それで暖房に、いわゆるハウス暖房にバイ

オマスを使うという話なんですよね。この前、

農政水産部でお話ししたんですけど、このエネ

ルギーの担当所管である環境森林部と、このハ

ウス園芸の熱源としてのバイオマスについての

相談はしているのかという話をしましたら、連

携はちゃんととってますみたいな話だったんで

すが。やはり、環境森林部として、これからそ

ういうエネルギーの地産地消という言葉も初め

てうたっていただいて、それはそれでいいと思

う。要は、エネルギーの自給率を上げることだ

ろうと思うんです、自給率。

だけど、そういう観点に立ったときに、農政

水産部で、これから恐らくいろいろとハウス園

芸等にもバイオマスを利用して熱源としてやっ

ていくと思うんですが、そのあたりにやっぱり

担当所管として環境森林部がしっかり目を向け

て、技術的な面から、いろいろなノウハウの面

からタイアップしていただくことが、本県のト

ータル的な第１次産業の、林業も農業も含めた

振興になるんじゃないかと思ったんですけれど
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も。この次世代型施設園芸について、環境森林

部として何かかかわりを持とうという意識は、

ベクトル、マインドはお持ちじゃありませんか。

○楠原環境森林部次長（技術担当） 今、委員

がおっしゃいましたように、ハウス暖房機はペ

レット型を中心として導入しようということで、

５年間で500台という目標を立ててあります。そ

の中に委員会ができてまして、民間企業、それ

から、我々行政といった中で委員会を立ち上げ

ております。その中で議論があるのは、まず、

暖房機の導入促進が一つ。その次には、やっぱ

り燃料となるペレットの安定供給。もう一つが、

暖房機が今400万とかという非常に高い価格だと

いうことで、それの低コスト化へというか改良。

そういったことで低コスト化に取り組んでいた

だいている機械メーカーさんも含めて、いろん

な情報交換を現在やっております。

環境森林部としましては、一番我々としては

木材を使っていただくということになりますの

で、まさにバイオマスを使っていただき、温暖

化にも資するといったことで、いかにこのエネ

ルギーの源である燃料をきちっと安定供給する

かといった仕組みについては全面的にきちっと

一緒に考えていきたいというふうに思ってます。

○ 原委員 ぜひ、部局横断的に、そこをやっ

ていただくとありがたいというふうに思ってま

す。条例の話はまた後で聞きます。

○佐藤自然環境課長 済みません、先ほどの罰

則規定のお話ですけれども、先ほどのような指

定植物を採取した場合には、１年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金ということに定められて

いるようでございます。

○ 原委員 であれば、恐らくこの委員の中に

も、その存在を知らなかった人がおりました。

私も知りませんでした、正直。あるだろうなと

思いましたけど。ですから、例えば県の広報な

んかにも、たまにはどっかに一角をつくってい

ただいて、こんなことをしたら罰せられますよ

というようなことをしていただくといいんじゃ

ないかなというふうに思うことと。

先ほど、いろんなサクラソウとかありました

けど、もし必要であれば、さらにそれを加えて

条例を変更されてはいかがなというふうに思い

ますが、お考えはどうですか。

○佐藤自然環境課長 先ほどの採取が禁止され

ている植物等につきましては、いろいろレッド

データブックの調査もしておりますし、専門家

の方の意見を伺いながら、新たに指定する動植

物について検討しているところでございます。

近々何をというのは決まっておりませんけど、

その辺は検討しているところでございます。

それと、先ほどございましたＰＲについては、

ちょっと不十分な点もございますので、なるべ

く多くの県民の方に知らしめるような努力をし

てまいりたいと考えております。

○ 原委員 ぜひ、お願いしておきます。

次に、233ページ、木のある豊かなまちづくり

推進事業。これは、何か保育園等というような

お話でしたが、間違いないですか。保育園だと

すれば、ことし何カ所を考えておられるのか、

お聞かせください。

○石田みやざきスギ活用推進室長 この事業で、

現時点におきまして、特に予定しているという

ものはまだございませんが、今後募集をかけま

して、そういったものにつきまして支援をして

まいりたいというふうに考えてございます。

○ 原委員 この県単というのは、こども安心

基金の話ですか、財源は。

○石田みやざきスギ活用推進室長 この予算に

つきましては、普通の県の予算でございます。
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ただ、木のある豊かなまちづくり、県単の補助

事業につきましては一般財源でございますけれ

ども、そのほかにも国庫補助事業といたしまし

て、いわゆるづくり交付金と言われる国庫の補

助事業を入れたものも、この予算の中には入っ

てございます。

○ 原委員 こども安心基金かどうかは、私も

これ定かじゃないんです。

○石田みやざきスギ活用推進室長 こども基金

のほうは、こちらの中には入ってございません。

○ 原委員 ないんですか。じゃあ、入ってな

ければ別な補助だということで。

こども安心基金というのがあるんですよね。

これが25年度までだったのが、26年度まで延び

て、その駆け込みで今、各保育園さんが、かな

り同じ時期に建てられた保育園が多くて、皆さ

ん、これを希望されてたんです。ところが、お

もしろいことに、いい方向にいったのが国が２

分の１、市町村が４分の１、事業主が４分の１

だったのが、かなりお金余ってるんですね。そ

れで、この市町村の４分の１が12分の１でいい

よと。その分をこども安心基金で負担するから

という話で、したがって、市町村は、これまで

１カ所できてたのが、逆に言うと同じ予算で３

カ所できるようになったということで、加速度

的に幼稚園の新築・改修ができる状況はそろっ

ているんです。これは、あちらの福祉保健部に

ちゃんと確認しないといけませんが、そういう

状況にあります。

したがって、ことしは、そういう幼稚園をつ

くるという。例えば、私の町でもそうなんです。

１カ所しかできないだろうと言っていたのが、

市町村は４分の１が12分の１の負担でよかった

もんだから、３カ所、じゃあ、やりましょうか

というような話に動きつつあるんです。

だから、ことしは、そういう幼稚園等の公共

施設の新築、改築、建てかえの要求がかなりふ

えるだろうというふうに見てまして、そういう

意味では、環境森林部にとっては木を使ってい

ただくいいチャンスだろうと思うんです。だか

ら、そのあたりの情報をしっかり集めていただ

いて、売り込みを積極的にやっていただくよう

に。予算が足りなければ、さらに補正の中で加

えていただいてやっていただくとありがたいと

いうことを申し上げておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

次に移っていいですか。あと一つが、委員会

資料の28ページ、境界の明確化なんですけど、

これが、かなり私どもの地元でも大きな問題に

なって、山は売りたいが、買いたいが境界がわ

からないと。持ち主も、もう２代目、３代目で、

どこをどう境界をつけていいかわからないとい

うような事態が出ているわけですけど。問題は、

その放置林です。伐採した後、どれだけちゃん

と植えているかという、その差額分が放置林に

なる要素をかなり占めているわけですけど。現

況において、伐採したところと、後、それをちゃ

んと植林しているところというのは、ほぼ100％

で進んでいるもんでしょうか。

○水垂森林経営課長 正確な数値というのはな

いんですけども、推測なんですけども、おおむ

ね１年間に2,000ヘクタールぐらい伐採されてお

りまして、そのうちの４分の３、1,500ヘクター

ルほどが再造林されております。

○ 原委員 ということは、４分の１は未植栽

で、もしかすると、そのまま放置林になる可能

性を秘めているというふうに理解していいです

か。

○水垂森林経営課長 ４分の１は残るわけでご

ざいますけども、植栽未栽地の定義であります
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が、切った翌年から丸々３年経過しても更新し

ないというものは、植栽未栽地扱いにしようと

いうことになっておりまして、今現在、※780ヘ

クタールぐらいだったと思うんですけども、そ

れが植栽未栽地として計上されております。

○ 原委員 あるわけですね。わかりました。

あと一つは、相続登記。山の持ち主が余り関

心がなくなったために、次の代、次の代、登記

されてないんです。

例えば、今でも、何とか五右衛門みたいな江

戸時代の人の名前があったりして、いろいろ権

利がふくそうして大変な状況になるんですが。

この相続登記を、ここで皆様方に言っても責任

はないわけですけど、何かいい方法はないもん

でしょうか。でないと、これが、後、次の代、

次の代といったときに、いろんなところで弊害

が出てくるんじゃないかと思うんだけど、この

相続未登記というか、何かつかまえていらっしゃ

いますか、状況を。

例えば、今、林道を通したりされるじゃない

ですか。そのときに当然、山の用地の問題とか

あるわけです。そのときに、そういう昔の人の

名前であれば、相続人がいっぱい広がっている

わけで、いろんな混乱があったりするんじゃな

いかなと思うんだけど、そういう状況は出てな

いんでしょうか。ないですか。

○楠原環境森林部次長（技術担当） 今、委員

がおっしゃいました、現実には相続は個人の問

題だと思うんです。

ですから、今委員がおっしゃいましたように

山村地域では高齢化をしておりますので、今後、

非常に課題としては、そういう意味では先ほど

申し上げた国土調査がなかなか時間がかかりま

すので、その前段としての森林境界明確化を今

進めているということです。

あと、林道等では、基本的には市町村さんに

調査していただいて、基本的には治山とか林道

工事は、土地は無償で提供していただいて事業

をしているという状況です。

○ 原委員 だから、これは先の話ですけど、

町なかであれば用途地域があったり、ほかの個

別規制法で、いろいろ土地の規制とか持ち主に

かけるじゃないですか、持ち主に。農地法でも、

特に厳しいですよね、縛りが。

だから、この森林法というのは、意外とその

あたりの縛りが緩やかであるがために、山の持

ち主というのが、そこあたりの意識が非常に薄

い。ずっと将来的に、法律の中で山林の所有者

に対する義務というか責務というか、何かそう

いうのを法律にうたっていく必要があるんじゃ

ないかなみたいな、私、素人的に考えるんです

けど。それが個人の財産ですけど、そのあたり

をかけることがいいことか悪いことかわからな

いけど、何か外国ではそういう例もあるやに聞

いておりますし、そんな考えは非常に無謀な考

えなんでしょうか、教えてください。

○楠原環境森林部次長（技術担当） 今おっしゃ

いましたことに関しては、森林所有者の責務と

いうことについては、森林法か林業基本法かど

ちらかだったと思うんですが、そちらの中で、

いわゆる理念的な分ですけども、森林所有者の

責務として適切に管理する必要があるというこ

とはうたってあったかと思います。

○ 原委員 そうですか。そこまでにしておき

ます。

○河野山村・木材振興課長 先ほど横田委員か

らお尋ねのありました木炭の生産額でございま

すが、これはちょっと古い、平成23年度になり

ますが２億9,000万円ということでございます。

※58ページに発言訂正あり
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○水垂森林経営課長 先ほど、植栽未栽地を780

平米と申し上げましたけども、749ヘクタール確

認されております。

○山下委員長 それでは、自然環境課、森林経

営課、山村・木材振興課の議案の審査を終了い

たします。（発言する者あり）まだ、ありますか。

休憩しましょうか。総括ではだめですか。休憩

とって総括でいきたいと思うんですが、閉めさ

せていただくとありがたいんですが。総括の中

で、一緒ですから。

じゃあ、総括質疑準備のため、暫時休憩いた

します。

午後３時６分休憩

午後３時15分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開をいた

します。

各課の説明及び質疑は全て終了いたしました

ので、これから総括質疑を行います。環境森林

部全般について、質疑を今から承ってまいりま

す。

○川野環境森林課長 午前中に髙橋委員のほう

から、歳出説明資料の昨年度と今年度の当初予

算の掲載の仕方についての御質問をいただきま

したけれども、この件につきましては、再度き

ちっと整理させていただいて、しばらくちょっ

とお時間いただきまして、また、後ほどきちっ

とした形で報告させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○山下委員長 説明の仕方については、もう、

きょうは無理でしょう。あしたから、また農政

のほうに入りますから、まだ２日、最低でも３

日ありますから、その旨、事前にまた伝えてく

ださい。

○前屋敷委員 説明資料の213ページの自然環境

課で、自然保護対策のところで自然保護の推進

員、それから野生動植物の保護監視員、これら

の方々がかなり御苦労して保護のために頑張っ

ておられるということのようなんですけれども、

それぞれ何人ぐらいいらっしゃるんですか。自

然保護推進員の方と、それから動植物保護監視

員の方ですよね。

○佐藤自然環境課長 監視員の方が96名でござ

います。推進員の方は※576名になっております。

○前屋敷委員 それで、県内一円にいらっしゃ

ると思うんですけども、この方々はあくまでも

ボランティアという位置づけでしょうか、一定

の支援があるんですか。

○佐藤自然環境課長 監視員の方は、基本的に

ボランティアでございます。ただ、監視員とし

て、一般的には植物に詳しい方とかが多いんで

すけれども、腕章をして調査していただいてい

るということで、その辺の効果はあるものと思っ

ておりますけれども。その辺の活動に対する傷

害保険、それは県のほうで掛けております。

推進員の方はそれこそボランティアなんです

けれども、研修大会の旅費につきましては県の

ほうで負担しております。

○前屋敷委員 この方々は登録かなんかをされ

て、あくまでもボランティアということで頭が

下がる思いなんですけども、予算から見ると、

どうもそういう助成はないんだろうなと思って

お聞きするんですけど。こういう方々に旅費だ

とか保険の適用をされるということですけれど

も、やはり、その御苦労に何か報いるものが必

要かなというふうには思いますので、また、ぜ

ひ検討していただければというふうに思います。

○佐藤自然環境課長 済みません。私は、先ほ

ど推進員を576名と申し上げました。579名の間

※このページ右段に発言訂正あり
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違いです。申しわけございません。

○前屋敷委員 わかりました。

それから、215ページの松くい虫の対策のとこ

ろですけれども、予算的には若干、昨年25年度

とすると150～160ぐらいの増額にはなっている

んですけど、今かなり松枯れが広がる中で、昨

年も補正予算が組まれて対策が打たれたという

ようなこともありますので、この予算で十分な

のかというところが１件と、それとあわせて、

現状をちょっと御報告いただきたいと思います。

○佐藤自然環境課長 今委員のお話にありまし

たように、昨年は夏の間の異常な暑さというこ

ともありまして、かなり通常ベースよりも倍ぐ

らいの量が出てきておりまして、そこで補正と

いう形で倍ぐらいの予算の追加をお願いしたと

ころなんですけれども。ここ５年とか10年のペ

ースで見ますと、大体イーブンといいますか、

平均しておりまして─昨年はちょっと異常

だったんですけど─その辺につきましては、

今から春先にかけてどのぐらい虫が飛んでいる

かとか、その辺の調査をいたしまして、その辺、

もし異常でありましたら、また手を打たなくて

はいけないんですけれども。ことし、補正もい

ただいて、かなり徹底的にやりましたので、来

年は通常ベースに戻るということで、通常の松

くい虫の空中散布とか地上散布、それから通常

の予算に規定した伐倒駆除等で足りるんじゃな

いかということで、今のところ思っているとこ

ろでございます。

○前屋敷委員 わかりました。じゃあ、よろし

くお願いします。

それと、この５番のところです、説明の中の。

この被害防止対策事業で養蜂っていうふうにあ

るんですが、ちょっと御説明をいただけると。

○佐藤自然環境課長 これにつきましては、松

くい虫の空中防除等をする場合に、人的には安

全だという薬を使っているんですけれども、い

わゆるミツバチ、養蜂、それはやっぱりちょっ

と弱いようでして、養蜂組合のほうにお願いし

て散布地域にあるところ、もしくは近いところ

のハチ箱を移動してもらうような委託を組んで

おりまして、それの経費でございます。

○前屋敷委員 わかりました。

続いて、その下の山地治山事業費の中で、３

番、４番については減額の予算が組まれている

ところなんですけども、その理由あたりを教え

てください。

○佐藤自然環境課長 この予算につきましては、

中ほどの山地治山事業ということで、この中の

もう一つ下のレベルの小さい項目になっている

んですけれども、この増減につきましては、今

ヒアリング等で箇所調査をしているんですけれ

ども、その年々によりまして、中のメニューが

移動をしたりしておりますので、全体的には昨

年度よりも積み増しをした予算にはなっており

ます。

ですから、例えば、前の年にたくさん台風が

来て山地崩壊があったとか、そういうことにな

りますと一つのメニューがちょっと突出したり

しますけれども、それは年々によって若干増減

するようなメニューになっております。

○前屋敷委員 じゃあ結果的には、予算そのも

のは例年ほどは確保できるというふうに見てい

いわけですか。

○佐藤自然環境課長 この事項のところの山地

治山事業費を見てもらいますと、25年度当初が25

億程度になっておりますけれども、ことしは27

億ちょっとということで、かなり大きくオーバ

ーしているところでございます。

○前屋敷委員 これは事業費全体でトータルで
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見ていいということですか。この中の水源地整

備事業だとか、４番の事業あたりは、事業する

箇所が具体的に少なくなれば事業費も減るとい

うことなんでしょうけど。

○佐藤自然環境課長 先ほど申しましたように、

トータルで考えていただいていいかと思います。

○前屋敷委員 わかりました。

224ページの、先ほど来、お話が少し出てまし

たが、大径材の生産対策支援事業費で、昨年度

新規で行われて、今回２年目というふうに思う

んですが、昨年よりも予算的には半分以下になっ

ている状況ですが、役割はほぼ達成をしつつあ

るというふうに見ていいわけですか。

○水垂森林経営課長 大径材生産対策事業につ

きましては、今年度から始めた事業でございま

して、今年度は、大径材の実際の現場に出向き

まして、その安全な伐採の仕方であるとか木の

倒し方、そういったものを調査しまして、それ

を一つのマニュアルをつくりました。26年度に

おきましては、そのマニュアルを活用しまして、

引き続き─大径材の指導員というのを今年度

は選任しましたけども、その人たちに現場指導

をしていただくということで、昨年度から比べ

ると予算的には落ちております。

○前屋敷委員 その指導員の方々が26年度には

活動を始めるというわけですね。

○水垂森林経営課長 25年の秋口ぐらいには指

導員２名を選任しまして、もう既にそのときか

ら指導に回っていただいております。

○前屋敷委員 わかりました。

続いて、森林整備事業費、その下の造林費の

ところで、この説明の２です。森林環境保全直

接支援事業ですが、ここも昨年度とします

と7,000万ちょっと減額になってるんですけど、

事業そのものが縮小したというふうに見ていい

んですか。

○水垂森林経営課長 この事業は植栽から下刈

り、間伐、一連の森林整備に対して支援すると

いう事業でございまして、この森林整備につき

ましては、国のほうも当初分と合わせまして、

昨年度も補正がありましたし、今年度も補正が

あったわけでございますけれども、県内で行う

森林整備をやる上で十分な予算は確保できたと

考えております。

○前屋敷委員 直接支援事業ですので、地域に

とってはやっていただきたい事業だということ

で、十分な予算措置がされるということであれ

ば、わかりました。

いいですか、続けて。こちらの委員会予算で

す。議案の第42号、第43号は、消費税の引き上

げに伴って料金改定をするということですが、

現行額に引き上げ額を加味して算出をされた金

額になっておりますけれども、もう決算済みの24

年度ベースで構わないんですけど、どの程度引

き上げになるのかがわかれば。きょうわからな

ければ、きょうじゃなくても構いませんけど。

○水垂森林経営課長 議案第43号の私どものほ

うの所管の林業技術センター宿泊室、改定いた

しますけれども、これが平成24年度の数字でい

いますと、宿泊した人員が941名でございまし

て95万9,820円の宿泊代をいただいております。

今回、105分の108に変わりますので、その差額

分が上乗せになるということで。ちょっと手元

に計算機がございませんので。

○前屋敷委員 また計算がわかったら教えてく

ださい。

いいですか、続けて。この43号については、

上限を県が定めたということで、あとは指定管

理者が決定をするという御説明だったんですけ

ど、これは、指定管理者が消費税を上乗せしな
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いと決めれば、それが成り立つわけですか。大

いに利用度もふやしたいということもあったり

して。

○川野環境森林課長 今回は消費税上乗せ分で

上限額が上がりましたので、上限額の範囲内で

指定管理者のほうが金額を決定いたしますので、

その金額が、例えば林業技術センターでした

ら、1,050円以内であれば管理者のほうが決めて

いただくということになりますから、それが、

その前の年と比べてふえるかどうかというのは、

またそのときの部分になると思いますけれども。

今回、上限額が引き上げられましたので、想定

されるのは、やはり管理者のほうもその分を若

干上乗せされて、その範囲内で決められるんじゃ

ないかと思いますが、そこはまだちょっと、今

からということになると思います。

○前屋敷委員 じゃあ、上限までの分について

は、裁量は委ねられるという判断ですね。

あと22号については、今でなくて結構ですの

で、また、わかった範囲で教えてください。

○山下委員長 森づくり推進室長、何かありま

した。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 失礼し

ました。ひなもり台についてでございますけど

も、平成25年度見込みで約６万人の入場者を見

込んでおります。そのうちのオートキャンプ場

が１万2,900人ということで、来年度の収入計画

につきましては、先ほど課長が申し上げたとお

りでございます。

○前屋敷委員 １万9,000……。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 オート

キャンプ場が１万2,925人の見込みとなっており

ます。平成25年度でございますけども。

○山下委員長 前屋敷さん、いいですか、あと

は。

○前屋敷委員 はい、じゃあ、あとは。

○岩下委員 232ページの県産材流通促進対策

費1,199万3,000円ということでなってますけど

も、大体この内訳はどういったものに使われま

すか。みやざきスギ県外セールス強化事業とい

うことでなっておりますけども、それをちょっ

と説明いただくといいと思うんですが。

○石田みやざきスギ活用推進室長 知事をトッ

プといたしますみやざきスギ、こちらのほうで、

いわゆる知事のトップセールスを行います経費

ですとか、まさにそういった経費につきまして

支援をするものでございます。

○岩下委員 県外出荷って言われてますけども、

宮崎県外に県産材として、何立方でどれくらい

出ているものなんですか。それと、よかったら、

日本の中で、県外で１番、２番はどこらあたり

かというのもお聞きしたいんですが。

○石田みやざきスギ活用推進室長 宮崎材につ

きましては、製材品の出荷額が大体67万7,000立

方でございまして、うち県外に出荷されている

ものが22万6,000ということになってございま

す。県外に出荷されているものにつきましては

約67％ということで、製材品の大半が県外のほ

うに出荷されているという状況でございます。

済みません、失礼いたしました。67万7,000の

うちに、県外の出荷が45万1,000立方でございま

す。大変失礼いたしました。45万1,000でござい

ますので、大体７割弱が県外のほうに出荷され

ているという状況でございます。失礼いたしま

した。

○山下委員長 海外はいいの。

○岩下委員 海外というよりは、海外は、韓国

はそんなに大したことないですよね、国内に比

べたら、まだ。

○石田みやざきスギ活用推進室長 全体の数量
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で申しましても、伸びてはおりますけれども、

海外全体で見ますれば、最近伸びておりますけ

れども、数量につきましては、まだ少ない状況

でございます。

○岩下委員 今ちょっとお聞きしたんですが、

県外に出荷のところで、どこが一番多いですか。

１番、２番、３番ぐらい言っていただくと。

○石田みやざきスギ活用推進室長 一番多い圏

域でございますけれども、やはり九州の北部、

福岡を中心といたしますところが一番多うござ

いまして、大体４割弱が九州の中に出荷されて

ございます。次に多いのが関西でございまして、

関西が大体７％程度になってございます。

○岩下委員 県産材というか、木材関係で期待

が高まっているというのは、きょうは東北震災

３年になるんですけども、東北地方での住宅需

要というのは、これから相当建つんではないか

と。余り声を大きくしてから言うもんじゃない

と言いますけども、その住宅の需要が高まると

いうことで、宮崎県の杉、これに期待する声が

非常に多いと思うんですけども、その可能性と

いうのはどうなんですか。ちょっとお聞きしま

す。

○石田みやざきスギ活用推進室長 復興住宅に

つきましては、復興といいますか、今回被災さ

れたところの住宅につきましては、来年度以降、

急激に伸びてくるということで計画がされてい

るというふうに伺っているところでございます。

こういった中、宮崎からですと、大変、距離

的な問題がございますので、そういった課題は

ございますけれども、供給県ということで大き

な期待をされているというふうに考えてござい

ますので、引き続き、宮崎材が使われますよう

に、いろんなところに働きかけをしてまいりた

いというふうに考えてございます。

○岩下委員 ありがとうございました。

○山下委員長 よろしいですか。

○有岡副委員長 自然環境課のほうへお尋ねい

たします。資料では216ページにございますが、

県単治山事業費というのがございまして、実は25

年度は治山施設機能回復事業ということで12カ

所3,500万ほど予算が組んであったんですが、こ

れはもう事業としては完了したというふうに理

解してよろしいんでしょうか。

○佐藤自然環境課長 引き続き、当然、県でつ

くった治山施設の修繕、補修というのは必要に

なってきますので、事業の見直しによりまして、

県単事業に一本化してますので、なくなったと

いうことではございません。

○有岡副委員長 それと、委員会資料の有害鳥

獣捕獲事業についてお尋ねいたしますが、自然

環境課のほうが個体数の管理をしているという

ふうに理解しておりまして、この個体数、いろ

んな心配事もございますが、鹿とか猿、こうい

うのの県内全域の個体数、そして、それをどれ

ぐらいまでを基本として考えていらっしゃるの

か、そこ辺の目安というのがありましたら、26

年度、教えていただきたいと思います。

○佐藤自然環境課長 個体数の管理をしている

のは、鹿、それから、猿については個体数の管

理ができておりますが、イノシシ等につきまし

てはなかなか、１回のお産数といいますか、産

まれる子供が多いということで把握はできてお

りません。鹿につきましては、平成22年度で７

万7,000頭ということで推計されておりますけれ

ども、24年度末が４万1,000頭程度ということで

推定しているところでございます。猿につきま

しては約103群れで4,500頭程度になっておりま

すけれども、猿につきましては、その群れをば

らして離れ猿をつくるということも考えられま
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すので、慎重に対応しているところでございま

す。

○有岡副委員長 もう一度お尋ねいたします。26

年度の一つの目標の個体数はどれぐらいを目標

としていらっしゃるのか。それによって、この

捕獲数とかが、また変わってくるんではないか

なと思いますので、もし26年度の目標がござい

ましたら、お尋ねしたいと思います。

○佐藤自然環境課長 済みません、ちょっとお

待ちください。先ほどの目標数でございますけ

れども、鹿につきましては、※26年度が３万8,000

ということになってます。

○山下委員長 ほかのあれは、猿、有害だから。

○佐藤自然環境課長 済みません。イノシシに

つきましては頭数が来てないもんですか

ら、5,000万円程度ということで目標値を定めて

いるところでございます。

○有岡副委員長 猿のほうも、もしわかれば参

考に、あすの参考になろうかと思いますので、

お尋ねいたします。

○佐藤自然環境課長 先ほど、鹿とイノシシに

ついては申し上げましたけども、猿については

特定鳥獣計画を立てておりまして、目標値は特

に定めてなくて、人間社会との共生を図るとい

うことで表現されておるようでございますので、

特にその目標頭数は定めておりません。申しわ

けございません。

○有岡副委員長 どうもありがとうございます。

○髙橋委員 総括質疑。

○山下委員長 はい、そうです。

○髙橋委員 決算特別委員会の指摘要望事項で

説明があった分ですけど、９ページの11です。

公共建設物の木造・木質化の関連ですけど、２

つ目の段落で県としましてはということで、い

わゆる相談受付、これは一般の個人の住宅に関

する相談だということで私は理解してるんです

けど。258件、説明がありましたけど、この258

件相談があって、木造化とか木質化につながっ

たというのは把握されてないんでしょうか。

○飯村木材利用技術センター所長 まず、そ

の258というのは、ほとんど非住宅です。校舎、

あるいは幼稚園、教会、そういうものが相談と

して。

○髙橋委員 やっぱり上と関連しよっとですね。

で、つながったんでしょうか。

○飯村木材利用技術センター所長 それで、具

体的につながったのが、完成まで到達したのが

綾中学校です。２月に完成しています。その他

教会だとか、これからかかるものもありまして、

完成は来年度になる予定です。数は、多分10、20

のオーダーだと思います。

○髙橋委員 今から実際に建築にかかる段階で

しょうが、それで10から20だろうという予想で

すね。わかりました。

それで、ここから先が私は問題にするわけで

すけど、結局、推進体制が整っているというこ

とで、上の段で説明をいただいているわけです

けど、やっぱり問題はコストですよね。だから、

どうしても、特に公共建築物になると予算がま

た限られているもんですから、できるだけコス

トを下げるという努力はされるんです。その関

係で木質化を敬遠されたりして、なかなか広がっ

てないような気がして。そのために、これは個

人も含めてなんですけど、個人の住宅をひっく

るめて、やっぱりそのための誘導策になると思

うんです。ここからは使途の限定があるかどう

かは、ちょっとまたそこを確認するんですが、

環境森林税です。なかなか、以前からも要望し

ているんですけど、まずは公共建築物、これは

※70ページに発言訂正あり
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もう公だから、不特定多数の人たちに恩恵がい

くわけですから、森林環境税の一部をそこに充

てても、私は全然おかしくないと思いますし、

もっと個人の支援にも、私はしてもいいのかな

という思いがあります。もし、何か明確な、そ

の限定的なものがあれば、説明いただくとあり

がたいです。森林環境税ですね。

○楠原環境森林部次長（技術担当） 森林環境

税につきましては、先ほど緒嶋委員のほうから

もありましたけども、当時はやっぱり山村地域

が高齢化していく中で、いろんな公益的機能を

持っている森林を山村地域の人たちだけでは守

れないというところからスタートして、県議会

の先生方からも非常に強い後押しがありまし

て、18年度から導入されたものです そういう

意味では、県民１人500円、あと法人に、資本金

ごとに分けてありましたけど、基本的には県民

１人、年間500円というので、全ての人に負担を

していただいております。

そういう意味では、そのもとは、やはり森林

というのは水をつくり、災害を防止し、空気を

つくるといったことから、森の役割を基本的に

は大事にすると。森の役割をきちっと県民の皆

さんに理解してもらう。そして、森づくりに参

加していただくというような基本理念で行って

まして、そういったもので、基本的には県民参

加の森づくり、あるいは災害に強い森づくりを

主体に行ってます。

また、あとは税の活用検討委員会を民間の方

も含めて行ってますので、そこの方たちの意見

を聞きながら、可能な中では資源循環、木材の

利用がさらに森林づくりにつながるということ

で、そういった木材利用の普及的なものについ

ては、現在も充当しているところであります。

○髙橋委員 おっしゃるように、山を守るとい

う基本的な目的があるわけで、山を守るという

ことは、そこにある山の木を活用することです

よね。山を活用することによって、山が守られ

る。そのためには木造化・木質化を、いわゆる

これらのところを推進されているわけで、その

ために、集めていただいているこの税を活用す

るということは、私は理にかなっていると思い

ますから、検討会で十分議論していただいて、

施策の予算化になるように、ひとつ私からもお

願いしたいと思います。

○ 原委員 195ページです。午前中、聞きたかっ

たんですが時間がなかったので。緑の少年団活

動、子供へのそういう教育という意味でも非常

に大きな効果があると思うんですが、県内は大

体どれぐらい少年団活動というのがあって、組

織があってやるものですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 県内で

現在54団体ございまして、約1,400人の団員の方

が、それぞれの地域で緑化活動等の活動をして

いただいております。

○ 原委員 なるほど。54だと大きいですね。

わかりました。

次は、ひなもり台、先ほどもありました。こ

この指定管理者はどこですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 宮崎県

森林林業協会に管理を委託しております。

○ 原委員 では、次に行きます。205ページ、

河川浄化対策です。ここでは生活排水対策だと

か、そちらのほうに目が行っているんですが、

何のために河川をきれいにするかということな

んですけど、要は、もとのような自然生態の復

元なのかなというふうに思うんですが。そうなっ

たときに、今の川の水生生物、かなり減ってま

すよね、昔からすると減っています。減ってい

るんです。このモニターはされてないと思うん
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ですけど、この生物の生息状況については。最

終的に川をきれいにした結果、生物がどうなっ

たかという、自然の生態がどこまで復元できた

かというのはされてないと思うんですが。

前、赤崎という宮大の先生がおられました。

もうお亡くなりになりまして、もうずっと前に、

私ども議会で、その方の講演を聞いたことがあ

るんですが、今、なぜ川の水生生物が減ったの

か、魚が減ったのかという話は、いわゆる沈み

石だと。石がありますよね、石がいっぱい重なっ

て下を流れる。魚はその中に潜って卵を産む。

ところが、その石が埋もれたがために、魚が卵

を産むところがかなり減ってしまうと。その結

果、魚が減ってきたんだという話で、じゃあそ

の原因は何なんだと。山からの土砂流出だとい

う話でした、短絡的にお話しすれば。

したがって、今これを川をきれいにしようと

いう所管課の環境森林部が、実はその１次原因

にもなっているという非常に皮肉な結果がある

んで。この河川浄化という、この中に、そうい

う生活排水がどうだ、合併処理浄化槽をするこ

とがどうだという化学的な物質を減らすことの

ほかに、その原始的なところが、浄化という意

味じゃないけど、水はきれいかもしれないけれ

ども、沈み石という現状で、かなり水生生物が

昔からすると減っているよということがあるん

です。これは赤崎教授、そうおっしゃっていま

したから。だから、そのあたりへの対策みたい

なことも考えていただくとありがたいがなと思

いますが。ちょこっと何か感想はありますか。

なければ、そういう問題点があるよということ

だけ指摘して、次に移ります。

○佐藤自然環境課長 今のお話の中で、治山事

業として山腹の崩壊を防止するためにダムをつ

くったりというのはやっております。

それと、先ほどの基金の中で、特に一ツ瀬川

上流部の火山灰土で細かい層があるところにつ

きましては、基金を活用しまして緑化工法等を

やっているところでございます。

○ 原委員 作業道をつくりますよね。今、埋

め戻しに、業者さんにいろいろ指導していただ

いているようですけど。例えば、あれも非常に

横に切ってますから、水の影響ももろに受けて

土砂の流出原因にもなっているだろうという指

摘もあるし、実際に見てそうだろうと思います

から、そのあたりの対策もまた、長いスパンで

対策を考えていただくといいのかなということ

を申し上げて、あと１件だけ。

委員会資料の15ページ、公共関与支援事業な

んですが、事業収入としては収支はプラスです

が、過去からの借入金を、それ以上の金額をお

返ししないといけない。したがって、単年度で

は赤字になるので、一時借り入れをしなければ

いけないということですよね。それも翌年開始

で、ことしからいって現金回して、また来年返

すという状況ですから、これでいくと、この借

入金の償還が終わるまでは、一時借入金という

のは毎年ふえていくわけですよね。事業収支か

ら借入金の償還金を引いた分が、ここに9,000万

だとか8,000万だとかいう赤字が毎年累積してい

るわけで、買いかえるまでは、この償還が終わ

るまでは、この一時借入金というのは、このマ

イナス分、⑥の分、例えば8,000万だったのが１

億6,000万になって、２億8,000万になって、３

億7,000万になって、４億7,000万円。来年は、

もしかすると５億7,000万か６億ぐらい膨れて

いって、償還が終わったら、このマイナス分が

なくなるので、この一時借入金が減っていくの

かなと思うんですが。

端的に、細かいことは聞きません。将来的に、
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この公共関与の支援事業、公共関与のエコクリ

ーンプラザみやざきの経営、先ほども緒嶋委員

から質問があったようですけど、経営的にプラ

スというか、こういう一時金借り入れをしなく

ても、単独で収支ペイしながら正常の経営がで

きるようになるめどというのはいつなんですか。

○神菊循環社会推進課長 ただいま委員がおっ

しゃいましたように、産業廃棄物処理事業、単

体では黒字ですけれども、これまでの借入金の

返済を考えた際には赤字になっていくというこ

とで、このままでまいりますと、平成32年で公

共関与が終了するというお話をしておりました

が、その時点では10億円余りになるという予測

をしております。10億円ほどの貸付金が必要に

なるということでございます。

ただ、そういうことに少しでも減らすために、

産廃事業収入のアップでありますとか、経費節

減ということにも努めているところでございま

す。

○ 原委員 その10億円というのは、いわゆる

県の一般会計から貸すことになるわけですけど、

これは県が損失をこうむるということではない

わけですね。

○神菊循環社会推進課長 県が環境整備公社に

対して貸し付けることになります。ですから、

その貸し付けたお金については、公社のほうか

ら返していただかなければならないということ

でございます。

○ 原委員 焦げつきにはならないんですね。

○神菊循環社会推進課長 そうならないように、

十分留意してまいりたいと思います。

○ 原委員 十分そこのところは経営的なアド

バイスというんでしょうか、していただくよう

にお願いをしておきたいと。

○緒嶋委員 委員会資料の５ページ、新エネル

ギー地産地消推進事業、この背景に業務部門と

家庭部門の二酸化炭素削減率が低いということ

が書いてあるわけです。これは、ＣＯ２の削減率

が低いということですが。ということは、家庭

での削減率をふやさないといかんわけですよね。

そうなると、太陽光をつけてオール電化すれば、

一番、二酸化炭素の削減率が高くなるわけです。

こういうことを書きながら、太陽光の個人用の

支援をカットするというのが、理屈が合わんわ

けです。どうも整合性がないというか。この書

いてあることは、家庭の二酸化炭素削減率が低

いということは、削減率をふやさないといかん

わけですよ。ＣＯ２削減率が家庭部門はプラ

ス33.2と書いてある。そうなれば、こういうこ

とがあるならば、まだ家庭用の太陽光とかをつ

けて、できるだけ家庭の電気は太陽光で賄うと。

それ以上に、またその中でオール電化にする人

には、あわせて補助しますというても本当はい

いわけです。そういう理論というのは全然、こ

ういうこと、書いてあることと、あなたたちが

することが違うような気がしてならんとやけど、

どういうふうに理解すればいいですか、これ。

○川野環境森林課長 住宅部門での家庭部門、

いわゆる家庭部門での削減がなかなか進んでい

ないというデータがございます。やはり、削減

するためには、新エネルギーの導入というのも

一つの手段でございますし、あわせて、今まで

進めてきた省エネ、それぞれの消費生活の構造

の中で省エネを進めていただく、そういうこと

を総合的に進めながら、その家庭部門の二酸化

炭素排出を減らしていくということが重要であ

ると思います。新エネルギーの導入というのも、

やはり一つの大きな手段だと思いますので、今

まで21年から、やはりそういう形でやってきま

した。
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繰り返しになりますけど、今回そういう形で

見直しさせていただきましたけれども、住宅部

門での二酸化炭素削減を進めていくという基本

的な考え方は変わらないんですけれども、新エ

ネルギーの導入の支援策としては、形を今回か

ら変えさせていただきたいということで、導入

に際しては情報提供事業、もしくは県民運動的

に啓発を進めて導入していただくという形で促

進していきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、その下の計算、太陽光10

キロワットで、今設備費はどのくらいかかるわ

けですか。

○川野環境森林課長 大体キロワットが、今40

万から50万ぐらいでございますので、400万か

ら500万程度になるんではないかと思っておりま

す。

○緒嶋委員 であれば、この下の200万で３件と

いうことですけれども、３分の１の補助になれ

ば、これ３件ではなく、ふやしてもいいんじゃ

ないですか。これはほかの啓発用パネルとか書

いてありますけども。３分の２の補助となると、

これ、掛ける３件というのは限定されたような

気がするんですが、これ限定されてないわけで

すか。

○川野環境森林課長 一応これは３件を想定し

た積算になっておりますが、もちろん実績によっ

ては200万を下回るものもあると思いますので、

そのときには、できるだけ予算の範囲内で、た

くさん活用していただきたいと思っております。

○緒嶋委員 わかりました。書いてあるもんだ

から、３件が限定というとり方もできるわけで

すので。

それと、木材の県外流出というか、それをふ

やすことは必要なわけですが、この林業振興計

画の中では、数値目標は立てて計画を立ててお

るのかどうか。県の全体的な構想の中で。

○石田みやざきスギ活用推進室長 いわゆる県

外出荷につきましては、森林・林業の長期計画

の中で目標を定めて、それを推進しているとい

う状況でございます。

○緒嶋委員 その数値目標を、ちょっと教えて

ください。

○石田みやざきスギ活用推進室長 大変失礼し

ました。製材品の県外出荷量でございますけれ

ども、これで申しますと平成27年におきまして54

万5,000立方、32年におきまして60万5,000立方

とする目標を立ててございます。

○緒嶋委員 27年、54万の目標は達成できます

か。

○石田みやざきスギ活用推進室長 この長期計

画の目標に、まさに目指して現在取り組んでい

るところでございまして、現在の県外出荷量、

先ほど申し上げましたように45万1,000というこ

とで、21年の44万からふえているということで、

この目標の達成に向けて努力を傾注をしてまい

る所存でございます。

○緒嶋委員 目標に達成の可能性はあるという

ふうに理解していいわけですね。

○石田みやざきスギ活用推進室長 資源の充実、

また、当然のことながら生産力の増強といった、

条件に我が県はございますので、この目標に向

けて努力してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

○緒嶋委員 それ以上言っても大変でしょうけ

ど。私の想像では、簡単にはいかんのじゃない

かなというふうに思っておりますので、達成で

きましたと言えるように努力してください。

それと、国外の輸出、これも目標があると思

うんですけど、このあたりはどうですか。

○石田みやざきスギ活用推進室長 大変失礼し
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ました。木材輸出の枠、こちらにつきましては

長期計画で額の目標を定めてございまして、平

成27年度で２億3,000万円、平成32年度で２

億8,000万円という目標を定めてございます。

○緒嶋委員 想定で、今のところ、どのぐらい

輸出されておるわけですか、金額的に。

○石田みやざきスギ活用推進室長 平成24年当

時でございますけれども、県が、県内で輸出に

取り組む業者さんからの聞き取りで把握してい

る限りでは、約１億1,000万円余の輸出がなされ

ているという状況でございます。

○緒嶋委員 これは、27年度、これも１億以上

ふえないと達成できないんですが、そのあたり

はどうですか、見込みは。

○石田みやざきスギ活用推進室長 海外につき

ましては、どうしても為替の関係ですとか、ま

た、輸出先の国の状況等々ございますので変動

はあろうかと思っておりますけれども。台湾に

つきましては、いわゆる型枠用材といいますか、

建設用材としての需要がふえているという状況

にございますし、韓国につきましても、ここの

ところ、大体同額では推移してございますが、

木造住宅の見直しが進んでいるという状況にご

ざいます。また、中国におきましても、建築基

準法の改正が来年度に控えまして、日本の杉で

すとかヒノキ、こういったものが位置づけられ

るということで、海外に輸出するという、その

いろんな基盤というのは整いつつあるんではな

いかなというふうに考えておりますので、引き

続き、輸出促進が図られるよう努力してまいり

たいと思います。

○緒嶋委員 我々も知事と一緒に韓国には行か

せてもらったわけですけども、日本に対する期

待も大きいわけですけど、やはり外交的ないろ

いろな課題の中で、真剣にどこまで取り組める

かという問題もあるので、これは、海外はなか

なか輸出が、ふえることはいいことですけど、

これはなかなか厳しい面があるんではないかな

という気がいたします。

それと、やはり輸出するためには、今は志布

志あたりからの輸出が多いわけですよね。やっ

ぱり細島を、いかに輸出に対応できる港にする

か。特に中国なんかは、いろいろと輸出のため

の条件があって、その条件をクリアする施設を

つくらなければ、消毒とかいろいろ薫蒸処理と

か、そこあたりの取り組みというのは、環境森

林部としてはどういうふうな対策をとっておら

れるわけですか、今。

○石田みやざきスギ活用推進室長 委員御指摘

のとおり、現在、特に県南のほうからにつきま

しては志布志からの輸出というのが大変多うご

ざいます。

一方、細島につきましては、現在、中国向け

の薫蒸用地としての用地の確保ですとか、そう

いったものにつきまして、関係団体の意見を港

湾当局のほうに、ちゃんとそこはお伝えをして、

そういった木材の輸出に、より利便性の高いも

のになるようにということで、関係部局と連携

して取り組んでまいっているところでございま

す。

○緒嶋委員 今、取り組んでおられるというの

は、見通しは立っておるわけですか。ある程度、

関係部局との話の中では。

○石田みやざきスギ活用推進室長 薫蒸用地の

確保ですとか、また、原木を置いておく場所で

ございますが、こういったものにつきましては、

現在の改修の中で見込んでいただいて、その整

備が今なされているところというふうに聞いて

いるところでございます。

○緒嶋委員 やっぱり輸出するためには、輸出
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のできる体制が整わなければ、輸出はふえんわ

けですよね。だから、そういう体制、自助努力

というか、そういう県としての努力をして初め

て体制が整った中で輸出をふやすじゃないと、

そういう整備もできんで輸出をふやすというこ

とは整合性がないというか、理論的には成り立

たないわけですので、そういう点をやはり十分

進めなければ、私は前に進まんのじゃないかな

という気がするんですけども。それは積極的に

関係部局、港湾当局、国との関係もあるわけで

すが、そこ辺はやはり積極的に検討していただ

きたいと。やっぱり我々も努力しなきゃいかん

というふうには思いますけれども。お願いして

おきます。

まだ、いいですか。それと、海岸防災林造成

事業というのがあるんですけれども、今は海岸

線を、いかに津波とか何かでどう防ぐか。これ

は防波堤とかいろいろな対策を国も考えるわけ

ですが。環境森林部としては、その津波対策等

について、こういう防災林というのは、これは

台風とかいろいろな防潮林とかの絡みだろうと

思うんですが、そういうものも含めた防災とい

うような、大きな意味で、そこまで加味したも

のに、自然と変えていかないといかんのじゃな

いか。コンクリートで固めるだけじゃなく、あ

る意味ではこういうところを盛り上げて、そこ

に木を植えるとか、いろいろな手法があるんじゃ

ないかなと思うんですけど、そういう津波対策

的な発想というのは、これではできんわけです

か。

○佐藤自然環境課長 今お話がありましたよう

に、東日本大震災におきましても、海岸林の一

定の捕獲効果とかは認められておりますので、

将来的にはそういう方向で進めていかなくちゃ

いけないと思ってます。

ただ、215ページの海岸防災林造成事業につき

ましては、基本的には一ツ葉とか宮崎海岸が中

心になるんですけれども、松くい虫等で本数が

少なくなったり弱体化したような森林を、新た

に植栽していくというような工法でやる事業で

ございます。

○緒嶋委員 やはり、今からそういう視点を考

えて、安心安全な県土づくりというか、そうい

うような視点も入れながら、防災対策は、それ

こそ全庁的にいろいろな部署でやれることを

やっていくと。それで完全に防げるということ

は言えんにしても、やはり対策としては、そう

いう視点を頭に入れながらやることは重要じゃ

ないかなと思いますので、環境森林部でできる

ことは何があるかというような発想のもとに、

今後検討していってほしいなというふうに希望

しておきます。

いいです。そういうことで。

○前屋敷委員 ごみ処理の関係で、これは209ペ

ージの宮崎県ごみ処理広域化推進支援事業で、

都城の進める事業に助成をするという御説明

だったんですけど、この広域化推進事業という

のは、都城市と近隣の自治体も含めてというふ

うな広域なんですか。

○神菊循環社会推進課長 この事業は、宮崎県

ごみ処理広域化計画というのを平成18年に定め

ておりまして、30年までの期間がございますけ

れども、その中で位置づけられた施設の計画に

ついて、国の交付金とは別に県が交付するとい

うことになっているものでございます。計画で

は35施設ございまして、現在、建設が進んでお

りますのは、都城・三股地区の焼却施設の分に

ついて、今回助成をするということになってい

るものでございます。

また、現在、対象が焼却施設、中継施設、リ
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サイクルプラザに限定してございますので、そ

れ以外の施設で、現在まだ進んでいるところが

３地区ございます。また、交付対象としてまだ

残っているところが、西諸地区の焼却施設がま

だ残っているという状況にございます。

○前屋敷委員 私は、基本的にはごみ処理は広

域化じゃなくって、やっぱりそれぞれの自治体

が責任を持って進めるということが基本だとい

うふうに思っているもんですから、ちょっと状

況をお聞きしました。

○神菊循環社会推進課長 確かに、法的には市

町村に一般廃棄物、ごみの処理責任はございま

すので、そういうお考えもあるかと思っており

ますけども。一方では、やはり適正処理を推進

するとか、県民の生活環境の保全を図るという

観点からいきますと、できるだけ大きな施設で、

しっかりとした対策を用いてやるという観点も

ございますので、そういった意味から、こうい

う支援事業というのを、国、また県も推進して

いるということも御理解いただければと思いま

す。

○緒嶋委員 林業公社の収支不足を解消するた

めの27年度から29年度の、これはトータルで28

億というふうに見ていいわけですか、資料の９

ページ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 ３年間

で貸付金の合計を28億円というふうにお願いし

ているところでございます。

○緒嶋委員 であれば、26年度よりも次年度の

県の貸付金額は減るということですね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 おっ

しゃるとおりで、暫減してまいります。

○佐藤自然環境課長 済みません。先ほどの有

岡副委員長の御質問の中で、鹿の頭数目標を３

万8,000、26年度と申し上げたんですけど、25年

度の間違いでございます。済みません、これは25

年度の捕獲頭数等を勘案して、今後、25年度の

推定生息数を調査するということになっていま

す。

○山下委員長 あと、いいですか。質疑のほう

でなければ、そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないですね。ないようですので、

これで環境森林部の審査を終了いたします。御

苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時12分散会
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午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

農政水産部次長
興 梠 正 明

（ 総 括 ）

農政水産部次長
郡 司 行 敏

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 中 田 哲 朗

農 政 企 画 課 長 鈴 木 大 造

ブ ラ ン ド ・
甲 斐 典 男

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 向 畑 公 俊

連 携 推 進 室 長 大久津 浩

営 農 支 援 課 長 工 藤 明 也

農業改良対策監 後 藤 俊 一

食 の 消 費 ・
和 田 括 伸

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 日 髙 正 裕

農 村 計 画 課 長 宮 下 敦 典

畑かん営農推進室長 原 守 利

農 村 整 備 課 長 河 野 善 充

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 日向寺 二 郎

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

漁港整備対策監 木 下 啓 二

畜 産 振 興 課 長 押 川 晶

家畜防疫対策課長 西 元 俊 文

工 事 検 査 監 岩 永 修 一

総合農業試験場長 井 上 裕 一

県立農業大学校長 山 内 年

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 岩 﨑 充 祐

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 委員会を再開をいたします。

当委員会に付託されました平成26年度当初予

算関連議案等について部長の説明を求めます。

○緒方農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。よろしくお願いいたし

ます。それでは、座って説明をさせていただき

ます。

環境農林水産常任委員会資料の２枚めくって

いただきまして、１ページをお開きください。

まず、平成26年度農政水産部当初予算（案）

の基本的な考え方を書いております。

１の本県農水産業の現状等の（２）にありま

すように、本県農水産業を取り巻く環境は、担

い手の減少や高齢化の進展などの構造的な問題

に加えまして、燃油価格や配合飼料価格の高騰

など、大変厳しい状況が続いております。もう

平成26年３月12日(水)
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議員の皆様、御案内のとおりでございます。

そのような中で、２の国の新たな農業・農村

施策の実施にありますように、国におきまして

は、農地中間管理機構の創設や、米政策の見直

しなどの産業政策と日本型直接支払制度などの

地域政策を車の両輪とする攻めの農林水産業に

向けた施策を進めることといたしております。

こういう状況を踏まえまして、本件におきま

しては、３の（１）にありますように、国の施

策を地域の実情に合わせて有効に活用できるよ

うに取り組んでまいりますとともに、本県農水

産業の新たな成長産業化を強力に進めてまいり

たいと考えております。

このためには（２）に示しておりますように、

意欲ある担い手の育成・強化が急務であります

ため、地域農業を牽引していく経営体の育成を

強化することといたしております。また、フー

ドビジネスを支える力強い生産体制の構築が重

要でありますことから、実需者ニーズに的確に

対応した生産体制の確立、あるいは新たな流通

・販売ルートの開拓などへの取り組みも重点的

に実施してまいりたいと考えております。

さらに、（３）にありますように、農水産業生

産の基礎となる安全・安心な食料生産の強化に

取り組みますとともに、農業・農村整備事業や

漁港・漁場整備事業などの基盤整備につきまし

ても積極的に推進することとしております。

主な重点事業等の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長等から説明させていただきます。

次に、資料を１枚めくっていただきまして、

３ページをごらんください。

平成26年２月定例県議会提出議案についてで

ございます。

まず、議案第１号の一般会計予算につきまし

ては、（１）ですが、平成26年度歳出予算の課別

集計表の一般会計の合計の欄にありますよう

に、411億2,634万1,000円をお願いしております。

また、その３つ下でありますけれども、議案

第11号、12号の特別会計予算につきまして、３

億6,566万7,000円をお願いしております。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた農

政水産部全体の予算額は、一番下にありますと

おり、414億9,200万8,000円となり、対前年

比109.4％となっております。

次に、右側の４ページをごらんください。

債務負担行為についてでありますが、一覧表

にあります事項について追加をお願いするもの

でございます。

１枚めくっていただいて、５ページでござい

ます。この５ページからの主な重点事業等を含

む当初予算案の詳細と、それからめくっていた

だいて、49ページからの議案第22号「使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」ほか

４議案、さらに、60ページをおめくりいただき

たいと思います。60ページからは、その他の報

告事項でございますが、県内産焼酎原料用加工

用米の生産と利用の拡大に関する協定の締結に

ついてほか１件につきまして、それぞれ担当課

長から御説明をいたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○山下委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

これより、２課ごとに班分けをいたしまして

議案等の審査を行い、最後に総括質疑の時間を

設けることといたします。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、あわせて、決算における

指摘要望事項に係る対応状況についても説明を

お願いをいたします。
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それでは、初めに、農政企画課、地域農業推

進課の議案の審査を行いますので、順次説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、２課の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○鈴木農政企画課長 農政企画課でございます。

環境農林水産常任委員会資料の１ページ目を

お開きください。

まず、私のほうから、最初に、先ほど部長の

ほうから御説明申し上げました予算案の基本的

な考え方につきまして、右側の２ページ目のほ

うの重点的な取り組み、整備の仕方について、

簡単に御報告させていただきたいというふうに

思ってございます。

２ページ目でございます。先ほど申し上げま

したとおり、まずは、今回、国の４つの改革と

いうのがございましたので、来年度の農政水産

部の執行方針といたしましては、いかにこの国

の改革を、地域に根差した、地域が受け入れら

れるような形でしっかり消化していくかという

ところに重点を置いた予算にするということが、

まず１つ目の課題でございました。農地中間管

理機構の創設あるいは経営所得安定対策の見直

し、水田フル活用と米政策の見直し、この３つ

が、いわゆる産業政策として言われてるわけで

ございますけれども、農地中間管理機構の支援

事業あるいは経営安定所得安定対策の導入推進

事業に加えまして、水田フル活用につきまして

は、県としてしっかりと加工用米の供給を拡大

していく。そういった県単の事業も設けること

によって、しっかりと国の改革を消化してまい

りたいというふうに思ってございます。

また、日本型直接支払制度、これにつきまし

ても、新しい制度でございますけれども、これ

までの農地・水の直接支払い、そういったもの

をさらに拡大するような形、エリア的にも拡大

するような形で、しっかりと浸透を図ってまい

りたいというふうに思ってございます。

また、２でございます。国の施策、いろいろ

ございますけれども、こういったものを支える

上で、県としてどういった考え方を貫徹してい

く必要があるかということで、２つに整理して

ございます。

１つは、地域の担い手を、具体的に牽引する

ような担い手の育成、確保、これが非常に重要

であろうということでございます。例えば、農

地中間管理機構につきましても、今までもいろ

いろと御議論いただいてますけれども受け手、

受け手の問題が解決しないと、なかなか出し手

ばかり用意してもしようがないということで、

しっかり担い手を用意していく必要があるんで

はないか。そういった観点から、県の事業とし

てもしっかりと展開をしていくということが一

つのポイントとして考えてございます。

もう一つが、県全体で今年度から進めてござ

いますけれども、農水産業を核としたフードビ

ジネスの振興ということでございます。これに

つきましては、フードビジネス推進会議も含め

まして、さまざまな分野において取り組みを進

めているところでございますけれども、フード

ビジネスの基本が生産であるというような考え

方に基づきまして、しっかりと農政水産部とし

てもこの礎を築いていこうということで、新規

事業を中心に整理をさせていただいたところで

ございます。

また、一番下でございます。セーフティネッ

トと生産基盤の強化というところでございます

けれども、やはり宮崎の食、どういうふうに売っ

ていくかということで、安全安心あるいは信頼、

そういったことをしっかりと今後も担保してい
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く。そういった事業を中心に、新規あるいは改

善事業というのを整備させていただいたところ

でございます。

詳細につきましては、担当課長のほうから、

また御説明する機会があると思っております。

続きまして、農政企画課の予算について御説

明いたします。

この分厚い歳出予算説明資料の283ページをお

開きください。283ページ、農政企画課でござい

ます。

平成26年度当初予算額といたしまして、一般

会計で28億56万9,000円ということでございまし

て、右側の平成25年度の当初と比べまして、約

４億円弱の増加というふうになってございます。

これにつきましては、地域経済活性化雇用創出

臨時基金という、いわゆる地域の臨時元気交付

金という国の補正対策などの活用によりまして、

総合農業試験場の整備等を行ったことによる増

加が主なものでございます。

続きまして、細かく御説明させていただきま

す。

285ページ目以下が農政企画課でございますけ

れども、286ページをお開きください。

一番上に農業情報・技術対策費の中で、儲か

る農水産業を切り拓く試験研究体制整備事業あ

るいはフードビジネス等加速化技術開発促進事

業というものがございます。

試験研究に関しましては、さきの常任委員会

で宮崎フードリサーチコンソーシアムの御説明

もいたしましたけれども、まず、人材を育てて、

あるいは県内外の産・学・官、いろいろな主体

と連携にすることによって可能性を高めていこ

うという考え方でございます。

上の２番の試験研究体制整備事業におきまし

ては、例えば、博士号を取得する職員をふやす、

あるいはそういったものを支援する、そういっ

た取り組み、あるいはほかの大学との共同研究

を進める、そういった取り組み等を重点的に進

めていくこととしてございます。

また、フードビジネス等加速化技術開発促進

事業につきましては、これまでなかなか試験研

究のところから現場のほうに技術がおりてくる

時間にタイムラグがある、時間がかかり過ぎて

るというような御指摘もございましたので、そ

ういったものの短縮をするような事業も用意し

てるところでございます。

続きまして、新農業振興推進費、次の事項で

ございますけれども、この２つ目に産地経営体

モデル育成事業1,000万円というのがございま

す。これにつきましては、後ほど別冊にて御説

明させていただきます。

また、次の事項でございます。新みやざきブ

ランド推進対策事業費のうち、１でございます

けれども、『みやざきブランド力』強化対策事業

でございます。これにつきましては、みやざき

ブランドというものの基本が、先ほど申し上げ

ましたとおり、安全安心、それに、新たに健康、

そういった切り口を取り入れて、しっかりと宮

崎の農水産物のよさをＰＲしていこうというも

のでございまして、健康という切り口でどういっ

たＰＲができるのか、そういったことを中心に

この事業で検討してまいりたいというふうに

思ってございます。

続きまして、その下の事項、農産物流通体制

確立対策費の４番でございます。東アジア輸出

促進拠点整備事業でございます。5,322万6,000

円でございますけれども、昨年、香港のほうに

新しい県事務所を設立いたしまして、しっかり

と東アジアへの輸出を拡大していこうというこ

とでございました。これまで宮崎牛あるいはカ
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ンショ、そういったものの評価というのが東ア

ジアでも一定のものを得てきたというところで

ございますけれども、来年度以降、さらに、そ

ういったものをしっかりと輸出を継続するとと

もに、ほかにも新しく、例えばスイートピーで

すとか、そういった新しい商品の核となるよう

な輸出産品をつくっていこうということで、政

府事業を展開してまいりたいというふうに思っ

ております。

詳細につきましては、これにつきましては、

ブランド・流通対策室長から別途御説明させて

いただきます。

最後に、288ページ、１ページおめくりいただ

きまして、（事項）の特定研究開発等促進費でご

ざいます。１億2,119万5,000円でございますけ

れども、これにつきましては、いわゆる競争的

資金を獲得して、産・学・官連携による共同研

究を行っていくというものでございます。補正

のほうでも御説明させていただきましたけれど

も、例えば、昨年度、採択されなかったピーマ

ンの台木、線虫抵抗性の台木の品種を育成して

いくというものを再度チャレンジをいたします

し、あるいは新しく加工業務用野菜のさらなる

推進ということで、ホウレンソウあるいは大根、

そういったものの安定的な生産技術の開発と

いったものについて、これからトライしていこ

うというふうに考えているところでございます。

予算説明のほうは以上でございますけれども、

常任委員会資料に戻っていただきまして、７ペ

ージ目のほうお開きください。

産地経営体モデル育成事業でございます。右

側の８ページ目の上のほう、見ていただければ

と思います。

先ほど基本的な考え方でも御説明いたしまし

たけれども、やはり中間管理機構あるいは新た

な米政策、日本型直払い、こういった新しい政

策が入る中で、改革を推進していく上で、やは

り新たな担い手の明確化、育成というのが一番

大きな課題ではないかと我々考えてございます。

そういった意味でも、マーケットインという考

え方もございますけれども、生産現場において

もマーケットの変化に対応できるような、原動

力となるような経営体を集中的に育成、強化し

ていこうという考え方で、我々産地経営体とい

う言い方で、今、現場への浸透を図っていると

ころでございます。

具体的には、法人経営グループあるいは集落

営農組織、そしてＪＡの部会、こういったとこ

ろが産地を引っ張っていっていただきたいとい

うふうに思ってございます。現在、地域のほう

には13の地域担い手協議会というのがございま

して、ここが地域の担い手育成、そういったも

のの表に立ってるわけでございますけれども、

そういったところで、もう一度、体制について

も整備し直した上で、どのような担い手を、ど

ういうふうに育成していくかという課題の掘り

起こし、あるいは農地中間管理機構を初めとす

る関連機関との連携、そういったことをしなが

ら、１年間、今後の新しい担い手育成の方向性

というものを模索していこうという事業でござ

います。

そういった意味で、左側に戻っていただきま

して、1,000万円の予算額でございます。平成26

年度単年度の事業で、１年間こういったことを

しっかり検証した上で、さらに、次につなげて

まいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。

新規重点の事業の説明は以上でございます。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況について御説明いたします。この別冊
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のほうの10ページのほうをお開きください。

10ページの、私のほうから御説明いたします

のは、13番でございます。２つ御指摘のほうを

いただいているところでございます。

１つが、第七次宮崎県農業・農村振興長期計

画について、長計に沿って事業を推進するだけ

ではなくて、毎年、環境の変化に応じてしっか

りと検討を行うということ。それによって農業

農村振興のための各種施策を推進することとい

うふうな御指摘をいただいてるところでござい

ます。第七次宮崎県農業・農村振興長期計画、

平成23年の６月に策定いたしました。これが、

もちろん全体の施策の基礎となるということは

認識としてございますけれども、当然ＴＰＰ等

もございますし、毎年いろいろな状況の変化ご

ざいます。

今年度、平成25年度におきましては、有識者

からなる農業成長産業化推進会議というものを

部長の私的諮問機関として設置いたしまして、

やはり国の政策、改革あるいはそういう周辺の

環境変化に対応した担い手、どう育てていこう

かということで、本県独自の、先ほど産地経営

体と申し上げましたけれども、農業の担い手像

の明確化というところで議論を行ったところで

ございます。これにつきまして、来年度以降も

いろいろな状況の変化あると思いますけれども、

そういったものにしっかりと対応して、柔軟に

議論を続けてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

また、２つ目の御指摘でございますけれども、

長計のほうで目指す将来像として、儲かる農業

の実現というふうなのがございますけれども、

その推進状況がなかなか数字としてわかりづら

いというような御指摘もいただいているところ

でございます。なかなか長計の推進状況という

のは全体としてぱっと見れるというところでは

ないんですけれども、これまでは毎年９月ごろ

をめどに、取り組みの概要として、各取り組み

がどのぐらい進んでいるかということを長計の

項目ごとに公表させていただいてきたところで

ございますけれども、それにつきまして、より

端的に本県農業の実情が把握できるような形に

なるように、見せ方あるいは取りまとめ方につ

いては、引き続き検討を進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

指摘事項に対する回答のほうは以上でござい

ます。

最後に、常任委員会資料に戻っていただきま

して、55ページでございます。議案の第43号の

ほうを御説明申し上げます。

公の施設に関する条例の一部を改正する条例

ということでございまして、２の改正の概要で

ございますけれども、宮崎県総合農業試験場亜

熱帯作物支場（エントランスガーデン及びトロ

ピカルガーデン）のところの項目を削除すると

いうことで、具体的には、指定管理を終了する

ということでございます。

別にお配りいたしております追加資料のほう

をごらんください。この地図の１枚紙でござい

ます。

亜熱帯作物支場につきましては、平成18年以

降、この緑と赤の部分、いわゆるエントランス

ガーデンが赤の部分で、緑の部分、左側がトロ

ピカルガーデン、そして、一番右の上が関連の

駐車場でございますけれども、ここを今まで指

定管理者制度ということで管理を指定管理者に

委託してきたところでございますけれども、真

ん中にございます道の駅につきましては、既に

もう日南市のほうに底地を平成43年まで貸し付

けておりまして、要は管理が分離するというよ
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うな状況が起こっておりました。そういたとこ

ろを踏まえて、日南市と、どうすれば道の駅を

核とした、ここら辺の観光振興も含めて方向性

があり得るのかということを議論してまいりま

した。今回、県のほうで指定管理者制度が終わ

るという節目があったものですから、今後のあ

り方について協議いたしまして、具体的には、

ここの赤い部分につきましては、日南市に全体

として貸し付けるというような形にさせていた

だきたいというふうに思ってございます。

また、右上の駐車場、そして左のほうのトロ

ピカルガーデンにつきましては、実は、ちょっ

と災害復旧の関係あるいは、新しくトンネル工

事を左側のほうに行う関係で、平成26年、来年

以降、数年間にわたって閉鎖等の措置を講じな

ければいけない期間がございますので、ここに

つきましては、試験場のほう、県のほうで直営

管理をさせていただいて、そういうのり面工事

あるいはトンネル工事が終了いたしましたら、

改めて日南市と、ここの管理の方向についても

検討してまいりたいというふうに考えてござい

ます。

そういった意味で、ここの亜熱帯作物支場に

関する指定管理者制度自体は本年度をもって終

了するというところでございます。

私からは以上でございます。

○甲斐ブランド・流通対策室長 ブランド・流

通対策室でございます。

また、常任委員会の本冊資料の９ページ、事

業の説明をしたいと思います。お開きください。

本冊資料の９ページでございます。

東アジア輸出促進拠点整備事業についてであ

ります。

まず、１の事業の目的、背景ですが、昨年６

月に設置しました香港事務所に、県内企業の輸

出の足がかりとなるみやざき香港フロンティア

オフィスを設置運営するとともに、産地や食品

加工業者等が相互に協力した取引先づくりを推

進し、オールみやざき体制での輸出促進を図る

ものでございます。

２の事業の概要ですが、予算額は5,322万6,000

円、事業期間は平成25年度から27年度の３カ年、

来年度が２年目となります。

次に、（５）の事業内容ですが、①のみやざき

フロンティアオフィス整備運営事業では、常温

・冷蔵・冷凍の倉庫を備えた事務所や、県内企

業の商流、物流、情報の起点となるフロンティ

アオフィスを運営するとともに、香港の中心部

に設置しているアンテナショップにおいて、水

田ごぼうや水産加工品などの新たな輸出品目の

テスト販売や県産品のプロモーションを行って

まいります。さらに、カンショに続く品目とし

て、来年度は、先ほど話も出ましたが、スイー

トピー、キンカン、水産加工品の集中プロモー

ションを実施し、量販店やレストランでの定番

化の推進等を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、②のマーケットイン・輸出向け農産物

育成事業では、カンショや水産物の輸出向け加

工品の開発や、海外ニーズに基づいた包装資材、

出荷規格の採用等を支援することとしておりま

す。

香港事務所につきましては、商工観光労働部

で県職員を１名増員する予算をお願いしており

ますが、さらに機能強化を図りまして充実した

活動を行ってまいりたいと考えております。

農政企画課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○向畑地域農業推進課長 地域農業推進課でご

ざいます。
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平成26年度歳出予算説明資料のほうにお戻り

ください。289ページをお開きください。

当課の当初予算額は、一般会計で56億98

万4,000円、特別会計で２億2,927万9,000円、合

わせまして58億3,026万3,000円をお願いしてお

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

291ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）農業会議・農業委員

会費２億663万4,000円についてであります。

これは、県の農業会議や各市町村の農業委員

会が実施いたします農地の利用調整や耕作放棄

地の所有者、農業生産法人等への指導活動に対

する農業委員会手当等でございます。

次に、（事項）青年農業者育成確保総合対策事

業費８億4,120万円についてであります。

これは、就農希望者に対する就農啓発から定

着までの総合的な支援や、青年農業者の育成に

関する費用であります。

続きまして、292ページをごらんください。

上のほうにあります、２のブラジル国派遣農

業研修調査事業は、ブラジル宮崎県人会が主催

いたします、創立65周年記念に参加いたしまし

て、県人会と私ども県とで農業者の相互派遣等

を推進しておりますが、そういった内容、また、

一緒になって考えまして、県人会とのきずなを

深めるものといたしております。

続きまして、下の段の３の新規就農者育成・

確保強化事業でございます。

この事業では、青年就農給付金の給付等を行

うものでありまして、就農に向けて研修してい

る方を対象とする準備型80名と、就農している

方を対象とした経営開始型450名、合わせて530

名の給付を予定しております。

中ほどの（事項）中山間地域活性化推進費６

億1,112万5,000円についてであります。

これは、農業の生産条件が不利な特定農山村

地域等において、地域の特性に即した農業の振

興を図るための施策であります。

１の中山間地域等直接支払制度推進事業につ

きましては、中山間地域等での営農や集落活動

を継続していくことで、これらの地域が有する

多面的機能を確保していくことを目的に実施い

たします。

次に、（事項）農業経営構造対策事業費１

億7,806万9,000円についてであります。

これは、担い手の規模拡大や経営改善に必要

な生産・加工等の機械等を総合的に整備する国

の経営体育成支援事業を活用するものでござい

ます。

続きまして、293ページをごらんください。

上の（事項）農業大学校費５億952万8,000円

についてであります。

これは、本県農業生産を担う経営感覚に優れ

た農業経営者・指導者の養成と資質の向上並び

に県民への農業に理解を深める農業大学校を運

営するための経費でございます。

中ほどの（事項）構造政策推進対策費21億3,137

万7,000円についてであります。

これは、担い手への農地集積の促進や耕作放

棄地の解消、６次産業化の推進などを図るもの

でございまして、この中の４の「農」と「企業」

のみやざきフードビジネス創出事業につきまし

ては、企業等の農業参入や農林漁業者との新た

な連携によるフードビジネスの展開等を推進す

るため、施設・機械設備等の整備を支援するも

のでございます。

５の新規事業「農地中間管理機構支援事業」

につきましては、後ほど室長のほうから御説明
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いたします。

293ページの下のほうの（事項）農地保有合理

化事業でございます。５億6,858万3,000円でご

ざいます。

これは、農地保有合理化事業等に取り組む県

の農業振興公社の事業推進に要する経費でござ

います。

続きまして、294ページをお開きください。

就農支援資金特別会計でございます。

（事項）就農支援資金対策費２億1,485万1,000

円についてであります。

これは、新規就農者が新たに農業経営を開始

するために必要な資金を無利子で貸し付け、就

農促進を図るものでございます。

次に、債務負担行為について、委員会資料の

４ページをお開きください。４ページでござい

ます。

４ページの一番上でございます。当課からは、

債務負担行為１件をお願いしております。

県の農業振興公社が農地取得等を行うために

必要な資金を、全国農地保有合理化協会から借

り入れるため、国の規定に基づき２億3,700万円

を限度額に損失補償を行うものでございます。

以上が、当初予算に係る説明でございます。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況。

10ページをお開きください。

⑫でございます。中山間地域等直接支払制度

推進事業について、より多くの集落が活用する

よう、農林振興局等と連携しながら、財政負担

を伴う市町村の理解を求め、強力に事業を推進

するようという御指摘をいただいたところでご

ざいます。

この制度につきましては、平成24年度から各

市町村を巡回し、事業への理解を深めるととも

に推進を図っているところでございます。

今年度も未実施の市町村を含めた13市町村を

巡回いたしまして、担当部課長等にも参加して

いただき、事業推進を図ったところでございま

す。特に今回は市町村の財政負担に対する地方

財政措置について説明いたしますとともに、集

落への事業周知の徹底についてお願いしたとこ

ろでございます。

この事業につきましては、来年度以降、日本

型直接支払制度の一環として継続されますし、

法制化も予定されておりますことから、今後と

も市町村の理解を求め、事業の周知徹底と推進

を図っていく所存でございます。

以上が、指摘要望事項に係る対応状況につい

てでございます。

続きまして、条例の改正について御説明申し

上げます。

常任委員会資料49ページをお開きください。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」でございます。

１の改正理由にありますように、農業科学公

園のイベントホール及び物産館ホール並びに農

業大学校の宿泊施設、研修室及び体育館の使用

料につきまして、今年度の４月１日から消費税

及び地方消費税の税率引き上げに伴い、所要の

改正を行うものでございます。

続きまして、56ページをお開きください。

議案第43号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」についてであります。

これは、１にありますように、農業科学公園

及び農業総合研修センターについて、新たに指

定管理者制度を導入することができる施設とし

て定めるものでございます。

近年の食と農に対する関心が高まる中、農業

研修に対する県民のニーズが多様化しておりま
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して、指定管理者制度を導入いたしますことで、

農業科学公園の来園者の増加と研修センターの

有効活用を期待しているところでございます。

続きまして、資料の58ページをお開きくださ

い。

議案第46号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

これは、１及び２にありますように、新たに

就農しようとする青年等が都道府県知事に提出

する就農計画につきまして、各市町村で申請を

受理しているものでございますけれども、根拠

法が改正されましたことについて、今回、所要

の改正を行うものでございます。

３の改正の内容の下のほうに記載しておりま

すが、根拠法改正等の内容のとおり、市町村が

就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一

貫した担い手支援ができるよう、法律上の位置

づけが変更されております。

なお、こういったことが事業を進める上では、

どうしても従来の根拠法が廃止されることとな

りますけれども、新制度への移行期間中は、経

過措置として従来の制度による申請が可能と

なっておりますので、その対応を進めていくこ

ととしております。

以上が、条例の改正についてでございます。

私のほうからは以上でございます。

○大久津連携推進室長 連携推進室でございま

す。

委員会資料の11ページをごらんください。

重点事業といたしまして、農地中間管理機構

支援事業について御説明いたします。

１の事業の目的にありますとおり、担い手へ

の農地集積と集約化により、本県農業の構造改

革と生産コストの削減を強力に推進するため、

県農地中間管理機構を整備いたしまして、優良

農地の円滑な継承とフル活用を図るものであり

ます。

事業の概要につきまして、右側のフロー図を

ごらんください。

まず、集落・地域内で、今後、中心となる経

営体はどこか、そこへどうやって農地を集める

かを十分話し合っていただき、集約化が見込ま

れる農地を、機構に対し、基本的には10年以上

預けていただきます。

機構は、受け手の希望に応じて簡易基盤整備

等を行い、面的に集約化して貸し付けますが、

補助残等のかかり増し経費は賃料で受け手から

徴収することとなります。

なお、機構業務である出し手との交渉・契約

締結、農地管理等は市町村などに委託すること

としており、貸し付けの際は、受け手の公募を

行いますが、地域内の担い手を優先的に貸し付

ける仕組みとなっております。

これまで、出し手・受け手の相対による貸借

・売買が基本でありましたが、今回、公的な機

構が介在することで、より安心でき、長期的な

賃借関係が構築されるとともに、耕作放棄地の

解消・防止にも活用してまいりたいと考えてお

ります。

左のページ、２の（１）に戻っていただきま

して、予算額は14億4,712万5,000円で、財源は、

通常の国庫補助金と２月補正で積み立てました

宮崎県農業構造改革支援資金、そして一般財源

をあわせて執行いたしますが、年度末に基金分

の執行残があった場合は基金に繰り入れ、次年

度予算で引き続き活用することとなります。事

業期間は、平成30年度までの５カ年間で、一旦

そこで国による事業検証等が行われると聞いて

おります。
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（５）の事業内容ですが、①の農地中間管理

機構事業では、機構の体制整備及び借り受け農

地の賃料、保全管理費等として、７億8,000万円

余、次に、②の機構集積協力金交付支援事業で

は、農地の出し手となる個人または集落への協

力金として５億3,000万円余、また、③では、機

構への農地集積業務の基本となる農地基本台帳

の整備を農業委員会が行う経費等といたしまし

て、１億1,500万円余となっております。

これらの取り組み推進におきましては、来年

度は、まずは、各市町村ごとにモデル的な地域

等を選定し、取り組みながら、事業検証等を行

いながら、宮崎の農業の実情に合った機構事業

の運営及び体制づくりに努めてまいりたいと考

えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○山下委員長 以上で、議案に対する説明が終

了いたしました。

ただいまから委員の皆様方の質疑に入ります。

誰からか行きますか。髙橋委員さんから行きま

すか。じゃ、髙橋委員、もう指名で行きます。

はい、どうぞ。

○髙橋委員 おはようございます。じゃ、全体

的に１割ぐらい予算増ですね、農業頑張ってく

ださいっていうことだと思いますが、まず、農

政企画課の予算説明書286ページの説明欄の２番

の儲かる農水産業を切り拓く試験研究体制整備

事業で博士号、いわゆる人材の育成だっていう

ことで説明ございましたね。博士号を取得した

人の職員をふやすんだっていう説明をいただい

て、575万6,000円ですかっていうことなんです

ね。仕組みをもうちょっと、もう少し詳しく説

明をいただけませんか。

○鈴木農政企画課長 この儲かる農水産業を切

り拓く試験研究体制整備事業でございます。予

算額、全体で575万6,000円ということでござい

ますけれども、その中には幾つかの柱がござい

ます。

１つが、先ほど申し上げました共同研究パー

トナーということで、大学等と直接連携して研

究をするというようなところもございますし、

人材を育成するという観点から博士号の取得支

援を行うというメニューもございます。博士号

の取得支援に関しましては、平成25年度の実績

といたしましては、60万円で３名の方に支援を

してございます。平成26年度の見込み、なかな

か難しいところございますけれども、新たに２

名の方の博士号取得を支援いたしまして、24年

度から26年度までの３年間の事業でございます

けれども、計５名の博士号の取得を支援したい

というふうに考えているところでございます。

○髙橋委員 私、いや、職員をふやすっていう

お話をされたというふうに私、思って聞いてみ

たんですけど。

○鈴木農政企画課長 済みません。私が申し上

げた趣旨は、博士号を持っている職員をふやす

ということでございます。よく共同研究とかを

するに当たって、あるいは競争的資金を獲得す

るに当たって、総合試験場のほうにどういった

ポテンシャル、能力を持っている職員がいるか

ということが大きな要素となりますので、そう

いったときに、博士号を持っている人間がしっ

かりとやっていますよというようなことを言え

るということは大きな強みじゃないかというこ

とで、職員増というよりは博士号を持っている

職員をふやすというようなことでございます。

わかりづらくて申しわけございませんでした。

○髙橋委員 今いる職員の方に博士号を取得す

るための支援をするということなんですね。な
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るほど。わかりました。さらに力を入れて人材

を育てていただきたいと思います。

じゃ、次、産地経営体モデル育成事業で、ちょっ

と私、存じ上げてない部分があって、委員会資

料で説明もありましたが、担い手の協議会、13

ておっしゃいました。この主体はどこになるん

ですかね。

○鈴木農政企画課長 主体というのは、協議会

ごとにさまざまなケースがございますけれども、

市町村あるいはＪＡ、そういったところが主体

となっているというところが多いというふうに

認識しております。区分としては、13ＪＡの区

分ごとに協議会を設置しているというところで

ございます。当然県の普及センター等も参加し

てございますので、そこは、体制についてはい

ろいろなパターンがあるというふうに御理解い

ただければと。

○髙橋委員 わかりました。県内に網羅をして

いるっていうんで理解をします。

同じく、委員会資料９ページで、新たに、カ

ンショに続く県産品の売り込みをということで、

スイートピーっていう大変ありがたい花を御紹

介くださいましたが、私もちょっと認識不足か

もしれません。結構日本国内に、いわゆる洋花っ

ていいますか、海外からの花も来てるんでしょ

うかね。逆に、だからこっちから花を売り込む

ということなんでしょうけど、いわゆるスイー

トピーがそれほど魅力といいますか、いわゆる

勝負できる花だっていう根拠を説明いただけま

せんか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 スイートピー

でございますが、スイートピーは宮崎が国内で

は最大の産地となっておりますが、国外におい

ても余り生産している国はありませんで、香港

においてもオランダ産しかないという状況でご

ざいます。こないだチャイナエアラインが３月

から貨物便の取り扱いを開始したということも

ありまして、それに合わせて、宮崎からスイー

トピーの試験輸出を試みております。あちら側

の花屋さんの評価によりますと、オランダ産の

スイートピーというのは白とピンクぐらいしか

ないということで、宮崎産は非常に多様な種類

の花があるということで、非常に魅力があると

いうような評判でございましたので、今後、そ

ういった花屋さんやブライダル業界、ホテル等

に対する売り込みを図ってまいりたいというふ

うに考えております。

○髙橋委員 大変ありがたい話をいただいて、

スイートピーは一時期、今でも日本一なんです

けど、盛り上がってちょっともうけが落ちちゃっ

て、花からまたピーマンに転換とか、そういう

農家もいて、今、本当頑張ってるスイートピー

農家は元気が出ると思います。また、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、地域農業推進課にお聞きしますが、ま

ずは、農業大学校の関係ですけど、補正でもか

なり質問とか要望も上がりまして、これ、26年

度の予算っていうのが25年度当初の倍になって

るんですよね。これの説明をいただきたいと思

います。

○向畑地域農業推進課長 今回は、農業大学校

の施設の機能強化ということで、特に空調設備

とか、そういったものが老朽化しておりました

もんですから、先ほど農政企画課のほうからも

ありました地域の元気臨時交付金、これを充て

まして、農業大学校とか研修センターの空調設

備の改修で約２億超えるぐらいを予算計上させ

ていただいてるところでございます。

○髙橋委員 わかりました。

引き続き、農地中間管理機構の関係でお尋ね



- 83 -

平成26年３月12日(水)

します。委員会資料でも説明がありまして、事

業主体は、ここにあります県、公社、市町村の

運営委員会なんですが、私のイメージとして、

いわゆる公社がほとんどもう仕事をやるのか

なっていうイメージを持ってるんですよ。それ

で、別途この公社の推進事業費として５億6,000

万とか予算計上されてるわけですけど、公社が

どの程度かかわるのか。私は、まず公社が中心

となってやるのかなとイメージしてるんですが、

もう少し説明をいただけませんか。

○大久津連携推進室長 委員会資料の12ページ

をごらんいただきたいと思いますけども、中ほ

どに農地中間管理機構の業務ということで、４

つほどの借り受けからの配分までの手続を入れ

てますが、この中に吹き出しで、下のほうに市

町村農業委員会、ＪＡ等に業務委託ということ

で、基本的には手続の契約とか、最終的な国と

か県とのやりとりとか、広告とか、いろんな書

類については県と公社のほうでやりますけれど

も、やはり担い手を掘り起こす活動、これはそ

れぞれやっぱり地域でやっていかないといけま

せんので、従来どおり農業委員会、ＪＡ、市町

村、こちらに業務を委託いたしまして、そういっ

た農地の出し手の交渉活動から、そういった賃

料を決めたりとか、誰に貸すか、こういったも

のを検討をしていただく。そのための人・農地

プランの作成活動もこれまでと引き続き連携し

てやってまいりますし、また一方では、貸し付

けが決まった場合についても農地の管理とか条

件整備、こういったものについても公社独自で

はできませんので、そういったものも業務委託

を何らかの形で地域に出すということで、地域

での活動の対応については市町村、農業委員会

等にやっていただくということで、その分の受

託費、これはもう県と国が10分の10で見まして

市町村に委託するというスキームでこの予算の

中には計上させていただいてるところでござい

ます。

○髙橋委員 要するに、事務費はしっかり実務

部隊である市町村レベルのところに行くという

ことですね。

○大久津連携推進室長 そういった所要経費の

事務費等については、全て小額を計上させてい

ただいておりますし、あと、先般からありまし

た地域でのそういったコーディネーター、活動

をする人たちが市町村だけのマンパワー不足と

いうことで、これにつきましても、国のほうが10

分の10で今回措置いただきましたので、そういっ

た地域連携推進委員みたいな形で出し手を見つ

けたりとか、受け手を見つけたりとか、調整活

動、こういったする方々の人員の確保について

も予算措置を計上させていただいておりますの

で、そういったものを積極的に活用していただ

くよう推進してまいりたいと思っております。

○髙橋委員 もう最後にしますけど、この農地

中間管理機構、正直いまだに私はこれ本当にう

まくいくんだろうかっていう、すごい思いがあ

るんですよ。私の地域を見ても、確かに中山間

地といってもいろいろありますよね。物すごい

不便なところと、まだ、国道端に張りついてる

田んぼとかあるんだけど、結局中核農家の住ん

でるところ、かなり20キロとか30キロ離れてい

るところ結構あるわけですよ。そういうところ

まで集約し切れないと、集約率を、宮崎は９割

ですよね。それ本当に達成できるのかって。だ

から、私いまいちの疑問っていいますか、果た

してこれできるのかなという思いがあって、言

いましたけど、やっぱり何らかの別の手だてを

しないと、20～30分かかるようなところまで耕

作に行くのかなっていう率直な気持ちがあるん
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で、そこら辺はやっぱりどう、ハードル高いと

思うんで乗り越えていかれるのか。

○大久津連携推進室長 髙橋委員のおっしゃる

とおり、この９割目標については、補正のとき

にも何回か御説明いたしましたけれども、国の

最大の目標ということで、九州管内はこの目標

でやるということで国から提示されまして、予

算もこの14億というのを提示いただいて、これ

をしっかり活用して、10年後にはこの目標を達

成しようということで今、頑張ろうということ

で、今、その内容について検討しておりますけ

れども、委員おっしゃるとおり、なかなかハー

ドルが高うございます。今、担い手に、この前、

申し上げました44％ほど、担い手に集積してお

りますけれども、これを倍増ということになり

ますと、かなりかなと思っております。

そういった中で、集落営農とか、新たな法人

等、多分今回の山間地域の市町村方ともお話し

たんですが、やはり担い手がいないということ

で、やはり平場等の法人さんとか、そういう部

会、認定農業者、こういう元気のある方と連携

した、例えば夏場に平場では条件が悪いので山

間部での生産もやりたいとか、そういうお話も

ございますので、そういった部分での連携活動

または集落営農という形での動きがだんだん出

てきておりますので、これを法人化して、しっ

かり貸借関係をつくっていく。こういったこと

を頑張っていきたいと思っております。

ただ一方では、委員おっしゃるとおり、この

集積目標90％だけにとらわれることなく、宮崎

の場合、やはり担い手に集約できますと、その

面的集積とか生産性の向上、プラスやはり冬場

の条件がようございますので、今現在、耕地利

用率は約106％しかございません。１年に１回し

か作付してない状況を、こういった集積するこ

とによって２回、３回作付することも可能でご

ざいますし、地域によっては集落営農等でブロッ

クローテーション、こういったものを確保すれ

ば連作障害等も整理できるということで、やは

り耕地利用率、これを、今の106％をできるだけ

作付の回数をふやしていただく。そういった形

で生産性を上げて所得を上げる。こういった視

点も並行してやらないと、なかなか宮崎の農業

の生産性の維持っていうのは難しいんじゃない

かというふうに考えてるところでございます。

○髙橋委員 ちょっと今の、私、理解できてな

いかもしれません。いわゆる１耕作地１作じゃ

なくて何作もっておっしゃいましたよね。そう

なると、かえって農地が必要なくなるから、逆

に集まらなくなるような気も今してきてたんで

すけど、どうなんでしょう。

○大久津連携推進室長 基本的には、担い手に

今、44％あるものを、できるだけどんどん分散

している状態を集積すれば規模拡大したいとい

う要請が多くございますので、そういった形で

どんどんと規模拡大は進めていきたいと思って

おります。

ただ一方では、やはりその集積した農地を有

効に活用して生産性を上げるとか所得を上げる、

こういった部分で、結局それを１回だけの作付

ではなくて２回、３回、それは１法人でやるだ

けのものもありますし、連携した集落営農法人

ですと、水田の後作に今度は畜産農家が飼料作

をつくるとか、そういったいろんな連携の仕組

みといった形で、そういう作付回数、こういっ

たものをふやして耕地利用率を高めることも一

方では考えていかないといけないというふうに

ということで御説明したところでございます。

○髙橋委員 わかりました。いわゆる今、頑張っ

てる農家にさらに頑張ってもらう、もうかって
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もらう、そういう意味では、先ほど、例えば一

つの例、スイートピーを海外に売り込んで生産

を高めてもらう。これ、いいことだと思うんで、

今頑張ってる方がさらにもうかれば、そこにま

た魅力は感じて、そこにまたリーダーが育って

ついてくるっていうふうに思いますんで、よろ

しくお願いします。

以上です。

○緒嶋委員 最初に、285ページの連絡調整費、

これは、昨年は2,200万ぐらいやった。ことし

は1,300万余ですが、これをやはり、ある意味で

は農政水産部としては割と使い、本当はこれを

いろいろ課題解決の有効活用せんといかんわけ

ですよね。これ半分になったという理由は何で

すか。

○鈴木農政企画課長 ちょっと整理して御報告

いたします。

遅くなって申しわけございません。連絡調整

費の中で具体的に減額が大きかったのが、最後

の調整事務費というものだというふうに認識し

ております。昨年度当初が1,060万であったもの

が、26年当初194万8,000円ということでござい

ます。これにつきましては、昨年度、試験場等

でいわゆる備品、修繕というようなものがあっ

たもので、それにつきまして予算をつけたとい

うところでございますので、いわゆる政策研究、

政策調整的な、上の１、２のところについては、

それほど大きな増減はないというふうに認識を

しておりまして、昨年度、臨時的に修繕等を行

うところにつきまして、今年度はつけなかった

というところでございます。

○緒嶋委員 特に、中間管理機構みたいなもの

が出てくると、突発的にいろいろな調整ってい

うか、研究しなきゃいかんことが、ことしは特

に私は多々出てくると思うんですよね。そうな

れば、この連絡調整費というのは一番使い勝手

もいいわけで、ここあたりはやっぱぴしゃっと

確保して、農政全体のうまくバランスある行政

ができるようにするという、そういうやっぱり

視点って、これはもう官房費みたいなもんだか

ら、そこ辺もやっぱ積極的に対応しなきゃ。特

に、ことしは農政は一番厳しいというか、ある

意味じゃ課題が大きい。ＴＰＰも問題が出てく

るわけじゃから。そういうことになると、こう

いうのは十分確保して私は努力すべきだったと

いうふうに、ちょっと指摘しておきます。

次、いいですか。それから、総合農試、こと

しもいろいろと研究をされると思うんですけれ

ども、ことしの大きな総合農試の試験研究なん

かの課題を何と心得ておられるか。そこあたり

を。

○井上総合農業試験場長 総合農試の課題とい

うことでございます。本年度、幾つか新しい課

題もしておりますけども、総合農試の基本的な

今年度に向けての考え方としては、まずは、地

域の課題を解決するということ。足元の課題を

しっかり見据えながら解決していくということ。

それとその先を見据えるということで、特にフ

ードビジネスの推進について、しっかりと場を

挙げて取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。これによりまして、ぜひとももうか

る農業を実現する。そのための農業技術のかな

めとしての役割をしっかり果たしたいというふ

うに考えております。

○緒嶋委員 今、抽象的に言われたけど、それ

は実際具体的なものをちょっと上げてもらわん

と意味がわからんわ。

○山下委員長 いいですか。地域の課題ってい

うの、もうちょっと詳しく。

○井上総合農業試験場長 例えば、一つは、フ
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ードビジネスの推進ということでは、ことし、

例えば米の育種を、もうこれまでもずっとやっ

てきておりますけども、総合農試で育成してお

ります181号というのと182号という系統がござ

います。これにつきましては、芋焼酎用のこう

じの原料として使えるということですので、こ

の品種の育成、まだ育成途上ではありますけど

も、この育成を急ぎますとともに、栽培技術の

確立に向けてもしっかりと取り組んでまいりた

いというふうに考えております。

それから、あわせまして、６次産業化に対応

した大規模な野菜における省力、低コスト、安

定生産のための品種の開発ということで、例え

ばホウレンソウだとかごぼうだとか、こういっ

た品種のものがありますけど、これに向けた、

大規模経営に向けた品種の選定なり、栽培技術

の確立についても取り組んでいきたいと思って

おります。

それから、もう一つ言わせていただきますと、

例えばお茶の話なんですけれども、お茶につき

ましては、今現在、普通はもう煎茶ということ

で通常の煎茶なんですけども、これについても

新しい形、香りのいい煎茶あるいは、もうさら

に進んでウーロン茶、国産の葉を使ったウーロ

ン茶というようなものの生産技術をつくり上げ

たいということにも取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○緒嶋委員 努力していただきたいと思うんで

すけれども、この前も何か髙橋議員の質問に、

食味のいい、特Ａの米が宮崎県は一つもランク

されていなかったということですけれども、や

はり今後、ＴＰＰが、米がある程度ますます自

由化されれば産地間競争というのは当然激しく

なるわけよ。そうなれば、やっぱ食味のいい米

でないと売れないということになるわけですが、

これのあたりの研究は、加工用も重要やけど、

やっぱ食用の人間が食べるほうも重要なわけで、

そのあたりのめどはないわけですかね。

○井上総合農業試験場長 御承知のとおり、宮

崎県は、早期水稲についてはコシヒカリ、それ

から普通期水稲についてはヒノヒカリというこ

とで定着をしておりますけども、現在、試験場

におきましては、これをさらに上回るような食

味のいい品種の開発ということにも取り組んで

おります。

また、委員のほうから今、御指摘がありまし

たが、特Ａがとれてないということで、先日、

穀物協会のほうから発表されましたリストの中

でも宮崎県は入っておりませんでしたが、ぜひ

これをとりたい。そのために、現地でも今やっ

ておりますけども、農業試験場としてもその技

術の組み立てをやりたいということで、本年度

から新たに特Ａをとるための技術開発という課

題を設定して取り組むことに、26年度から取り

組むことにしております。

○緒嶋委員 これは、すぐ１年で特Ａがとれるっ

ていうのは、何か品種改良は容易でないと思う

んですけれども、かなりそのめどというのは、

特Ａがとれる可能性はありますかね。

○井上総合農業試験場長 特Ａをとるための、

まず品種につきましては、今ある品種で、ヒノ

ヒカリだとかコシヒカリでということにはなろ

うかと思いますけども、そのための施肥技術だ

とか栽培的な管理を徹底してやっていただくと。

そのためにはどうすればいいかという方向づけ

を農業試験場のほうで出したいというふうに考

えております。

○緒嶋委員 ぜひ、やはりほかの県でできて、

宮崎県でできんはずはないという気もしますの

で頑張っていただきたいというふうに思います。
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次は、就農支援ですけども、新規の就農者の80

名と450名と言われておりますが、このあたりは

大体間違いないということでしょうか。

○向畑地域農業推進課長 私ども、今回、従前

から要望していました親元就農について、国の

ほうが26年度からは、一定の条件はあるんです

けれども、親元就農においても準備型、経営開

始型、両方とも対応できるというようなことが

ございました。今までどうしても土地を早目に

取得しなくちゃいけないとか、なかなか厳しい

ハードルがあったんですけれども、そこが今回

なくなりましたこともあって、今まで対応でき

なかった部分も考えると努力していきたいなと

いうふうに考えているところでございます。

○緒嶋委員 具体的に就農者の５年間の支援と

かある、具体的な金額的のことは、支援の内容

は80名と450名と違うわけですかね。

○向畑地域農業推進課長 準備型のほうは、就

農の前段階ですので年間150万を２年間、経営開

始型につきましては、150万円を５年間支給する

形になっております。

○緒嶋委員 これもぜひ、もうこういう人が最

終的には中間管理機構やらの受け皿になるよう

になったほうがいいわけですので、定着できる

ように、これはぜひ頑張っていただきたいと思

います。

それから、中間管理機構でございますけれど

も、これは、貸借は10年以上という。これはも

う、最初は５年ぐらいにして、そして、それが

継続できるように一応せんと、10年というのに

逆に抵抗もある場合もあるんじゃないかと思っ

てるんですけど、10年という理由は何ですか。

○大久津連携推進室長 この10年につきまして

は、これまで農地保有合理化事業なり、一般の

農地の円滑化事業とか、こういった形で相対で

やってきましたときには、それぞれの相対の中

で短期間なり５年とか、長くっても10年とかご

ざいましたけども、今回の制度を立ち上げる中

で、やはり長期的な対策でないと安定的な経営

ができないという要望がかなり多かったという

ことで、多分これは水田地帯の部分の意向が強

うございますけれども、これが制度的な中で、

最低10年以上を預けた場合に、この制度として

乗ると。一方で、これ、10年以上預けられない

状況につきましては従来どおりの対策事業とか、

または売買をしたい場合についても特例事業で

売買はできるという形になっておりますので、

そういった既存の事業等で制度的には仕組んで

いかないといけないということで考えておりま

す。

○緒嶋委員 やっぱり地権者は、あんまり売買

というのはなかなか最初からやりたくないわけ

ですね。やっぱ子々孫々続いた財産として持っ

ておきたいという、やっぱそういう意向という

のはかなりあるわけですよね。それ、後継者が

もう都会に出てどうにもならんというときは、

もうそのこともあるけども、そうなれば、やっ

ぱ最初は、もう最初から10年以上というのにも

また抵抗があるんじゃないかなという気がしま

すし、特に、今度は貸し手を、管理ですよ、中

山間地の場合は特にですが、貸し手がおって借

り手がいない。そのときはもう、また本人に返

すわけですよ。そうなれば耕作放棄みたいなこ

とは継続するということで、本当に耕作放棄地

の解消にはつながらん面が出てくるんじゃない

かなという、思うんですが、その対策は何かあ

るわけですか。

○大久津連携推進室長 この耕作放棄地につき

ましては、これまでずっと解消とか、また農地

を、本当にもう再生が不可能な部分については
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非農地判定みたいな形をとると。それでないと

もう農地として維持できないということがござ

いまして、昨年度も、市町村でもかなり実査し

ていただきまして、若干耕作放棄地もふえては

おりますけれども、最終的には非農地判定で、

最終的には耕作放棄地も減少の傾向でございま

す。ただ、山間部ではやはりいろんな対応で担

い手がいないということもございますので、そ

の担い手の育成そのものも頑張っていかないと

いけませんけれども、先ほど髙橋議員からござ

いましたように、首長さんあたりからの要望と

いたしましては、平場の認定農業者とか、そう

いったいろんな地域で連携した産地づくり、こ

ういったものをもっと模索してくれと、提案し

てくれという要望がございましたので、そういっ

た形の検討も含めながら、できるだけ耕作放棄

地を発生させない、また、解消につきましては、

従来の解消事業、耕作放棄地の対策は別途ござ

いますので、そういうようなものもうまく使い

ながら実施していきたいと思っております。

○緒嶋委員 それと今度は、貸借した場合に、

金銭的な、貸すほうに借地料とか、そういう金

銭的な動きは、これどうなるわけですか。

○大久津連携推進室長 賃借料につきましては、

従来どおり、今回も市町村やらに交渉とかお願

いしますけれども、相手方と受け手方で決まっ

た場合につきまして、それぞれ個々の賃借料を

設定することになります。それを機構がもう一

応借り受けますので、機構が受け手から毎年お

金を集めまして、その分を一括出し手の方たち

に出すということで、もう今まで担い手さんが

毎年、賃借料を交渉したりとか、お金を払った

りとか、そういう手間が、機構は、市町村と一

緒になってそれぞれ事務はやりますので、その

辺の部分については、かなり軽減ができるんじゃ

ないかと思っております。

○緒嶋委員 それと、中山間地直接支払制度と

いうのがあるわけですよね。その金は、いわば

地域で来た金を、半分は個人の、何ていうか、

有効に使ってください、半分は地域、団体で共

同で使いましょうとか、いろいろあるわけです

が、これが直接支払制度そのものの金の動きは

どうなるわけですかね。

○向畑地域農業推進課長 中山間地域での直接

支払いというのは、あくまでもやはり集落ごと

で改善をするとか、いろんな取り組みを行うと

いうふうに使っていきますので、今回の中間管

理機構との整合性というのは、そのために土地

を出す出さないという動きよりも、まずは地域

での活動に使うというような経費として見ます。

委員おっしゃったように、２分の１に関しま

しては個人のほうに行きますので、そこはまた、

そこで個人で使われる、もしくはプールして使

われるといった取り組みも出されてますけれど

も、中山間地域のこの直接支払いに関しては、

今まで従前どおりの対応になると思います。

○緒嶋委員 であれば、何というかな、財産を

持っておる人が貸しても、もとの人に借りたほ

うじゃなくても中山間地の金を半分はやっても

いいということですか。

○向畑地域農業推進課長 あくまでも、これは

所有者、所有者という形になりますので、お借

りされてらっしゃる方には貸借が発生いたしま

すけれども。持っていらっしゃる方がその地域

で、地域の集落協定をしっかり結ばれて取り組

まれている以上は、持ってらっしゃる所有者の

ほうに行く形になります。

○緒嶋委員 それと、中山間地は土地改良の維

持管理費が物すごく高くつくわけですよね。そ

うすると、高いところは10アール当たり１
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万8,000円とか出しとるわけです。それは借りた

ほうが出すことになるのか、それは所有者が出

すことになるのか、そこあたりどうなるわけで

すか。

○大久津連携推進室長 この中間管理機構のこ

のシステムでは、借り受け者が見つかるまでは

機構のほうが特別賦課金とか、こういったもの

については出すことになっております。その貸

し手が見つかりました段階からは、貸し手から

出していただくというような形になります。ど

うも済みません。失礼しました。借り手から徴

収して出してもらうという形でやるということ

になっております。失礼いたしました。

○緒嶋委員 そうなった場合、なかなか借りた

人も１万何千円出して、また、所有者にそれプ

ラスアルファで土地代みたいに出すということ

になると、なかなか土地の動きというのが、借

りたくもないって、そんげ負担があるの、金、

土地は借りたくないよということになると、私

はその可能性が高いんじゃないかと思って、逆

に。そのあたりは本当にうまくいくのかな、

ちょっと。

○大久津連携推進室長 今、緒嶋委員おっしゃ

いましたような、もう山間部でいろんな課題が

入りまして、これについては、それぞれ一つ一

つ検証しながらこの１年間やっていかないと、

何が出てくるかわからないと思っております。

そういった中、申しわけないんですけれども、

地域地域でモデル的なことをやりながら、その

モデルの検証しながら、ほかの部分、普及でき

るものは普及していきますし、課題が見つかれ

ば国のほうにしっかり制度要望とか、改正要望

しながら、宮崎らしい機構事業にできるような

形で、この１年間、一生懸命取り組んでまいり

たいと思っております。

○ 原委員 このように中間管理機構、いろい

ろ難しいだろうなと思いながら、ずっと考えて

るんですけど、これは全国一律の制度ですか。

○大久津連携推進室長 基本的な、中間管理機

構で出されます活用事業、出し手あたりへの交

付金、こういったものについては、その面積に

応じてなんですけれども、そういう単価等につ

いては一律の制度でございます。

ただ、賃借料の決定ですとか、そこの対応、

どの程度の土地を借り上げるって、そういう基

準等につきましては各機構で定めるということ

になっておりますので、今現在、機構指定、３

月27日に向けて、今、事務作業を進めておりま

すが、その中でしっかり定めていきたいなと思っ

ております。

○ 原委員 システムとしては同じシステムで

すね。

それで、具体的なことに入りますけど、借り

手、借り手でしたかね、借り手がお金を出す。

それ土地改良費は上乗せになったらますます借

りないだろうという話なんですが、これ、福岡

県でしたかね、福岡県は一般会計で予算組んで

まして、福岡の場合は、また、ここと状況は違

うわけですね。だから、一律ですかっていう聞

き方したんですけれども、福岡の場合はこちら

と農業の形態が違う。したがって、貸し手、貸

す側、貸す側はなかなか土地を出さないだろう

ということで、出してくださいっていうことで

貸す側にお金を、さらに県の単独でやろうとい

う、これ新聞の日本経済新聞に載っておりまし

た。だから、例えば宮崎の場合は、逆に借り手

がいないわけですから、借り手側に例えば補助

をやるとか、今、出たような土地改良費分ぐら

いは、じゃ借り手側に補助しようとか、そうい

う促進策で、借り手促進策っていうか、独自の
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政策としてそういうものは内部で検討はなかっ

たのですか。

○大久津連携推進室長 これまで担い手といい

ますか、受け手側につきましても、規模拡大交

付金という形で反当２万円がことしまでござい

ました。当然来年度のこの機構の中でも、冒頭、

昨年から説明の中では当然制定されるというこ

とで、ずっと12月までまいったわけでございま

すが、最終的には大型予算が700億まで減額され

た中で、担い手のメリットといたしましては、

基盤整備で面的集積をつけての恩恵ということ

に終始しまして、そういった拡大交付金という

のは急遽なくなりまして、担い手についてのメ

リットについては、そういった面的集積によっ

て生産性を上げたり、コストを下げるといった

メリットですとか、あと一方、事業をやる場合

につきましては、基本的に来年から、ＮＮ事業

の中で都市改良事業そのものについても、そう

いった担い手集積する場合については、その集

積率に応じまして地元負担、こういったもの軽

減される措置ですとか、簡易な畦畔除去とかの

整備につきましても国の事業を使いまして、そ

れでも足りない分については、機構が立てかえ

して無利子で借りて、それを何年かの賃料で徴

収はいたしますけれども、そういった形のいろ

んなメリット、措置も別途、今回措置されまし

たので、そういったものをうまく使いながら、

最終的には担い手さん方の経営の状況という、

そういったものもしっかりこの１年間の中で把

握して、もうそれでも不足するもの、いろんな

足りない部分側については、やっぱ十分検証し

ながら国にも要望してまいりたいと思っており

ます。

○ 原委員 もう返しますけど、要するに県独

自で、今は今ある国の制度とか、そういう既存

の制度とか、そういうことですよね。県として

独自にということはされなかったと理解してい

いですよね。お返しします、どうぞ。

○大久津連携推進室長 基本的には、従来の事

業の中で頑張るということで、新たにこの機構

に合わせて県単は設けておりません。

○緒嶋委員 それと、この前のときは、私は、

平場の場合は災害なんかというのは余りない、

浸水があるぐらいじゃろうと思った。もう中山

間地は農地崩壊というのはかなりある。それ壊

れたときの復旧は、そういうことで中間管理機

構を通したのは、中間管理機構が災害復旧はす

るっていう話は、この前のときは言われたって、

それは間違いないわけですか。

○大久津連携推進室長 委員長、申しわけござ

いません。この、ちょっと説明、言葉足らずだっ

たんですけれども、災害復旧の土地については、

あくまで自己資産ですので、責任は個人に帰属

いたしますけれども、できるだけいろんな保全

事業とか復旧事業、こういったものを活用でき

るような形を検討しながら、自己負担ができる

だけ軽減できるようなシステムを検討していき

たいということで説明したつもりでございます

が、言葉足らずで申しわけございません。

○緒嶋委員 いや、これ自己負担が、もうかな

りかかるとですよ。それが、災害で壊れた場合、

これはもう貸したほう、どちらが、借りたほう

が知りませんと言えば、自分の財産だから貸し

たほうが復旧せにゃ。そこ辺もなかなかうまく

整理せんと、後々が、貸し手、借り手でトラブ

ルになる。貸しとって壊れとるとに、貸したほ

うが使わんっていうのはどういうことかってな

るし、それは地権者があんたじゃから地主が扱

うべきじゃねえかっていうことで、これは間違

いなくトラブルの原因になると思うと。そこ辺
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を明確にせんと、これなかなか貸し手も、中山

間地はもう、他の面積はもう畦畔の面積のほう

が多いようなところが多いわけじゃから。もう、

そういうことも含めて、中山間地ではなかなか

課題が大きいわけですよ。だから、そこ辺をど

うするかということ、やっぱこれを進める以上

は、それはもうお互いそれを納得した中での貸

借の約束事を明確にしないと、私はこれ難しい

問題が出てくるというふうに思うので、それは

納得した上で決めればいいけど、もやもやした

中で決めておくと大変なことになるということ

を申しておきたいと思います。

○大久津連携推進室長 先般の、御質問があり

まして国のほうにもしっかり問い合わせまして、

これについては運用上の中でしっかり実行、出

し手に責任は所属するということをしっかり明

文化するという形でＱ＆Ａも出ましたので、も

うそこも明確にした中で、貸借関係については

確認をとって進めたいと思っております。

○緒嶋委員 それと、私は、借りたほうが飼料

米とか加工米を植えつけた場合、農業共済的な

掛金というのはどうなるんですか。１キロ30円

ぐらいで、500キロとっても１万5,000円ぐらい

しか収入がないのに、農業共済制度が適用され

るのかどうかということ。植えつけた場合。こ

れちょっと直接じゃないけど、共済……。

○大久津連携推進室長 ちょっとお時間いただ

ければと思います。

○緒嶋委員 それはしとって。それと、いいで

すか。

○山下委員長 今、共済制度っていうのは一般

米に対しての共済制度がありますけど、飼料用

米ですから、そこはちょっと調べてください。

○緒嶋委員 それと、いいですか。農業振興公

社そのものを私はある程度体制を強化しなけれ

ば、こういう市町村との関係とか全体的な調整

を含めた場合に、市町村の指導も含めて、県と

して農業振興公社は今の体制のままでいいのか

どうかと。それは当然、国からの交付税措置と

か、いろいろもあるし、この予算の中での見方

もあるだろうと思うんですけど、体制は今のま

までいいのかどうかという。

○大久津連携推進室長 今回、機構事業の指定

に向けて、公社の体制等についても、今現在、

検討を進めております。当然市町村、農業委員

会、ＪＡ等と連携しながら、現場での協力をい

ただくための助成措置も今回組みましたし、ま

た、機構におきましては、地域でそういった委

託するばかりじゃなくて、機構みずからが地域

で連絡調整とかする必要もございますので、そ

ういった地域担当も配置しながら、また、機構

そのものにも人員体制の強化は必要ということ

で、今、公社のほうで検討をいただいておりま

すし、その分の所要の予算については、今回、

計上させていただいております。

○緒嶋委員 そうすると、これは農業振興公社

という名前とは別に、名称は中間管理機構と名

前で存続するわけですか。

○大久津連携推進室長 本体は振興公社という

名前で、あくまで機構というのを県知事が指定

するということで、サブの名称がつくという、

今までも農地保有合理化法人という指定団体と

いう名称がございましたけど、そんな位置づけ

になることになります。

○緒嶋委員 一応、宮崎県の場合は農業振興公

社という名前で通用するというか、一応は、対

外的にはそこがやりますということでいいわけ

ですね。

○大久津連携推進室長 そのとおりでございま

す。
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○鈴木農政企画課長 先ほど緒嶋委員から御質

問がありました、要は、加工用米、飼料用米の

共済の関係でございますけれども、基本的に、

飼料用米専用品種とか、そういう作付の実績、

データがしっかりないものについては、共済の

対象外というふうになってございます。

○向畑地域農業推進課長 中山間地域等の直接

支払いの関係のお話なんですけれども、直接支

払いを受ける上は集落協定を必ず皆さんで締結

いたします。今回の事業、まだ新しく中間管理

機構の事業、まだ進んでおりませんので、まだ、

事案がどういった事案で出てくるかわからない

んですけれども、基本的にこの集落協定で皆さ

んが同意されるマスタープランの中に、もしく

は借り手のほうでもそういったお金を直接支払

いのお金を使えるというような事案も生じるか

もしれません。ただ、今のところ、集落協定で

あくまでも定めた形でしか直接支払いのお金は

使えないというような形になっておりますので、

また、今回の事案が、事業が推進するに当たっ

て、一緒になって検討していきたいと思ってお

ります。

以上です。

○緒嶋委員 これは、中山間地の場合、直接支

払い制度、ものすごく有効に活用されとるわけ

ですけど、これは集落協定の中でうまくいかん

と、やはり中間管理機構に土地を出すのも、も

うこの直接支払制度が地主にもらえんとなりゃ、

もう私は貸しませんって逆に言うのも出てくる

可能性もあるから、これはもう大変課題が大き

いということだけは認識しておいてほしいとい

うふうに思います。

それから次は、東アジア輸出促進拠点整備事

業。これは、進めなければいけないわけですが、

中国を中心に考えて東アジアと言われておりま

すけど、韓国との輸出なんかの、東アジアとい

う中では韓国に対するアプローチというか、そ

ういうことはどう考えておられるんですか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 今のところ東

アジアは、一番のターゲットを香港、台湾、シ

ンガポールにしております。韓国につきまして

は、韓国から逆に農産物の輸入等もあるくらい

で、お茶等についての検討とか、木材、これに

ついては検討を進めてるところなんですけど、

今のところは農産物については、なかなか難し

いだろうという判断をしております。

○緒嶋委員 難しいからやらんというのでもい

かんし、やっぱりある程度、攻めの農業という

のは厳しいけどやるというのが攻めの農業じゃ

ないかなと思うとですけど、やっぱりそれなり

の課題があるのならば課題を解決しながら、やっ

ぱりそれ、今、韓国と日本、政治的に厳しいし、

これは容易じゃないけども、やっぱりそういう

ものを含めても東アジアというのは、中田局長

なんかは韓国に２年かな、おられたので向こう

の状況も十分わかっておられると思うんですけ

れども、やはり中国ともなかなかこれは、実際

は政治的にはなかなか難しいものもあるけれど

も、やはり13億人のやっぱり人口がおる中では

中国やら台湾というのはすばらしい市場である

ことは間違いないので、中国中心というのは、

それはやむを得んと思うけれども、やっぱりい

ろいろなことを前向きに、攻めの農業というか

らにはそこもある程度何かないかというような

前向きの姿勢っていうのは絶対必要だと思うん

ですけれども、そのあたりの覚悟はないかな。

○甲斐ブランド・流通対策室長 当面は、当然

香港、シンガポール、台湾を念頭に置きますが、

当然次のターゲットというのも検討してまいり

たいと思いますので、タイとかマレーシア、ま
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た韓国等含めて、香港にも駐在員を置いており

ますので、そのあたりからの情報も仕入れてい

きたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 宮崎県は、最初は韓国のほうに駐

在員を置いたわけやろ。それ引いても、これ行っ

たっちゃから、ちょっと理屈に合わん点もある

けど、それ以上は言いません。

それと、輸出ルートは、宮崎県からは中国に

はフライトコースはないわけですよね。このあ

たりとの絡みはどう考えておられてるの。

○甲斐ブランド・流通対策室長 飛行機の場合

は、今、このチャイナエアライン、これが台湾

との週３便の貨物便ができるようになりました。

台湾から香港へは非常に頻繁に飛んでおります

ので、先ほどのスイートピーもそうですけども、

こちらで本日出荷したものが夜には香港につい

てるという状態がございます。ですので、そう

いう、当然、ただ、エアの場合は非常に航空運

賃が高いといった問題もございますので、そう

いう運賃の問題等考えながら、いろんなルート、

品目によって考えていきたいというふうに考え

ております。

○緒嶋委員 これ、全部輸出の場合はもう飛行

機でということで、船便というか、そういうも

のは今のところないわけですね。

○甲斐ブランド・流通対策室長 基本的には船

便、カンショ等につきましては船便が中心で、

今のルートといたしましては、一番多いのは博

多まで持っていって、博多から香港というルー

トが一番多うございます。

○緒嶋委員 これ、将来的にやっぱ、本当から

言えば、細島あたりから輸出しなければ、九州

のかなめの細島港、口では言うけどかなめになっ

てないわけですよね。そういうことを考えた場

合には、もうちょっとそこ辺も含めて、やっぱ

将来的な構想というか、そういうものは当然持っ

た中でやむを得ず博多が、九州で一番輸出が多

いとじゃ博多がね。そういうことはやむを得ん

にしても、将来的なやっぱそういう構想を、ど

うそれを構築するかというようなものもやっぱ

見出していかないかんわけですので、将来、カ

ンショでも輸出がふえたら、また船の、そうい

ういろいろな動きも出てくるかなと思いますの

で、いずれにしても東アジア輸出促進を努力し

てほしいということを要望しておきます。

以上です。

○横田委員 この説明資料の292ページですけ

ど、一番下の次世代の担い手育成支援事業です

けど、これ法人化に向けた支援とか、集落営農

の組織化支援、新規就農者の参入支援とかをし

ていくということですけど、当然これ農地中間

管理機構の受け手となるべき担い手を育成支援

していくということですよね。

○向畑地域農業推進課長 おっしゃるとおり、

今回、やっぱり担い手の確保というのが一番大

事で、中でも集落営農、農業法人さん、そして

ＪＡの部会さんといった中で動いてはいただい

てるんですけど、やっぱり市町村の垣根を越え

て経済活動を一緒に取り組んでいただけると

いった方々がまだまだ足りないというようなふ

うに私ども認識しておりますので、そういった

方々を支援していきたいということで事業を取

り組まさせていただければと考えております。

○横田委員 当然、90％という農地集約の目標

があるわけですので、これからの担い手育成支

援事業というのは、農地中間管理機構の受け手

をつくっていくんだという考えで取り組んでい

かないとなかなか難しいんじゃないかなという

ふうに思います。ぜひ、そういうことで頑張っ

ていただきたいと思います。
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また、農地中間管理機構ですけど、来年度は

モデル経営体をつくっていくっていうことを言

われましたけど、これは、例えば各市町村単位

で何かしようとか、そういうことでつくってい

くんですかね。

○大久津連携推進室長 今現在、市町村にお願

いしているのは、旧市町村単位に最低１カ所以

上ずつ、モデル地区を選定していただきたいと。

これでまず前半は検証して、それを本当に、メ

リット、デメリットをちょっとしっかり議論し

ましょうということで、今お願いしているとこ

ろでございます。

○横田委員 合併前の旧市町村ね。

当然、これから経営体をつくって、それを検

証していくということになると思うんですけど、

中山間地域と平場、平場の中でも畑作地帯、ハ

ウス園芸地帯、そこそこでやっぱりつくってい

かないと、なかなか課題とか、それ見つからな

いと思うんですよね。そういったことも当然考

えられてるんですか。

○大久津連携推進室長 一応、私どものほうで、

こういうモデル事例という形で事業を取り組む

地域、または畑かんができるので露地野菜とか、

または水稲でも集落営農するところとか、そう

いう組織ができないところとか、いろんな地域

で条件が違いますので、そういうのあらゆるパ

ターンを地域地域でつくっていただいて検証し

てみたいと思っております。

○横田委員 それと、この集落地域内での話し

合い、これ一番最初に取り組まなければいけな

いもんだと思うんですけど、年度が変わったら

すぐ、この動きが始まるということなんですか

ね。

○大久津連携推進室長 この集落の話し合い活

動につきましては、おととしから人・農地プラ

ンの作成事業ということで今もう進めておりま

すので、今現在283、全市町村策定しております

けれども、市町村によっては市町村単位でもう

全域だったり、集落単位だったりということで、

それを全部拾い上げますと283のプランが今でき

ております。

さらに、これをこの機構事業にあわせて、今

後いろいろ出し手の交付金とかいろいろ出てき

ますので、それをまだ小さいエリアでやるのか、

大きい、また別の地域も一緒になってやるのか

とか、いろんなエリア分けとか、いろんなこと

も今後、検証を進めていただきたいと思ってお

ります。

○横田委員 わかりました。いいですか。

じゃ、次、286ページ、一番上のフードビジネ

ス等加速化技術開発推進事業ですけど、新技術

の実用化、普及を加速する研究開発とか、研究

課題についての実用的技術開発を実施するとい

うことですけど、先ほど現場におりるまでにタ

イムラグがあったというような話がありました

けど、どこでこの研究開発とか技術開発をする

んですかね。試験場ですか。

○鈴木農政企画課長 基本的には、もちろん試

験場のほうで開発して、それを実験圃場、試験

圃場という形でやっていただいて、その後に現

場に落とすという形ですけど、そこに時間が非

常にかかっているということで、そこの時間を

短縮できないかという問題意識を持ってしっか

り研究をしていこうということでございます。

○横田委員 せっかく研究して成果が出たやつ

は、もうできるだけ早い、タイムラグがないよ

うに現場におろしていただけたらと思いますの

で。

それともう一つ、真ん中のみやざきブランド

マーケティング強化事業ですけど、これまでも
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当然、販売戦略とかＰＲに取り組んできたわけ

ですけど、そういう取り組みに対してどういう

反省に立って、どういう新たな取り組みをして

いこうって考えておられるのか教えてください。

○甲斐ブランド・流通対策室長 今まで宮崎県

は、安全安心を基本にしたブランド戦略という

ものをやってきたわけなんですけども、これや

はり他県からの追随もあるということもござい

まして、この残留農薬の検査を基本にした機能

性の分析、これが宮崎県はやはり進んでおりま

すので、これを活用しまして、ことしから「み

やざき健康ピーマン」という形で、安全安心に

健康をプラスした戦略というものを今、進めて

るのが一つでございます。

もう一つが、宮崎県は、宮崎牛とかマンゴー、

こういったものが全国に知られるようになった

んですけども、それに続く品物がなかなか出て

こないということでアドバイザーを迎えまして、

その人たちからいろんな提言を受けまして、そ

の提言のもとに、宮崎牛、マンゴーに続く品目

ということで、ことしはキンカンにターゲット

を当てまして、キンカンをこういう看板選手に

育てようという集中プロモーションを展開して

いるところでございます。

以上です。

○横田委員 大体わかりました。でも、正直言

いまして、宮崎牛も全共２連覇したわけですけ

ど、まだまだ知名度がそれほど広がってないよ

うな気がするんですよね。もう、それこそ後で

畜産のほうに聞こうとも思ってるんですけど、

３連覇、これは非常に大きな意味合いがあるか

なと思うんですけど、ぜひ、新しいブランドを

つくるっていうのもそうですけど、今までつく

り上げてきたブランドも、もうぜひこれまで以

上に認知度が上がるように取り組んでいただき

たいと思っております。いいです。

○ 原委員 もう一点だけ教えていただきたい

んですが、東アジア輸出促進拠点整備事業で、

香港に事務所ということなんですが、外国に輸

出することの難しさもさることながら、結果的

には他県との競合かなというふうに思います。

鹿児島、いろんな県があるわけですが。香港等

々、この東アジアに事務所を出してる他県の状

況というのを大ざっぱでいいですが、教えてく

ださい。

○甲斐ブランド・流通対策室長 済みません。

宮崎は、香港事務所に６番目に出しております。

今まで出した県は、沖縄県、福岡県、福井県、

佐賀県、兵庫県、それに次いで宮崎県は香港事

務所を置いております。

○ 原委員 ６番目。そしたら、その７番目以

降は出てないんですか、どこか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 宮崎は、昨年

の６月に設置しましたが、それ以降に出たとい

うのは聞いておりません。

○ 原委員 鹿児島は出してないんですね。

○甲斐ブランド・流通対策室長 栃木県、鹿児

島県はジェトロという形で、ジェトロに派遣と

いう形で人員は出しておりますが、事務所は出

しておりません。

○ 原委員 熊本の蒲島知事が、パクリでしょ

うけど、フードバレーという名前つけて、いろ

いろやっぱり農業に、御出身もそうなんですけ

ど、やっておられるということですが、熊本の

動きはどうなんですか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 熊本県は、今

のところ事務所は出しておりませんが、やはり

非常に輸出に積極的で、カンショ等の輸出のフェ

ア等、こういったものを非常に熱心に行ってお

ります。
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○ 原委員 以上で結構です。

○前屋敷委員 187ページの農業試験場でちょっ

とお伺いしたいんですけど、これ、元気交付金

を活用してということなんですが、本場管理費

で増額になっている４億5,000万は、ほぼ総工費

このくらいっていうことですか。

○井上総合農業試験場長 今回の予算でお願い

しております本場の管理費についてであります

けども、これは主には、先ほど話がありました

ように、地域の元気交付金を活用した事業であ

ります。中身としましては、農業試験場、研究

施設の機能の高度化、あるいは整備を図るとい

うことでやっておりまして、具体的には、例え

ばハウスが140ほどありますけども、そのハウス

の一部についてハウスの整備を行う、あるいは

そのハウスの温度管理、ハウスの制御システム

の整備を行うということにしております。また、

あわせまして、本場の管理棟になりますけども、

ここの改修を行うことにしておりまして、これ

につきましては、今回、４月１日に発足します、

フードリサーチコンソーシアムに研究拠点とし

て貸すということにしております。失礼いたし

ました。

○前屋敷委員 その本場の改修っていうのは全

面改修ということではないんですね。

○井上総合農業試験場長 はい、そうです。先

ほど申しましたように、一部を改装するという

ようなことになります。

○前屋敷委員 じゃ、その改修部分とハウス

が140ほどですか、ここの一定改修も含めて、こ

の増額分４億5,000万ほどになるというふうに見

てもいいわけですか。

○井上総合農業試験場長 幾つかほかにもござ

いますけど、主な費目としてはそういうことに

なります。

○前屋敷委員 293ページの農地保有合理化事業

費の中で、県の公社の推進事業として５億6,800

万、これは前年度と比較すると１億6,000万ほど

減額にはなってるんですけど、これは、先ほど

来の中間管理機構などとの関連も含めてという

ことなんですかね。

○大久津連携推進室長 上げております５

億6,800万の５億円は、単年度の貸し付け、運営

体制強化のための公社の貸付金でございます。

その中で、今回１億6,800万ほど減額しておりま

すが、これについては、国のほうから、従来、

農地保有合理化事業を迅速に進めるための基盤

強化資金ということで出資基金を造成しており

ましたけども、これについて、全国返還するよ

うにということで、その返還金を昨年は予算に

計上しておりましたが、それがなくなりました

ので、その分が減額という形になっております。

○前屋敷委員 あわせて、294ページの、これ特

別会計ですけれども、若干増額になってるんで

すが、今、現状、実績をちょっと教えてくださ

い。昨年度でも、25年度がわかれば。

○向畑地域農業推進課長 しばらくお待ちくだ

さいませ。昨年の実績が、25年度、まだ途中な

んですけれども、15件でございまして、貸付金

が１億400万円余になっております。

○前屋敷委員 これは25年度ですね。途中です

ね。１億400万。

それと、委員会の資料での、議案でもいいん

ですかね。きょう、説明があった分はいいんで

すね。議案の22号からの分で、49ページからで

すね。この消費税関連で、使用料、手数料の引

き上げをするという分ですが、一応引き上げの

額の提示があるんですけれども、この引き上げ

によって、24年度決算ベースでもいいですし、25

年度の当初の予算を基準でもいいんですので、
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どの程度の増額になるのか。すぐに出なければ

後でも結構ですのでお示しいただきたいと思い

ます。

○山内県立農業大学校長 49ページ、農業科学

公園、農業大学校関連で申し上げますと、この

一番、２の（１）から（５）までの実績が、24

年度で206万5,000円の使用料収入でございます。

ですから、決算はちょっとあれですけども、こ

れの３％、24年度実績でいきますと、それが増

収ということになろうかと思います。

○前屋敷委員 じゃ、続けて、改良普及センタ

ーもわかれば。はい。50ページですね。ああ、

そうですか。失礼しました。まだですね。じゃ、

結構です。また、後ほど。済みません。

○山下委員長 そのほか、ありませんか。

○岩下委員 東アジア輸出促進拠点整備事業っ

ていうことですが、よく香港事務所、芋が売れ

ておりますと。宮崎牛も何とか販売促進をやっ

ていくと言ってますけども、かなりの予算を昨

年もやったと思うんですが、カンショにしても、

ある意味では、まだ１億そこそこじゃないんで

しょうか。牛肉関係で宮崎牛ということでやる

と、大体売り上げっていうのは25年度、もう３

月が来ますけども、大体どれぐらいのもんなん

でしょうか。

○山下委員長 それ、香港ですか、海外ですか。

○岩下委員 香港。

○山下委員長 香港で。

○岩下委員 ええ。

○山下委員長 じゃ、香港に限定して答えらえ

ますか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 済みません。

今、平成25年度の輸出実績につきましては、12

月末時点までしか出ておりませんが、12月末時

点で、香港につきましては、カンショは325.3ト

ン、同時期、同じ時期の前年と比べますと189％

の増となっております。宮崎牛につきまして

は、10.6トン、やはりこれも同時期に比較しま

すと134％の増という形になっております。

以上です。

○岩下委員 それを金額に直した場合にはどれ

ぐらいのもんなんですか。トンじゃわからん。

○甲斐ブランド・流通対策室長 失礼いたしま

した。金額に直しますと、カンショにつきまし

ては、8,282万1,000円でございまして、前年同

期比196％、宮崎牛は、１億2,720万6,000円、同

時期比134％でございます。

○岩下委員 それこそ、今、金額ではほとんど

知れてるんじゃないかと思いますよね。これか

らまたスイートピーも台湾経由でやっていこう

と。東アジア戦略ということでやっているんで

あれば、まだまだ売り上げにしても拡大を図っ

ていく必要があると思うんですよ。ＪＡを通じ

て博多からやって香港に出しているのと、あと、

ＪＡじゃない民間が出してる分も、この芋のほ

うは入ってるんでしょうか。

○甲斐ブランド・流通対策室長 ＪＡの量がか

なりの部分を占めておりますが、それ以外に、

農業法人さんとか民間の分もつかめるものは含

んでこの数字になっております。

○岩下委員 ぜひ宮崎県の最重要の取り組みっ

ていうことで、本当に東アジアでやってるんだっ

ていうのを、ぜひこの26年度、出していただき

たいというぐあいに思います。よろしくお願い

します。以上です。この予算をしっかり使って

いただいて売り上げをお願いします。

○有岡副委員長 286ページになりますけれど

も、これ直接は関係ないんですけれども、みや

ざきブランドという視点ではないんですが、実

は、健康というコンセプトがずっと出てるので
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お尋ねしますが、ことし、日本一の千切り大根、

宮崎はやってますが、大変苦戦しておりまして、

こういう健康というコンセプトでもっと進める

ためには、ほかの分野も巻き込んでいく必要が

あるのかなと思うんですが、この千切り大根が

苦戦してるっていう実態は担当課は御存じで

しょうか。

○日髙農産園芸課長 農産園芸課でございます。

千切り大根につきましては、確かに、ことしの

場合、非常に寒風もよく吹いたというところも

ありましてできがいいということでございます

けれども、なかなか状況的に厳しいというとこ

ろは十分認識してるところでございます。こう

いったものについて、いかにいわゆる消費拡大

を図っていくかというところも含めて、青果関

係の業者とも連携を進めていきたいというふう

に考えてます。

○有岡副委員長 ありがとうございます。

もう一点。失礼します。先ほど中間管理機構

の考え方の中でお尋ねしたいと思いますが、資

料の11、12ページになりますが、利用集積面積

が35年度に２万9,445ヘクタールと。この中に、

私ども想定するのは、例えば新規就農者で土地

を購入したいと、そういう声があったり、例え

ば、貸し手のほうが高齢っていうことで途中で

亡くなって、もう身内の方が売りたいとか、い

ろんなことを想定されるんですが、利用集積面

積の中にそういう売買の面積も含まれていいん

じゃないかと思うんですが、その辺の想定はい

かがでしょうか。

○大久津連携推進室長 この目標でございます

使用集積面積につきましては、公社の機構事業

だけではございませんで、今おっしゃいました

ように売買、また通常の手続なり、農協さんが

やっておられます円滑化団体での貸借、こういっ

たものも含めまして目標到達しようということ

で考えています。その大方を機構事業対策で考

えておりますが、そういった連携して、そういっ

たほかの事業もしっかり使って、この目標達成

したいと思っております。

○有岡副委員長 ありがとうございます。

○山下委員長 なければ、これで午前中、終わ

りましょうか。よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、以上で農政企画課、

地域農業推進課の審査を終了いたします。

午後の部、１時から開始をいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後０時59分再開

○山下委員長 それじゃ、いいですかね。緒嶋

議員が少々おくれるということですので、ただ

いまから午後の審査に入ります。

次に、営農支援課、農産園芸課の議案の審査

を行います。

営農支援課から順次説明を求めます。

○工藤営農支援課長 営農支援課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の295ページをお開き

ください。

営農支援課の当初予算額は、25億7,564万円を

お願いしてございます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

297ページをお開きください。

まず、（事項）新農業振興推進費の１の元気な

みやざきの食育・地産地消推進事業1,3 0 2

万3,000円についてでございます。

本事業では、食育・地産地消推進計画を着実

に実施するために、みやざきの食と農を考える
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県民会議を実施主体としまして、地産地消推進

協力員の取り組みや、食育・地産地消の各種活

動を支援することによりまして、「食」と「農」

のきずなづくりを推進しますとともに、本県の

新たな食の魅力を掘り起こすしゅんかんグルメ

の取り組み等を通じまして、地場産物の消費拡

大をさらに推進するものでございます。

次の、２の産地から食卓までをつなぐ食の安

全・安心確保推進事業157万9,000円につきまし

ては、後ほど食の消費・安全推進室長より御説

明いたします。

次に、298ページをお開きください。

中ほどの（事項）農業経営改善総合対策費の

１の産地力アップで目指す！「儲かる農業」確

立支援事業の2,830万8,000円についてでござい

ます。

本事業は、経営診断によります経営革新プラ

ンや、産地分析による経営目標の策定等を重点

的に実施しますとともに、新たに、農業法人へ

の経営コンサル等に取り組むことによりまして、

産地の中心となる経営管理能力の高い農業経営

体を育成し、産地の生産力の維持・向上を図る

ものでございます。

次に、（事項）農業金融対策費についてでござ

います。

本事業は、農業制度資金融資の円滑化を図る

ための利子補給等に要する経費でございます。

このうち、１の利子補給金・助成金の（１）

みやざき農業振興資金利子補給金・助成金

の2,318万8,000円についてであります。

これは、農業近代化資金などの制度資金につ

きまして、負担軽減のための利子補給等を行う

ことによりまして、意欲ある農業者の経営を金

融面から支援するものでございます。

続きまして、299ページをごらんください。

５の農業経営改善促進資金無利子貸付金１

億5,000万円についてでございます。

本資金につきましては、認定農業者等のため

の低利の短期運転資金でございます。いわゆる

スーパーＳ資金でありまして、県が宮崎県農業

信用基金協会に貸し付けを行い、当協会がこれ

を原資としまして、農協等取引金融機関に預託

して行う協調融資方式によるものでございます。

融資額９億円を設定してございます。

次に、一番下の（事項）鳥獣被害防止対策事

業費についてであります。

300ページをお開きください。

１のみんなで築く鳥獣被害に強い地域づくり

事業３億3,561万4,000円についてでございます。

本事業は、鳥獣被害対策支援センターを核と

しまして、本県独自の支援体制や活動体制の強

化を図るもので、集落対策の波及・拡大や広域

での被害防止対策の推進などによりまして、地

域が一体となった鳥獣被害に強い地域づくりを

実現してまいります。

次の、（事項）農産物高品位生産指導対策費の

２のフードビジネスを支える環境保全農業革新

事業1,628万円につきましては、後ほど、食の消

費・安全推進室長より御説明をいたします。

続きまして、債務負担行為について御説明い

たします。

常任委員会資料の４ページをごらんいただき

たいと思います。常任委員会資料でございます。

４ページでございます。

２枠目の３件が営農支援課分でございます。

平成26年度におきますみやざき農業振興資金融

資に対する27年度以降に必要な利子補給額を債

務負担行為として設定するものでございます。

続きまして、50ページをお開きください。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一
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部を改正する条例」についてでございます。

今回の消費税の税率引き上げに伴いまして、

地域農業改良普及センターの研修室並びに食品

加工室の使用料について、所要の改正を行うも

のでございます。

次に、57ページをごらんください。

議案第43号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」についてでございます。

これは、西諸県農業改良普及センターの位置

の表示を、小林駅前土地区画整備事業に伴い変

更するものでございます。

私のほうからは以上でございます。

○和田食の消費・安全推進室長 食の消費・安

全推進室でございます。

続きまして、営農支援課の新規・重点事業に

つきまして、私のほうから御説明いたします。

お手元の常任委員会資料の13ページをお開き

ください。

新規事業「産地から食卓までをつなぐ食の安

全・安心確保推進事業」についてでございます。

まず、１の事業の目的・背景でございますが、

食品製造・販売業者や消費者など県民の食の安

全・安心に向けた意識の機運向上並びに普及啓

発を推進するとともに、食品表示の監視・指導

を強化することによりまして、生産から流通・

消費までの食の安全・安心を確保することを目

的としております。

次に、事業内容でございますが、14ページの

フロー図の具体的な展開のところをごらんくだ

さい。

まず、中ほどにありますが、①食の安全・安

心に向けた県民意識の機運向上推進事業でござ

います。現行の宮崎県食の安全・安心基本方針、

これを強化するため、仮称でございますが、食

の安全・安心推進条例を制定したいと考えてお

ります。

また、生産者や農産物直売所、６次産業化事

業者等を対象に、ＪＡＳ法や食品衛生法等に関

する食品表示講座や個別相談会を計画的に開催

いたします。

次に、②の食品表示監視・指導強化事業でご

ざいます。

小売店舗等における食品表示状況の個別巡回

調査・指導を年間580件以上を実施するととも

に、県民からの相談・情報の受け付けを行う食

品表示110番を設置・運営いたします。

さらに、これはゼロ予算でございますけども、

県庁ホームページにおける相談・情報窓口を新

たに設置することとしております。

これらの取り組みによりまして、消費者から

信頼されるフードビジネスの基盤づくりを進め

てまいりたいと考えております。

なお、予算額は、13ページ、２の（１）でご

ざいますが、157万9,000円を計上しておりまし

て、事業期間は、平成26年度から28年度までの

３カ年でございます。

次に、資料の15ページをお開きください。

新規事業「フードビジネスを支える環境保全

農業革新事業」についてでございます。

１の事業の目的・背景でございますが、これ

まで培ってきましたＧＡＰの導入促進や、本県

独自の総合的作物管理や残留農薬分析体制の強

化等に取り組み、フードビジネスを支える安全

・安心な食の産地づくりを支援することを目的

としております。

次に、２の事業内容についてでございます。

まず、①のＧＡＰ普及高度化事業によりまし

て、生産現場における農薬や肥料の適正使用、

農場管理や農業従事者の衛生管理などに、農業

における生産工程の管理手法でございますＧＡ
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Ｐの導入促進を図るため、指導者の育成を行う

こととしております。

また、ＧＡＰへの取り組みを容易にするとと

もに、取り組み情報のデータ化による流通・販

売への活用を行うため、情報通信技術でござい

ますＩＣＴの活用実証を行ってまいります。

次に、②宮崎方式ＩＣＭ普及ばく進事業によ

りまして、適正な栽培管理と生物農薬の導入を

組み合わせた総合的作物管理でございますＩＣ

Ｍ技術の開発や普及促進に取り組んでまいりま

す。

次に、③病害虫発生予察高度化事業によりま

して、新たな予察手法の開発や高度化により、

予察の効率化や省力化に取り組んでまいります。

さらに、④残留農薬分析体制強化事業では、

総合農業試験場において、分析における国際基

準でございますＧＬＰについて３カ年間での取

得を目指すとともに、⑤の直売所分析体制支援

事業によりまして、農産物直売所が実施する残

留農薬検査の支援等についても取り組むことと

しております。

予算額は、２の（１）のところでございます

が、1,628万円を計上しており、事業期間は、平

成26年度から28年度までの３カ年間でございま

す。

続きまして、前年度の決算における対応状況

について御説明いたします。

別冊の決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況の８ページをお開きください。

⑨のところでございます。鳥獣被害防止地域

力パワーアップ事業におけるモデル集落の数を

ふやすことを検討するなど、市町村とも十分に

連携を図りながら、全庁を挙げて鳥獣被害対策

に取り組むよう指摘・要望をいただいたところ

でございます。

県では、副知事をチーム長とする鳥獣被害対

策特命チームを設置し、関係部局が横断的に連

携しながら鳥獣被害対策を実施しているところ

でございます。

また、平成25年６月には、宮崎県鳥獣被害対

策緊急プロジェクト推進計画を改訂し、これま

での対策の成果を発展させた集落対策の波及・

拡大や広域での被害防止対策の推進等の新たな

取り組みを推進しているところでございます。

このような考え方に基づきまして、市町村と

の連携を図りながら、モデル集落の設置や人材

育成を進め、野生鳥獣の被害に対し、的確な対

策がとられるよう、地域での研修や追い払い体

制整備、防護柵等の設置等を支援し、今後とも

地域一体となった鳥獣被害対策のより一層の強

化に取り組んでまいりたいと考えております。

ここには記載しておりませんけども、モデル

集落は、平成25年度におきましては５集落設置

したところでございます。合計29のモデル集落

の設置となってるところでございます。

私のほうからは以上でございます。

○日髙農産園芸課長 農産園芸課でございます。

お手元の歳出予算説明資料、301ページをお開き

ください。

農産園芸課の当初予算は、一般会計で14億３

万8,000円をお願いしてございます。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

１枚めくっていただきまして、303ページをお

開きいただきたいと存じます。

中ほどの（事項）強い産地づくり対策事業費

の５億6,309万1,000円でございます。

この事業は、国の強い農業づくり交付金を活

用して、宮崎市や国富町など７市町村の９地域

で、農業生産施設等の整備を促進するものでご
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ざいます。

その次に、その下の（事項）中山間園芸産地

対策事業費の説明の欄、１の「花」も「実」も

ある中山間園芸産地改革事業でございま

す。1,446万5,000円でございますが、この事業

は、中山間地域の園芸産地の維持・発展を図る

ため、ユズやクリなどを中心といたしました果

樹版集落営農や先進技術・品目の導入によりま

す立体園芸の再構築といった、地域の主体的な

取り組みを支援するものでございます。

次に、一番下の（事項）施設園芸エネルギー

対策事業費でございますが、これにつきまして

は、次のページ、304ページをお開きいただきた

いと存じます。

304ページの一番上、説明の欄の２でございま

すが、施設園芸用燃料の木質バイオマス転換加

速化事業4,071万円でございます。

この事業は、木質バイオマス暖房機の導入を

加速化させまして、脱石油化によります安定的

な施設園芸経営の実現を図ることを目的として

ございます。

次に、その下でございますけれども、（事項）

園芸産地基盤強化緊急整備事業費の説明の欄１

でございますが、「儲かるを形に」みやざきの園

芸産地強化支援事業6,325万2,000円でございま

す。

この事業につきましては、本県園芸を持続的

に発展させていくため、施設園芸におきまして

は、まず、先進的な設備と技術を備えた高収益

モデル経営体というものを育成したいというふ

うに考えてございますし、露地園芸におきまし

ては、効率的な大規模モデル経営体を育成する

ということで、この育成を通じて地域に波及さ

せることで、儲かるを形にした新たな園芸産地

の確立を図ることとしておるところでございま

す。

次に、その下の２の新規事業「加工・業務用

青果物生産拡大加速化事業」につきましては、

後ほど説明させていただきたいと存じます。

次に、その下の（事項）活動火山周辺地域防

災営農対策事業費でございます。この説明の欄

でございますが、活動火山周辺地域防災営農対

策事業6,299万5,000円でございますけれども、

これは対象地域となってございます串間市や都

城市など５市２町におきまして、桜島であった

り、もしくは霧島山新燃岳の降灰によります農

作物への被害を防止、軽減するための機械なり

施設の整備を行うものでございます。

次に、その下の主要農作物対策事業費でござ

います。説明の欄の１番目でございますが、み

やざき・水田農業新生プロジェクト推進事

業2,770万円でございます。

この事業は、水田農業の担い手への農地を集

積するということで、その加速化を図るために、

また、新たな品種や低コスト技術に対応した栽

培体系や販売戦略を構築して、新たな水田農業

経営を確立しようというものでございます。

その次の２の新規事業「県産加工用米供給拡

大支援事業」につきましては、また、後ほど、

御説明させていただきたいと存じます。

その下の（事項）でございますが、みやざき

米政策改革推進対策支援事業費の説明の欄で、

経営所得安定対策導入推進事業１億6,0 8 3

万6,000円でございます。

この事業は、経営所得安定対策の推進体制を

強化するとともに、生産調整の確認事務など、

市町村や関係団体の取り組みを支援するもので

ございます。

次に、305ページでございますが、305ページ

の一番上の（事項）でございます。青果物価格
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安定対策事業費の２億1,803万1,000円でござい

ます。

説明の欄に４つほど事業を掲げてございます

が、この事業につきましては、野菜の価格が低

落した際に、加入者に交付いたします価格差補

給金の資金造成を行うものでございます。

次に、そのページの一番下、花き園芸振興対

策事業費の説明の欄、３番でございますけれど

も、新規事業「「みやざきの花」産地力強化支援

事業」232万7,000円でございます。

この事業は、需要に応じた栽培体系や多収・

低コスト栽培技術の実証、さらには優良種苗の

安定生産に向けた取り組みについて支援を行う

こととしてございます。

１枚めくっていただきまして、306ページでご

ざいます。

306ページの一番上の（事項）果樹農業振興対

策事業費でございますが、その説明の欄２の新

規事業「「食」を彩るみやざき特産果樹基盤強化

事業」につきましては、後ほど御説明させてい

ただきたいと存じます。

また、その下の（事項）茶業奨励費でござい

ますが、説明の欄の１選ばれるみやざき茶産地

確立支援事業1,446万1,000円でございます。

この事業は、高品質化に向けた技術向上であっ

たり、条件整備の支援を初め、消費地におきま

す販路開拓であったり、情報発信等の取り組み

を進めるものでございます。

次の新規事業「第68回全国お茶まつり宮崎大

会開催事業」につきましては、後ほど御説明さ

せていただきたいと存じます。

次に、お手元の、先ほどの新規事業でござい

ますけれども、常任委員会の資料をごらんいた

だきたいと思います。17ページでございます。

まず初めに、県産加工用米供給拡大支援事業

でございます。

この事業は、１の目的にございますように、

加工用米の安定生産や作付拡大に必要な多収性

品種や低コスト技術、効率的な機械化体系の導

入等を通じて、本県の焼酎業界で確実な需要が

見込まれる加工用米の供給拡大を図ることによ

りまして、農業所得の確保やフードビジネスの

推進を図ろうというものでございます。

具体的には、右の18ページをごらんいただき

たいと存じます。

上段の現状のところにございますけれども、

本県を代表する産業でございます焼酎製造業に

おきましては、加工用米が年間で、推計でござ

いますけれども、２万3,000トン使用されてござ

います。これにつきまして、米のトレーサビリ

ティー法の施行の影響もありまして、県内の焼

酎メーカーからは県内産での加工用米の大幅な

供給拡大というものが求められているところで

ございます。

このため、中段の１でございますけれども、

安定生産対策といたしまして、多収性品種の種

子確保や低コスト技術の確立など、安定生産に

向けた体制の構築を図ってまいりたいというふ

うに考えてございます。

また、次に、その下の２でございますけれど

も、作付拡大支援ということで、加工用米の集

団栽培に取り組みます集落営農組織等を対象と

いたしまして、左側の②にありますような加工

用米作付推進支援ということで、支援事業によ

りまして加工用米の作付計画なり各作業段階に

おきます課題の解決に支援をしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。

また、右側の③高効率生産システム確立支援

によりまして、加工用米の多収性品種や低コス

ト技術に対応した高性能の機械・施設の導入支
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援を行うこととしているところでございます。

17ページに戻っていただきまして、予算額は、

中ほどにございますけれども、1,986万7,000円

で、事業期間は、来年度から平成28年度までの

３カ年間を予定してございます。

次に、19ページをお開きいただきたいと存じ

ます。

加工・業務用青果物生産拡大加速化事業でご

ざいます。

この事業につきましては、１の目的・背景に

ございますように、実需者と生産者等で構成い

たします協議会を設置しまして、生産基盤と経

営安定の強化を図り、加工・業務用野菜の産地

確立を目指すというようなものでございます。

具体的には、右側のフロー図を見ていただき

ますと、一番上の現状でございます。食の外部

化というところが増加してございまして、表の

中にもございますけれども、この食の外部化に

伴いまして冷凍ホウレンソウ等の加工業務用の

青果物の面積も大きく伸びてきてございます。

また、フードビジネスの新たな展開といたしま

しても、こういう実需者の多様なニーズに対応

するために、さらなる生産の拡大というものが

求められてるというような状況でございます。

このため、中段の囲いの中でございますけれ

ども、左側にあります①の生産拡大加速化推進

事業によりまして、実需者と生産者等で協議会

を設置しまして、加工・業務用青果物の新たな

生産振興方針の策定や地域活動を支援するとい

うことを進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。

また、その右側の加工・業務用栽培体系確立

支援事業によりまして、栽培におきます作業受

託とかリースに必要な農業機械の導入というも

のを支援をしてまいりたいというふうに考えて

ございます。

19ページに戻っていただきまして、予算額

は724万2,000円でございまして、事業期間は28

年度までの３カ年間を予定してございます。

次にまた、１枚めくっていただきまして、21

ページでございます。

21ページ、「食」を彩るみやざき特産果樹基盤

強化事業でございます。

この事業は、１の目的・背景にございますよ

うに、食品加工業者や地域の活性化にかかわり

ます業態のニーズに的確に対応できる生産基盤

の強化を図るとともに、次代を担う本県特産果

樹の産地を育成することによりまして、果樹版

のフードビジネスの創出・拡大を促進するとい

うことを目的とするものでございます。

具体的には、右側の22ページでございますけ

れども、図の上段のほうにございますが、現状

というところにございますように、日向夏の夏

季の出荷であったりとか、加工適正の高い中晩

かんの供給など、実需者のニーズというものが

高まってきてございます。また、その下にもご

ざいますけれども、果実の消費動向といたしま

しては、若い世代になるほどカットフルーツで

あったりとか、ゼリーなど果実の加工品の消費

が増加しているという状況でございます。

このため、本事業におきましては、中段のと

ころにございますけれども、まず、特産果樹の

生産基盤の強化ということで、左側のほうにご

ざいますように、日向夏の貯蔵施設であったり、

中晩かん類の根域制限施設の整備導入、それか

らマンゴーやキンカンなどの細霧冷房設備の導

入等を支援をしてまいりたいというふうに考え

てございます。

また、右側の次世代果樹の産地育成というも

のの中で、ライチであったりとか種なしキンカ
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ンなど、次世代の特産果樹の苗の供給施設の整

備等を支援してまいりたいというふうに考えて

おります。

21ページに戻っていただきまして、予算額

は1,064万7,000円でございまして、事業期間

は、28年度までの３カ年間を予定してございま

す。

もう１枚めくっていただきまして、23ページ

でございます。

第68回全国お茶まつり宮崎大会開催事業でご

ざいます。

本事業は、平成26年、ことしの10月末に本県

で開催されます全国お茶まつりを通じまして、

生産者の技術向上とみやざき茶の銘柄確立を図

ろうというものでございます。

具体的には右のページをごらんいただきたい

と存じます。

右の24ページでございますが、大会の概要に

ございますように、この大会の概要関連事業に

つきましては、一番上の枠、太い枠組みの中に

あります全国のお茶の品評会というものと、下

のほうにございますお茶まつりということで、

２つの大きな行事からなってございます。

まず、上段の全国茶品評会でございますけれ

ども、８月26日から29日までの４日間にわたり

まして、ＪＡ宮崎の経済連茶流通センターにお

きまして、花ケ島にございますが、ここで、８

部門で800点のお茶の審査を行うこととしてござ

います。本県から91点の出品が予定されてござ

いますけれども、この品評会の部門、それとあ

と、下段のお茶まつりでございますけれども、10

月の31日から11月の２日にかけまして３日間で

ございますが、宮崎市の総合体育館、ＪＲ宮崎

駅周辺で、このお茶の生産振興にかかわります

イベントであったり、もしくは消費拡大のイベ

ントというものを実施することとしてございま

す。

この取り組みにつきましては、真ん中のほう

にありますけれども、実行委員会組織を立ち上

げて実施するものでございます。

左のページに戻っていただきまして、予算額

は500万円で、事業実施期間は26年度単年度でご

ざいます。

あと、最後になりますけれども、決算特別委

員会の指摘要望事項に係る対応状況について御

説明をさせていただきたいと存じます。

対応状況資料の３ページをお開きください。

一番下の⑥補助金の不用額について、市町村

等との連携を十分に図るなど、不用額の縮小に

向けて知恵を絞ることということでの御指摘・

御要望をいただいているところでございます。

農産園芸課につきましては、一番後段でござ

いますけれども、平成24年度の補助金の不用額

の主なものといたしまして、強い産地づくり対

策事業の補正予算によりまして実施した国庫事

業でございますけれども、全額繰り越しとなっ

たために入札残が不用となったものでございま

す。

この不用額につきましては、計画や繰越承認

段階での事業費の精査を徹底するとともに、市

町村等との緊密な連携を行いまして、新規地区

の掘り起こしを行うなど、措置された予算の効

果的な活用を通じて、その縮小に努めてまいり

たいというふうに考えてございます。

農産園芸課は以上でございます。

○山下委員長 議案に対する説明が終了いたし

ました。

委員の皆様から質疑を承ります。誰から行き

ますか。なければ、皆さん、整理されてる間に

ちょっとお伺いしますけど、よろしいですか。
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300ページ、みんなで築く鳥獣被害に強い地域

づくり事業、その前の鳥獣被害防止対策事業で

すね。去年、私たちは、常任委員会で高城だっ

たかな、高城ちょっと視察に行って、猿を追い

上げていく、追い上げ隊ですか、もうわなとか

そういうことじゃなくて、もう追い上げしかな

いんだということで地域おこしの中でされてお

りましたけども、県内での、やっぱそういう取

り組みですよね、３億何ぼ予算が組んでありま

すけど、具体的な使われ方っていうことでちょっ

と教えていただきたい。

○和田食の消費・安全推進室長 これは、さま

ざまな取り組みがございまして、例えば高城は、

今、委員長がおっしゃったように猿の追い払い

とか、あるいは、何といいますか、猿新聞の発

行とか、特色のある取り組みをされてます。ほ

かには、ほかの地域としては、例えば高原町の

祓川の集落では、集落での基礎研修会をやった

りとか、あるいは集落で点検を実施したりとか、

そういうような活動を行っておられたりとか、

やり方さまざまございますけども、大きく言い

ますと、まず、集落点検、先ほど申しました各

種研修会の開催というのが20市町村の45集落で

実施されておると。そういう啓発活動の実施で

ございます。２点目が、アンケート調査の実施

とか、暗視カメラによる被害状況の調査なんか

の取り組み、３点目が、集団追い払いの実施、

あるいは、４点目が、被害防止マップの作成等

の取り組み、こういうような取り組みになって

おります。

以上でございます。

○工藤営農支援課長 今、室長が申し上げた具

体的な事例でございますが、事業の中身として

は、柱が３つございます。

１つは、鳥獣被害の特命チームの体制強化と

いうことで、副知事をトップにしました、体制

強化も含めた活動強化費ということで34 2

万2,000円。

２つ目の柱が、いわゆる技術支援対策という

ことでございますが、室長が申し上げました人

材育成なり、特命チームへの技術指導等を行う

もので、具体的にはマイスターの育成なり、ス

ペシャリストの招聘、そういうふうなところで

ございます。

また、大きな３本目の柱としまして、国の交

付金を活用した事業が３億2,600万円余というこ

とでございますが、これについては、市町村地

域協議会が事業主体ということで、いわゆる防

護柵の設置なり、具体的なそういう鳥獣被害防

止のハード的な取り組み、そういうものに支援

をしているということで、大きな柱３つで事業

展開をしているところでございます。

○山下委員長 そのほか何か。

○緒嶋委員 まず、鳥獣被害ですけど、きのう、

環境森林部に聞いたら、市町村からいろいろ鹿

ネットとかの要望があっても、その希望どおり

予算が確保できないということが言われたわけ

ですが、農政のほうでの市町村からのこういう

対策費を、交付金をふやしてくれということに

対する要望にどの程度、応えられておるのか。

予算的にそのあたりどうですか。

○和田食の消費・安全推進室長 農政水産部に

おきましては、年度当初の市町村の要望額、こ

れにつきましては、先般補正の常任委員会にお

いても申し上げましたとおり、ほぼ100％近く、

要望には対応しておるというふうに考えており

ます。

参考までに、平成25年度の市町村の要望額が

２億9,000万程度でございました。そして、来年

度の要望額、これが今、現時点で把握してると
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ころでは、４億5,000万と増加しております。こ

れについては、今お願いしてます予算額の中で

どうにか対処できるのではないかというふうに

考えております。

○緒嶋委員 ４億5,000万の要求があって、３

億3,000万で対応できるという計算が、どげする

わけですか。

○和田食の消費・安全推進室長 年度当初の市

町村の要望額ございまして、国の配分率という

のがございます。今年度は配分率が70％ぐらい

でございました。それでいきますと、４億5,000

万の70％が大体３億2,000万前後になります。

○緒嶋委員 今、４億5,000万必要なわけじゃろ。

それを確保せんにゃ充足したことにはならん

ちゃない。

○和田食の消費・安全推進室長 ４億5,000万の

要望額ございまして、今、予算計上したの３

億2,000万でございますけども、これまでの国の

対策が途中で追加要望とりますので、当初要望

しておった額に近い形になると思います。今、

お願いしてます予算額で足らない場合は、また

補正等の対応をお願いするというような形にな

ると思います。

○緒嶋委員 いずれにしても、何ていうか、結

論から言えば、市町村の要望額を満足、満足と

いうか、満足するように充足することはできる

ということですね。

○山下委員長 いいですか。ちょっと待ってね。

きのう、審査の中で、鳥獣被害がどんどん額が

ふえてきてて11億にもなってるんですよ。だか

ら、あなたが言われるように、十分な対応が、

市町村とのすり合わせができてるのかなってい

うこと、ちょっと今、議論したいんですよ。そ

のことを緒嶋先生も言っておられるんですが、

そういうヒアリングとか市町村との連携ってい

うのの、やっぱそこの評価をちょっとお聞かせ

ください。

○和田食の消費・安全推進室長 鳥獣被害対策

支援センターからの話によりますと、24年度の

捕獲に関する基金っていうの４億5,000万ござい

ます。それを25、26、27の３カ年で消化する予

定にしておるんですけれども、今年度１億9,000

万の消化、捕獲がメインですので環境のほうの

所管になるんですけども、それで非常に捕獲が

進んでおって、例えば椎葉村あたりでは大分い

なくなったというような話も聞いておりますの

で、市町村と連携を図りながら十分対応できて

るというふうに考えております。

○緒嶋委員 何か、やっぱり市町村の要望の仕

方にもいろいろ問題があるとじゃけど、地元に

行くと、なかなか予算がそのとおり来んとよと

か、希望をとるわけですね、集落ごとに。そう

すると、市町村も自分たちの負担の関係もある

もんだから、満額を県に上げてこない面もある

んじゃないかなという気がするわけですよ。そ

のことが、私は逆に言えば、捕獲が進んでおる

と言われながら、なかなか頭数は減らない、被

害額は減らないということにもつながっておる

ので、できるだけ、市町村の、県でも予算を抱

えてあるけれども、末端の集落にとっては、も

う本当危機的な存在になってるわけやな。だか

ら、そこ辺を含んだ場合には、それで十分なん

ですかというようなことを逆に県のほうから市

町村に言って、できるだけ、これはもう本当、

喫緊の課題であるわけですよ。だから、それを

何とか解消しないことには、中山間地は特にも

う集落機能すらもう存続できんようになりつつ

あるわけだから、そういう意味では県が積極的

に基金も持っておるということであれば、基金

は残す必要はないわけじゃから、積極的に対応
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してやっていただきたい。特に、きのうの環境

森林部は予算が足りませんというようなことを

課長は言うわけだから、そういうことであれば、

環境森林部との連携も図りながら、山と農山部

でちょっと違う面もあるけれども、十分対応し

ていただきたいということを要望して、できる

だけ地域の皆さんの要望に応えるように頑張っ

ていただきたいというふうに思います。お願い

します。

○和田食の消費・安全推進室長 みえる化事業

によりまして、市町村におきましても被害額が

非常に甚大になっておるという共通の認識を、

県も市町村も持っておりますので、今、委員が

おっしゃったように、真剣に取り組んでまいり

たいと考えております。

○緒嶋委員 それと、304ページ、県産加工用米

供給拡大支援事業じゃが、もう、ことしはどう

なるのかわからん。種もみ、加工用種もみの種

子が確保できなければ、これは、この事業はな

かなか進まんと思うんですけれども、これは、

ことしが初年度じゃから、その加工ができてる

かどうかということ。このあたりどうですか。

○日髙農産園芸課長 いわゆる、ことしの種も

みでございますけれども、一応ことしの種もみ

につきましては、暫定品種ということで、ミズ

ホチカラっていう今まで使ってる品種があるん

ですけれども、こういったものを活用しながら、

まず、ことしは進めていこうというのがまず一

つでございます。

それとあと、来年度に向けてということで、

現在、沖縄県と共同する中で、連携とりながら

向こうで種もみを１世代早くつくってるという

ところでございまして、５月の下旬から６月に

かけては、そちらで収穫したものを本県に持っ

てきて、本県でまたそれを大規模に実施をして

いくというような取り組みを進めていく中で、

来年度からも間違いなく県産の、いわゆる優良

品種といいますか、こういったものを使ってい

きたいというふうに考えておるところです。

○緒嶋委員 それと、飼料用米との絡みも出て

くるわけじゃが、そのあたりで、今、市町村あ

るいは農家個人に対しての、そういうどういう

作付をされますかという希望というか、そうい

う予想的なものの、何というか、調査というか、

そういうのは始めておられるわけですか。

○日髙農産園芸課長 いわゆる生産調整という

意味で、２月の中旬から推進が始まってござい

ます。その中で、今の推進状況というものの中

で、例えば加工用米であったりとか、そういう

取り組みというものを随時上げていただくよう

にしているところでございます。

○緒嶋委員 何か最終的には飯米、食べるもの

の米と仕分けをしなきゃいかんとですけれども、

そのあたりでは、ＪＡとの農業の倉庫の問題と

か、どういう飼料用米とか加工米の等級とか、

玄米にして出すのか、もみで出すのか、そうい

うルールというか、それはもう決まっておるわ

けですかな。

○日髙農産園芸課長 後ほど、また御説明申し

上げたいと存じますけれども、まず今、例えば

協定という形の中で結ばれております霧島酒造

さん、あと経済連さんのこの間の中では、農家

さんは通常の米と同じような形で玄米で出荷を

すると。玄米で出荷したものを、例えば経済連

が一元集荷をしたものを、例えばミヤベイ直販

とか、そういう精米業者を通じて白米にして、

そこでそれぞれの業者が持っている倉庫に保管

をするというようなさまざまな取り組みという

のを今、調整されているというふうに聞いてま

す。
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○緒嶋委員 これ、もういろいろそこ辺はＪＡ

が出荷するとの調整がうまくいかんと、なかな

か倉庫そのものが今は減反しておるので、それ

を今度は全部植えつけした場合にはなかなか倉

庫もないというようなことも実際聞いておるわ

けですよね。だから、そこ辺がうまくいかんと、

なかなか飼料用加工米とかいうのがうまく機能

が果たせんのじゃないかという気がしますので、

十分そこあたりを頑張っていただきたいという

ふうに思います。

○ 原委員 今の加工用米ですが、個人的なこ

とを申し上げてなんですけど、私も、今度は減

反のところに加工用米つくらんかと言われて集

落でつくります。実践しますが、何か銘柄言っ

てましたけど、種子があったとして植えるわけ

ですが、今、目標反収、それに対して８万5,000

とかありますよね。それだけとれなかった場合

は、自分が主食にしようとする分を継ぎ足して

出荷しなさいというような指導というのか、何

かそういう話が農家さんの間であってるようで。

このあたりはどうなんですかね。収量を確保す

るために何かそういう指導をしてるんですか。

○日髙農産園芸課長 今の委員の御質問の中で

８万何がしっていうところにつきましては、基

本的に飼料用米でございまして、加工用米には

まず当てはまらないというのが一つでございま

す。

加工用米につきましては、御案内のとおり、

国の全国一律っていう部分が２万円、それとあ

と、県独自の部分が２万5,000円と、というよう

な形であるわけなんですけれども、契約でござ

いますので、基本、例えば基準収量が一つのベ

ースになります。ただ、これは飼料用米と違い

ますのは、飼料用米の場合は基準収量というの

があった場合に、それを下回った場合には８万

円というのが値切られると。その基準収量を超

えれば８万円を上回って10万5,000円までいくと

いうようなものでございますけれども、そういっ

たもので、先生が言われます加工用米につきま

しては、いわゆる契約収量の中で当然確保をお

願いをしたいというところでございますけど、

細かい具体的なそこのところまで、ちょっと。

ただ、よその主食用の米を云々っていうところ

まで、ちょっとまだ話は聞いてないところでご

ざいますので、確認させていただきたいと思い

ます。

○ 原委員 細かい話でしたけど、そんな話が

農家さんの間であって、これは相当腰据えてつ

くらんと、自分の食う米もこれ回さんにゃいか

んみたいな話があってましたので、耳に入れと

いてください。

305ページのバイオテクノロジー種苗増殖総合

対策事業費という、バイオテクノロジーってい

うのが出てくるんですが、2,365万2,000円。こ

れは大体どういうことをやっておられるんです

かね。

○日髙農産園芸課長 このバイオテクノロジー

種苗増殖センターというのが、佐土原の試験場

に隣接してございます。これは、バイテクセン

ターと呼ばれているもので、例えば野菜であっ

たりとかカンショであったりとか、こういうも

の種苗を、例えばウイルスフリーにしてつくっ

たりとか、そういうような取り組みを進めてい

る第三者での、三セクの形をとらせていただい

ているものでございます。それの運営費の部分、

県としての会費の部分であったり、もしくは今

回、昨年度に比べまして約1,100万ほど増額させ

ていただいてございますけれども、この部分に

つきましては、育苗ハウスを新たに設置をする

というようなことで、いわゆる苗の種苗の供給
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体制を強化するというような取り組みをこの中

で進めさせていただいてるものです。

○ 原委員 このことによって、既にもう農家

さんに、だから種苗を配布して実績が幾らかあ

るんですかね。

○日髙農産園芸課長 このバイテクセンターに

つきましては、そもそもスタートいたしました

のが昭和63年から平成元年だったと思うんです

けれども、それからの取り組みでございまして、

もうかれこれ20数年、野菜であったりニガウリ

であったりとか、もしくは、先ほど申し上げた

カンショのウイルスフリー苗とか、こういった

ものの供給っていうのをこれまで進めさせてい

ただいたところでございます。

○ 原委員 わかりました。似たような事業な

んですが、298ページ、これは改良普及ですかね、

協同農業普及事業推進費の３番、新技術導入広

域推進事業というのがあるんですが、852万3,000

円。これはどういうことなんでしょうか。

○工藤営農支援課長 新技術導入広域推進事業

でございますが、普及センター、さまざまな地

域の課題に応じましてプロジェクトを設定して

おります。この事業につきましては、国の10分

の10の予算をいただいてやっておるわけでござ

いますが、具体的には、例えば施設の果菜類へ

の炭酸ガス施用による安定多収技術の確立の項

目とか、あるいは地域エコフィードを活用した

飼料化技術の確立、また、野菜関係のウイルス

病の早期診断技術の開発等々、来年度は６課題

を、それぞれのセンターのほうで課題を設定し

まして解決に取り組むということにしておりま

す。

○ 原委員 一つだけ、あと、どこということ

じゃないんですが、点滴ですよね、農薬のかわ

りの点滴、これは我が県では試験場かどっかで

重点的に何か研究されてるんですか。点滴利用

による……。

○井上総合農業試験場長 総合農業試験場の生

物環境部というところがございますけども、そ

ちらで主に点滴関係の研究はやっておるところ

であります。

○ 原委員 わかりました。もういいですが。

○工藤営農支援課長 あわせまして、ＩＣＭの

技術開発ということで、各普及センターのほう

で実証を展示をしておりまして、特に、施設の

ピーマン、キュウリを中心に、現地の普及開発

を図ってるところでございます。

○岩下委員 306ページですが、活動火山周辺地

域防災営農対策事業費6,299万5,000円と、これ

出てるんですが、ちょっと具体的にちょっと教

えてください。

○日髙農産園芸課長 この活動火山につきまし

ては、先ほど御説明を申し上げましたが、霧島

山新燃岳、それとあと桜島でございますけれど

も、その降灰の影響を受ける地域で、降灰防止

のためのハウスの整備であったりとか、降灰を

除去するためのハウスであったりとか、もしく

は洗浄するための機械、こういったものを整備

するというものでございます。来年度におきま

しても、例えば串間地域のほうからハウスであっ

たりとか、もしくは洗浄機であったりとか、こ

ういうようなものを都城地域とあわせて要望を

いただいてるというところでございます。

○岩下委員 新たにハウスをつくるっていうこ

とで、じゃ、その中は何をつくるんでしょうか。

○日髙農産園芸課長 ここ２～３年の動きとい

たしましては、例えば完熟キンカンであったり

とか、もしくはキンカンの中にかけたりとか、

中で野菜あたりを新たにつくるというようなと

ころで、施設をかけれるというようなところが
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ふえてるようでございます。

○岩下委員 例の新燃岳があったとき、うちの

茶業の方ですけども、例の灰が降ってきたと。

今まで経済連を通して買ってもらってたってい

う形ですよね。その年に、もううちは受け入れ

ないということで宣言を受けて、それで青ざめ

て、どうしたらいいかということで、そのとき

に静岡県のほうから手が差し伸べられて、仕入

れますよということで、それがはけたっていう

事実があったようですね。ですから、そういっ

た降灰事業関係でもいろんなケースがあるんだ

なっていうふうに思ったところでしたけども、

ぜひよろしくお願いします。

○横田委員 続いては、297ページの産地から食

卓までをつなぐ食の安全・安心確保推進事業で

すけど、まさに産地から食卓まで、いわゆるフ

ードチェーンっていいますよね。そのフードチェ

ーンのどこか１カ所でも信頼を失ったら、もう

全体が流れなくなってしまうと思うんですけど、

そういった意味で、食の安全・安心推進条例の

制定も含めてしっかりと取り組んでいただきた

いと思うんですけど、この条例はどういう形の

条例になるっていうふうに理解すればいいんで

しょうか。

○和田食の消費・安全推進室長 常任委員会資

料の14ページのところのフロー図をごらんくだ

さい。具体的な展開というところの四角囲みの

条例の制定のところでございますけども、今現

在、食の安全・安心対策会議というものがござ

いまして、これ、副知事をトップとしておりま

す。そこで、県のそういう基本方針というもの

を定めております。これを強化するような形で

条例を制定していきたいと。しかし、中身につ

きましては、今後、新年度に入りまして、もう

部局をまたがって、さまざまな意見を聞いてと

いうような形で検討していきたいというふうに

考えております。

○横田委員 例えば、罰則規定とかそういうの

も入ったりするんですか。

○和田食の消費・安全推進室長 基本的には理

念規程といいますか、罰則まで設けると、なか

なか難しくなります。ただ、どうなるかは今の

ところまだ検討してませんので、今後そのあた

りも検討していきたいというふうに考えており

ます。

○横田委員 それと、個別巡回調査指導ってい

うのがありますけど、これはどういう部局が巡

回とか指導とかすることになるんでしょうか。

○和田食の消費・安全推進室長 個別巡回指導

でございますけども、これは各地域に農林振興

局がございます。それと西臼杵は支庁でござい

ますけども、そこに担当部署がございまして、

大体定例的にお店、その地域なりのお店を巡回

して食品の表示が正しくされているかとか、産

地表示がちゃんとされてるかとか、そういうよ

うな調査を行って、されてなければ、悪質でな

ければ、こういうふうにしてくださいねとかい

う、そういう指導を行っております。

○横田委員 わかりました。一番最後の消費者

の信頼をしっかりと得られるように取り組んで

いただきたいと思います。

次に、298ページですけど、産地力アップで目

指す儲かる農業確立支援事業、以前は、技術力

の高い農家がその技術をなかなかほかの農家に

教えない、企業秘密みたいな形でやってること

が多かったと思うんですけど、でも地域全体が

上がっていかないと、やっぱりなかなかもうか

らないですよね。そういった意味で、地域全体

を上げていくための事業というふうに理解して

よろしいんですかね。
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○工藤営農支援課長 この事業につきましては、

ＪＡ系統と県が協働しまして経営の安定向上と

いうことで取り組んでいる事業でございますけ

れども、具体的に申し上げますと、いわゆる経

営コンサルの相談業務あるいは、特に力を入れ

たいと思ってますのは、委員がおっしゃいまし

たように産地力の向上という視点で、産地分析

をしっかりやって、具体的には、ＪＡの生産部

会がございますけれども、それぞれの生産者の、

今の販売状況、経営状況、そこをしっかりオー

プンっていいますか、しっかり検証しまして、

産地として経営力をアップしていただく。そう

いうふうなコンサルをしっかりやっていきたい

と思っております。

また、従来やってきております、いわゆる経

営革新プランの策定ということで、過去３カ年

の販売実績等を参考にして、これから先の経営

をどうするのか。そういうふうな健康プランを

しっかり農家の方にお示しをして経営改善をし

ていただくと。そういうことで産地全体として、

産地の経営体といいますか、そこの底上げを図っ

ていくということで取り組んでまいりたいと考

えております。

○横田委員 同じ場所で同じものをつくってて

も、もう全然経営状態が違いますよね。だから、

やっぱ全体が上がっていかないと、その産地の

力っていうのはついていかないと思いますので、

その地域の中心的な農業経営体の技術とかを

フィードバックといいますか、そういうことも

非常に大事だと思いますので、しっかりと取り

組んでやっていただきたいと思います。

それと、304ページの一番上、施設園芸用燃料

の木質バイオマス転換加速化事業ですけど、こ

れ平成25年から29年の５カ年で500台の導入目標

ということだったと思うんですけど、昨年の実

績はどうだったでしょうか。

○日髙農産園芸課長 昨年度の目標台数が134台

であったところですけれども、一応導入、設置

が予定されてるものも含めて116台ということ

で、一応状況的にはなってございます。

○横田委員 134の目標のうちの116って、もう

かなり高い割合だなと思うんですけど、農家の

バイオマス燃料に対する意識っていいますか、

これはどんな状況でしょうか。

○日髙農産園芸課長 一つは重油燃料がどんど

ん上がってる。もう100円を超してるというよう

な状況の中で、何とか低コストで安定的な供給

がある燃料が欲しいというところはもう間違い

ないことでございます。ただ、今、推進させて

いただいておりますバイオマスのペレット燃料

についてもそうなんですけれども、導入してい

ただいて、現段階のところではまだ十分、確か

に燃料も補えるというところでございますが、

今後の導入に、ペレットの供給に対する不安と

いうのは、使っておられる方々からもよくお伺

いするところでございます。ただ、当然そういっ

たものについて、しっかり供給していかなきゃ

いけないということで、山元サイドとも十分連

携とっていきたいというふうに考えてます。

○横田委員 きのうの環境森林部でもペレット

燃料、需要に対してしっかりと供給体制つくっ

ていくというふうに言われましたので、自信持っ

て推進をしてください。

○緒嶋委員 今、同じところだけど、これはも

う温暖化対策とか化石燃料からの切りかえとい

うのは、やっぱ地球的な規模でどこでも考えにゃ

いかんことだから。ただ、このペレットストー

ブというのは価格が高いわけですよね。そこあ

たりのやっぱ低廉化というのの技術革新があっ

て、もうちょっと安くならんかっていうのも一
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つの大きな課題だと思うんですけれども、これ

はなかなかやっぱ安くならんとかな。

○日髙農産園芸課長 今、御指摘いただきまし

たように、現在その導入の主流になってござい

ますのが、１台大体360万というような機械に

なってございます。確かに重油の暖房機に比べ

ますと３倍ほどの値段ということでございまし

て、非常に高いというところでございまして、

現在、25年度からですけども低廉化に向けた、

例えば、県内でいけば清本鐵工さんとか、もし

くは九州オリンピアさんとか、それぞれ鉄工所

でそういう技術開発力を持ってらっしゃるとこ

ろがありますんで、もうこういったところに少

しでも低コスト化ということで、200万を一つの

目標にいたしまして開発のお願いをしていると

ころで、それぞれ実証機というのもできつつあ

るということですので、それを現地で実証しな

がら早く普及に移していきたいというふうに考

えてます。

○緒嶋委員 ぜひ、ペレット燃料は環境に対す

る負荷がプラマイナスゼロというような言い方

もされるわけで、もうこれ、安くなりゃ間違い

なく普及するだろうと思うんです。今は価格の

問題で、なかなか補助率も高いけど、厳しいも

のがあるので、それはそういう鉄鋼メーカーに

対する、そういう皆さん方の働きかけというの

も重要だと思うので、そこ辺も調整しながら頑

張ってほしいということを要望しておきます。

○髙橋委員 委員会資料でお尋ねしていきます。

13ページの食の安全ですね。食品表示の監視

とか指導強化事業っていうのは、農政水産部以

外のところでも、例えば福祉保健部とか、ある

いは消費生活の関係とか、そういったところと

の連携ですよね。どういうふうにされているの

か、また、いかれるのか。確認します。

○和田食の消費・安全推進室長 この食品表示

の巡回というのは、例えば食品衛生面では衛生、

保健福祉部門、そして、景品表示法関係では生

活・協働・男女参画課が所管しておりまして、

先ほど申し上げました食の安全・安心対策会議

におきましては、全てメンバーに入っておりま

すので、そこで情報を共有しながらやっており

ます。

○髙橋委員 それで、結局こういう巡回指導す

るのは人ですよね。だから、今でも消費生活相

談委員とか、何とかウォッチャーとかってよく

聞く、今、出てきましたよ。いわば、そういう

方々の分もここに登場してくるんですね。

○和田食の消費・安全推進室長 ここに記載し

ております食品表示巡回調査につきましては、

ＪＡＳ法に基づく調査でございまして、各振興

局の担当部署、そして、うちの本庁のほうの食

の消費安全推進室で実施してます調査の巡回調

査の件数になっております。ですから、数値は

その中には含まれてません。人は入っておりま

せん。

○髙橋委員 であれば、いわゆる部局横断とか

よく言うけど、ぜひ連携して、私はそういう人

たちをひっくるめて研修とかやりながら、この

食品表示の監視なり指導強化事業はやっていた

だいたほうが、より予算を効率よく使えるんじゃ

ないかなと思いますけど。

○和田食の消費・安全推進室長 今、委員がおっ

しゃったように連携を図りながら進めてまいり

たいと思います。

○髙橋委員 よろしくお願いします。

引き続き、15ページですけど、ちょっと私、

詳しくわかりませんからお尋ねします。これ、

ＧＡＰですよね、農業生産工程管理、トレーサ

ビリティーとは微妙に違うんですね。
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○和田食の消費・安全推進室長 ＧＡＰという

のは、私も片仮名文字は苦手なんですが、グッ

ドアグリカルチャラルプラクティスといいまし

て、農業生産工程管理というふうに訳されます。

これは、農業生産活動上で、必要な関係法令等

に準じた適正な生産活動になるように点検項目

に沿って、農業生産活動の各工程を、チェック

リスト等を活用して正確な実施、そして記録を

行い、点検もやって評価を行うことによる改善

活動のことでございます。

そして、これも片仮名文字のトレーサビリティ

ーですけども、トレーサビリティーっていうの

は、産地や栽培管理、取引情報など生産から販

売までの履歴を確認できる仕組みというふうに

なってます。

○髙橋委員 立派な回答でした。理解しました

よ。トレーサビリティーはＧＡＰで取り込みま

す、そういうことですね。トレーサビリティー

はＧＡＰの中で取り込んでますよね。理解しま

した。

○鈴木農政企画課長 ＧＡＰっていうのは、生

産現場で各農家さんが記帳とかやりますけれど

も、いろいろ手順が合ってるかどうかとかを

チェックしていく生産現場での取り組みという

ふうになります。トレーサビリティーっていう

のは、生産現場から消費者に行くまでに、例え

ば誰がつくったのかとか、どういうものをつくっ

たのかという情報を流していくっていうことに

なりますので、ＧＡＰっていう取り組みは生産

現場で農家さんがやる取り組み、トレーサビリ

ティーっていうのは、そこから流通も含めて情

報を伝える仕組みというふうになってますので、

２つは別物というふうにお考えいただければと。

○髙橋委員 私、理解してなかったですね。了

解しました。

○山下委員長 じゃ今のでいいですか。ちょっ

と確認したいんですけど、ＧＡＰの認定法人が

宮崎県にもあると思うんですが、どれぐらいと

られてますか。もう４～５年になると思うんで

すけどね。

○和田食の消費・安全推進室長 私どもが今、

把握している限りでは、産地数、平成25年度の

数値でございますけども、ＧＡＰの導入産地数

が72産地ございます。

○山下委員長 72法人、産地。

○和田食の消費・安全推進室長 72産地という

ことになっております。

○山下委員長 産地という表現はどういうこと。

○工藤営農支援課長 交付金とかで産地改革計

画というのをつくるんですが、例えば農協の部

会あたりが部会としてそういう農業生産工程管

理を取り組む、それが一つの産地という捉え方

でございます。ですから、75産地というのは、

県内の全体で、そういう部会としてＧＡＰを実

践して取り組んでいく産地ということでござい

ます。もちろん部会の方は、それぞれがＧＡＰ

の実践をされてるということでございます。

○髙橋委員 新たな米の作付の関係でお尋ねし

ますけど、基本的なことを聞きますよ。いわゆ

る米の作付には食用、加工、そして飼料と、こ

の３つに分かれますよね。これ以外にありまし

たら、また言っていただくといいんですけど、

いわゆるこの３つを、しっかりこれは明確に分

離されないといけないということをまず確認し

ます。

○日髙農産園芸課長 水田で米粒をとるという

ことからいきますと、今、委員がおっしゃいま

したように、主食用米と加工用米と飼料用米っ

ていうのが基本的に３つでございます。これは

それぞれが全部区分をされなければいけないと
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いうことになります。

○髙橋委員 ということであれば、先ほど 原

委員がおっしゃった、飼料でも加工でも収量が

足らないから飯米を持ってきて収量を上げると

いうこと、私は、これはできないって思いまし

たので。

○日髙農産園芸課長 確かに区分はしなければ

いけないんですけれども、また、別な方向を向

くと、例えば契約と、加工用米の出荷契約もし

くは飼料用米の出荷契約というものも契約に基

づいてつくるっていう形になりますので、その

契約に基づいてよっぽどの、例えば記帳できな

い要因とか、もうこういうようなものがない限

り、これまでのところ今までの事例からいきま

すと、ある程度の補完措置っていうのは必要に

なってくる可能性もあるかと思うんですけれど

も、そこはまた確認をさせていただきたいとい

うふうに思います。

○髙橋委員 細かく確認作業っていうのがなか

なか難しいと思うんで、これは、私は 原委員

を信用しますけど。そういうところもいろいろ

今後、悩まにゃいかんところも出てくるのかな

と思って申し上げました。

それと、やっぱり先ほど種子が間に合うのかっ

ていう質疑もありましたけど、結局県のはもう

作付が始まりましたよね、早期水稲は。だから、

それなりに主食用をどれだけつくっていいのか、

その作業っていうのはしっかり進んでるんです

よね。普通作はまだ後ですけど。

○日髙農産園芸課長 まず、米の生産調整の部

分につきましては、水田面積っていうのが、例

えばそれぞれの地域、市町村ごとにございます

けれども、それに対しまして、ことし、26年産

としてつくっていい米というものの数量もしく

は面積と、こういったものについては、昨年の12

月の段階でそれぞれ各市町村さんに対しておろ

させていただいてございます。ですから、その

主食用米としてつくっていい米というものは、

もうあらかじめ皆さん方、存じ上げていらっしゃ

るというふうに考えておりまして、今、進めて

おりますのは米をつくらない、主食用米をつく

らないところで何をつくるかというのを、確か

に早期水稲地帯はほとんど山を越してきつつあ

りますけれども、普通期水稲地帯については、

これから推進をかけていくというような状況か

というふうに思います。

○髙橋委員 ちょうど制度の変わり目だから、

なかなか最初はいろいろと混乱もあるんでしょ

うけど、いいでしょう。

それで、ちょっとその下のほうにですよ。今、

集団栽培とか多収性品種に対応したコンバイ

ンっていうふうにありますけど、参考のために

お聞きしますけど、一般のコンバインとどこが

違う。

○日髙農産園芸課長 この事業の中で考えてお

ります、いわゆる汎用型のコンバインというも

のにつきましては、よくアメリカとかの映像を

見たときに、ガラガラってドラム缶みたいな横

にしたような、くし形のやつで圃場をまいてい

くやつがあると思うんですけど、日本型の通常

ありますような稲をすくい上げて刈っていくと

いうような形ではなくて、横からガラガラとい

うような大型のやつを考えてるところでござい

ます。

○髙橋委員 その加工用ですよね。だから、普

通に稲を刈ってコンバインでもみをとるわけで

しょう。

○日髙農産園芸課長 通常の加工用米ですので

子実さえとれれば、実さえとれればいいという

ことでいけば、確かに通常のコンバインを使っ
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て下から茎ごと刈って、機械の中で脱穀して、

それを乾燥させるというのでも十分対応可能な

んですけれども、ただ、やはりこの加工用米に

ついても、ある程度大面積の中でコストを下がっ

ていかなければならないと。そうしたときには、

やはり少しでも労働時間というのを、作業時間

というのを短くするために、そういう大型の、

アメリカにあるような、そういう大型のハーベ

スターっていうんですか、こういうようなもの

を使ってコストを下げていこうというものがこ

の事業の趣旨になってございます。

○髙橋委員 日本の農業に合うかどうか、田ん

ぼに合うかどうかというのもちょっと疑問があ

るんで、通常のコンバインもいろいろと大小あ

りますけど、ちなみに金額でどのくらいのもん

ですかね。

○日髙農産園芸課長 今回、想定してございま

すのが800万程度、800万からというふうに考え

てございますけれども、通常のコンバインであっ

ても大体600万程度ぐらいはいたしますので、そ

う大きくは、差はないって言えば差はないのか

もしれないですけど、それとあと、もう一つは、

こういう大型が入るところっていうのは、確か

に大型をモデル的に進めていきたいと思ってま

すし、それ以外のところは、やはり通常型のコ

ンバインというのも、ちっちゃいところでは出

てこようかというふうに考えてます。

○髙橋委員 わかりました。

じゃ、引き続き、委員会資料です。22ページ、

行きましょうかね。21、22。

食を彩る特産果樹基盤強化事業で、この前、

日向夏の関係で経済連の羽田さんがテレビに出

てらっしゃった。ちょっとたまたま見たんです

けど、東京都内の学校給食は、まだ日向夏があ

んまり入ってないっていうことで、市場はいっ

ぱいあるんだっていうことをおっしゃってまし

たのをちょっと記憶してるんですけど、だから、

日向夏の貯蔵施設の導入と、あと、この加工で

すよね。ここを、もう10年近く前になりますけ

ど、宮崎県の学校給食会は、いわゆる日向夏の

ゼリーを大分からとってたのを私、何かの調査

に行ったときに記憶してるんですよ。今、現状

は、県内の学校給食の中に宮崎産の日向夏の加

工、ゼリーとかが入ってるもんなんですか。

ちょっと、あれやったな、これな。

○日髙農産園芸課長 済みません。今の学校給

食会の中に、本県産の日向夏の、例えば果汁と

かこういったものがどれぐらい使われてるかっ

ていうの、ちょっとお時間いただいて調べさせ

ていただきたいと存じますが、基本やはりカッ

トフルーツというものの中で、いわゆる日向夏

もそうですけれども、需要っていうのは非常に

高まってると、こういったものの中でぜひ進め

ていきたいものではあるというふうに考えてご

ざいます。

○髙橋委員 日向夏っていうのは、あんまり飽

きられるものじゃないと思うんで、いっぱい種

類が多いかんきつの中でも。これ提供の仕方に

よっては非常に魅力ある果樹でありますから、

その意味では、この貯蔵する施設でもすごく魅

力あって、農家にとってもありがたいわけです

から、ぜひこれ成功させていただきたいなと思っ

てます。

それと、最後に、説明資料で303ページですけ

ど、強い産地づくり対策事業で、昨年は全額繰

り越しっておっしゃいましたっけ。先ほどの説

明では、何か７市町村の９地域で取り組むよう

な説明があったと思うんですけど、これ、24年

度、事業ができなかったということでしたです

かね。いま一度確認します。
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○日髙農産園芸課長 今回、ここでお願いして

ございます部分につきましては、現年分という

ことで、これを来年度、26年度に実施させてい

ただきたいというふうに考えておるものでござ

います。

先ほど決算特別委員会の指摘要望に係るもの

の中で御説明申し上げたものにつきましては、

これ24年度の事業といたしまして、23年から24

年度に向けて繰越事業ということで、予算ベー

スで約４億8,000万ほどを24年度に繰り越しをさ

せていただいたところでございますけれども、

未契約の繰り越しという、制度上やむを得なかっ

たところがございまして、契約をした段階で、

決算額として繰り越した部分のうちの4,000万ほ

どが余ってしまったというようなことで、先ほ

ど申し上げた理由の中でも、繰り越しに係りま

して不用残が出たというような御説明をさせて

いただいたところです。

○髙橋委員 全額繰り越しということじゃなく

て4,000万ほど執行残が。

○日髙農産園芸課長 そうです。執行残の出た

理由というものが、その執行残が全額繰り越し

に係るものだったということでございます。

○山下委員長 いいですか。

○前屋敷委員 今のに関連してなんですけども、

今回、事業費全体として２億1,000万ほどふえて

るんですけど、それとの関係では、予算そのも

のが繰り越しの分とは別にふやされたというこ

とですか。

○日髙農産園芸課長 今、委員御指摘のとおり

でございまして、いわゆる事業要望が大きくなっ

たということでございます。

○前屋敷委員 事業の中身、具体的なことです

けれども、この農産物の高品質化とか付加価値

化という点では、作物の品種改良であるとか、

そういう研究なども含めてということですか、

中身は。

○日髙農産園芸課長 具体的には、例えばトマ

トの選果機であったりとか、いわゆるカンショ

の貯蔵庫であったりとか、そういう機械施設、

こういったものでございます。

○前屋敷委員 わかりました。

298ページの、ちょっと表現でよくわからない

もんですから御説明を。298ページの一番上の段

の５番です。これは、巡回指導機器等維持整備

事業、これをちょっと御説明いただけると。

○工藤営農支援課長 巡回指導機器等維持整備

事業でございますが、これ普及センターの日ご

ろの活動で使っております車の購入ということ

で、来年度６台購入ということでございまして、

現場を回りますんで定期的に車の修理なり更新

しておりますが、来年度、軽自動車５台、貨物

関係で１台ということで整備をする予定にして

おります。そのほか、いわゆる車検とか保険と

か、そういうふうなところ、あと維持費関係で

予算を計上させていただいております。

○前屋敷委員 機器という表現のものですから、

農業を巡回して回るときに農業に関するいろん

な、そういう機材のことかなと思ったので、

ちょっと理解が。わかりました。

○工藤営農支援課長 ちょっとこの表現がわか

りにくうございますが、今の、委員がおっしゃ

いました、いろんな普及センターで使う機材が

ございます。二酸化炭素測定とか温度測定とか、

それにつきましては、その下の普及活動特別事

業費の中の２番、調査診断機器整備事業、この

中で各普及センター、今どうしても欲しいとい

うふうな機器を、来年度14点ほど整備をする予

定でございます。

○前屋敷委員 １台10万弱ですね。わかりまし
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た。

それと、さっき、勇み足をいたしました消費

税の関連で、わかれば、22号で。

○工藤営農支援課長 常任委員会資料、50ペー

ジでございます。第22号でございますが、普及

センターの実績で申し上げますと、研修室の24

年の使用件数７件、２万2,950円ということでご

ざいまして、これについては、農業関係者以外

の、例えば福祉法人とか、教職員の方のグルー

プとか、そういう方々が研修会として使ってご

ざいます。今回、３％の消費税引き上げという

ことにしますと、金額にしますと大変少ないん

ですが、700円弱というふうな増になろうかと思

いますが、普及センターにつきましては、行政

財産ということで、広く農業者、農業関係団体

の方に御利用をいただいておりまして、研修室

について言いますと、24年の実績で780回、これ

８普及センターの合計でございますが、人数に

しまして１万8,000人強の方々に研修室を利用し

ていただいておりまして、農業生産技術の向上

なり経営の管理なり、そういうようなところで

御利用をいただいてるところでございます。

○前屋敷委員 じゃ、この農業に関する方々は、

利用料は、使用料は徴収していない、取ってい

ないということですね。

○工藤営農支援課長 おっしゃるとおり農業関

係者につきましては、取っておりません。

○前屋敷委員 わかりました。いいです。はい。

○山下委員長 ないですか。なければ、よろし

いですか、私が。せっかくの機会ですので。

この加工米の件についてちょっとお聞きした

いんですけど、今まで、新たなまた取り組みの

中で、米の転作まで大きく絡んでくると思うん

ですが、先ほども出ましたけども、お米をつく

ることは、一般米とＷＣＳと飼料米と、今度、

加工米っていう４つの選択肢ができたわけです

よね。今まで減反政策の中で43％ぐらいは転作

の、宮崎のおおむねの目標数値で、各市町村ノ

ルマを達成することを義務づけられて、それぞ

れが取り組んできたと思うんですが、その過程

の中では、転作をしたときには水抜けがいいよ

うに、例えばサブソイラをかけたり、弾丸の排

水をやったり、それぞれ知恵を出しながら転作

作物の取り組みをやってきたんですけど、２年

に１回とか３年に１回、田んぼを植えるときに、

私たちも今までの用意してきた中で、保水力で

すよね、水持ちが物すごい落ちてきてるんです

よね。結局、今後は、またこれだけ４つの選択

肢があって、それぞれ条件がいい中での米政策

ですから取り組みがふえてくると思うんですね。

そうなったときに水の問題っていうのが非常に

やっぱり地域の中で大きな課題として出てくる

ような気がするんですよね。その問題を、もう28

年度には１万トンの、加工米だけでもこれだけ

の面積をふやしていこうということになるわけ

ですから、かなり水の問題が出てくるような気

がするんですが、その辺の問題整理っていうの

を考えておられますか。

○日髙農産園芸課長 まさに、いわゆる水田を

どういうふうに活用していくかというところに

かかってこようかというふうに思うんですけど

も、やはり新たな選択肢も含めまして、今ある

水田３万5,000ヘクタール程度というのを、いか

に活用するか。その中で、当然いわゆるばらば

らに行われるんではなくて、例えば加工用米の

栽培もしくは飼料用米の栽培、こういったもの

もある程度団地化していかなければメリットが

出てこないというふうに考えてございまして、

そのためには、まさに推計単位の取りまとめと

いうのが必要かというふうに考えてます。そう
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いう意味で、新たな米政策に向けても生産振興

方針と申しますか、水田農業のあり方を考える

ための方針づくりっていうものも今、進めてい

きたいというふうに考えておりますので、ぜひ

また意見交換させていただきながら進めていき

たいと思います。

○山下委員長 ぜひ、もう今、非常に水が足ら

ない状況、基盤整備やって、以前は川、曲がり

くねった川だったんですが、土地改良やってき

た中で、常に川は真っすぐ伸ばしてきたんです

よね。水路ももう限りなく、もう用排水路とい

うことで整備してきましたから、降った水は、

もういかに早く流すかということを事業でやっ

てきたんですよね。今度また、これだけ米政策

をやってくると、やっぱし水田というのが、も

う農村では水の戦争もまた始まるような気もす

るもんですから、問題整理をしながらこの栽培

体系は取り組んでいただきたい。そのように思っ

てます。

それからもう一点、先ほど課長からの説明の

中で、ミヤベイあたりが玄米で買って白米にし

て納めていくようなルートをお話されましたが、

今、県内に、もみすり業者ですよ、こういう人

はどれぐらいおられますか。

○日髙農産園芸課長 県にはもみすり組合とい

うのがあるわけなんですけども、このもみすり

組合に入ってらっしゃる方々っていうのが大

体300～400社というふうに言われてございます。

ただ、それ以外に加盟していない地域でのもみ

すりをやってらっしゃる方々っていうのもい

らっしゃいまして、以前、聞いたところにより

ますと、700～800社とかいうような方々が何ら

かの形でもみすりに携わってらっしゃるという

ような話を聞いたことがございます。

○山下委員長 私は、やっぱし加工米の確保も

かなりの面積を必要とすると思うんで、私の集

落に、もう昔からの共同精米所があるんですよ。

都城管内にも共同精米所っていうのがやっとか

と、もう皆さんが共同出資しながら成り立って

る精米所があるんですが、私の地域の中の共同

作業所が、今までもみすりを多いときで約3,000

袋ぐらい、30キロで。それがもう唯一の、１年

間精米所を回していく中の資金源になってて、

非常にやっぱし希少な価値というか、やっぱし

集落にあるそういう、持ってきてる精米業者や

ら、今度は白米にもするわけですから、できた

ら、この加工米っていうのを地域振興のやっぱ

り一つの起爆剤にできんのかなと。どうしても

やっぱりそういう思いがあるもんですから一貫

してＪＡとか、そういうところの一貫だけでな

くて、地域の中でやっぱし加工米を集約できる

ような、できたら白米ででも集約できるような、

何かせっかくのあれですから、そういう体系っ

ていうか、お金をうまくみんなに回れるような

仕組みが考えられないかなと思うもんですから、

ぜひよろしくお願いしたいと思うんですが。

○日髙農産園芸課長 今、委員長から御指摘い

ただいたとおりでございまして、今回、この加

工用米を推進しようという一つのきっかけとい

いますのも、やはりただ、例えば米をそのまま

出荷するだけではなく、米の消費量自体はどん

どん減っていく中で、もみすり業者さんの対策

といたしましても、米をつくって、ほかの用途、

もみをすって、ほかの用途に向けるということ

でも、量がふえるんであれば、もみすり業者さ

んも潤うんではないかと。当然そこで米の生産

量なりがふえてくれば、子実も。そうすれば、

運送業者さんももうかるというようなところの

中で、全体としての、まさにフードビジネスの

振興というようなものに向けて、ぜひこれを取
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り組んでいきたいというふうに考えてございま

して、今、御指摘いただいたような視点も十分

踏まえていきたいというふうに考えてます。

○山下委員長 それからもう一点、よろしいで

しょうか。先ほど私も聞こうと思ったんですが、

コンバインの導入ですよね。これを、説明を

ちょっとお聞きしてましたら、アメリカ並みの

大型のコンバインのような話があったんですが、

私は飼料、加工米をつくっていくということは

稲わらが、また、これは手に入るなという思い

で、畜産農家との連携もとれるんだけども、結

局、今まで今日あるようなコンバインだったら、

稲わらのとり方っていうのは、簡単にとれると

思うんですが、もう茎から何から巻き込んで落

としていくコンバインというのは、やっぱりわ

らの態勢っていうのとれるのかなっていう、

ちょっと不安になったもんですから。その考え

方をお聞かせください。

○日髙農産園芸課長 委員長、済みません、

ちょっと説明が。説明がちょっと不十分で申し

わけなかったんですけれども、いわゆるイメー

ジとしては、もう、これアメリカ型みたいな、

ああいう大きな、ああいうようなガラガラって

回していくようなのをイメージしていただけれ

ばと思うんですけども、形自体は日本型に、コ

ンパクトにしてあるということと、もう一つは、

子実等をうまく分離できるような形で、収穫で

きるというような形で工夫されてるということ

ですので、そこはわらの活用というのができる

というふうに聞いてます。

○山下委員長 わかりました。

そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、報告があるんだった

ですよね。

それでは、議案の質疑を終わりまして、その

他、報告事項に関する説明を求めます。

○日髙農産園芸課長 委員会資料の60ページを

お開きいただきたいと存じます。

委員会資料60ページです。後ろから２枚目。

県内産焼酎原料用加工用米の生産と利用の拡大

に関する協定の締結についてというものでござ

います。

これは、先ほど申し上げましたように、背景

につきましては、県内で需要のあるものに対し

て生産者が安心して生産拡大を取り組むという

ことと、あと、実需者の方が県内産を安心して

安定して利用するための体制づくりを進めたい

ということから、締結が行われたものでござい

ます。

２番目の概要のところに掲げてございますけ

れども、先月の２月17日に協定の当事者という

ことで、霧島酒造株式会社と経済農業協同組合

連合会と県の３者でございます。常任委員長に

立ち会いいただく中、この３者で締結したもの

でございます。

締結の協議の内容でございますけども、３番

目に掲げてございますけれども、県内産の加工

用米の生産、それから出荷、調整、利用促進と

いう、この３つの分野で具体的な協議を、検討

を進めましょうというための理念協定となって

ございます。

①にございますように、生産性の向上につき

ましては、先ほど来、御指摘いただいてござい

ましたけれども、生産拡大と新たな品種の導入

なり、生産コストの低減に向けた取り組みとい

うものを進めていこうと。

また、②の中では、安定的な集荷と円滑な調

整、流通というものの中で、その取り組みを進

めていこうというものでございます。
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また、③にございますように、優先的な利用

というものの中では、地産地消の観点から県内

産の加工用米を優先的に使っていこうというよ

うな取り組みについて、それぞれの立場を踏ま

えて協議、検討していくと、具体的な取り組み

を進めていくというものでございます。

参考ということで、下のほうに掲げてござい

ますけれども、これまで県の農業再生協におき

まして、加工用米の生産流通方針というものを

策定いたしまして、県内の需要への対応を目指

した取り組みを進めるとしてございまして、当

面の目標といたしましては、28年度、３年後の

目標として２万3,000トンのうちの約半分に当た

ります１万トンを目標に進めていきたいという

ものでございます。

この協定の概要については以上でございます。

○山下委員長 その他、報告事項に関する執行

部の説明が終了いたしました。

委員の皆様の質疑を承ります。

○緒嶋委員 加工用米の価格はどういうふうに、

この３者の中で決まったわけですか。

○日髙農産園芸課長 具体的な、例えば価格で

あったりとかにつきましては、この協定をもと

に、霧島酒造さんと経済連さん、こういった中

で具体的に細かく決めていくというようなこと

で聞いてございます。

○緒嶋委員 いずれにしても生産者のほうが採

算ベースっていうか、それは国のほうの何かな、

加工米のあれはどれくらいかな、２万円。だか

ら、実際はやっぱ手取りとして、そういう補助

支援金を含めては８万か10万になからんと加工

用米をつくったメリットはないわけですよね。

そういうものを含めて何か価格を決めんと、う

まくいかんのじゃないかと、目標は28年１万ト

ンというのは。そのあたりと、霧島酒造だけが28

年に１万トンとるというわけにはいかんとじゃ

ないかと思って、そこのあたりの１万トンの見

通しはどうなる、どこが、何か、実需者か。

○日髙農産園芸課長 今、御指摘いただきまし

たように、価格の部分でございますけれども、

具体的な価格というのは、供給と利用で決める

ということなんですけども、聞いておる話によ

りますと、30キロ4,000円以上で買うというよう

なことでございまして、そういうような話がさ

れてるというふうに聞いてございます。という

ことで、大体500キロ程度ということであります

と、やはり６万、７万程度にはなろうかという

ふうに考えてございまして、それに、先ほどの、

いわゆる全国一律の２万円と言われるもの、そ

れとあと、県独自の２万5,000円と言われるもの

というものを組み合わせた場合に、助成金で大

体６万7,000円ぐらいになろうかというふうに、

６万円程度にはなろうかというふうに考えてご

ざいますので、販売金額と合わせて13万程度に

は、前後、主食用米並みには十分なるんではな

いかというふうに考えておるところです。

○緒嶋委員 その１万トンの、あれですね、霧

島だけが１万トンとるわけじゃないじゃろ。28

年、このめどはあるのかということ。

○日髙農産園芸課長 この１万トンというのは

霧島だけという話では当然なくて、当面の目標

ということでございまして、この会の協定締結

を受けまして、例えばそれぞれの地域で、いや、

実はうちも使いたいんだというようなことでい

ろんな話をいただくなり、もしくはいろんな話

が始まってるところがございます。こういった

ところっていうのもどんどん積み上げていきな

がら、例えば、28年度ではなくて29年度を目標

ということで、もしかすると、また量をふやし

ていくというようなところも含めて、地域全体
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での広がりというのを確保していきたいという

ふうに考えてます。

○緒嶋委員 それと、県の２万5,000円。これは、

補助は継続していくということになるわけです

か。

○日髙農産園芸課長 この２万5,000円につきま

しては、産地づくり交付金とか産地交付金とい

うものの中の活用ということで考えてございま

すけれども、これについては、現段階では３年

間分っていうのは、一応今の段階ではいただけ

るというふうには考えてるところです。

○緒嶋委員 それ以降は、ちょっと確実ではな

いということですかね。

○日髙農産園芸課長 確約されたものではな

いっていうふうに考えてございまして、その間

に少しでも、いわゆる生産コストの低減という

ところと、あと、収入の増加というのを努めて

まいりたいというふうに考えてます。

○山下委員長 よろしいですか。

○髙橋委員 そういうもんなんですよ。結局、

協議、検討の内容が、②、③にあるように、霧

島さんは加工用米の優先的な利用ができるわけ

でしょう。だから、酒造組合っていう組織があ

るわけで、そことの何か協定があってもよかっ

たのになって素朴に思いましたが。

○日髙農産園芸課長 委員、御指摘のとおり、

確かに、県内には各酒造メーカーと、その酒造

組合というものがございますが、やはり酒造組

合のほうにも御相談申し上げたことがございま

す。同じようにこの中に例えば入って、協定を

一緒に結びましょう、もしくは組合さんと一緒

に結ばせていただきたいというようなとこ、お

話させていただいたことがあるんですけれども、

現段階のお考えというものの中では、組合自体

は原料を使うものではないというようなところ

の中で、原料をあっせんするものではないとい

うところもあるので、原料を使うのは各メーカ

ーさんだから、メーカーさんと結んでくれとい

うようなことでしたので、こういうような形に

なったということで聞いてございます。

○髙橋委員 その理屈はわかります。わかるん

だけど、ちょっと、先ほど説明の中で、この１

万トンは霧島さんだけじゃないんだよ、とおっ

しゃいましたよね。でも、この協定の中には、

例えば日南の酒造メーカーは結んでないわけだ

から、優先的には利用できないわけでしょう。

○日髙農産園芸課長 ちょっと説明が不十分で

申しわけないと存じますが、この60ページの下

半分、３項から下の部分につきましては、今回

の協定とは全く別なものでございまして、加工

用米として推進を図る目標というのを再生協と

しては１万トンという目標を持っているという

ものでございまして、この霧島との協定の中で

１万トンという数字が出ているわけではないと

いうことでございます。

もう一つ、それ以外の業者さんの方々が、例

えば、うちも使いたいと、うちも協定を結びた

いと、入りたいというようなことがもしあった

場合には、当然また同じような形で、例えば経

済連さんなり、その別な業者さん、こういった

ところと結んでいくというような形になろうか

というふうに考えてございます。

○髙橋委員 最後、要望しますけども、宮崎の

焼酎っていうのは何百というそういうのがあっ

て、宮崎の焼酎の魅力があるわけ、魅力が出て

るわけですよね。だから、霧島酒造、ここに協

定を結べなかった、もう圧倒的多数の酒造会社

です、ここにも加工用米がしっかり提供できる

ようなコーディネートをやっていただきたいと

思います。
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○山下委員長 よろしいですか。どうぞ。

○ 原委員 宮崎県の焼酎の製造額っていうか、

販売額っていうの、工業出荷額の中でたし

か1,000億円近い、エースなんですよね。だから、

すばらしい６次産業化の、何というんでしょう

か、先端を先に行ってた製品で、本県のエース

だと思うんで、だから、加工用米の確保という

ことについては、やっぱり一つの会社が出てき

たことによって、ほかの会社、なぜなのという、

当然素朴な疑問が出てきたんだろうなというふ

うに思うんで、そこはやっぱり全てのところに、

そういう希望のあるところにはしていただくよ

うな体制を、誤解を招かないようにひとつよろ

しくお願いしたいと。

○日髙農産園芸課長 確かに、そういう誤解を

招かないって申しますか、ほかの業者さんにつ

いても同じように取り扱っていただきたいとい

うふうに考えてございまして、現在、加工用米

の推進というものの中で、各地域を回らせてい

ただいておるんですけれども、その回る中にあっ

て、それぞれの地域にある酒造会社の方々のほ

うにもしっかり話を通して、もし御要望がある

んであれば、ぜひ使っていただくというような

ことで進めていきたいというふうに考えてござ

います。

○山下委員長 私から１点お伺いしますが、先

ほど4,000以上ということで30キロ玄米ですよ

ね。今までは、ミニマムアクセス米を使ってお

られるっていうことなんですけど、その価格っ

ていうのは、ミニマムアクセス米、どれぐらい

の価格で供給してたんでしょうかね。わかれば

教えてください。

○日髙農産園芸課長 一般的に、ミニマムアク

セス米っていうことで販売をされてたといいま

すのが、大体100円から110円程度ぐらいだとい

うふうに聞いてございます。

○山下委員長 っていうことは、30キロ、3,000

円ちょっとぐらいですね。ということは、やは

り地産地消、地元のお米を使っていただけるっ

ていうことは、より高い値段で供給されるって

いうことですね。

○日髙農産園芸課長 まさに、そこの部分がト

レーサビリティーなり、安全・安心という部分

に対する方々のペイの部分かというふうに考え

てます。

○山下委員長 ありがとうございます。わかり

ました。

報告事項、よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、以上で営農支援課、

農産園芸課の審査を終了いたします。

引き続きやりたいと思いますので、ここで10

分ほど休憩を入れたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 じゃ、暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時54分再開

○山下委員長 それでは、ただいまから、また

委員会を再開をいたします。

これより農村計画課、農村整備課の議案の審

査を行います。

農村計画課から順次説明を求めます。

○宮下農村計画課長 農村計画課でございます。

よろしくお願いいたします。

まず、お手元の歳出予算説明資料の307ページ

をお開きください。

農村計画課の当初予算額は、一般会計の63

億2,652万2,000円をお願いしております。
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それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

309ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）公共工事品質確保強

化対策費1,232万円についてであります。

１の公共工事品質確保強化事業につきまして

は、公共３部で施工体制監視チームによります

施工現場の重点点検や、適切な現場指導を行う

ことによりまして、発注者及び受注者双方の技

術職の向上と適正な品質の確保を図るものであ

りますが、そのうち農政水産部が負担する委託

料を計上しております。

次に、その下の（事項）公共農村総合整備対

策費１億7,110万円であります。

これは、農業生産基盤と農村環境基盤を整備

するための計画策定や、安定した農業用水の確

保など、農業の発展を図るために造成されまし

た国営造成施設などの適切な維持管理に要する

経費であります。

主なものとしましては、２の国営造成施設管

理体制整備促進事業8,287万2,000円であります

が、これは、国が造成をしました施設を管理し

ております土地改良区の管理体制の強化を図る

ため、土地改良区や市町への助成を行うもので

あります。

次の、３の基幹水利施設管理事業7,922万8,000

円につきましては、市町村が管理しますダムな

どの大規模な国営造成施設の管理費の一部を補

助し、農業用水の安定供給や農村地域の防災、

環境保全等の機能強化を図る事業でございます。

次に、310ページをお開きください。

中ほどの（事項）国土調査費９億774万円につ

いてであります。

これは、１の地籍調査事業によりまして、土

地に関します最も基本的な調査である地籍調査

を実施し、土地所有に関する権利の保全や明確

化を図るものであります。

次に、（事項）土地改良計画調査費2,871万5,0

00円についてであります。

これは、土地改良事業に関する事業計画策定

や各種調査に関する経費であります。

主なものとしましては、２の県営圃場整備等

計画費2,107万7,000円でありますが、県営土地

改良事業の計画を策定する市町村への助成を行

う県単独事業であります。

次に、一番下になりますが、（事項）大規模土

地改良計画調査費の3,544万5,000円についてで

あります。

中身については、次の311ページをごらんくだ

さい。これは、大規模土地改良事業の円滑な推

進を図るため、各種調査や地域農家への畑かん

営農の啓発、推進を行う経費であります。

このうち、３の改善事業「攻めの畑かん営農

推進事業」2,049万2,000円につきましては、後

ほど畑かん営農推進室長より御説明をいたしま

す。

次に、その下の（事項）土地改良事業負担金

の44億6,119万1,000円であります。

これは、大淀川左岸地区ほか７地区の国営土

地改良事業に係る県及び地元の負担金でありま

す。

このうち、平成16年度に国営事業が完了しま

した大淀川右岸地区におきまして、現在、ダム

の水の濁りが発生しておりますことから、平成26

年度から国営施設機能保全事業によりまして、

濁水対策等を実施する予定としております。

また、平成26年度以降に償還を予定しており

ます国営負担金の中から、今回、初めてになり

ますが、都城盆地地区につきまして10億円の繰

り上げ償還を予定してるところであります。
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次に、一番下の（事項）農業経営基盤強化事

業事務費の858万9,000円であります。

これは、戦後の農地改革や開拓事業に伴いま

して、自作農財産の管理処分等の事務を行う経

費であります。

予算説明資料の説明は以上でございます。

続きまして、前年度の決算における対応状況

等について御説明いたします。

別冊の資料、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況の３ページをお開きください。

上段の⑤になります。公共事業につきまして

は、早期の事業発注など、より効率的な予算執

行に努めること。また、入札不調が起こらない

よう原因を調査し、業者が受注しやすい環境づ

くりに務めるよう指摘要望をいただいたところ

であります。

このことにつきまして、公共事業における平

成25年度の繰越明許費につきましては、国の緊

急経済対策に係る補正もありまして多額となっ

ておりますことから、人員補強による執行体制

の強化や請負業者との緊密な打ち合わせ等によ

る進行管理の徹底等を図りまして、年度内発注、

早期執行に努めてきたところであります。

また、入札不調の対策につきましては、技術

者や資機材の状況など、地域の実情を把握する

とともに、現場状況を十分に考慮したきめ細か

な積算の徹底や発注時期の調整、施工管理書類

の簡素化等に取り組んでいるところであります。

私からは以上でございます。

○原畑かん営農推進室長 畑かん営農推進室で

ございます。

平成26年度の新規重点事業について御説明い

たします。

常任委員会資料の25ページをごらんください。

攻めの畑かん営農推進事業についてでありま

す。

この事業は、１の事業目的にありますように、

国営かんがい排水事業の関連事業地区の計画策

定とあわせて、地域の畑かん営農計画や農地集

積計画を作成するための話し合い活動を支援す

るとともに、畑地かんがいを活用した収益性の

高い営農技術の確立と普及体制の強化を図り、

担い手への農地集積の促進と畑かん営農の普及

拡大を図るものであります。

２の事業概要でございますが、予算額が2,049

万2,000円、事業期間は、平成26年度から28年度

までの３カ年としております。

（５）の事業内容としましては、①でござい

ますが、畑作営農作付調査を実施し、畑作営農

の展開方策、農地集積促進の検討のための基礎

資料として活用するとともに、②の畑かん営農

技術試験圃場の設置により、新たな輪作体系の

確立や加工用野菜等の計画的作付、新規作物の

導入等に向けた検証を行います。

次に、③でございますが、これらの成果を生

かしまして基盤整備を契機として担い手の確保

や農地の利用集積を図るため、地元や関係機関

との話し合い活動を支援いたします。

さらには、④の平成24年度に委嘱しました20

名の畑かんマイスターの活用による畑作営農の

効果的な普及啓発を実施いたします。

なお、⑤でございますが、自走式散水機の実

証等により、大型機械化営農に対応した作業の

効率化、省力化を推進いたします。

最後に、３の事業の効果といたしましては、

これらの取り組みを総合的に行うことにより、

畑地かんがい施設の整備を契機とした担い手の

育成、農地集積を促進するとともに、畑地かん

がいを利用した営農技術の普及拡大により、収

益性の高い計画的、安定的な畑作営農の展開を
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図ることといたしております。

私からは以上でございます。

○河野農村整備課長 農村整備課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の313ページをお開

きください。

農村整備課の当初予算は、一般会計で124

億8,091万1,000円をお願いしております。

主な内容について御説明します。

315ページをお開きください。

一番上の（事項）農業農村振興対策事業費と

して、２億9,292万9,000円をお願いしておりま

す。

２の新規事業「地域の担い手で支える施設管

理システム整備事業」については、農業水利施

設の効率的な管理などを目的に、施設に関する

情報の蓄積や共有を図るための施設管理システ

ムを整備するものであります。

３の新規、多面的機能支払い制度については、

後ほど別冊の資料で御説明いたします。

次に、中ほどの（事項）公共農村総合整備対

策費として、３億4,933万2,000円をお願いして

おります。

２の中山間地域総合整備事業については、条

件が厳しい中山間地域での生産基盤や生活環境

を総合的に整備するものであり、高千穂町の五

ケ所地区ほか６地区で、水路や営農飲雑用水な

どを整備することとしております。

次に、317ページをお開きください。

一番上の（事項）公共土地改良事業費として38

億5,193万3,000円をお願いしております。

１の県営畑地帯総合整備事業については、後

ほど別冊の資料で御説明します。

２の県営経営体育成基盤整備事業については、

水田の区画整理とあわせて、担い手への農地集

積や規模拡大を推進し、生産性が高く、強い農

業構造の実現を図るもので、都城市の東水流地

区ほか14地区で実施することとしております。

また、７の農業基盤整備促進事業については、

農地の簡易な区画拡大や暗渠排水の整備などを

行うものであり、新富町の新富第２地区ほか17

地区で実施することとしております。

次に、一番下の（事項）公共農道整備事業費

として20億4,630万4,000円をお願いしておりま

す。

318ページをお開きください。

１の県営広域営農団地農道整備事業について

は、農畜産物の効率的な輸送体系の確立などを

図るもので、門川町の沿海北部５期地区ほか３

地区で農道を整備することとしております。

次に、公共農地防災事業費として10億7,832万

円をお願いしております。

５の県営ため池等整備事業や、次ページにな

りますが、９の団体営ため池等整備事業につい

ては、防災上、整備の必要性が高いため池や、

急傾斜地の水路の整備などを行うもので、小林

市の山ノ口原地区や宮崎市の今層津下地区ほ

か18地区で実施することとしております。

次に、319ページをごらんください。

一番下の（事項）耕地災害復旧費として29

億5,909万1,000円をお願いしております。

これは、台風や集中豪雨などにより被災した

農地・農業用施設の早期復旧を目的とするもの

であります。

次に、主な重点事業等について御説明いたし

ます。

別冊の常任委員会資料の27ページをお開きく

ださい。

27ページでございます。まず、多面的機能支

払制度についてであります。

１の目的・背景にありますように、本制度は、
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農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮を

図るとともに、担い手の規模拡大と構造改革を

後押しするため、地域共同で行う多面的機能を

支える活動や、地域資源の質的向上を図る活動

を支援するものであります。

右側の28ページをごらんください。

本制度は、新設される農地維持支払いと農地

・水保全管理支払いを組みかえる資源向上支払

いで構成されます。

農地維持支払いにつきましては、農業者のみ

の活動組織でも取り組め、農地のり面の草刈り

や水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保全活動

及び農村の構造変化に対応した体制の拡充・強

化、保全管理構想の作成が支援対象となります。

また、資源向上支払いは、農業者以外に地域

住民を含めた活動組織で取り組み、水路や農道

等の軽微な補修などの地域資源の質的向上を図

る共同活動及び水路等の施設の補強などの施設

の長寿命化のための活動が支援対象となります。

27ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますように、予算額は２億8,357

万1,000円で、事業期間は、国が５年後に制度の

定着状況等を検証し、施策に反映させるとして

おり、平成30年度までの５年間としております。

なお、３の事業効果にありますように、本制

度の実施により多面的機能の維持・発揮や地域

活性化が図られるものと考えております。

続きまして、29ページをお開きください。

県営畑地帯総合整備事業であります。

まず、右側の30ページをごらんください。

本事業は、Ⅰの事業内容の主な事業工種にあ

りますように、畑地かんがい施設を中心に、農

道や区画整理などを総合的に整備するものであ

ります。

畑地かんがい施設の整備は、生産性が高く、

市場ニーズに対応した多様な畑作農業を可能と

し、６次産業化の推進などにも重要であると考

えております。

29ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますように、予算額21億55万8,000

円で、平成26年度は、都城市の払川第１地区ほ

か42地区で実施することとしております。

続きまして、同じく常任委員会資料の４ペー

ジをお開きください。

債務負担行為についてでございます。

表の中ほどに農村整備課の欄がございます。

県営基幹農道整備事業において、宮崎市の楠見

３期地区で平成27年度までの工期で橋梁工事を

発注する予定であり、限度額として４億円をお

願いしております。

また、その下、県営広域営農団地農道整備事

業においては、門川町の沿海北部５期地区で、

平成27年度までの工期でトンネル工事を発注す

る予定であり、限度額として８億円をお願いし

ております。

続きまして、59ページをお開きください。

議案第58号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」であります。

表にありますように、市町村負担を予定して

おり、土地改良法第91条第６項等の規定により、

あらかじめ市町村の意見を聞き、同意を得た上

で、議会の議決に付するものであります。

農村整備課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

○山下委員長 議案に対する説明が終了いたし

ました。

ただいまから委員の皆様方の質疑に入ります。

○緒嶋委員 農村計画課、地籍調査、これは、

毎年いろいろ、進捗を図られるのかというのが

いつも言われるわけですが、ことし、この予算
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でどの程度、進捗が図られるわけですかね。ま

た、これを取り組んでの16市町村以外の取り組

みはどうなってるのか。宮崎市外16市町村の取

り組み。

○宮下農村計画課長 26年度予算でございます

が、約９億700万ほどの予算を計上しております。

本年度は、26年度はこの予算によりまして、約60

平方キロ程度の調査を予定しております。進捗

率が64.8％を目標としております。

取り組みの市町村でございますが、宮崎市ほ

か、今、休止をしております市町村が、綾町と

高鍋町で２つでございまして、残りの市町村※24

市町村で全て取り組むということになっており

ます。

○緒嶋委員 これは、林地の境界、山の境界も

なかなか難しいというのがあって、もうどこが

境界か全然わからないというのもあるわけです

が、これ、やはり進捗を図らんことには国土の

全体的な面積もはっきりわからんというような、

これはもう、今の台帳面からいうたら、実際地

籍調査すれば、これ３倍ぐらいになるところも

あるわけですよね。そういうところからいうと、

固定資産税なんかの本当の公平感というのも、

これ終わらんとおかしくなるわけですが、そう

なりますと、これは今のところ、市町村で全部

が終わったところというのはどの程度あるわけ

ですかね。

○宮下農村計画課長 現在、県内で完了してる

市町村が８町村ございます。市はございません。

○緒嶋委員 なるほど。これはもう、ぜひ、こ

れは全国的な問題だと思うんですけれども、や

はり日本全体が、これが、地籍国土調査が終わ

ることが一つの大きな目標にもなると思います

ので、予算確保にはぜひ努力していただきたい

というふうに思います。いいですか。

○宮下農村計画課長 国の予算が、ここ数年、

約100％程度で推移しておりますが、本県は予算

を今、ここ２年間、105％対前年度、25年度で105

％、26年度は109％というふうに要望いたしまし

て認められております。現在の全国での本県の

予算規模が第６位ということで、今後も国から

の予算確保等に努めて推進していきたいという

ふうに考えております。

○緒嶋委員 お願いします。

それと、小水力等農村地域導入支援事業3,500

万があるわけですが、26年度ではどういうこと

が計画されておるわけですか。

○河野農村整備課長 具体的な地区名のほうは、

一つには大規模タイプということで、ある程度

売電収入が見込めまして、土地改良区等の維持

管理費が軽減されるような地区ということで、

これは調査等になってまいりますが、本年度も

実施しております大淀川左岸地区、これ、国営

かんがい排水事業で整備した地区になりますが、

こちらで現在も広沢ダムということで、既に小

水力発電のほうに取り組んでおります。ただ、

それはＦＩＴの導入前でございましたので、今

回、固定価格買取制度が入ったということで、

その時点では発電に使用しなかった部分の水力

がございました。そういったものでも今回、固

定価格買取制度によりまして売電収入が見込め

るっていうことで、現在その部分等の調査を実

施しております。引き続き、26年度についても

調査のほうは実施していきたいというふうに考

えております。

あわせまして、あと地域活性化タイプ、街灯

であったりとか公園のトイレの電気設備であっ

たり、そういったもの等の地域活性化タイプに

つきましても、引き続き、市町村と連携しなが

※135ページに発言訂正あり
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ら取り組んでいきたいということで考えており

ます。また、あわせて施設整備につきまして

も、24年度に綾町のほうで１カ所、そして本年

度、日之影町のほうで企業局と共同で１カ所、

設備を整備したところでございます。26年度も

引き続き地域活性化タイプになりますが、１カ

所程度、施設のほうの整備を図っていきたいと

いうふうに考えております。

○緒嶋委員 これは、採算ベースに合わなきゃ、

つくりたい希望のところはかなりあると思うと

ですよね。ただ、それは長期的に見て、ランニ

ングコストを含めて採算に合うかどうかという

のが一つの、そこが一番問題になろうと思うと

ですよ。ただ、やはり日本の将来を考えた場合、

誰でも原発がいいと思ってる人はいないわけで

すよね。やっぱりそうすると、エネルギーとし

ては太陽光か小水力か地熱か風力かバイオマス

か、これしかもう日本にはエネルギー源はない

わけですわ。そうなりゃ、やっぱりこういうも

のはぜひ必要であることは間違いないので、や

はり掘り起こしをやるとともに、やっぱり採算

性も考えながらやっていくということが小水力

は重要だというふうに思いますので、そこ辺も

兼ね合いを考えながら、やっぱできるところは

積極的に進めてほしいと思いますし、やはり企

業局が支援することが地元負担の軽減にもなる

し、あとのランニングコストの融資なんかの低

減にもなるわけですので、そこ辺も含んで努力

していただきたいというふうに思います。

○河野農村整備課長 済みません。御指摘のと

おりでございまして、当然地域活性化タイプに

つきましては、引き続き、推進のほうは図って

いきたいとは思っておりますが、特に、やはり

土地改良区の維持管理費の軽減等に資するよう

な大規模タイプについて、これの実現に向けて

頑張っていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、新年度、新規重点の説明

にありました多面的機能支払制度、これはもう

大変、何というか、有効な事業効果も多面的機

能維持・発揮になるという、そのほか書いてあ

りますが、私は、これはすばらしい制度が生ま

れてきたというふうに思います。

問題は、この負担区分の中で、国、県は何と

か予算的に組んであるわけですが、町村が４分

の１の負担をどれだけやるかというのが、この

制度の、これがうまくいくかどうかのポイント

になると思うんですよ。４分の１、市町村がこ

れを負担、負担というか、当然出さなければこ

の制度は成り立たんわけですよね。そういうこ

とになると、市町村との、県がどう市町村に理

解を求めて予算を組んでもらうかというのが一

番のポイントになると思うんですけど、そのあ

たりの取り組みはどうなってる。

○河野農村整備課長 この制度、大きくは日本

型直接支払制度の中の一つの制度になります。

概要が示されたのが昨年11月ということで、県

のほうとしましては、今回、２億8,357万1,000

円の予算を計上させていただいております。こ

れは、平成25年度、現行の農地・水は約１億8,000

万ほどの当初予算でございますので、１億円ほ

ど増額をさせていただいて、まずは、現行の農

地・水で取り組まれている組織、これを円滑に

移行していただく。さらには、面積の拡大を図っ

ていこうということから、こういった予算のほ

うを計上させていただいたところでございます。

ただ一方で、市町村につきましては、やはり

時期的に概要が示されたのが遅かったというこ

とがございまして、今の聞き取り段階で申し上

げますと、既存地区の意向、これだけでも予算

の増額を伴うことになります。そういった方向
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で、今、予算組みのほうはされているというふ

うには聞いております。ただ、今後、推進を図っ

ていく中で面積拡大が出てきた場合には、補正

等での対応をしていただくよう県のほうからも

引き続き、お話はさせていただきたいというふ

うに考えております。

○緒嶋委員 農地・水の保全対策も、市町村に

よってばらつきがかなりあったと思うんですけ

ど、それが問題なわけじゃから、この制度はそ

ういうばらつきがないように私は進めるべきだ

と思うとですよね。そのあたりの理解をどうも

らうかと。市町村の首長さんによっては、なか

なか財政的にっていうのが当然出てくるわけ。

そこ辺のあたりはどう考えておられる。

○河野農村整備課長 御指摘のとおりでござい

ます。農地・水につきましても、26市町村のう

ち、現在、実施しておりますのが20という形に

なります。ただ一方で、取り組まれてない市町

村の中には、逆に中山間地域の直払いのほうに

取り組まれているというような実況もございま

すが、市町村間で相当ばらつきがございます。

半分近くの面積で取り組まれている市もござい

ますし、一方で、ほとんど取り組まれてないと

いうところもございます。ただ、今回、多面的

機能支払いということで、特には農地維持支払

いにつきましても、より取り組みやすい制度と

なっておりますので、我々としましても、引き

続き市町村のほうに新しい制度の内容を十分に

理解していただくとともに、面積の拡大につい

ての御理解を得ていきたいというふうに考えて

るし、また、平成27年度からは、法に基づく対

策に変わってまいりますので、そういった面も

含めて、今後とも市町村のほうには働きかけて

いきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、私は土地改良なんかの理

解を、逆に土地改良の人たちから、市町村にこ

ういう制度があるから市町村も取り組んでほし

いということを、逆に市町村だけじゃなくて、

末端のそういう組織に対する働きかけというの

が大変有効になると思うんですよ。これだけの

制度があるのだから、何とか市町村も取り組ん

でほしいって。土改連なんかの、いろいろな会

合ごとに、そういう理事長さんたちやらに対し

ていろいろな理解というか、こういう制度を知っ

てもらうというのが一番先だと思ってるんです

よね。そういう働きかけを当然やるべきだと思

うんですけど、そういう働きかけをするタイミ

ングもあると思うんですけど、そのあたりはど

うですか。

○河野農村整備課長 御指摘のとおりで、今回

の、特に農地維持支払いにつきましては、従来

の農地・水の場合でいきますと、活動組織に地

域住民の方々の参加も必要でございましたが、

農地維持支払いにつきましては、農業者のみの

活動組織でも取り組めるということになってお

ります。そういった面でもやはり土地改良区等

の農業者のみの活動組織を母体とするような組

織でも対応できますので、そういった面で、あ

らゆる機会を利用しまして、まずは、土地改良

区とか農業者の方への啓発普及のほうも図って

いきますし、委員おっしゃられるように、そう

いった点もやりながら、あと市町村へのやはり

理解度のアップ、そして、それに伴って、あと

予算等についても御配慮いただけるように働き

かけていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 特に、県の土改連なんかをうまく

使ってこれ進めることは、私は組織の中では大

変有効じゃないかと思うとですよ。だから、土

改連との連携を図りながらこれ進めていくと。

また、法的な根拠は27年からできるということ
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であれば、当然市町村も取り組まざるを得んわ

けじゃから、そういう点で、私は26年度に、こ

れの制度がどれだけ機能していくか。そして、

もう30年ですか、５年間見て、それがどうだっ

たかということでその次を考えるということで

あれば、これはやはり一つのヨーロッパ型のデ

カップリングみたいなものに似たような感じで

もするわけですよね。そうなると、中山間地は

特に、みんなで地域を守るという多面的な国土

保全にもつながるわけでありますし、これだけ

２億8,000万も予算が組んであるのが消化率が悪

かったと、単年度で。そういうことではもうど

うにもならんと思いますので、最終的には４分

の１負担する市町村の取り組みを、そして地財

計画やらで交付税である程度見るということも

言われておりますが、その制度はあるわけでしょ

う。交付税措置。

○河野農村整備課長 現行の農地・水も同様で

ございますけど、当然ながら県そして市町村に

対する交付税措置等はございます。

○緒嶋委員 そういうことであれば、市町村の

場合はやっぱ首長さんとか、そういういろいろ

な議会の対応もあろうか。そこ辺も含めて積極

的にこの制度を有効に活用するということが地

域を守るということにもなるし、協働で全てを

やろうといういろいろな制度でありますので、

大変私は、これが機能すれば地域のコミュニティ

ーの立場でもうまくいくんじゃないかなという

ふうにも思いますので、ぜひ頑張ってほしいと

いうことを要望しておきますし、今後とも注視

していきたいというふうに思います。いいです。

○横田委員 小水力発電等農村地域導入支援事

業についてお尋ねしますけど、今の緒嶋委員の

質問の中に、大規模型とか地域活性化タイプと

かの御説明をいただきましたけど、もう正直いっ

て、この農業用水で小水力発電をどのように感

じておられるのかをちょっと聞かせてください。

可能性がどうあるか。

○山下委員長 正直に農村整備課長、答えてく

ださい。どうぞ。

○河野農村整備課長 ちょっと厳しい御質問で

ございますが、正直いいまして、やはりある程

度の規模っていうものがないと、なかなか採算

性っていうのはとりにくいと思っております。

特に、やはり建設費用が高くつきますので、ま

ず、やはり補助事業に乗るようなある程度の規

模がないと、なかなか採算性は厳しいと思って

おります。ただ、今まで数年間の間に可能性調

査もやってきましたし、そういったものをベー

スに、今後、先ほど緒嶋委員のほうからもあり

ましたように、やはり採算性も十分勘案した上

で事業のほうの推進を図っていって、できるだ

け地域にある資源を活用して、土地改良区等の

維持管理費の軽減、また、地域の活性化のほう

に取り組んでいきたいというふうには考えてお

ります。

○横田委員 先ほど、大淀川左岸の話がありま

したけど、これは広沢ダムのことだったですよ

ね。例えば、綾川にしても大淀川左岸側にして

も、管の中を水が通っているわけですよね。だ

から、非常に圧力も、当然水圧もあるし、ああ

いう事業で小水力発電が利用できたらかなり可

能性もあるんじゃないかなと思うんですけど、

国営のタイプの利用というのはできないもんな

んでしょうか。

○河野農村整備課長 ちょっと御紹介になりま

す。現在、国営かんがい排水事業で運転を開始

しておりますのは、先ほど申し上げました広沢

ダムだけになっております。ただ、本年度から

国営かんがい排水事業の西諸地区、浜ノ瀬ダム
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の小水力発電も運用を開始するということで、

こちらは約1,700キロワット級というようなこと

で、相当な規模になります。また、それ以外に

も、国営かんがい排水事業の尾鈴地区での、既

存の青鹿ダムっていうのがございますが、そち

らでも数十キロワット級の発電が開始されると

いうような状況にございます。

今、委員のほうから御指摘がありました、ダ

ムの維持放流以外のパイプライン等を利用した

発電、これについて当然聞き及ぶ範囲内でいき

ますと、上下水道あたりでそういった発電をさ

れているという事例も聞いております。ただ、

一つ、畑かんの場合でいきますと、常時一定量

が流れてるということがなかなかちょっと厳し

い。要するに、皆様方が水を使わなければパイ

プラインの水も移動しませんので、そういった

面でなかなかちょっと効率的に厳しい面はござ

います。ただ、確かに多量の水、そして高低差

もございますので、そこら辺の利用の可能性に

ついても引き続き検討はしていく必要があるの

かなというふうには考えております。

以上でございます。

○横田委員 農業用水、ずっとあちこち考えて

みても、１年通して水が流れるというのなかな

かないですよね。だから、非常に可能性として

は高くないのかなと思ったりもするもんですか

ら。でも、例えば綾川なんかは、ハウス園芸が

相当水を使いますから、１年中流れてるとは思

うんですよね、工事とかしない限りは。できる

だけ可能性を探って頑張っていただきたいと思

います。

もう一つ、土地改良費ですけど、これ土地改

良、当然来年度から始まる中間管理機構との絡

みがあると思うんですけど、どういうふうな絡

みになるのかをちょっと教えていただきたいん

ですけど。絡まないんですかね、全然。

○河野農村整備課長 確認でございます。歳出

予算資料の316ページの（目）の土地改良費って

いうことでの御質問という理解でよろしいで

しょうか。

○横田委員 はい。

○河野農村整備課長 当然中間管理機構で、今

後、農地の集積を図っていく上で、一つには、

やはり先ほど来、出てる中でも基盤整備等との

関係は出てくると考えております。地域のほう

がまとまっていけば、当方のほうで抱えており

ます公共土地改良事業費の、例えば圃場整備で

対応するとか、そういった部分も出てくると思

いますので、今後とも当課としましても中間管

理機構との連携を図りつつ、そういった事案が

出た場合には対応のほうをしていきたいという

ふうに考えております。

○横田委員 わかりました。

○髙橋委員 じゃ、いいですか、関連。今、土

地改良区の関係で、今の事業の７番に、240万の

統合化総合対策事業ってあります。ひところ土

地改良区の統合が盛り上がってた時期があって、

しかし、なかなか進まなかったというのが現実

あると思うんですよ。現状、どうなんですかね。

○河野農村整備課長 土地改良区、県内に170以

上ございます。大規模な土地改良区もごさいま

すし、一方で、もうそれこそ数ヘクタールしか

ないような土地改良区もございます。当然、土

地改良区がある以上はやはり運営をしていかな

ければいけないということで、やはり小規模な

土地改良区につきましては、なかなか運営が厳

しいというところもございますので、そういっ

た観点で現在、統合計画を策定して、その統合

のほうを進めているところではございますが、

ただ、なかなかやはり実際に始めますと、いろ
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いろやはり各土地改良区で御意見が異なるとい

うことで本年度１カ所、佐土原町のほうの東禅

寺と、あと鈴町っていう土地改良区、22ヘクタ

ール程度の土地改良区でありましたが、その合

併が行われたというような実績はございますが、

なかなかやはり統合となりますといろいろ御意

見が違う。そして、過去の事業をやった借金等

が残ってるというようなことも含めて、なかな

か統合が難しいっていう状況にはございます。

ただ、やはり土地改良区の運営の健全化という

観点からは、引き続き統合のほうを積極的に進

めていきたいというふうには考えております。

○髙橋委員 これは、いま一度本気になって取

り組まないと、というのが、中間管理機構の関

係、これ物すごく関連してくると思うんですよ。

いわゆる賦課金の違いがありますよね。という

ことは、農地の借り手が負担することになると、

農地によってこっちは安くて、こっちは高い、

さっき１万って、びっくりしました、私。うち

はたしか反当1,900円ぐらいだったと思いますけ

ど、今、特別賦課金でプラス1,000円ぐらい、あ

と出ると思うんですけど、もうそういうレベル

ですよね。ただ、私、酒谷地区でも３つあるん

ですよ。ひところ盛り上がって、ＯＢもひっく

るめて一つの土地改良で統合しようじゃない

かってなったんですけど、これもちょっともう

だめになりました。ここをしっかり整備しない

と、やっぱり農家間の不公平感とか、そうやっ

てできますから、いま一度、これ本気になって

やっていかないと、せっかくいいものを進めよ

うっていうときに、ここがネックになって農地

の集約できないということもあり得ますんで、

いま一度取り組んでいただきたいと思います。

○河野農村整備課長 ただいま委員の御指摘の

とおりで、やはりこの点につきましては、引き

続き積極的な推進のほうを図っていって、少し

でも実績を積み上げていきたいというふうに考

えております。

○前屋敷委員 土地改良に関連してですが、316

ページ、今の事項のもう一つ下の農地集団化事

業促進費というので、３番で換地の清算金が前

年度とすると倍以上にふえて７億4,500万という

金額が計上されてますが、ちょっとここのとこ

ろを具体的に御説明ください。

○河野農村整備課長 これ、いわゆる水田とか

畑の圃場整備、区画をいじる事業になりますけ

ど、そういったものをやったときに、例えばＡ

さんっていう方の土地、これ従前で、例えば３

反あって、道路に面するとか水路に面するとい

うことで、従前の評価というものを実施します。

それ以降、換地等で実際に工事を行って、その

後に再度評価を行いまして、どうしてもやはり

プラスマイナスゼロということに全員がならな

いということになりますので、工事後に評価が

上がった場合には、それに見合うお金のほうを

支払っていただくということになりますし、逆

に評価のほうが下がった場合には、お金を支払

わなければいけないという、そういった清算行

為が出てまいります。ここで、予算としまして

は、清算金として７億4,500万余上げております

が、実際上、これ法的には県と、県営事業であ

りますと事業主体である県、そして農家の間で

清算行為を行わなければいけないんですが、実

際なかなか県が直接やることはできませんので、

県と農家の代表であります土地改良区の間で清

算金のやりとりを行うと。それによりまして、

土地改良区はその後、農家と直接、農家との間

で清算行為を行うというようなことになります。

ですから、現実的に予算は計上しておりますが、

これは県から土地改良区に支払われて、同額が
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また県のほうに納められるということでの額に

なっておりまして、実際上はその土地改良区が

各農家との間で清算行為を行うというようなこ

とになります。

○前屋敷委員 この清算金の額が前年度の倍以

上というのはどういう考え方。

○河野農村整備課長 申しわけありませんでし

た。額的には、これ当然地区数の違いっていう

のが一つございます。昨年度、そういった換地

の清算を行う地区があったと。それが３地区で

あったものが、本年度もそれがふえた。また、

あと地区あたりの清算の額もそれぞれ実際やり

ますと異なりますので、そういったことで地区

数、そして額のほうがふえたというようなこと

になります。

○前屋敷委員 具体的には地域、地区はどのく

らいふえたんですか。額はそれぞれ高い低いあ

るんでしょうけど。４億3,800万ほど昨年とする

とふえてるんで、かなりの……。

○河野農村整備課長 申しわけありませんでし

た。平成25年度が６換地区で３億円余の予算の

ほう計上させていただいておりました。今回は、

７換地区というようなことで、額として７

億4,000万を計上させていただいております。

○前屋敷委員 １地区ふえてかなりの額、額が

かなり違いがあるということですね。

○河野農村整備課長 はい。委員御指摘のとお

りで、地区によって大小ございます。数百万の

地区から数億というような地区もございますの

で、その年々で金額のほうは増減をしておりま

す。

○前屋敷委員 わかりました。

それともう１点、311ページで、先ほど土地改

良負担金のところで御説明をいただいて、かな

り、311ページですね。11、土地改良事業負担金

のところですが、かなり負担金もふえていると

ころですが、ここのところで、先ほど御説明い

ただいた中で、大淀川右岸はもう完了したとい

うことで、濁り対策を26年度、行うということ

ですが、この濁りの原因っていうのは特定され

てるんですか。

○原畑かん営農推進室長 右岸地区の天神ダム

の濁水のことでございますが、濁水につきまし

ては、平成17年度の台風14号によりまして、ダ

ムの上流域の山で大規模な山腹崩壊が発生いた

しました。それが原因でダムの水が濁ったと。

山腹崩壊にしましては、林務、土木関係でかな

り復旧もしていただいておりますが、どうして

もダムの貯水池内に土砂もたまってるというこ

とで、若干濁りもあるということで、上のきれ

いな水、上流から清流バイパスをつくって今、

対応はいたしております。その抜本的な対応と

して、26年度から国営事業の国営施設機能保全

事業を開始するということにしております。

○前屋敷委員 一ツ瀬もかなり濁水の解決がさ

れないまま、かなりの長い時間がかかってるん

ですけど、もうここも台風発生以来、約10年ぐ

らい近くたってるということなので、抜本的な

ものが、原因も特定されながら、それが必要で

すけど、見通し的には難しいところでしょうね。

○原畑かん営農推進室長 今回、主な工事の内

容、この工事につきましては、今現在、詳細を

国のほうで検討中でありまして、まだ決定では

ございませんが、内容にしましては、ダムの貯

水池内に土砂流入を防止するために、貯水池の

ところで堰堤を１つつくりましょうと。あと、

２つ目に、ダムの下流に清水を放流するための

選択放流施設、これ棟を建てまして、水のきれ

いな上の部分を取水しまして、それを下流に流

そうと。３つ目は、ダムもできまして10年以上
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たっておりまして、ダムの管理をいたします水

管理施設も老朽化に伴いましたので、あわせて

改修工事をするというような内容になっており

ます。

○前屋敷委員 抜本的な対策で、ぜひ改善を図っ

てほしいと思います。いいです。

○山下委員長 いいですか。

○前屋敷委員 はい。

○山下委員長 ないですか。なければ……。

○日髙農産園芸課長 先ほどの御質問、髙橋委

員からの御質問で、学校給食の中で日向夏がど

れぐらい使われてるのかというような御質問を

いただいたところですけれども、一応県内でゼ

リーとムースということで、それとジャムが使

われてございまして、全体で原料換算ベースで

２トンというような状況だということでござい

ます。

○宮下農村計画課長 済みません。先ほど緒嶋

委員からの御質問に適切な数字の説明をしてい

ない部分がございましたので、再度説明をさせ

ていただきたいと思います。

310ページの国土調査につきまして、宮崎市

外16市町村とは、という御質問でありましたけ

ども、私、９市の市町村等含めて紛らわしい説

明をいたしました。

この16市町村につきましては、先ほど言いま

したが、９市の市町村が、綾と高鍋町がござい

ます。そのほか、再度質問いただきましたよう

に、完了してる町村が８つございます。高原町

だとか新富町、日之影町等も完了しております

が、これ、あわせますと10の町村になります。26

から10を引きまして、宮崎市ほか16市町村で

今、26年度の実施をしたいということでござい

ます。

改めて訂正させていただきます。

○山下委員長 いいですか。

なければ、先ほどの農産園芸の加工米のこと

でちょっと私も質疑をさせていただいたんです

けど、水の問題ですね。いわゆる水源の確保と

いうのが非常に、今からは水田の４つのタイプ

がまた選択ができるということで、新たな米政

策に水田の、田んぼでまた変えてくると思うん

ですよ。ＷＣＳが県内で今、4,000ヘクタールぐ

らい植えてあるのかな。4,000何ぼ。

○日髙農産園芸課長 大体4,000から4,500の間

でございます。

○山下委員長 いいですか。その中で、８万の

満額の給付ですよね。その給付を受けられてま

すか。というのは、一昨年もちょっと大きな問

題になって、去年もそうだったと思うんですが、

水不足のために、いわゆる市町村が全部調査し

て、これだったら満額、転作として認めますよ

とか、半分しか認めないとか、それがあったと

思うんですが、満額払ってますか。

○日髙農産園芸課長 四千数百ヘクタールの中

で大半について、ほぼ全量、全面積なんですけ

ども、ほぼ満額８万円いただいてるというよう

な状況でございますが、ただ、地域によっては、

例えば、事例を挙げれば高原町とかもあるわけ

なんですけれども、総合的な栽培をしたがため

に、ある程度減額されるとか、そういうような

取り組みっていうのもあるやには聞いてござい

ます。

○山下委員長 私も地域の中で、水が足らない

がゆえに思うように取水がいかなかったとか、

半分しか育たなかったとか、そういう問題が出

てまして、だから、これにまた加工米の新たな

栽培が入ってくると、やっぱり取水減っていう

のが非常に大きな問題になろうと思うんですが、

農村整備、農村計画のどっちが窓口になるかわ
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かりませんが、その水源の確保、そういう対策、

例えばボーリングをするとか、新たな水源を求

めるような施策っていうのがありますか。

○宮下農村計画課長 現在、直接的に水源をふ

やすということで、一つは、例えば河川協議で

別の水利権を獲得するとか、さらには、今申さ

れた、新しく井戸を掘るということが考えられ

ますけども、特に水利権のほうは非常に難しい

作業になるかと思います。さらに、井戸等につ

きましては、今、直接的にお答えできる事業等

がないわけですけども、今、山下委員長から御

指摘のありました件につきましては、全国の耕

地関係の担当者会議等でも、全国からこのよう

な心配が寄せられてるところであります。

さらに、特に、委員の地元の高木原等につい

ては、そもそもの土壌が火山灰であるというこ

とで、これまでの、先ほどの御質問にありまし

たように、転作等のために改善した結果として

水が乗りにくくなってるという事実は我々も認

識をしているところでございます。それにつき

ましては、今後、今、地下かんがい、南那珂等

で試験的に取り組んでおりますが、地下かんが

い等によりまして、かんがい水量を劇的に減ら

していく技術を普及するとか、また、耕盤のつ

くり方につきましても、また試験場等と研究を

しまして、新たな対策等も考えていかなければ

ならないと、考えておりますが、今、御質問に

ありました直接的に井戸を、水不足に対して掘

れるというのを持ち合わせてない状況でござい

ます。

○山下委員長 ぜひ、加工米の新たなやっぱり

栽培体系が入ってきたということで、都城で150

～160町歩ぐらいやったかな、割り当てが入って、

集落営農とも協議する中で出てくるのは水なん

ですよ。水がなと。もう非常にやっぱり、いい

事業だと思ってるんですけど、やっぱり水源の

確保が、特に早期水稲地帯の人たちも、やっぱ

しこういう加工米に取り組んでいくんであれば、

時期的な問題も出てくるし、やっぱり水源の確

保というのは非常に大きなネックになるかなと

思ってますから、ぜひ農産園芸のほうとも密に

連絡をとっていただいて、水源の確保等につい

ては、もうことしから、これ計画を上げていた

だくと大変ありがたいとそのように思ってます。

よろしくお願いいたします。

そのほか、皆さん方、ないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないようですので、以上で農村

計画課、農村整備課の議案の審査を終了をいた

します。

お疲れさまでした。また、あした10時から開

会をしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

暫時休憩いたします。

午後３時53分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

農政水産部次長
興 梠 正 明

（ 総 括 ）

農政水産部次長
郡 司 行 敏

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 中 田 哲 朗

農 政 企 画 課 長 鈴 木 大 造

ブ ラ ン ド ・
甲 斐 典 男

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 向 畑 公 俊

連 携 推 進 室 長 大久津 浩

営 農 支 援 課 長 工 藤 明 也

農業改良対策監 後 藤 俊 一

食 の 消 費 ・
和 田 括 伸

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 日 髙 正 裕

農 村 計 画 課 長 宮 下 敦 典

畑かん営農推進室長 原 守 利

農 村 整 備 課 長 河 野 善 充

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 日向寺 二 郎

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

漁港整備対策監 木 下 啓 二

畜 産 振 興 課 長 押 川 晶

家畜防疫対策課長 西 元 俊 文

工 事 検 査 監 岩 永 修 一

総合農業試験場長 井 上 裕 一

県立農業大学校長 山 内 年

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 岩 﨑 充 祐

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 委員会を再開いたします。次に、

水産政策課、漁村振興課の議案の審査を行いま

す。

水産政策課から順次説明を求めます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の平成26年度歳出予算説明資料の321ペ

ージをお開きください。

水産政策課の当初予算額は、一般会計で24

億9,634万2,000円、沿岸漁業改善資金特別会計

で１億3,638万8,000円、合計で26億3,273万円を

お願いいたしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

324ページをお開きください。

上段の（事項）資源培養管理対策推進事業費

の説明欄１のカサゴ資源管理自律化支援事

平成26年３月13日(木)
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業1,037万3,000円でございますが、これは、宮

崎海域カサゴ資源回復計画における管理措置と

して行われますカサゴ種苗生産と放流を支援す

るものでございます。

次に、その下の（事項）水産金融対策費の説

明欄１の漁業近代化資金利子補給金7,5 2 8

万6,000円でありますが、これは、漁業者等の漁

船建造やエンジン、機器類の更新などを促進す

るための低利融資制度である漁業近代化資金貸

し付けにおける利子補給金でございます。

次に、その下の４の漁業協同組合機能・基盤

強化推進事業５億1,847万6,000円でございます

が、これは、漁協の信用事業譲渡に際して必要

となります譲渡不足金等の借入金の金利負担を

軽減し、経営改善計画の円滑な実施を支援する

ため、低利融資を行う信漁連に預託するもので

ございます。

次に、325ページをごらんください。

上段の（事項）資源管理・漁業経営強化促進

対策費の説明欄１の新規事業「沿岸漁業回復に

よる儲かる漁業の推進事業」につきましては、

後ほど委員会資料にて御説明いたします。

次に、中ほどの（事項）水産物流通加工対策

費の説明欄３の新規事業、これも宮崎のさかな

ビジネス強化・拡大推進事業でございますが、

これも後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、下段の（事項）地域漁業経営改革対策

費の説明欄１の漁業経営安定対策資金４億5,000

万円でございますが、これは、燃油価格等の高

騰に備えた国の漁業経営セーフティーネット構

築事業への加入を促進するために、信漁連が実

施する無利子貸付事業を支援するため、必要な

原資を貸し付けるものでございます。

次に、２の日本一のキャビア産地づくり支援

事業3,874万2,000円でありますが、これは、安

定したキャビア生産・販売体制の構築のため、

より安定した種苗供給体制をつくるとともに、

キャビア加工技術の確立、販売等の支援を行う

ものでございます。

次に、３の新規事業「儲かる漁業転換促進事

業」につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、326ページをお開きください。

中ほどより下の（事項）漁業取締監督費の説

明欄３宮崎県内水面振興センター経営基盤強化

対策資金２億円でございますが、この事業は、

一般財団法人宮崎県内水面振興センターに対し、

運転資金として無利子の短期融資を行うもので

ございます。

次に、説明欄４の密漁防止体制強化対策事

業6,763万6,000円でございますが、これは、内

水面振興センターの内水面秩序維持の取り組み

の支援や、県が行いますシラスウナギ密漁取り

締まりや条例に基づく立入検査等の補助的業務

を内水面振興センターに委託するものでござい

ます。

次に、327ページをごらんください。

（事項）水産業試験費１億2,245万3,000円で

ございますが、これは水産試験場の試験研究に

要する経費でございます。水産資源の持続的利

用、種苗生産技術の開発、藻場造成技術の開発

及び鮮度保持技術の開発など、各分野の課題に

取り組むこととしております。

続いて、328ページをお開きください。

沿岸漁業改善資金特別会計１億3,638万8,000

円でございますが、これは、沿岸業者について、

経営改善、生活改善及び新規着業に必要となる

資金を無利子で貸し付けるものでございます。

なお、貸付枠は、説明欄１にありますとおり

１億3,542万5,000円をお願いいたしております。
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次に、新規・重点事業について御説明いたし

ます。

常任委員会の資料のほうの31ページをお開き

ください。

沿岸資源の回復による儲かる漁業の推進事業

についてでございます。

１の事業の目的・背景にございますように、

資源が減少しているアマダイやイセエビについ

て資源の回復を図るとともに、藻場の減少によ

り生産が低迷しているウニの増産を図り、漁業

者の収入を増加させるものでございます。

右側の32ページの図をごらんください。

中段のところに現状があります。そこにお示

ししますように、資源評価の結果で、アマダイ

については資源量が低水準である。イセエビも

中程度ながら減少傾向である。また、ウニにつ

いては、餌である海藻に対してウニの密度が多

く、実入りが悪いことが問題となっております。

このため、下の対策にありますように、アマ

ダイでは、漁を休む休漁等の措置によります親

の魚の保護と稚魚の放流、イセエビにつきまし

ては、一定の大きさに達しない小型エビの再放

流、ウニについては、適正な密度まで取り除き、

海藻とウニのバランスをとることで実入りの改

善を図ることを行ってまいります。

これらの取り組みにより、それぞれの資源の

回復や増加、さらに藻場の回復を図り、漁獲量

の増加につなげることにより、沿岸漁業におけ

る儲かる漁業を推進してまいります。

具体的には、31ページ、左側のページの２の

事業の概要の（５）事業内容にお示ししており

ますように、①のアマダイ資源回復計画実践支

援事業では、計画づくりや漁業者の影響緩和及

び稚魚の放流を実施いたします。

また、②の資源評価強化・資源管理計画策定

加速事業では、小型イセエビの買い上げで再放

流をするし、その効果の実証を行います。

③の藻場回復によるウニの増産事業では、ウ

ニ除去活動経費については、別途国の支援がご

ざいますので、この事業では、適正選定やグル

ープ等の指導を行うこととしております。

上の（１）にありますように、予算額は878

万4,000円、事業期間は平成26年度からの３年間

をお願いいたしております。

次に、33ページをお開きください。

宮崎のさかなビジネス強化・拡大推進事業に

ついて御説明いたします。１の事業の目的・背

景にございますように、漁業者の収益性向上や

本県水産物のビジネスの強化・拡大を行うため、

その体制づくりとマーケットによる商品づくり

等を推進するものでございます。

右の34ページの一番下の図をごらんください。

点線から上に現状を示しておりますが、右端

にあります漁業者が１番において水揚げをし、

仲買人、加工業者を経由して鮮魚や加工品が消

費者に提供されております。しかし、依然とし

て漁業者の所得は低く、本県の水産加工品の出

荷額は、他県に比べて低い状況でございます。

そこで、これらを解決するため、点線から下

のとおり、市場の合理化を進めるとともに、新

たに商品づくりと販売を担う体制として、図の

中ほどに示しております漁業関係団体が運営す

る県域的漁協系統販売組織及びこれと連携する

加工業者や漁協等がつくる６次産業化ネットワ

ークを設置をいたします。

また、これらの体制の商品づくりや販売を支

援するため、図の下にお示しをしております水

産物マーケティング戦略会議を新たに設置し、

消費者から求められる商品づくり、効果的なＰ

Ｒなどを進めてまいります。
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具体的には、左の33ページの２の事業の概要

（５）の事業内容にありますように、①の新し

い水産物販売体制構築事業においては、県域的

な漁協系統販売組織づくりや市場統廃合に向け

た取り組みを支援するとともに、６次産業ネッ

トワークの構築を進めます。

また、②の戦略的商品づくり推進事業におい

ては、水産物マーケティング戦略会議の運営、

効果的な商品情報の提供、商品づくりを支援し

てまいります。

上のほうに記載しておりますが、予算額

は1,547万6,000円、事業期間は来年度からの３

年間をお願いいたしております。

次に、35ページをお開きください。

儲かる漁業転換促進事業についてでございま

す。

１の事業の目的・背景にありますように、収

益性が低下している漁業経営を立て直すため、

漁船規模などの構造的な課題を解決するための

経営モデルをつくるとともに、モデルの普及を

図り、漁業の再生につなげるものでございます。

36ページの図をごらんください。図の上半分

が、儲かる漁業のモデルづくりでございます。

まず、県関係団体で構成する協議会で策定し

たモデルにつきまして、公募または選定した業

者グループが県等の支援のもとで実証した後、

効果を検証し、完成したモデルは普及方針に掲

載をし、広く漁業者に情報提供をいたします。

次に、下半分に示す儲かる漁業への経営転換

実践事業では、経営改善を希望する者について、

経営管理指導協会、普及員等でつくる指導改善

協議会において、船の建造等の資金が必要な場

合の償還計画も含め、経営改善計画づくりの指

導を行います。

その後、審査会において妥当な計画と認定さ

れた場合には、融資枠の拡大や金利低減という

優遇措置を設けることとしております。これら

により、儲かる漁業モデルの普及を図ってまい

りたいと考えております。

具体的には、左の35ページの２の事業概要の

（５）事業内容に記載しておりますとおり、儲

かる漁業実証事業では、協議会の運営や実践グ

ループの活動助成を行うこととしております。

また、②の漁業経営転換促進事業においては、

経営改善指導体制の運営やモデル導入後の継続

的な経営指導等を行うことにしております。

なお、融資における優遇措置につきましては、

漁業近代化資金にて対応することとしておりま

す。

上のほうに記載がありますが、予算額は574

万3,000円、事業期間は来年度からの３年間をお

願いいたしております。

最後に、債務負担行為について御説明いたし

ます。

同じ資料の４ページをお開きください。

表の下から２番目でございます。水産政策課

の欄にありますように、平成26年度漁業近代化

資金利子補給等について、その期間、その限度

額を設定するものでございます。

水産政策課は以上でございます。よろしくお

願い申し上げます。

○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます。

お手元の平成26年度歳出予算説明資料の329ペ

ージをお願いいたします。

漁村振興課の平成26年度の当初予算額は、一

般会計で35億8,457万円をお願いしてございま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

331ページをお開きください。
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２番目の（事項）漁場保全対策費の363万3,000

円でございます。説明欄１の改善事業「養殖魚

の安全・安心推進事業」につきましては、後ほ

ど委員会資料で御説明させていただきます。

次に、その一つ下の（事項）内水面漁業振興

対策費の１億9,400万4,000円でございます。こ

れは、河川の魚類資源維持を図るために要する

経費でございますが、説明欄１の河川放流委託

事業につきましては、アユやヤマメ等の稚魚の

放流を実施するものでございます。

また、２の内水面生態系保全活動推進事業費

につきましては、内水面域の生態系の保全やＫ

ＨＶ病などの特定疾病に対する危機管理体制に

よりまして、疾病発生時の回収等に対応するも

のでございます。

次に、一番下の（事項）栽培漁業定着化促進

事業費の１億1,111万8,000円でございます。

332ページをお開きください。

説明欄１の栽培漁業施設管理費につきまして

は、水産振興協会に運営をお願いしていますが、

元栽培漁業センターの種苗生産棟の老朽化した

施設の改修を行うものでございます。

次に、その下の３のカンパチ養殖経営改善実

証事業につきましては、カンパチ養殖におきま

して生産コストの削減による経営改善を図るた

め、良質で安価な県産人工稚魚の生産・供給体

制を構築するとともに、人工産稚魚と配合飼料

を組み合わせた養殖の有効性を実施をするもの

でございます。

次に、（事項）漁業生産担い手育成事業費の444

万7,000円でございます。

説明欄１の事業みやざき未来の漁業担い手確

保育成対策事業では、漁業就業者の減少と高齢

化に対応するために、国の青年就業準備給付金

制度と連携しながら、漁業研修の充実や研修終

了後の求人側との適正なマッチングの実施、就

業後のフォローアップなどによりまして、本県

漁業の担い手を育成するものでございます。

次に、333ページをごらんください。

上から３番目の（事項）水産基盤（漁場）整

備事業につきましては、後ほど委員会資料で御

説明させていただきたいと思います。

次に、334ページをおあけください。

一番上の（事項）県単漁港維持管理費の１

億2,283万3,000円でございます。これは、漁港

区域内施設の維持・補修や航路・泊地の浚渫工

事等を行い、漁港施設の機能回復を図るもので

ございます。

説明欄の１の浚渫工事では、宮浦漁港ほか５

漁港を予定してございます。それの一番下の（事

項）水産基盤（漁港）整備事業費につきまして

も、後ほど委員会資料で御説明させていただき

ます。

次に、336ページをごらんください。

（事項）漁港災害復旧事業費の１億7,442

万8,000円と、その下の（事項）水産施設災害復

旧事業費の6,859万4,000円でございます。これ

らは、台風等で災害が発生した場合の調査費や

復旧工事に要する経費をそれぞれ計上させてい

ただいてございます。

続きまして、平成26年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。

委員会資料の37ページをお願いいたします。

改善事業の「養殖魚の安全・安心推進事業」

でございます。

まず、右側の38ページのほうをごらんいただ

きたいと思うんですが、上のほうの枠で示して

おりますところに魚病被害量の推移と書いてご

ざいます。ワクチンの接種とか、そういう指導

・普及、適正な投薬指導に努めてまいりました
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結果、魚病による被害というのは、直近５カ年

平均で年290トン程度、平成13から17年の年平均

が508トンに比べまして、被害の軽減が図られて

ございます。

しかしながら、漁場環境の変動、種苗性への

問題、新たな魚病の侵入等によりまして、病気

の発生が多発する年が見られるなど、養殖場の

継続した監視と病気の早期発見・対応が引き続

き必要でございます。

そこで、下のほうに書き示しております魚病

対応・養殖指導体制のフォロー図のように関係

機関で協力しながら、今後とも漁場ごとの養殖

実態の監視や飼育管理・環境調査等を行うほか、

魚病発生時の水産用医薬品の適正使用につきま

して巡回指導等を実施することで、漁場環境が

良好な状態で維持されて、持続的な養殖生産が

可能となるとともに、被害の軽減によりまして、

養殖業者の経営改善・収益性の向上を図れるも

のと考えてございます。

左の37ページに戻っていただきまして、２の

事業の概要でございます。予算額が363万3,000

円、事業期間が26年度から３カ年。

（５）の事業の内容でございます。

①の海面養殖実態監視・指導事業におきまし

ては、養殖漁場の環境保全、適正利用を図るた

めの養殖実態の把握や養殖業者の漁場改善計画

の実践・指導を行うものでございます。

②の魚病発生予防・まん延防止事業におきま

しては、巡回指導等によりまして、水産用医薬

品に関する指導、魚病検査、新たな疾病の侵入

監視等のほか、魚病検査機器の更新を実施する

ものでございます。

③の天然種苗導入状況等確認事業につきまし

ては、養殖に関します国の管理強化や輸入割り

当てにかかわります新たな制度の施行に対応す

るためのものでございまして、クロマグロの稚

魚とか、養殖用輸入カンパチに関します確認な

どを行うものでございます。

続きまして、39ページをごらんください。

水産基盤（漁港・漁場）整備事業でございま

す。これも右側の40ページをごらんください。

まず、左側の漁港整備でございます。白丸の

４つの体系によって整備を進めてまいります。

１つ目の静穏度の確保と災害に強い基盤整備

では、水産物の安定供給や漁業者の作業環境の

向上、台風や地震・津波災害等の被害軽減のた

めに、防波堤や岸壁等の整備を行うほか、計画

的かつ適切な老朽化対策では、老朽化施設の長

寿命化や更新コストの平準化・縮減を図るため

に、漁港施設の機能保全工事を実施します。

また、漁船及び就労作業の安全確保対策では、

就労作業の安全性確保や係留船等の財産保全の

ために、防風柵等の整備を行うとともに、快適

な漁村環境の保全・整備におきましては、快適

で潤いのある漁村空間の形成のために、緑地広

場等の整備を行います。

次に、その右側の漁場整備についてでござい

ます。１つ目の魚礁漁場の効果的な整備につき

ましては、安定的な漁獲や燃油等のコスト削減

を図るために、浮魚礁を用いた漁場の整備を行

うほか、漁場の基礎生産力の向上では、餌環境

の向上や資源の増大を図るため、マウンド型魚

礁による増殖場整備を行うこととしております。

これらを実施することによりまして、水産資

源の適切な利用管理や漁港機能の強化と漁村の

活性化に努めてまいりたいと考えております。

左側の39ページに戻っていただきまして、２

の（１）の予算額でございますが、21億6,930万

円をお願いしております。

中ほど、（５）の事業の内容でございますけど
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も、①の漁場の整備を実施します水産環境整備

事業から⑥の漁港環境や海岸保全施設の整備を

実施します農山漁村地域整備事業によりまして、

漁場、漁港及び海岸施設の整備を推進してまい

りたいと考えております。

次に、常任委員会資料の51ページをお願いい

たします。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」の県立高等水産研修所宿泊

室等使用料の改正についてでございます。

県民の方々が、県立高等水産研修所の宿泊室

及び体育館を利用される際に使用料を徴収して

おりますけども、消費税が引き上げられること

に伴いまして、使用料の改定を行うものでござ

います。

次に、右の52ページをごらんください。

議案第23号「宮崎県漁港管理条例の一部を改

正する条例」でございます。

これにつきましても、消費税率の引き上げに

伴い、宮崎県漁港管理条例で定めます漁港施設

や漁港用地の使用料及び占用料の一部について、

所要の改定をするものでございます。

あけて53、54ページをごらんください。

今回の改正に伴います漁港管理条例の別表１

及び別表２の該当部を示したものでございます。

最後に、59ページをお願いいたします。

議案第58号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」でございます。

漁村振興課分につきましては、下の表にござ

いますように、水産基盤整備事業に要する経費

に充てるため、市町村負担金を徴収するもので

ございます。地方財政法第27条第２項の規定等

によりまして、議会の議決に付すものでござい

ます。

この負担金の設定に当たりましては、あらか

じめ対象となります市や町の意見をお伺いし、

その結果、異論がない旨の回答を得たものでご

ざいます。

なお、負担金の割合は、事業費の100分の10と

してございます。

漁村振興課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○山下委員長 以上をもって、議案に関する説

明が終了いたしました。

これから、委員の皆さん方から質疑を承りた

いと思います。

○髙橋委員 水産政策課、324ページの水産金融

対策費の説明がありました４番、漁業協同組合

機能基盤強化推進事業」、信用事業を統合すると

いう事業を提案されていましたよね、もう実際

やられてます、このことなんですよね。で、こ

れ始まりは25年度の事業でしたですよね。スタ

ート、ちょっと記憶が定かでないもんですから、

この事業の取り組み状況をお願いします。

○成原水産政策課長 平成24年の９月に漁業協

同組合が信用事業を実施する中で、非常に厳し

い状況になっているということで、信用事業の

みならず経済事業も非常に苦しい状況であると

いうことで、これからどういうふうに改善して

いくのかということで、基本方針を立てさせて

いただいたところでございます。

その中で、信用事業については、全漁協とも、

信用実施組合は17ありましたけれども、全部信

連のほうに譲渡しましょうという決定がされた

というところで、翌年の平成25年度予算におい

て、このような低利融資の仕組みを信連が行い

ます低利融資を、県とそれから市町村それから

国のＪＦマリンバンク支援協会というところも

含めて、全体で支援していこうという枠組みを

つくりまして予算化をしたというところでござ
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いまして、譲渡につきましては、現在、７つ目

が事業を譲渡したというような状況になってお

ります。

○髙橋委員 めどとして、17あるとおっしゃっ

たじゃないですか、今、７つ目までが譲渡した

ということで、最終的にいつをめどとして統合

されるのか、信用事業がまとまるのか、その辺

をちょっと教えてください。

○成原水産政策課長 現在の計画では、27年度

に完了するということでございます。あくまで

も、現時点の計画でございますので、実績値と

してずれる可能性は含んでますが、それを目標

に進めているというところでございます。

○髙橋委員 いろいろと事故とか事件もあった

りして、漁業体の弱さといいますか、そういう

ところもあって、一つにまとまれば大変ありが

たいと思います。

引き続き、委員会資料の31ページで御説明が

ありました沿岸資源の回復による儲かる漁業の

推進事業というところで、いろいろ資源が少な

くなっている関係で対策をいただくということ

でありがたい事業でありますが、ちょっとお聞

きします。

実は、イセエビにしてもいろいろ原因という

のが、これだということが確定されていないん

ですが、余り言いたくはないですけど、漁業者

がとり過ぎとか、あるいは規定外のものをとっ

ているというようなこともちらほら耳に入って

たりして、それで、この②にありますけど、小

型エビを買い上げていただけるんですね。買い

上げて放流する、漁業者にとってありがたいこ

とですけど、その辺をもっと詳しく教えてくだ

さい。

○日向寺漁業・資源管理室長 今のこの新規事

業の沿岸資源の回復による儲かる事業の推進事

業のイセエビの部分でございますけれども、こ

ちらのほうは、今確かに漁業者のほうで、現在、

漁業調整規則上は体長15センチ以下のものは放

流ということになっておりまして、その15セン

チを超えてはいるんですけれども、かなり小型

なものもとられているということでございまし

て、ただ、小型のものを余りとると価値も低い

ということもございますので、なるべく大きく

してとろうということで、そのために漁業者の

皆様に、９月期間が始まるんですけれども、そ

のときに、小型のときにとってしまうのではな

くて、もう少し後になって、例えば年末になり

ますと魚価も上がりますので、そういったとき

に少しでも大きくして、なおかつ魚価の高いと

きにとってもらおうと、そういうところで、そ

ういうことを理解をしていただこうということ

で、小型のエビを一部買い上げまして放流しま

して、それをまた、後ほど試験的にとって、ど

のぐらい大きくなったかというのを実感しても

らおうということでございまして、実際には、

今のところ予定しておりますのは、県北と県中

と県南、それぞれ１地区ずつ、まだどこかは決

めてはおりませんけども、そこで、おおむね１

地区200尾ぐらいを買い上げようと、今考えてお

ります。

○髙橋委員 200尾、200個ですね。

○日向寺漁業・資源管理室長 これは200尾でご

ざいます。あくまでも、小型のものをとるのを

控えて、後でとったときに、どのぐらい大きく

なったかというところと、あと小型のエビをと

らないで逃した場合、どのぐらい採捕率がある

かというところを調べるための試験的に行うも

のでございますので。一部、全ての小型のエビ

を買うということではございません。

○髙橋委員 １モデル地区、200だというふうに
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思うんですけど、200尾というのはたかが知れて

ると思うんです。だから、これはモデル地区で

すから、そこに漁業者というのは限定されるん

でしょうか。

○日向寺漁業・資源管理室長 あくまで地区ご

とにやっていきますので、それ限定はもちろん

されてくると思いますけれども、あくまで漁業

の補償というとか、そういう意味でやっている

ものではございませんので、あくまでも試験と

いうことで、小型のエビをとり控えることで、

後々どのくらいの価値が上がるのかということ

を漁業者の方に実感してもらうということで行

うものでございます。

○髙橋委員 漁業者の方は知ってらっしゃると

思うんですよね。小型のエビでも商売になって

るというのは現実であって、悩ましいところも

あるみたいですけど、確かに年末はキロ１万前

後いたします。非常に高価な品物ですので、何

とか漁業者の方々の意識ですよね、しっかり、

ここ辺をやっぱり変えてもらって、行く行くは

自分たちに不利益が振りかかってきているわけ

ですよ。そのことを、また今後とも、こういう

事業を通してうまくやっていただきたいと思い

ます。

次に、33ページのビジネス強化拡大推進事業

でありますが、６次産業化ということで、本県

重要政策の一つとしてやっていただいているわ

けで、水産物もその一つだと思いますけども、

新たな商品開発支援事業で500万という予算づけ

でありますが、３分の２の国の事業ですけど、

私が感じるところ、いわゆる農業とどうしても

比較をしたときに、もちろん単純に比較しては

いけないんでしょうけども、予算づけとか、あ

るいは取り組みの状況を見ると、ちょっと弱い

ところを感じるもんですから、何かこう物足り

なさですというか、その辺を感じるんです。も

うちょっと何かこう、これで新たな商品開発が

しっかりとできるのかどうか、その辺をいま一

度説明ください。

○成原水産政策課長 この事業の内容でも御説

明いたしましたけれども、漁業の場合、結局水

揚げをするというところは、今まで、産地市場

に水揚げをするということで価格形成が起こっ

ていたという状況であるわけですが、御承知の

とおり所得は低いという状況にありますから、

そこから販売先、それから付加価値のつけ方、

これをしっかりと漁業者サイドがやっていく、

取り組む体制づくりがまず大事であろうという

ところでございます。

そして、一遍にはなかなか、体制の育成とい

う部分もありますし、それから、積み上げとい

うことが若干必要なプロセスというものが必要

でありますから、直ちに、体制が商品をどんど

んとつくっていくような状況にはないと思いま

すので、初年度については、しっかりと着実に

この商品をつくっていくということを皆さんに

やっていただくということを想定しつつ、この

お金は６次産業化ネットワーク交付金、国の交

付金を活用した予算でございますけれども、そ

れをしっかりと使って礎をつくっていきたいと

いうふうに考えております。

○髙橋委員 改めて確認しますけど、付加価値

をつけるということで、今おっしゃったわけで

すけど、いわゆる魚を加工するということです

よね、付加価値をつけるというのは。わかりま

すか。

○成原水産政策課長 付加価値については、さ

まざまに方法論があると思います。

鮮魚でもそのニーズにぴったりと合った販路

に売ることによって、通常の市場価格よりも高
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くできる。それから、活魚についても同じよう

なことが言えるでしょう。

さらに、加工についても、加工という形で今

まで原料供給だけにとどまっていた部分を業者

サイドがやることによって、付加価値をとるこ

とができるんだろうというふうに考えています

んで、さまざまな方法が、私はあると考えてお

ります。

○髙橋委員 おっしゃったことは、よくわかり

ます。私も質問しましたけど、魚の場合には、

売り方によると制限がありますよね。だから、

いろいろとこう農産物と違って小回りもなかな

かききにくいし、衛生管理等のいろいろな絡み

もあって、その辺をしっかりフォローしてあげ

ないとなかなか、確かにおっしゃるように、鮮

魚も付加価値をつけることによって、消費者に

しっかり売り込めることができるわけで、いろ

いろと工夫していただいて、漁業者の所得が上

がるような取り組みをお願いしたいと思います。

次に、35ページ、儲かる漁業転換促進事業で、

当たり前のことをお聞きするんですけど、36ペ

ージのこのフロー図、促進事業のところ見て、

今までもやってきてらっしゃることだと私は

思ったんです、経営改善の指導をやったりです

ね。

だから、今までの率直な反省のもとに、今回

こういう手法をまた加えたとか、そこ辺の違い

というのが特徴あれば、いま一度教えてくださ

い。

○成原水産政策課長 委員のおっしゃるとおり、

儲かるモデルづくりですね、上のほうのその仕

組みの活用については、従来から国の事業及び

県単事業を活用して、新しい創業モデルをつくっ

てきたというところでございますが、やはりモ

デルをつくるに当たっては、その限定的な漁業

者にならざるを得ないと。例えば、カツオでも

数パターンの取り組みに終わる、限定的になら

ざるを得ないというところがございます。

私ども課題として考えていたのが、いかに多

くの漁業者に、そのモデルを普及するかという

ポイントでございまして、儲かる漁業モデルづ

くりにおいては、しっかりとした体制の中で普

及方針という形で、情報を広く漁業者の方に提

供するということが新たに加わっております。

そして、その先に、具体的にモデルをつくる

漁業者ではない普通の一般の漁業者に、そのモ

デルを普及するために経営改善の指導、それか

ら認定を受ける形によって金融の有利なメリッ

トを提供して、モデルの普及を促進していこう

ということで、さらにフローの右端に書いてあ

りますように、それだけではなくて、その後の

進捗状況、経営改善のモニタリングをずっと続

けていくことによって、着実に儲かる漁業にし

ていこうというような取り組みでございまして、

従来の取り組みを補強して広く一般に普及する

ということがポイントでございます。

○髙橋委員 農業もそうなんでしょうけど、漁

業も、いわゆる儲かる人にしっかりつくってい

ただいて、その人がお手本になって情報をしっ

かり発信していただければ、周りの方々もそこ

に見習って経営改善されていくでしょうから、

よろしくお願いしたいと思います。

最後になりますけど、漁村振興課の332ページ、

漁業生産担い手育成事業費というところで447

万7,000円計上されていますが、漁業の場合には

されなかったなと思って説明聞いてたんですけ

ど、今回、林業のほうも緑の青年就業準備支援

事業ということで給付金を準備されました。漁

業もこういったところの取り組みがあってよ

かったんじゃないかなと思って、改めて聞きま
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すが、どうでしょうか。

○神田漁村振興課長 漁業の場合は、国のほう

から全国漁業後継者育成確保センターという別

な組織に事業が行きまして、それが直接漁業就

業者に来るという、林業とか農業の場合は県に

１回そういう予算が来るという形になってます

が、水産の場合は直接県に来ないもんですから。

で、先ほど申しました、いわゆる国の制度と連

携しながら、この予算で確保していくという形

で考えているところでございます。

地元の漁業者に関しましては、申請とか、そ

ういう就業者の手続なんかですか、この給付金

を受けるための手続用のアドバイスは、私ども

も関知していくというような形を考えておりま

す。

○髙橋委員 わかりました。漁業の場合にも、

就業するためのそういう資金の援助というのが

あるということで、林業の場合には月額12

万5,000円、今度給付するんですよ、10人らしい

ですけど。

今じゃなくてもいいですけど、また後ほど、

もう少し具体的に月額とか、あと期限とか、い

ろいろ人数とか、枠とかあると思うんですよ、

そういったところを教えてください。

○神田漁村振興課長 漁業の場合は、国の要綱

上、いわゆる漁業学校と言われる、宮崎県でい

えば高等水産研修所の研修生が大体対象となり

ます。金額では、年額150万円の２カ年という形

で、そういう仕組みになってございます。

○髙橋委員 人数には枠はないんですね、制限

とか。

○神田漁村振興課長 人数には制限はございま

せんが、要は漁業学校というところに所属する、

ないし、それに準じたところで研修を受ける者

という制限はございます。

○髙橋委員 知らなかったものですから細々聞

きますが、漁業学校ってどこにあるんですか。

○神田漁村振興課長 漁業学校、国のほうでそ

ういう話をするんですけども、宮崎の場合は高

等水産研修所。と、あとはほかにそういうとこ

ろが似たところというのは北海道とか静岡とか。

そういうところにあります高等水産研修所と似

たような施設と考えていただければと思います。

○髙橋委員 はい、わかりました。

○前屋敷委員 予算説明資料の325ページで、一

番下です、漁業経営安定化対策資金４億5,000万

円、これは毎年予算化をされておりますが、燃

油の高騰などに対応するということで低利で貸

し付けるということですが、活用の状況などは

どんなでしょうか。やはり燃油高騰は漁業者の

皆さん方には経営上、非常に響いているという

ことなので、どういう役割が果たせているのか

という状況を。

○成原水産政策課長 ことしのセーフティー

ネットの加入状況でございますが、最初、年度

初めには501経営体が加入をしておりました。そ

れを、国の対策も７月に打たれまして、我々と

連合会が一緒になって加入促進をかけましたと

ころ、結果として572に最終的にはふえてござい

ます。

現在の補填の状況でございますけども、補填

額全体として５億7,100万程度の補填金が支払わ

れております。

ただし、本県の場合は、半分を漁業者が負担

をしておりますし、そのお金をこの事業でお貸

しをしておりますので、実質的な受取額はこの

半分ということになると思います。そんな状況

でございます。

○前屋敷委員 返済については、これはどんな

ぐあいなんですか。
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○成原水産政策課長 国の補填金が支払われた

都度、その半分をお返しいただくような形になっ

ております。

○前屋敷委員 その補填金から支払っていくと

いう形なんですね。今後の見込みあたりはどん

なですか。燃油の高騰状況などにもいろいろよ

るでしょうけれども、もっとふえるという可能

性がありますか、加入状況も含めて。

○成原水産政策課長 かなり我々も加入促進の

活動を一生懸命してきましたけれども、やはり、

ごく沿岸の業者の方々は燃油使用料がさほど大

きくないということもあって、これ以上大幅な

加入増というのは、現在のところ見込めないの

ではないかなというふうに考えております。

○前屋敷委員 はい、わかりました。

それと、漁村振興課で332ページの先ほど来お

話が出ていました高等水産研修所の運営につい

てですが、予算で見ると、昨年度の倍ぐらいの

運営事業費の予算なんですが、この中身につい

て。

○神田漁村振興課長 運営事業費につきまして

は、来年は大体2,500万ぐらいなんですけども、26

年度につきましては、ここの高等水産研修所が

平成の９年ぐらいに設置というか、家屋を新し

くしましたんで、こういう老朽化に伴いまして

改修を予定してございます。その分が増額とい

う形になってございます。

○前屋敷委員 はい、わかりました。

それと、334ページの一番上の枠ですが、説明

のところの４番の海岸漂着物地域対策推進事業

で700万ですけれども、これは新たな予算化に

なっているんですが、この事業が特定して使わ

れる予算なのか、県内全体を対象にして予算化

されたものなのか、その辺のところを教えてく

ださい。

○神田漁村振興課長 これは、25年度の国の補

正の中で環境省が出された事業があったんです

けども、それが、いわゆる海岸漂着物地域対策

推進事業というのがございます。それが宮崎県

に入ってきまして、一応基金ができて、これで

宮崎県、いわゆる漁港海岸に関しまして、いろ

んな漂着物があった場合のそれの回収というた

めの事業費でございます。

○前屋敷委員 これは、国の25年度補正を新年

度の予算で位置づけたという形のものなんです

か。

○神田漁村振興課長 昨年も25年度補正で一応

組まさせていただいたんですけども、今回はま

た、25年度当初はなかったんですけど、25年度

補正で県のほうでも400万組まさせていただいた

ものでございまして、26年度はまた700万お願い

しているところでございます。

○前屋敷委員 はい、わかりました。

○神田漁村振興課長 25年６月補正でお願いし

た分でございます。

○前屋敷委員 はい、わかりました。とりあえ

ず、以上です。

○岩下委員 325ページのほうで、地域漁業経営

改革対策費ですか、１番で漁業経営安定対策資

金というのが出ておりますけども、大体これを

もう一度ちょっと詳しく、対象者とか、どういっ

た方々に出ているのかというのをちょっと聞か

せてください。

○成原水産政策課長 これは国の燃油対策でご

ざいますが、ある一定の水準を上回った場合に、

その補填金が支払われるという制度があります。

これが漁業経営セーフティーネット構築事業と

いう国の事業があるということなんですが、国

が１、漁業者が１拠出をしてお金をためておい

て、燃油が上がったときに、そこから補填金が
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支払われるというような仕組みになっておりま

す。ですから、全ての漁業者の方々が対象にな

る事業でございます。

当初、漁業者側の負担があるもんですから、

加入がなかなか進まなかったという課題を抱え

ておりましたので、信漁連と連携をしまして無

利子の融資貸し付けで漁業者負担のほうをして

いただこうということで、貸付事業を行ってき

たというのが、この事業でございます。

その結果としては、先ほども申し上げました

が、かなりの方々が、特にカツオ、マグロとい

う燃油を多量に消費する漁業の方々がほとんど

入っておられるような状況まで至っているとい

うことでございます。

○岩下委員 実は、私も疑問に思っているんで

すが、水産業だっていうふうに、職業って見れ

ば漁業従事者っていうふうに見ると思うんです

が、陸地に海水を揚げて、それで流しながらヒ

ラメとかカワハギなんかを養殖しているんです

よ。その業種は水産業でいいんですか、職業は

何になるんですか。

私なんか、これ当然漁業者だと思うんですけ

どね、水産業だと思うんですけども、当初、「い

や、それは、そんな職業は入ってないんじゃな

いか」というのが聞かれたもんですから、ちょっ

と聞かせてください。

○成原水産政策課長 一般論としての職業とい

う観点では、なかなか私も答えられないので、

いわゆる漁業制度の面から見たときにという解

釈なんですけれども、漁業法においては、漁業

を営む者、漁業に従事する者、これは漁業者で

あるというふうに規定をされております。今の

業態、委員の御説明の内容であれば、魚の養殖

業、魚類養殖業に従事するか、または経営をす

る者に該当をするのではないかと思います。

○岩下委員 ですから、結局、漁協には所属さ

れているんですよ。ところが、近代化資金とか

運営資金とか、そういったのを借り入れをした

いというときには、なかなか難しいという話が

あって、それで、いろいろ交渉していく中で、

じゃ、ぜひお願いしたい、借り入れをしたいと

いうときに、漁協によって─うちのほう漁協

ですけども、「今まで借り入れがないから融資は

できません」と、そういうような条件で言われ

ているということですから、また、ちょっとこ

れには該当しないかもしれませんけども、そう

いったことってあるんですか。

○成原水産政策課長 なかなか個別的な状況と

いうのにお答えするのは不適切かなと思います

ので、一般論としてお答えをするとすれば、い

わゆる漁協への貯金、まず、そういう口座開設

とか貯金というものが原則にはなるんだろうと

思います。

そして、あとは経営状況、必要とする事業計

画に適切な資産等があるかどうか、経営審査、

いわゆる融資の際に行われる経営審査などで通

らないか通るかというような関門があるかと思

いますが、一般論としては、その程度かなとい

うふうに思います。

○岩下委員 また、個別に聞かせていただきま

す、済みません。

○緒嶋委員 326ページ、内水面振興センターで

すけども、これは養鰻業やらの振興のためとい

う、これは事項では取り締まり監督ということ

だが、内水面の密漁を取り締まるために内水面

振興センターはできたわけですか。私は養鰻業

の振興のためにできたと思うんだが、取り締ま

りのためにできたのかどうか、この事項そのも

のがどうか、ちょっとおかしいんじゃないかと

思って。
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○成原水産政策課長 委員御指摘のとおり、平

成６年設立をされたというところで、目的とし

ては、やはりその当時の養鰻業の非常に厳しい

状況が背景にあって、密漁だとか、外国への密

輸出ですね。これで、シラスウナギの産地であ

るにもかかわらず高いシラスウナギしかないと

いう状況にあったため、適切な採捕団体が必要

だということで、採捕供給する団体の機能とし

て、主に内水面振興センターが設立をされたわ

けですが、同時に、課題であった密輸出とか不

正規流通、それから密漁、こういったものも抑

止しようという考え方が当時ありまして、採捕

することは、すなわちそこには従来は暴力団等

が介在する密漁の網が仕掛けられていた場所で

すし、採捕する行為によっても、排除すること

が効果としては望めるということと、その翌年

に施行されましたウナギ稚魚の取り扱いに関す

る条例についても、いわゆる反社会的な者を取

り扱いに介在させないという趣旨で犯罪防止を

目的としておりますんで、そのような全てが犯

罪防止あるいは密漁の抑止に効果を目的として

行われたということであって、内水面振興セン

ターのそのような機能を評価して取締監督費の

中で、その機能について支援をしているという

ことでございます。

○緒嶋委員 費目、内水面の養鰻業の人は、取

り締まりのために自分たちのところができたの

かというようなイメージもあるけど、これは

ちょっと、もっと工夫せんとおかしいじゃない

かと。だから、私は、密漁あったから、密漁防

止体制強化事業と、これは密漁を中心にやるわ

けじゃけ。それと、内水面の振興をはっきり分

けんと、ごっちゃにしたような形で取締監督費

のような中で振興を図っておりますというのは、

養鰻業者の人からとれば、ちょっと理解に苦し

むんじゃないかと思うんですけどね。はっきり、

これは分けたほうが、内水面の今の経営状況は

どうなっているんですか。これ２億円の融資が

あるわけですが。

○日向寺漁業・資源管理室長 センターの経営

状況でございますけれども、過去４年不漁が続

きまして、昨年、一旦赤字には陥っているんで

すけども、今年度は、また１億円を超える収入

を確保されておりまして、また、正味財産の方

も黒字になる予定になっております。

○緒嶋委員 これは、取り締まりは当然、これ

は警察犬みたいな考えもあるわけですよね、一

つの法的な取り締まりでくるわけですから。そ

の内水面のシラスを売買したことの利益によっ

て、取り締まりをするというような理屈そのも

のが本当にいいのかどうかという、私は懸念も

あると思うんですよね。だから、はっきり分け

て本当の振興のためなら振興のため、だから、

その収益があったので、本当に養鰻業の振興の

ために使うのならいいけど、この密漁防止強化

とかにその金が流れておるんじゃないかと思う

んですが、そのあたりはどうですか。

○山下委員長 今、次長もきょうはお見えです

けど、今、質問が出ました、いわゆる取り締ま

りのほうと振興センターとそのすみ分け、その

ことで何か意見があったらちょっとお聞かせを、

まずお願いします。

○那須農政水産部次長（水産担当） 緒嶋委員

からの御質問ですけども、平成６年当時の状況

というのは、委員もよく御存じのように、非常

に暴力団が介在して大変な状況でございました。

その中で、要はそういった密漁を取り締まるっ

ていうんですか、そういう反社会的な勢力に対

して、しっかりした毅然とした対応を示すとい

うことが養鰻の振興とも全く表裏一緒でござい



- 151 -

平成26年３月13日(木)

ました。

ですから、今言われるように、密漁防止と振

興というのは分けないかんかということですけ

ども、現実に分けております。内水面振興セン

ターの運営に関しまして、シラスをとって、そ

れを養鰻業者に対して分配するなり販売してい

くということについては、それはそのシラスの

経費の中からやっていくと。その中で、船を出

していく。

しかし、そこにおって、実際にセンターの船

がおるということ自体が、要するに悪い連中に

すれば、そこに行けないわけですから、そういっ

た意味とか、密漁、例えば民間の人間ですから、

そういう人たちが取り締まりの業務をできるわ

けじゃないんですね。

ですから、あくまでも密漁のそういった監視

とかいうとこの補助的業務を手伝っていただけ

ると。その部分について、県としては、本来県

がすべきところについては、委託をお願いする

ということですので、そこのところは予算上も

きっちり分けてやって業務をしておるつもりで

ございます。

○緒嶋委員 それなら、漁業取締監督費という

ような名目だけでいいのかどうかというのを、

その内容が、その事項の中でやっておるという、

その分け方が、逆に言えば内水面の関係で売買

して、養鰻業者の人は我々が買い入れた中で取

り締まりをしておるんじゃというような理解に

もなるわけね、これ内水面の取り締まる監督っ

て書いてあるわけだから。その中の一部である

わけだから、これもうちょっと、やっぱり何か

もうちょっと知恵はないのかなという気がせん

でもないわけですよね。

当然、取り締まりはぴしゃっとやらないかん

わけですから、それを、この取締監督費の中で

内水面振興もやっておりますということは、監

督費の中でやるという理屈が私はどうかが

ちょっと理解できんとですが。

○成原水産政策課長 ９月の議会のときにも常

任委員会のほうから御意見をいただいておりま

すので、いろいろと検討しないといかんという

ことでございます。

養鰻業者の方々の御意見については、私ども

聞いておりますけども、内水面振興センターが

果たす採捕供給機能のみならず、やはり違法な

不正技術だとか密漁というのを防止する根拠、

要するに中核として大事だということで意見を

いただいてますので、そういう養鰻業者から御

批判をいただくという点については、御心配は

ないのかなというふうに感じておるところでご

ざいます。引き続き検討させていただきたいと

思います。

○緒嶋委員 やっておられることはいいこと

じゃけど、この取締監督費という費目の中で、

これを扱うのが予算書の中でいかがなものかと。

それは、内水面の人だけ、内容がここまでわか

らんわけです。それをわかっている人はおらん

と思いますよ。

だから、そこ辺を考えた場合に、これでいい

のかなという思いが、たとえもしやっておられ

る方は、佐藤力男さんが来てからやったけども、

もう大分、これは我々もけんけんがくがくやっ

たわけですよね。絶対もうかるし、県が持ち出

すことはないと言われとったわけです。今は逆

なわけですよ。県が持ち出さにゃやれんわけで

すから。そういうことを含めると、過去の最初

のスタートのときと全然違うわけですよ。そこ

辺が私たちはわかっておるので、そういう一面

も言うわけです。

いいですか、次。
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次は、331ページの河川放流委託事業、今は、

河川放流委託した魚を鳥が大変食べて、その鳥

のために放流しとるんじゃないかなというふう

に言われる面があるわけですが、そのあたりの

情報はないですか。

○神田漁村振興課長 全国的にカワウあたりの

問題も出ておりますし、井堰あたりではシラサ

ギがついばんでいるという形になってございま

す。

ただ、そういうお話は伺うんですけども、具

体的に一回放流してしまうと、もう誰のもので

もないという話、それでも資源をそれなりに確

保していくという立場からは、これを継続して

放流は続けなければならないと考えているとこ

ろでございます。

このカワウあたりにつきましては、内水面漁

連あたり、いわゆる国のほうからの補助金とか

を使いながら、現状の調査とかは実施している

ところでございます。

例えば、そういう被害がどれだけあるかとい

うのは、やはり現場の内水面の漁協の方々から、

どれだけあるというある程度のデータをいただ

かないと、対策もとりづらいというところはご

ざいますけど、話は十分伺って内水面漁連あた

りと対処は考えているところでございます。

○緒嶋委員 誰のものでもないと言われるのは、

生態系を守って、鳥の生態系も守らないかんと

いうことで、地球的に考えればそのとおりだと

思うんですけど、かなり被害が多いということ

で、やっぱり、アユなんかの被害が相当出てる

んじゃないかということを聞いておりますので、

これは正確にはなかなかわからんと思いますけ

ど、そういうことがあるということだけは頭に

入れておいてほしいというふうに思います。

それから、334ページ、水産基盤の漁港整備費

ですが、今度はまた厄介というか、レベル１津

波というのも出てきたわけですよね。そういう

ことも想定しながら、漁港の整備を、これはや

るスタートになるわけですか、このあたりはど

うですか。

○木下漁港整備対策監 昨年度にレベル１の津

波の発表がありまして、主な漁港の津波に対す

る影響ということで、現在、防波堤等の安定性

の検証を行っているところでございます。

この検証結果をもとに、今後は津波に耐える

防波堤等の整備を進めていくということになっ

ていこうかというふうに考えております。

○緒嶋委員 当面、それでは、今度の予算ので

は、そこまで津波までは想定した整備ではない

ということですか。

○木下漁港整備対策監 ここの335ページに書い

てあります３番目の漁港施設機能強化事業、こ

の中で川南漁港ほか６港というふうに書いてあ

りますが、この７つの漁港において検証及び詳

細の検討を行った結果、必要に応じて事業を着

手していきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それから、レベル１とは関係なし

にやるのか、レベル１も加味しながらやるのか、

どっちかということを聞いておるんです。

○木下漁港整備対策監 ３番の機能強化につい

ては、レベル１を加味した施工をやっていくと

いうことでございます。

○緒嶋委員 やはり、当然そういうものを想定

しながら、またやり直すというようなことでは

どうにもなりませんので、有効な予算執行とい

うことで頑張っていただきたいというふうに思

います。

以上です。

○ 原委員 331ページの先ほどの河川のことな

んですが、内水面漁業振興となってますが、今、
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内水面で漁業として何かやっておられる方とい

うのは、養殖場はわかりますけど、河川でのは

やなアユですかね、どの程度の漁業者というの

がいらっしゃいますか。

○神田漁村振興課長 済みません、ちょっとお

時間いただきたいと思います。

○山下委員長 時間がかかれば、ほかの質疑を

して。その間のところ質疑をどうぞ。つなぎで。

○横田委員 済みません、１点だけお聞きしま

す。

325ページのキャビア産地づくりですけど、非

常に好調な出足で将来が楽しみだなと思ってる

んですけど、当然、チョウザメはキャビアとか

魚肉だけじゃなくて、うろこを加工した装飾品

とか、コラーゲンを利用した化粧品とか、全て

を利用するような方向に持っていかないと厳し

いんじゃないかなと思うんですけど、そういっ

た加工の新商品とかの開発の状況を教えていた

だきたいんですが。

○山田水産試験場長 水産試験場のほうでコラ

ーゲンの研究については、現在取り組んでおり

ます。今、コラーゲンについては、シイラの海

産魚を主にやってるんですけれども、その中で、

今回チョウザメについての利用確保の可能性に

ついてちょっと今、検討しているところで、海

産魚とはちょっと違うコラーゲン抽出の仕方を

やらないといけないというのがわかっておりま

すので、現在、試験場のほうで、その最適な抽

出の仕方の研究を今取り組んでいるところでご

ざいます。

○横田委員 手応えといいますか、それは、ど

んなふうに感じておられますか。

○山田水産試験場長 担当のほうに聞いてみま

すと、ある程度めどはついているようにとは聞

いております。

○横田委員 はい、わかりました。ぜひ、100億

円目指して頑張っていただきたいと思います。

非常に期待をしておりますので、よろしくお願

いします。

○神田漁村振興課長 先ほどの内水面関係の漁

業者の数というお話だったんですけども、いわ

ゆる海面ほどきっちりとはできていないんです

が、内水面の河川漁業協同組合が現在40ござい

まして、それの正組合員が8,600名という形、い

わゆる海面の漁業者みたいに専業という形では

ないという状況でございます。

○ 原委員 参考までに聞いたんですけど、恐

らく業として、それで何か生計を立てるとか、

生計の生活のなりわいの一部と収入の一部だっ

たりとかは、ほとんどないでしょうね、きっと

ね。

だから、そうなると、この漁業振興対策費の

主たるところの狙いというのは、例えば環境管

理課で河川浄化対策費という項目があって、そ

こは生活排水をちゃんと監視して、例えば合併

処理浄化槽を進めるとか、そういうことで水質

をよくすることに頑張っておられるわけですよ

ね。そういうこと等々をトータル的に考えると、

この場合は、２番にもあるように、生態系保全

活動推進事業、だから、今、川の水生生物とい

うのは、かなり昔からすると減っていると思う

んですけど、それが生活排水に由来するものな

のか、ほかに原因があるものなのかわかりませ

んが、そういうものを生態を維持していこうと

いうことのほうに、この項目はウエートが置か

れていることになるんじゃないかなと思います

けど、そこはどうですか。

だから、業としての、さっきの海みたいにそ

こで栽培漁業するとか、放流するとかいうこと

で、漁業者の漁獲量をふやすというか、そうい
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うことではなくて、これは、ちょっとそういう

意味ではもう、今の現在においては、ちょっと

趣旨が変わってきてるんじゃないかなと思うん

だけど、そのあたりどうですか。

○神田漁村振興課長 海に比べて、やはり生態

系保全というような考え方が強うございます。

実際、内水面の漁業組合の方々に、例えば内

水面いわゆる親水性とか、そういうのがござい

ます。そういう中で、例えば川の掃除とか、そ

ういうのをやっていただいたり、あとは外来魚

の問題がありまして、大規模ではないんですけ

ども外来魚の駆除とか、そういうところ。あと

は、大規模ではないんですけども、井堰なんか

があるところに魚道があるんですけど、魚道を

改修しなければならなく、すごく金がかかるん

ですけど、ちょっと手を加えるだけで、ほんの20

～30万手を加えるだけで、アユの遡上ができる

とか、そういうものの、いわゆる生態系の保全

のほうで今この事業をやってございます。

ちなみに、この２番の１億4,000万のうちの１

億3,000万は、ＫＨＶ病の対策の費用となってご

ざいます。コイヘルペスです。今申し上げまし

た２番の内水面生態系、これの１億4,000万のう

ちの約１億3,000万につきましては、ＫＨＶ─

コイヘルペスウイルス病の発生の対策費になっ

てございます。

○ 原委員 だから、そのコイのことも聞きた

かったんですよ。放流の中に、最近は川、親水

いわゆる川に親しむという意味で趣味の釣りと

か、いろんな方がいらっしゃるんだけど、最近、

「コイの放流はないんですか」という、そうい

う方々から声もあったもんですから、ヘルペス

のことからすれば、今もコイは放流されてない

ということですかね。

○日向寺漁業・資源管理室長 コイの関係です

けれども、今、内水面のほうに第５種共同漁業

権というのがございまして、その漁業権者につ

きましては、河川は海と違いまして再生産率が

非常に低いわけでございますので、そういった

意味からは、採捕した分につきましては、放流

を行っていただくということになっております

けれども、コイにつきましては、今確かにコイ

ヘルペス病とかがございますので、コイの放流

ではなくて産卵場の造成とか、そういったとこ

ろで書いているところでございます。

○ 原委員 その１億4,000万、コイヘルペス対

策というのは、どういう使い方をされるんです

か。

○神田漁村振興課長 これにつきましては、特

に養殖場なんですけども、コイヘルペス病が発

生したときに回収したり、いわゆる一部補償す

るためのものでございまして、これ10分の10、

日本水産資源保護協会から出るというような状

況です。

○ 原委員 ということは、ヘルペスが発生し

なければ、これは執行残額としてかなり残ると

いうことですよね。

○神田漁村振興課長 そのとおりでございます。

最近発生していませんので、最後には不用額と

いう形でさせていただいております。

○ 原委員 環境森林部でも話したんですけど、

昔からするとかなり川の水生生物、魚なんかが

減っていることは間違いないと思うんです。水

産の専門家の部ですよね。だから、海について

は、そういうことでいろんな藻場の造成とかやっ

ておられて、魚がまたふえるようなことやって

いただけるんだけど、この川についても、環境

は環境のほうで水をきれいにするとか、やって

おられるんだけど、何か川の水生生息物、そう

いうものをもう一回ふやすと、昔のようないい
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環境をつくってできる、何かそういうことにも

力を注げないのかなと思ってるんです。

環境でもお話したんですけど、もうお亡くな

りになりましたが、宮大の赤崎という教授がお

られて、その方の話をずっと前、昔聞いたんで

すが、「なぜ、今魚が減ったかというのは、水質

の汚濁もあるけれども、沈み石といって昔はこ

の石がいっぱいあって、そこに水が流れると。

魚はその中に潜って卵を産みつけていたと。そ

れが山からの土砂の流出等によって埋まってし

まって、卵を産むところがなくなった」という

お話で、実は、環境森林部は、河川の環境をや

りながら、実際の原因は、一次原因は自分たち

の山じゃないかという皮肉な話もしたんですけ

ど、だから、そういうところで、何か、専門家、

水産試験場まであるわけだから、川のほうにも

ちょっと目を向けていただいて、川の生態系を

また復活させる、そういうことへの試験研究と

いうか。

コイについてもさっきありましたね、卵を産

む環境のところをつくるんだとありましたけど、

ほかのいろんなウグイだとか、ハエだとか、ド

ジョウだとか、エビだとかいるわけです。昔い

た魚が確かにいなくなっていますので、やっぱ

り、この川を昔の自然の状態に返していくこと

は、トータル的にやるべきことだろうし、必要

なことだと思いますから、何かこう水産の専門

家の皆さんが、今度はちょっと川のほうに目を

向けていただいて、どげんですか、課長、その

あたりは。

○那須農政水産部次長（水産担当） 非常にあ

りがたいことだと思っております。

海面と内水面といった場合に、ちょっと視点

が違ってくるんですけども、ただ、今言われま

したように、環境サイドから川を豊かにしてい

くのか、私たちは魚屋ですので、魚の視点から

見て、水の中から豊かな川を、内水面をつくっ

ていかないかんと思っております。

また、それは私たちだけができるわけではな

くて、今言いましたように、やっぱ山林もしっ

かり管理していただいて、また、河川のその環

境で汚水等のあれもしっかりしていかないかん。

しかし、最終的には、本当に小さな魚を追い

かけたような川を守っていくというのは、みん

なでやっていかないかん。しかし、魚の視点で

見るのは私たちだと思っておりますので、そう

いったことで、それをトータル的にやっていき

たいと思っております。

○山田水産試験場長 今、委員の御指摘のとお

り、河川につきましても、水産試験場としても、

やっぱり大事な位置づけだというふうに認識し

ております。

特に、内水面につきましては、小林分場のほ

うで特に研究をやっておるんですけれども、そ

ちらのほうでは、平成14年度から定期的に河川

を決めまして、その河川における生態について

調査しております。

その時点での生態の状況を把握しておきませ

んと、その後に調査しても、どのように変化し

たというのはわかりませんので、そういうよう

な調査を引き続き今やっているところでござい

ます。この事業につきましても、今後も引き続

きやりながら、以前の生態の状況がどのように

変わったかというのを把握していきたいと思っ

ております。

また、先ほどコイのほうで産卵場の造成につ

いての研究をやっていると言ってましたけれど

も、当試験場でもヤマメとかの産卵場について

の研究についてもあわせてやっております。

以上でございます。
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○ 原委員 できたら、ほかのウグイだとか、

ドジョウだとか、ナマズだとか、ウナギだとか、

いろいろ昔いましたけど、そういうものもここ

に入れていただくとありがたいんで、よろしく

お願いしておきたいと思います。

一つだけしゃべっておきますけど、サワガニ

がいましたよね、あれ一時商売にしていた人が

いたんですね。京都に行くと、これが京都で、

もうずっと前の話ですけど、１匹が500円するん

だという話で、足とかもげたらだめなんだそう

ですね。そのままどばっと油で揚げて、何か料

理の端っこに置くと。赤くてかっこいいもんで

すから、それをとる業者さんがいたんですね。

大体、高知と宮崎が得意だったと言われてます

けど、杉の葉をとってきて、杉の葉に鶏の内臓

をつけて置いておくと、そこにカニがいっぱい

来て、それをコンクリートでつくった、何てい

うんでしょうか、水をちょっと入れて、それを

一時保管するところがつくってあって、それを

パックに杉の葉っぱをぬらしてカニを何匹か詰

めてパックで送るという、そういうこともあっ

たんですけど、このサワガニなんかもほとんど

今いなくなって、もしかすると、将来はこれも

商売になるんではないかなと思うんですけど。

そういうことで、それは蛇足だったにしても、

ぜひ生態系の復元というようなことにも、水産

の専門家の皆様方ですから目を向けていただい

て、そういう産卵場の造成みたいなことをやっ

ていただくと、単なる経済としての魚じゃなく

て、そういう環境保全という意味にも目を向け

ていただくと、またありがたいかなというふう

に思います。よろしくお願いを申し上げておき

たいと思います。

○山下委員長 答弁いいですか。何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、以上で水産政策課と

漁村振興課の審査を終了をいたします。

引き続き、長らくお待たせいたしましたけど

も、農政の畜産のほうに入りたいと思いますが、

次に、畜産振興課、家畜防疫対策課の議案の審

査を行います。

畜産振興課から順次説明を求めます。

○押川畜産振興課長 畜産振興課でございます。

お手元の歳出予算説明資料337ページをお開き

ください。

畜産振興課の平成26年度当初予算は、一般会

計で28億7,023万6,000円をお願いしております。

それでは、その主な内容について御説明いた

します。

340ページをごらんください。

下から２番目の（事項）肉用牛改良対策費の

説明の欄の３、新規事業「全国和牛能力共進会

（３連覇）対策事業、その下の（事項）肉用牛

生産対策費の次のページになります、一番上に

なりますが、３の新規事業「地域肉用牛繁殖基

盤強化対策事業」さらに、その下から２番目、

（事項）養豚振興対策費の２の新規事業「“宮崎

の養豚”人材育成強化対策事業」につきまして

は、後ほど常任委員会資料のほうで御説明いた

します。

それでは、この341ページの中ほど、（事項）

酪農振興対策費の４の改善事業「高収益型酪農

経営支援体制整備事業」959万5,000円でござい

ます。この事業につきましては、乳牛、父牛の

牛群検定成績を有効活用し、その繁殖改善や疾

病対策、暑熱対策等の生産性向上に向けた取り

組みを支援しますとともに、乳用牛の育成部門

の外部化の促進や、酪農ヘルパー要員の資質向

上によります酪農経営の効率化を支援するもの
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でございます。

次に、342ページをお開きください。

下から２番目の（事項）畜産物価格安定対策

事業費の２の改善事業「鶏卵価格安定特別対策

事業」2,085万円でございます。この事業は、鶏

卵の価格低落時に価格差補填を行います国の制

度でございます鶏卵生産者経営安定対策事業の

生産者積立金の一部助成を行いますとともに、

価格暴落時の効果的な生産調整を進めるための

支援を行うものでございます。

それでは、26年度の新規・重点事業について

御説明いたします。

常任委員会資料のほうの41ページをお開きく

ださい。

全国和牛能力共進会（３連覇）対策事業につ

いてでございます。まず、右側のページの図を

ごらんください。次回の第11回全国和牛能力共

進会は、震災からの復興で全国から注目され、

また、関東への出荷が盛んな東北地方の中核都

市でございます仙台市で開催されますことから、

一般消費者はもとより、関東の食肉バイヤーか

らも注目される大会でございます。本県が、こ

こで３連覇を達成するということは、宮崎牛の

日本一ブランドを確固たるものにするとともに、

本県畜産業の安定的な発展を推進するためにも

大変重要なことであると考えてございます。

しかしながら、その下のほうにありますよう

に、今回出品する牛の父牛、その種雄牛につい

ては年齢制限のある出品区分がございます。そ

のため、本県では口蹄疫以降に造成された、そ

の産肉能力成績がまだ十分に判明していない若

い種雄牛のみの対象となる区がございますこと

から、この出品牛の選考は、前回の長崎大会以

上に、他県よりも不利な条件となってございま

す。このため、生産者や関係団体が一丸となっ

たオールみやざきでの出品対策を強力に推し進

める必要がございます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でございます。（１）予算額が1,509

万3,000円、財源としてみやざき成長産業育成加

速化基金、事業期間は26年から29年の４カ年を

予定してございます。事業主体は県及び第11回

全共宮崎県推進協議会でございます。

（５）の事業内容でございます。①の出品対

策事業といたしまして、人工授精や受精卵移植

技術を活用しました指定交配の推進、さらに、

その指定交配の対象となります雌牛の調査を

行ってまいります。

また、②ＤＮＡ情報を活用した育種改良定着

化対策事業では、これまでの優秀な種雄牛の能

力を受け継ぐ、新たな種雄牛の選抜をより効率

よく進め、あわせて出品牛のレベル向上を図る

こととしております。

次に、43ページをお開きください。

地域肉用牛繁殖基盤強化対策事業についてで

ございます。

１の事業の目的・背景にございますように、

肉用牛の繁殖経営は、担い手の高齢化による離

農が進み、子牛競りに出荷される子牛が減少し

ていることから、現在、子牛市場価格が大変高

くなってございます。

このため、右側のポンチ絵にございますよう

に、本事業といたしましては、ＪＡや地域の営

農集団が増頭計画を立て、その目標を達成する

ために繁殖センター等が行います増頭について、

導入に対しまして支援を行い、既存事業の活用

による牛舎整備等とあわせて、地域での繁殖基

盤の維持・強化を図るものでございます。

左のページ、２の事業概要に戻っていただき

ますと、（１）予算額が3,006万9,000円、財源は
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国庫補助が2,000万円、口蹄疫復興対策基金が500

万円、残額の506万9,000円が一般財源でござい

ます。事業期間は26年から28年までの３年、事

業主体は経済連、ＪＡ等となってございます。

（５）の事業内容でございます。①の繁殖基

盤機能強化対策事業といたしまして、先ほど申

し上げました繁殖センターへの増頭に対する支

援、また②といたしまして、離農牛舎等の有効

活用推進事業としまして、離農により生じた空

き牛舎の再利用に向けた支援を行ってまいりま

す。

次に、45ページをお開きください。

１の事業の目的・背景にございますように、

本県の基幹産業であります養豚の活性化をより

図っていくためには、人材の育成・確保が重要

でございます。技術員や生産農家を初め、養豚

関係団体などを対象とした研修カリキュラムを

構築しまして、飼養管理技術に関する実践的な

研修を行うこととして、その研修の場としまし

て、養豚の飼養管理施設を宮崎大学農学部に整

備するものでございます。

なお、施設整備後は、繁殖用雌豚を常時飼養

することとなります。その日常の飼養管理につ

きましては、宮崎大学が行うこととなってござ

います。

２の事業の概要にありますとおり、（１）予算

額が2,734万2,000円、財源は宮崎県地域経済活

性化・雇用創出臨時基金でございます。事業期

間は26年の単年度、事業主体は国立大学法人宮

崎大学でございます。

事業内容といたしましては、繁殖肥育豚舎１

棟及び堆肥舎１棟の整備と作業用機械１台の導

入を行うものでございます。結果、飼養規模と

いたしましては、常時70頭程度を飼うこととな

ります。

続きましては、最後に、債務負担行為につい

て御説明申し上げます。

同じ資料の４ページをお開きください。

一番下の畜産振興課の欄でございます。

１つ目が、平成26年度に、金融機関が宮崎県

農業振興公社に事業資金を融資したことによっ

て損害を受けた場合の損失補償、２つ目は、平

成26年度におきます畜産特別資金融通助成事業

の利子補給について、期間及びその限度額を設

定するものでございます。

畜産振興課は、以上でございます。

○西元家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課でご

ざいます。

お手元の歳出予算説明資料の345ページをお開

きください。

家畜防疫対策課の平成26年度当初予算は、一

般会計で９億3,052万9,000円をお願いしており

ます。

それでは、主な内容につきまして御説明をさ

せていただきます。

347ページをお願いします。

上から５行目の（事項）家畜防疫対策費の４、

改善事業「家畜防疫体制強化対策事業」の2,837

万7,000円につきましては、県内全ての農場につ

いて、農家所在地や飼養頭数など農家データを

的確に把握し、効率的な家畜防疫指導や迅速な

防疫措置に資するための家畜防疫情報システム

の管理、すなわちデータの追加や更新、補修等

を行いますとともに、民間獣医師の農場巡回指

導等への活用により、農場防疫体制の強化を図

るものでございます。

次に、348ページをお開きください。

２つ目の（事項）口蹄疫復興対策事業費の３、

口蹄疫埋却地再生活用対策事業につきましては、

別冊の常任委員会資料で御説明をさせていただ
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きます。

それでは、常任委員会資料の47ページをお開

きください。

先日の補正予算常任委員会でも御説明をさせ

ていただいたところですが、本事業は、２の事

業概要の（５）事業内容にありますとおり、口

蹄疫埋却地の石れき除去などを行う再生整備事

業に加えまして、②、③にありますとおり、整

備後の土壌分析等に基づく営農指導や地下水等

に影響が出た場合に、上水道の整備等を行う埋

却地環境保全対策事業に取り組むものでござい

ます。

上の（１）に戻りますが、予算額は４億4,000

万6,000円、財源は、国庫と宮崎県口蹄疫復興対

策基金でお願いするものでございます。また、

事業期間は、本年度から27年度までの３年間で

ございます。

また、３の事業効果にありますとおり、平成26

年度は、全体の約３割に当たります28ヘクター

ルの整備を予定しており、土地所有者の意向を

十分踏まえまして、円滑な整備を進めてまいり

たいと考えております。

家畜防疫対策課からは、以上でございます。

○山下委員長 議案に対する説明が終了いたし

ました。

委員の皆さんから質疑に入っていきます。何

かありませんか。

○横田委員 全共３連覇対策事業についてです

けど、先ほど課長から説明がありましたように、

今回の一番のネックは出品牛の父親が口蹄疫以

降の新規種雄牛でないといけないということ

だったと思うんですけど、そういう中で、先日

秀正実ですか、間接検定で全国歴代１位という

すばらしい成績を出してくれました。私も写真

を見ましたけど、よくあんな短い肥育期間であ

れだけの肉ができるものだなと正直驚いたんで

すけど、そういった種雄牛がどんどんできてき

ているということが非常に大きな３連覇に向け

た弾みになるんじゃないかなと思いますけど、

そういったことも含めての３連覇に向けての意

気込みといいますか、ちょっとお聞かせくださ

い。

○押川畜産振興課長 ありがとうございます。

先ほど委員のほうからありましたような新しい

種雄牛についても大変いい成績、最初の義美福

に続いていい成績ということで非常に明るい

ニュースでございます。

しかしながら、間接検定、御存じのとおり20

カ月での肥育の成績でございますので、フィー

ルドで30カ月齢ぐらいまで飼った後の成績とい

うのは、まだまだ未知の部分が若干残ってござ

いますので、この牛をつくるためには農家の方

がこの新しい種雄牛の種をつけていただかなけ

れば、数がとにかくとれないことには、全共と

いうのは非常に厳しくなると思いますので、そ

ういったところの支援をやりながら、まさに前

回がそうでしたけども、生産者、関係団体、県、

みんなが一緒になってやることで非常に力強い

大会となることができましたので、今回、改め

まして３連覇ということで、東京オリンピック

のときに「世界一の和牛は宮崎だ」と言えます

ように頑張ってまいりたいと思いますので、御

支援方よろしくお願いいたします。

○横田委員 前回も口蹄疫直後の非常に厳しい

中での大会の２連覇ということで、すごい力を

発揮していただいたと思います。今回も絶対で

きると思いますので、頑張ってください。

○ 原委員 342ページのミツバチなんですけ

ど、予算は一応１万7,000円増額になっているよ

うですけど、ニホンミツバチが最近減っている
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ということが懸念されているやに聞いているん

ですけど、その辺のところはどうなんですか。

○押川畜産振興課長 ただいまお話のありまし

たようなこの事業につきまして、中身につきま

しては養蜂農協に委託をいたしまして、ミツバ

チの現状を分布状況等なり、蜜源の調査をやっ

ております。あわせまして、いわゆるニホンミ

ツバチの分布等も新たな養蜂法定の改正で十分

把握するということが必要となってまいりまし

たので、その辺をやってございますが、確かに

椎葉等々で従来からありましたニホンミツバチ

については、かなり減ってございます。

これにつきましては、いろんな要因が言われ

ておりますので、養蜂農家の方々と一緒になり

まして、その辺の状況の把握なり原因を突きと

められるものでありましたら、突きとめながら、

当然、ニホンミツバチに何らかの害があるとい

うことは、養蜂農家が飼われています精密度に

ついても何か出てくるということになりますの

で、あわせまして、その辺の研究をしたいとい

うことのための基礎資料となります、分布状況

等の調査事業ということでございます。

○ 原委員 わかりました。よろしくお願いし

ます。

○緒嶋委員 339ページ、新生！みやざき畜産バ

イオマス利活用対策事業費、これは、具体的に

はどういうことになるわけですか。

○押川畜産振興課長 新生！みやざき畜産バイ

オマス利活用対策事業につきましては、大きく

は、いわゆる適正処理、有効利用等を行うため

の助言・指導というものを行います事務費、も

う一つは、従来堆肥等々が非常にうまく調整で

きずに、非常に公害問題等々なってまして、む

しろ足を引っ張るような状況になっておりまし

たけども、非常にいい資源でございます。これ

を、もうかる堆肥ということで生産することで、

事例といたしまして、経費がかかっていたもの

が、逆に収入になってきたというような経営等

もございますので、こういったニーズに合った

堆肥をつくるということで、民間のコンサルタ

ントに依頼いたしまして、具体的に農家に入っ

ていって、そういったものをつくる指導を行っ

ているというのが一つでございます。

あともう一つにつきましては、養豚関係で、

いわゆる臭気の低減ですとか、害虫発生防止等

々やります資材につきまして、それぞれの農家

が生産集団をつくることによりまして、そういっ

た資材を導入するときに３分の１の補助という

ことで、３本立ての事業となってございます。

○緒嶋委員 家畜の排せつ物を有効に利用して、

また利活用というか、付加価値をつけて、それ

ぞれ次の農業のために使うとかいうような感じ

になるわけですね。リサイクルみたいなもんで

すね。

○押川畜産振興課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。有効な資源ですので、大切に使

いたいと思います。

○緒嶋委員 それと、341ページ、日本一ブロイ

ラー危機管理強化事業、そのブロイラー危機管

理と、これはネーミングから言ったら、大変危

機管理ってどういうふうに理解すればいいんで

すか。

○押川畜産振興課長 日本一ブロイラー危機管

理強化事業でございます。具体的には、高病原

性鳥インフルエンザに対します対応ということ

でございまして、一つは、人からの伝播といい

ますか、人が入ることによって伝播しますので、

人が鶏舎等に入る場合の防除といいますか、消

毒等々をやる施設、簡単なものですが、そうい

う施設の援助、もう一つは、周辺の野生動物の
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侵入によります場合も考えられますので、周辺

からの野生動物の侵入をさせないような処理、

そういったものに対する支援ということがござ

います。

○緒嶋委員 それと、この説明資料の中の地域

肉用牛繁殖基盤強化対策事業、これは当然必要

なわけですけども、それでも繁殖母牛というか、

それが減少傾向にあるわけですよね。特に、口

蹄疫の発生地域なんかは６割ぐらいにしかなら

ない、４割は減というような感じで、やっぱり

宮崎県の和牛を考えた場合には、繁殖母牛をい

かに確保するかということが一番大きな課題に

もなるわけです。

そうした場合に、やはり農家が繁殖母牛をふ

やしやすいシステムにしなけりゃいかんわけで

すね。それが、これを一つのシステムになろう

とは思うんですけども、その対策というのは立

てておられるわけですか。

○押川畜産振興課長 繁殖母牛の数が減ってい

るということについては、大変生産者も農業団

体も県も国も非常に危機感を持ってございます。

まず、この事業におきましては、農家数の減

少はなかなかとめられないということで、農家

にかわりまして地域で支えて繁殖母牛をつくっ

ていこうと。

また、同じように繁殖母牛なりキャトルステ

ーションなりの利用によりまして、農家の負担

を少しでも軽減して、今いらっしゃる農家が少

しでも増頭できるようにしようというようなこ

とで、今回、この事業を立てておりますけども、

委員のおっしゃったように、この事業だけでは

なかなか改善できるものではございません。あ

わせまして、繁殖牛の導入等々につきましては、

国なり、国の団体の事業等ございます。国のほ

うも危機感感じておりまして、この辺の要件緩

和なり、金額を上げるといったこともやってい

ただいておりますので、これを十分に活用する

ことによって、先ほどの事業でありますハード

部分、あとプラスそういった導入について、合

わせ技でいろんな事業を駆使しながら、この繁

殖基盤の強化に当たっていきたいと思っており

ます。

○緒嶋委員 畜産試験場、343ページから344ペ

ージですが、26年度で肉用牛、酪農それぞれ養

豚、養鶏、試験費というのがあるわけですが、

何か特に26年度で特異な試験があるのかどうか、

このあたりはどうですか。

○岩﨑畜産試験場長 畜産試験場でございます。

私は技術なくして本県畜産の振興はないとい

うふうに考えておりまして、今現在、一番大き

な問題につきましては、口蹄疫からの再生復興

でございますので、例えば肉用牛におきまして

は、先ほどちょっと話題に出ておりましたけど

も、口蹄疫により種雄牛のほとんどが殺処分さ

れましたんで、そこで畜産試験場としましては、

遺伝子解析を活用しました育種改良に取り組み

まして、サシ遺伝子や増大遺伝子、あるいは牛

肉のうまみ成分でありますオレイン酸にかかる

遺伝資源を活用しまして、種雄牛候補牛の選抜

の一助としているところでございます。

飼料関係でございますけれども、飼料につき

ましては、今、地球温暖化の関係もございまし

て、いわゆる亜熱帯系の飼料を導入しまして、

例えばパフィアグラスとか、和製ネピアとか、

そういうものを、いわゆる多種で生産できるも

のについて導入を図っているところでございま

す。

それから、乳牛につきましては、現在、国の

ほうで泌乳期間を通じて均一的な乳量が確保で

きる牛の改良が進んでおりまして、いわゆる分
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娩直後に大体乳量はふえるんですけども、それ

が１年を通して均一的な乳量が確保できる牛が

大分改良されておりまして、本県においても導

入がされております。ただし、飼料給与の面で、

それが確立されておりませんで、それの給与方

法の試験を行うこととしております。

それから、豚につきましてですが、豚につき

ましては、残念ながらハマユウポークが口蹄疫

によって殺処分されましたので、現在は、国か

ら払い下げを受けましたユメサクラを増殖しま

して、それを県内に供給しているところでござ

います。

将来は、やはり宮崎のブランドというものも

つくっていきたいということで、今、国内外を

含めて優良な種豚の選定を行っているところで

ございます。

それから、宮崎地頭鶏（じとっこ）につきま

しては、もととなりますやつは、昭和60年に原

種鶏導入されておりまして、約30年が経過して

おりますんで、近交退化ということで非常に懸

念をされております。そういう意味で、新しい

育種の改良ということも含めて、遺伝子解析も

含めて、より味のよい宮崎地頭鶏について開発

していきたいというふうに考えております。

それから、環境関係でございますけども、先

ほどちょっと出ましたが、環境につきましては、

悪臭の低減とか、それから規制がかなり厳しく

なっておりますんで、水質の関係の試験に取り

組もうということで考えております。

以上でございます。

○緒嶋委員 ありがとうございます。

防疫対策課、いろいろと豚の病気が出ておる

わけですけれども、これは今のところ状況とし

ては沈静化というか、まだ一応は防疫の体制は

とっておられるということですけれども、その

あたりはどうですか。

○西元家畜防疫対策課長 豚のＰＥＤに関して

でございます。

発生件数と申しますのは、３月３日以降、きょ

う資料をお配りさせていただいたところですが、

きのう段階で確定を１件しております。

これまでの発生状況を見ますと、１月下旬か

ら２月中旬というのがピークであったと思って

おります。それ以降、発生は散発的にするには

しますが、１月、２月のような発生の傾向では

ないということで、沈静化の方向に向かってお

るとは考えております。

○緒嶋委員 ぜひ沈静化しなきゃならんわけで

すので、頑張っていただきたいと思いますが、347

ページの家畜伝染病のこの３番、家畜防疫体制

整備事業というのは、１億8,700万円か、これ内

容はどういうことになるわけですか。

○西元家畜防疫対策課長 家畜防疫体制整備事

業でございます。

本県では、口蹄疫以降、防疫体制の強化とい

うのを強力に推進してまいりました。その一つ

といたしまして、家畜伝染病の病性診断、例え

ば口蹄疫の疑いがあるとか、鳥インフルエンザ

の疑いがあるとかということで、家畜保健衛生

所が出動をいたしますが、その場合に、万が一

に備えて迅速な防疫措置が可能となるような防

疫体制をあらかじめ整備しておくというもので

ございまして、例えば口蹄疫では、国に疑い事

例がありまして、検体を国に送付する場合がご

ざいます。その国に送付するということは、非

常に危険だということなんですが。

それから鳥インフルエンザの場合は、簡易検

査をまずやりまして、確定検査をその後いたし

ます。その口蹄疫の国に検体を送付する場合、

あるいは簡易検査で陽性が出た場合に、まずは
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重機とか埋却地の準備をしたりとか、防疫の道

具をまずそろえておくというようなところに対

する予算というのがまず一つ。

それから、今度は発生が確定をいたします。

その場合に、すぐに防疫措置がとれるように、

防疫措置のための準備、あるいは消毒ポイント

をすぐに設置しないといけないと。その設置す

るための措置といたしまして予算を計上してお

るところでございます。

○緒嶋委員 この予算で、かなりそういう防疫

予防体制というのは完備するわけですか。まだ、

これでも足らんのかどうか。

○西元家畜防疫対策課長 病気の規模にもよる

んですが、通常はこれで足りるとは思っており

ません。これは、当面の初動防疫に対する予算

措置といたしまして、当面１カ月間、消毒ポイ

ントを設置するための費用というのが一番大き

いわけですが、ここが約１億6,000万程度を考え

ておるところです。

○緒嶋委員 やはり、備えあれば憂いなしとい

う言葉もあるわけですので、これ強化していた

だきたいと思うんですが、それとともに、やっ

ぱり防疫体制を強化するために獣医師さんたち

の体制が確立されてなきゃ、初動の動きから含

めて問題だと思うんですけど、そのあたりの体

制というのは、いろいろと家畜に関する獣医さ

んが、大動物に対する獣医さんが少ないと言わ

れておるわけですが、そのあたりの体制は大分

充実してきたわけですか。

○西元家畜防疫対策課長 獣医師と申しますと、

まず県職員がおります。そして、県職員以外の

民間の獣医師というのがおります。

現在は、口蹄疫のときに非常に獣医師確保と

いうのは苦労をいたしましたので、県職員の獣

医師確保というのは進めております。

それから、もう到底県職員だけでは足りない

というのもわかっておりまして、民間獣医師の

中で、団体の獣医師ですね、共済の獣医師あた

りとも協定を結びまして、もし発生をした場合

には、すぐに獣医師を派遣してくれるような体

制はとっております。

それに加えまして、宮崎大学ですとか、国に

要望をすれば各県からすぐに、24時間以内に到

着できるような体制というのも現在は整備され

ておるところです。

○緒嶋委員 獣医師は、当面──当面というと

あれですが、今のところ体制としては確保され

ておると。そういう病気が、発生が、この前の

口蹄疫のときはそこあたりから問題だったわけ

ですが、それは今のところ、この防疫体制とし

ては、人の面での体制も整っておるというふう

に理解していいわけですね。

○西元家畜防疫対策課長 規模によって、どれ

くらい宮崎県内で確保していればいいかという

のは、なかなか計算では難しいんですけど、現

在のところ、県で足りなければほかの団体なり

で補充できるということで考えれば、体制は整っ

ておると考えております。

○緒嶋委員 県で足りなければというのは、県

は足らんわけですか。

○西元家畜防疫対策課長 県の職員で、全職員

で行くというわけにもなかなかいきませんので、

そこは派遣できる県職員の中から派遣できる人

数というのは限られております。それで足りな

ければ……。

○山下委員長 いいですか。今、緒嶋委員が言っ

てるのは、宮崎県は鶏、豚、牛、かなりな頭羽

数がおりますから、全国に比べて、宮崎県は口

蹄疫も過去出て鳥インフルやら、充足している

のかと、やめる人たちやら補充関係やらですよ。
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現状を見たときに、十分対応は外部に頼らない、

やっぱし、県での対応というのは十分ですかと

いうことで、今さっきから言われておる。どう

ぞ。

○西元家畜防疫対策課長 県では、口蹄疫も踏

まえまして、その後、現状で家畜防疫員として20

名を増員という計画を立てております。

それは、県内の家畜の頭数あるいは件数から

すると、各県を比較いたしますと宮崎県という

のは最下位といいますか、一番人数が足りない

ほうで１位というレッテルを張られておるわけ

ですが、それからすると、まだ充足はしていな

いと。

○山下委員長 どれぐらい足らないわけですか。

もうちょっとそこ辺を、データがあれば出して

ください。

○西元家畜防疫対策課長 平成25年、今年度か

ら当面10年間で、52名の獣医師が定年でやめる

ことになっております。

今後、そこを補充していかなければいけない

わけですが、年間に、募集をする獣医師という

のは、やめる人間プラス２名程度で人事当局の

ほうは考えてくださってます。不足する獣医師

というのは、今のところはいません。今後、た

だ、やめていく人数は多くなりますので、その

分確保していかなければいけないということで

す。

○緒嶋委員 いずれにしても、まだ足りんとい

うことですね。余り足りんちゃ、はっきり言い

切らんから、そう言うんでしょ。

○山下委員長 ことし退職する人たちに対し

て、10年分じゃなくてもいいんですよ。単年度、

単年度で「ことしは充足してますか」と募集を

かけて、募集に対して採用がどうだったのかな

と。

○中田畜産新生推進局長 獣医師につきまして

は、口蹄疫のときに非常に少なくて苦労をした

わけです。それで、農政水産部だけの問題では

もちろんありませんので、県として獣医師をやっ

ぱり確保していかないかんということで、今考

えております。

毎年毎年、その退職が出ますので、退職した

分は当然補充した上で、今後10年間で一応20名

増員していくという計画で、今、順次人事課と

連携しながら、採用も必要なときに、年間何回

もできるような形で人事課のほうもしていただ

いておりますので、我々としてはできるだけ早

期に確保できるように取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○緒嶋委員 まあ、そうだと思います。これは

もう、どこでもやっぱり獣医師さんが不足をし

ておると、人間のお医者さんでも不足しておる

わけですが、こういう体制を整えるということ

は、もちろん財政的なこともあるし、この希望

する人も少ない獣医師の全体の人が少ないとい

うのもあるけれども、やっぱり宮崎県としては、

ほかの県に比べて見劣りするようなことじゃい

かんわけですので、やっぱりこの獣医師の確保

は、これは人事、総務とも十分考えながら、や

はり充足というのは、当然求めていくべきだと

思いますので、そういう気持ちで努力してほし

いというふうに思います。

○山下委員長 今、確認ですけど、よろしいで

すか。

今、局長から人数のことを言われましたけど

も、10年間で52名やめられて、プラス20名を増

員した形で募集していこうということですか、72

名。

○西元家畜防疫対策課長 そのとおりです。

○山下委員長 昼ですね。じゃ、午後、畜産関
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係をまた、もうちょっと続行したほうがいいで

すかね。総括でよければ、もう人の人事がある

もんですから、みんな配置が。総括の中でよろ

しいですか。どうしますか。畜産だけで、ちょっ

とだけ時間をいただいて皆さんがおられれば。

いえいえ、もうこれでやめますけど、午後の時

間もですよ。この２課を続行しますかね。

じゃ、午後、現状の中でちょっと進行させて

ください。そのうち総括ということに入りたい

と思います。よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

○山下委員長 それじゃ、委員会を再開いたし

ます。午後の審査に入ります。

委員の皆さん方、質疑に入りますが。

○髙橋委員 畜産振興課の339ページで、家畜排

せつ物の関係です。

先ほど、午前中も質疑がありましたけど、こ

れは販売を促進するための支援だということで

説明がありましたが、例えばＪＡに堆肥センタ

ーがあるじゃないですか、こことの兼ね合いな

んかはどうなるんでしょうか。

○押川畜産振興課長 この事業につきましては、

要するに売れる堆肥、非常に臭気がないですと

か、水分がきっちり管理できているとか、そう

いったものをつくろうという技術支援とあわせ

て、流通先についてもかなり詳しいコーディネ

ーター、コンサルをお願いしていますので、そ

ういった支援もございます。

あわせて、農協あたりの技術的な問題もあれ

ば、そういう支援も行いますし、売り先がバッ

ティングするようなことのないような調整とい

いますか、要するに売り先も含めて、あわせて

コンサルをお願いしているというような事業で

ございます。

○髙橋委員 ＪＡもひっくるめた支援というこ

とになるということですね。それと営業妨害に

ならないということで。

それと、今、私の近くにもブロイラーやって

いる業者が無料で提供しているんですけど、そ

こが、いずれそういう技術を取得したら販売が

できるということになるわけですね。

○押川畜産振興課長 委員のおっしゃるとおり、

むしろ資源でございますので、非常に有効活用

を、お金を出しても使いたいと言われるような

堆肥をつくっていこうということでございます。

○髙橋委員 私もいずれお金で買わなきゃなり

ませんので、いいですけど。わかりました、有

効にそういったところが使われるということで

よろしいと思います。

あと、もう一点は、委員会資料の45ページで、

人材育成の関係、宮崎の養豚、宮崎大学に研修

施設整備事業っていう整備、いわゆる繁殖肥育

畜豚舎ですよね、これは県有施設ということで

残るんでしょうか、その確認をします。

○押川畜産振興課長 これは大学のほうの施設

ということで、うちのほうから補助という形に

なります。

従来、研修等々やるときに、実践をする農場

がなくて、特に、今のように防疫の問題があり

ますと、一般農家の施設を使うわけにはいきま

せんので、そういった施設を宮崎大学のほうが

非常につくりたいというようなお考えがありま

したので、支援させていただくというようなこ

とでございます。

○髙橋委員 ということは、施設整備した後は、

当然宮崎大学がずっと維持管理、人件費やらひっ

くるめてやるということで理解していいですね。
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○押川畜産振興課長 そのとおりでございます。

○髙橋委員 はい、わかりました。

○前屋敷委員 予算説明資料のほうで342ページ

です。ここの下のほうですが、価格安定対策事

業費が、前年度とするとすごい額が減額になっ

て、昨年度が特別対策の事業があったりして、

その分がなくなってるのということはわかるん

ですが、この今年度の予算で、先ほど説明では、

鶏卵価格の事業と、それからここには肉用子牛

価格があるんですが、豚についてのものもない

し、これで価格安定対策は十分に進められるの

か。

○押川畜産振興課長 畜産物価格安定対策事業

の事項のお問い合わせでございます。

昨年といいますか、25年には、いわゆる丸緊

肥育対策の事業と養豚の経営安定対策事業、こ

れを25年に３年分ずつ、既に前もって積み立て

を行いましたので、その分が合わせて４億4,000

万ほど、ことし減額ということになります。

下にあります肉用子牛につきましても、支援

する基金そのものはもう従来からございまして、

ここにありますのは、農畜産業振興機構あたり

からの交付事務に対する委託の経費を上げてお

りますので、肉用牛、豚については、もう現在、

基金としては十分あります。あわせて、今回、

鶏卵につきまして支援をするということでござ

います。

○前屋敷委員 今、御説明いただいたように、25

年度の特別対策は３年分の基金として積み立て

たという中身なんですね。

それと、あわせていいですか。その下の飼料

対策費もなんですけど、あわせてちょっと御説

明をいただけますか。

○押川畜産振興課長 飼料対策費につきまして、

前年よりも額が低くなっているということの御

説明ということでよろしいでしょうか。

これ、25年につきましては、その説明の欄の

３のみやざきエコフィード増産体制整備事業、25

年に国庫事業を取り入れてやるという予定で、

当初予算を組んでございました。

実際には、既存の機械等々を移転するという

ことで、国庫補助事業を使わずに済みましたの

で、２月補正減をお願いしておりますけども、

その分、国庫補助事業分の１億7,500万円分が本

年はないということでございます。

○前屋敷委員 はい、わかりました。

あとは、議案の関係で、消費税の関係でお願

いします。

委員会説明資料の51ページ、52ページで漁村

振興課ですね。県立高等水産研修所の宿泊棟の

使用料、それから漁港管理条例の一覧表をつくっ

てありますが、消費税に伴う引き上げというこ

とで、24年度決算でもいいですし、当初でもい

いですので、どの程度負担がふえるかというこ

とについて、わかればお願いします。（

失礼しました。総括でします。済みません。

さっき聞きそびれておって、失礼しました、後

で、後ほど。

○山下委員長 畜産のほうはよろしいですか。

なければ、もう。

○緒嶋委員 先ほどの獣医師確保だけど、この

予算概要、347ページ、この3,200万円余を組ん

であるわけじゃけど、これは人員確保ですか、

何か対策事業ですか、これは。強化事業。

○西元家畜防疫対策課長 （事項）の家畜衛生

技術指導事業費の中の６、獣医師確保対策強化

事業でよろしいですか。

このうち、大きなものといたしましては、獣

医師の修学資金の貸し付けがございます。来年

度31名分の予算をとっておりまして、１人当た
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り60万円でございます。

○緒嶋委員 これ、１人当たり年間60万という

ことですか。

○西元家畜防疫対策課長 １人当たり、年間、

県の補助としては60万円ですが、それに国が60

万円のプラスをいたしますので、１人当たりと

しては120万円になります。

○緒嶋委員 これは、それだけ６年ですか、獣

医師になるためには、国家試験通らにゃ、どう

にもなりませんけども。そうした場合に、それ

を、奨学資金を受けて、その人が卒業した後に

宮崎県に就職した場合とか、民間の共済組合と

か、そのほか農協とかに就職した場合も、これ

は償還の猶予というか、もうそのあたりの制度

はどうなってるんですか。

○西元家畜防疫対策課長 こちらの制度では県

が出しますので、償還が免除されるというのは、

宮崎県に入った学生だけです。

○緒嶋委員 ということは、県職に、職員にな

らなければ、当然償還してもらうということに

なるわけね。

○西元家畜防疫対策課長 県の中でも、農政水

産部サイドでなければいけないと、農林水産省

が大もとは出していますので、半分は出してい

ますので、県の農政部で家畜保健所とか試験場

とかいう部署でないと、福祉保健部のほうに入っ

てしまっては償還の対象になります。

ただ、その猶予が、３年間の猶予はございま

すので、返還の対象になるのが、県に入って３

年間、例えば福祉保健部におったと、そして３

年後に農政水産部に来たということであれば、

返還の対象にはならないということです。

○緒嶋委員 いずれにしても、県職になれば償

還の返還にならんような方法はあるということ

ですね。

○西元家畜防疫対策課長 そうでございます。

○緒嶋委員 それと、この国の60万というのは

どうなるんですか。そうした場合、民間の職場

についた場合、国のこの60万はどうなるわけ。

○西元家畜防疫対策課長 国の場合も一緒です。

県が出しておれば、その県に入らないと、国は

償還の対象になるんですが、これは共済がその

半分のほう、例えば県が出す分を共済のほうが

出せば、国と合わせて120万ということで、それ

は共済に入ればいいという制度です。

○緒嶋委員 そうすると、実際は、まだこれは

この制度適用された獣医師はまだいないわけね。

適用されるというか、それで宮崎県に就職した

人はおらんですかね。

○西元家畜防疫対策課長 この制度は平成21年

度からやっておりまして、既にこの制度で入っ

た職員もおります。

○山下委員長 実績はどれです。

○西元家畜防疫対策課長 平成21年から昨年度

まで、平成24年度までで実績が、11名の学生に

貸し付けをいたしておりまして、うち入庁が７

名、これは、国家試験に通った学生は、１人を

除いて入っています。その１人というのは、済

みません、国家試験に通った人間は全て入って

います。国家試験に通らなかった不合格の人間

が１人。それで今、継続中というのがまだ３名

おります。

ですから、入庁が７名、不合格が１名、継続

中が３名で11名。

○緒嶋委員 そうすると、ことしの予算では、

その11名、どういうようになってるの。予算で60

万を貸し付ける人はことしの予算では何名にな

ると。

○西元家畜防疫対策課長 本年度、平成25年度

の貸し付けが、実績で今のところ16名。
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○山下委員長 単年度で16名。

○西元家畜防疫対策課長 そうです。

○山下委員長 25年度。

○西元家畜防疫対策課長 25年度です。

○緒嶋委員 26年度は。予算では。

○西元家畜防疫対策課長 予算では31名を計画

しております。

○緒嶋委員 ということは、将来的にはかなり

の人がこういう貸し付けの中で県職になる可能

性としては高いと見ていいですね。採用がな

きゃ、どうにもならんけどね。

○西元家畜防疫対策課長 この制度で借りてい

る学生というのは、ほとんど宮崎県に来ていた

だけると思っていますので、今後、随分ふえる

という期待はしております。

○緒嶋委員 ありがとうございます。私はちょっ

と出てくる。

○山下委員長 よろしいですか。なければ、総

括に入りますけど、よろしいでしょうか。

それと、報告があったね、済みません。なけ

れば、次に、その他報告事項に関する説明を求

めます。

○押川畜産振興課長 畜産振興課でございます。

お手元の常任委員会資料のほうの61ページを

お開きください。

平成26年度の宮崎県口蹄疫復興財団の事業概

要についてでございます。

初めに、１の支援の考え方でございます。口

蹄疫復興対策運用型ファンド事業は、農業・畜

産はもとより、県内経済の早期回復を図ること

などを目的に、平成24年度までの２年間では、

口蹄疫からの復興をスピード感を持って後押し

するため、イベントやプレミアム商品券等の即

効性のある事業に相当の支援を行ってきたとこ

ろでございます。

その後、25年度からは、復興から新たな成長

への取り組みと連動しながら、持続的な経済成

長へ向けて、将来の産業基盤の構築につながる

ものに重点を置いて支援することとしており、

平成26年度も引き続き、畜産新生、フードビジ

ネス振興、中小企業振興、誘客対策、地域振興

等の各分野にわたり、幅広く支援していくこと

としております。

その下の２のこれまでの助成額と平成26年度

の計画について、上のほうの23年から24年度の

表をごらんください。

平成24年度までの２年間で、農業分野に１

億8,600万円、商工観光分野に４億7,600万円、

地域振興分野に３億700万円など、計10億3,000

万円を助成してございます。

次に、下の成25から26年度の表をごらんくだ

さい。平成25年度は６億3,500万円の助成を予定

し、平成26年度は６分野の合計で６億6,600万円

を計画してございます。

次に、平成26年度事業計画の概要を御説明い

たします。

右のほうのページをごらんください。それぞ

れの分野が左端のほうに書いてございますが、

まず、１の畜産新生分野でございます。畜産新

生プランに基づきました事業を中心とした内容

を計画しており、発情発見システムなどを導入

した技術実証により、１年１産等を推進する生

産性向上等支援、また、和牛の全共日本一２連

覇を生かした販路拡大プロモーション、さらに

は地域防疫の充実を推進します地域防疫等支援

などに１億1,100万円。

２のフードビジネス振興分野では、マーケッ

トイン強化のための商品開発や販路開拓等、農

業者等が取り組む６次産業化への支援、また、

生産・供給体制づくりとして、児湯地区等にお
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けます畑地かんがい事業、低コスト生産のため

の資機材の開発や導入実証等の支援、収量向上

対策のための生産力向上支援などに合計で２

億400万円。

次に、３の中小企業振興分野では、中小企業

者等が取り組む商品開発等や都市部等をター

ゲットといたしましたアンテナショップ、展示

会等の開催、また、県と市の融資制度の事業拡

大などの前向き資金を活用した場合の利子補給

等の支援などに合計で9,600万円。

次に、４の誘客対策分野では、スポーツラン

ドみやざきのブランド力強化やコンベンション

誘致による開催支援、また、教育旅行関係者の

招聘、記紀編さん1300年事業、さらには韓国や

台湾等からの海外観光誘客の取り組みなど

に9,400万円。

次の５の地域振興分野では、西都・児湯地域

の市町村が取り組みます象徴的な事業や西都・

児湯地域の経済団体等が連携します事業、また、

西都・児湯地域以外の市町村が実施します特徴

ある事業に対しまして計で１億5,400万円。

６のその他として、都農町に開設しておりま

すふれあいの居場所による地域のきずなを強め

る取り組みや口蹄疫を風化させない取り組みな

どに計の700万円。以上、26年度事業として、表

の一番下の合計の欄にございますように、６

億6,600万円を計画してございます。

なお、今後は、各助成団体と協議しながら、

それぞれの個別事業を採択したいと考えており

ます。

説明は以上でございます。

○山下委員長 その他報告事項についての説明

がありましたが、委員の皆さん方の御意見を伺

います。

○髙橋委員 最後のほうに説明がありました、

事業概要25年度の計画の関係で、地域振興のと

ころです、以前も発行、実施されて効果もあっ

てる地域振興券ですよね、こういった取り組み

もまた可能なんですか。

○押川畜産振興課長 先ほど申し上げましたよ

うに、大きなくくりといたしまして23年、24年

度につきましては即効性のあるものということ

で商品券等々の取り組みをしておりますが、全

体としてのくくりの中でそういった取り組みと

いうのは今回ございませんが、あと各商工会、

商工会議所等々のそれぞれの取り組みについて

の分につきましては、またそれぞれ間に入りま

す商工会連合会等々と協議しながら、具体的な

個別の案件については、採用について協議して

まいりたいと考えております。

○髙橋委員 可能性としては、ないわけでもな

いということの理解をしていいんですね。とい

うのが、いわゆる４月から消費増税になるじゃ

ないですか。ある意味は冷え込みますから、こ

の取り組みなんか結構有効な取り組みになると

思うんですよ。非常に、可能性的にあるんであ

れば、そういったところの実現に向けて、また

検討いただきたいと思います、一点だけ。

○押川畜産振興課長 この26年度事業の現在そ

の大枠で、今御説明した金額を計画してござい

ますけども、その計画をつくります段階で、既

に計画として上がってきている中では、そういっ

たものというのは、今のところ把握はしてござ

いません。

○山下委員長 それでは、以上で畜産振興課、

家畜防疫対策課の審査を終了いたします。

総括質疑の準備のために、暫時休憩をいたし

ます。

午後１時21分休憩
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午後１時26分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

各課の説明及び質疑が全て終了をいたしまし

た。

これから総括質疑を行います。農政水産部全

般について、質疑はありませんか。

○横田委員 畜産振興課にちょっとお尋ねした

いんですけど、先日、佐土原の繁殖牛部会の総

会に行かせてもらいました。もう１年前の段階

で、平均年齢が70歳を超えたということだった

んですけども、本当、高齢化が進んでて、「もう、

横田君、あと何年もようせんわい」って、みん

な言いやっとですよ。そういうことを考えて、

この地域肉用牛繁殖基盤強化対策事業を考えら

れたんじゃないかと思うんですよね。

結局、高齢者の対策ということで繁殖センタ

ーとかキャトルステーションの機能強化を図っ

て、分業化、省力化を進めて増頭を図るという

ことですけど、それと同じような考えとして、

私はもう前から言ってるんですけど、コントラ

クターですよね。コントラクターが本当に今か

ら大きな効果をもたらしてくれるんじゃないか

なと思うんですけど、ある程度進んできている

とは思うんですけど、いわゆる高齢者の繁殖牛

経営の中での分業化、省力化の観点から、コン

トラクターをどう考えておられるかをちょっと

お聞かせください。

○押川畜産振興課長 今、委員御指摘のとおり、

非常に人が少なくなってきている。しかしなが

ら、繁殖経営の中には、ベテランの方の観察力

といいますか、技術がまだまだ大事なものがご

ざいますので、種つけなり分娩をする、その要

所要所にベテランの方にいていただいて、それ

以外のところは繁殖センターなりキャトルステ

ーションで牛の世話をする。

あと、餌につきましては、今回の水田の見直

し等も含めまして、かなり餌をつくるというの

が出てまいりますので、コントラクター、でき

ましたらコントラクター、プラスＴＭＲセンタ

ー、それに地域でのわら銀行的なものまでやっ

て、限られたわらを肥育の後期に集中して持っ

ていくであるとか、そういったように、今回の

事業では繁殖雌牛の地域でのシステム化という

ふうに書いてございますが、餌も当然そういう

ふうなシステム化を入れて、地域でふやしてい

くという体制をつくっていきたいと思いますし、

コントラクター等への支援策も別途事業では考

えてございます。

○横田委員 コントラクターが広がっていくた

めには、やっぱり農家の理解といいますか、そ

れが一番大事だと思うんですよね。農家がそれ

に参加してくれてこそ、初めてコントラクター

が機能するわけで、そういった意味でも今回の

農地中間管理機構で集約化するということは、

非常にタイミング的にいいんじゃないかと思う

んですよね。ぜひ、この中間管理機構の取り組

みとあわせながら、コントラクターを拡充して

いっていただきたいなというふうに思うんです

けど。

○押川畜産振興課長 まさに私どももそういう

ふうな考えでおりますので、また地域の方々と

よく相談しながら進めてまいりたいと思います。

○横田委員 よろしくお願いします。

○岩下委員 畜産振興課長にまたお伺いします

けども、先ほど髙橋委員のほうからお話があり

ましたけど、堆肥センター、うちのほうの地元

では、その堆肥センターは補助事業で堆肥セン

ターができたんで、それを、例えば土と混ぜて

堆肥とですね、それで販売をやりたいと言って
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るけれども、補助事業でやったんだからできま

せんというようなことで私は聞いていたんです

けども、何か変わったんですか。

○押川畜産振興課長 ちょっと個別案件になろ

うかと思いますので、ここで判断は難しいんで

すが、補助事業でつくったところでできた堆肥

を販売できないというような規定はなかろうか

と思います。むしろ、できたものは販売なりし

て使っていただく、先ほど言いましたように、

使ってもらえるような堆肥にしなければ、積ん

どくだけで、ただ腐らせておるというのは堆肥

になっておりませんので、きちっと処理をして

肥料として使えるようなものをつくっていって、

利用していただくということになろうかと思い

ます。

○岩下委員 ありがとうございます。

○工藤営農支援課長 堆肥の関係なんですが、

肥料取締法の中で堆肥につきましては、特殊肥

料ということで位置づけされておりまして、い

わゆる油かすとか堆肥とか、そういうふうなも

のがございますけど、約50種類程度肥料がござ

います。

これにつきましては、都道府県への届け出が

必要でございまして、生産工程とか所在地とか

日本とか、そういうものの審査を経て、届け出

がされたものは販売ができるということになっ

ております。

○岩下委員 でも、それなりの十分成分を含ん

だ肥料であれば、届け出をして可能だというこ

とですね。

○工藤営農支援課長 県のほうへ届け出をして

いただいて、しっかり審査といいますか、そう

いう手続が整いましたら販売ができることに

なってございます。

○岩下委員 何かこう道が開けるような感じで

す。ありがとうございます。よろしくお願いし

ておきます。

○前屋敷委員 委員会の説明資料の29ページの

県営畑地総合整備事業ですが、これで負担の割

合のところ、（５）の②です。この負担の割合で

地元負担とあるのから、農家負担ということで

すね。

○河野農村整備課長 国・県で地元の分につい

ては、市町村及び農家の御負担ということにな

ります。

各市町村ごとで若干、市町村が負担される率

が変わってまいります。それにつきましては、

同じく委員会資料の59ページ、負担金徴収条例

のほうを今回議案として上げさせていただいて

おりますが、この中の上から２つ目に畑地帯総

合整備事業の国営関連地域というのがございま

す。

先ほどの、例えば国営関連でいきますと18.3

％が地元の御負担となります。そのうち市町村

で異なるということで、市町村によっては、そ

のうち10％もしくは18.3％をということで、若

干市町村によって違いますが、この範囲以内で

市町村のほうが御負担されると。

逆に言いますと、その残りが農家のほうの御

負担というようなことになります。

○前屋敷委員 この負担とあわせて工期の問題

なんですけど、やはり工期が長くなると、どう

しても必要な、もちろん水が必要で、畑作する

のには水が大事なんで必要ということで、この

畑かんの事業が進められるんですけど、今回の

場合は43地区ということが対象になってますが、

規模が大小それぞれあるんでしょうけど、そこ

で工期は、当然変わってくると思うんですけど、

どの程度の状況でしょうか。

○河野農村整備課長 委員がおっしゃられると
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おり、その規模、例えば面積であったり、事業

費であったりということで違ってくる面はある

かと思いますが、大体６年程度ということをめ

どにやっております。

ただ、実際やっていきますと、やはりいろい

ろ地元調整とか予算の関係で、若干延びたりは

してきますが、基本的には６年程度で、今のと

ころ事業のほうは進めさせていただいていると

ころでございます。

○前屋敷委員 続けていいですか。

先ほどちょっと間違えました消費税関連で22

号議案の49ページ、それから50ページについて、

消費税に伴う引き上げの金額、24年決算でも構

いませんし、25年の当初をベースでも構いませ

んので、県民にとってはどれほど負担がふえる

か、それがわかれば。22号は聞いてますね。

○向畑地域農業推進課長 49ページの農業大学

校ですか。

○前屋敷委員 51ページと52ページですね、失

礼しました。

○神田漁村振興課長 まず、51ページのほうで

ございますけども、宿泊関係につきましては、24

年度実績からしますと、トータルで500円程度の

増額という形になります。

あと、宿泊関係につきましては、約4,500円程

度。それと、あと議案23号のほうの件につきま

しては、トータルで大体14万円程度の増額とい

う形になります。

○前屋敷委員 済みません、今、51ページのほ

うでは、宿泊、体育館の使用も含めて4,500円ぐ

らいになるということですかね。

○神田漁村振興課長 済みません、体育館の使

用のほうが500円と宿泊のほうが4,500円程度と。

○前屋敷委員 はい、わかりました。

それと、済みません、いいですか、あわせて、

先ほど出た市町村負担金徴収の条例のほうです

が、58号ですね、59ページ。これで、この市町

村の負担もどの程度になるのか、25年度をベー

スでも、どちらでも構いませんが。

○河野農村整備課長 申しわけありません、少

々お時間をいただきたいと思います。

○前屋敷委員 これは消費税と違いますので、

実績で答えていただければ、24年でも25年当初

でも。

○神田漁村振興課長 済みません、歳出予算説

明資料の334ページをごらんください。

24年度の予算で15億8,000万円余をお願いして

いるところではございますが、ここの中で漁村

振興課のほうとしましては、大体100分の10お願

いしているということでございますので、１

億5,000万円程度ということで御理解いただけれ

ばと思います。

○河野農村整備課長 農村整備課につきまして

も、ちょっと26年度の予算書のほうで申しわけ

ないんですが、315ページをお開きください。

中ほどの（事項）公共農村総合整備対策費、

漁村振興課と同じような形になりますが、ここ

の財源の中の分担金・負担金というのがござい

ます。これが、いわゆる市町村並びに農家の御

負担の部分になります。この事項でいきます

と3,850万円ということになります。

同様に317ページでいきますと、公共土地改良

事業費がございます。こちらにつきましては、

その下の１から８の事業の分担金・負担金とし

まして６億7,460万1,000円を上げておりますの

で、同じくこれが地元のほうの御負担の部分に

なってまいります。

同様に、それ以外の事項につきましても、分

担金・負担金というものが地元のほうの御負担

というような部分になってまいります。
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○前屋敷委員 総額すればいいってことですね。

はい、わかりました。

○髙橋委員 先ほどの前屋敷さんの県立高等水

産研修所の関係でちょっと思いついたものです

から、期間が限定されますよね、この事業は。

いわゆるこの高水研に入所している子供たちの

関係もありますから、期間が限定されていると

思うんですが。

ただ、利用が意外と少ないと思います。ここ

は賄いつきだというように聞いてますが、食事

も出るらしいんで、ぜひとももっとＰＲしても

らって、いわゆる内陸部の子供たちに泊まって

研修してもらうとか。目の前には競りをする市

場もあるわけですよ。物すごく魚の学習にもな

りますから、もっともっとここの利用がふえて、

利用料が上がるような取り組みをぜひやってい

ただきたい。ここを使えるのは、期間限定です

よね。

○神田漁村振興課長 宿泊施設関係につきまし

ては、24年度の実績が大体154名、今年度につき

ましては、２月末現在で225名という形になって

ございます。これも、利用者に関しましては、

いわゆる漁業者が資格を取るために宿泊された

り、あとは委員おっしゃいましたように、６月、

７月、８月ぐらいに子供たちの体験研修とか、

そういうのでやらさせていただいております。

おっしゃいましたように、やはりＰＲが必要

ということで、高水研のほうでは、今申しまし

た24年と25年と比べて100名程度はふえています

けど、そういう一応努力はさせていただいてい

るところでございます。

○髙橋委員 これは大人もいいわけですよね。

民業圧迫にならない程度に盛り上がるといいな

と思ってます。

何点か総括質疑しますね。農地中間管理機構

支援事業ですが、これは４月から動き出すわけ

で、今さらっていうのも申しわけないんですが、

地方負担について、本当これ、現実負担が伴う

ことに対して本当に遺憾なわけですが。

それと、せんだっても説明がありましたよう

に、この事業が全国47都道府県一律ということ

ですよね。川の長さも違えば、平野の広さも違

う。そういう意味では、私は47都道府県、それ

ぞれ特性があるから、やり方については変わる

し、もちろんお金の支援の仕方も違って当然だ

と思うんですよ。これは47都道府県一様に前に

進むわけではないと思うし、宮崎県みたいな中

山間地が多いところについては、それだけ人手

もお金も要るということは申し上げておきたい

と思いますから、農政企画課長におかれまして

は、農政水産省に戻られて、しっかりその辺を

また御検討いただくようにお願いしたいと思い

ます。

何か言いたいことがあれば、おっしゃって構

いませんから、いいですか。

○鈴木農政企画課長 はい、47都道府県それぞ

れ実態があるということを私も３年間で非常に

よく勉強になりましたので、今、委員がおっ

しゃったような御趣旨はしっかりと今後も反映

する形で頑張りたいと思っております。ありが

とうございます。

○髙橋委員 よろしくお願いいたします。

あと水産関係で２点ほどお尋ねしますが、一

つは、前々からこれ、私も疑問を持っててお尋

ねしたこともあるんですけど、水産業に対して

直接の税の投入が補助という形で、例えば船を

つくる場合に直接の税投入ができないというふ

うに聞いてますけど、それはそれで間違いない

ですよね。

○成原水産政策課長 基本的な考え方として、



- 174 -

平成26年３月13日(木)

個人資産を増加させるようなことについては、

多分、国も県も基本的には避けておるというこ

とだろうと思いますが、その趣旨が、例えば効

率的な漁業を生むための支援という形であれば、

これは可能なんではないかというふうに考えて

おります。

○髙橋委員 今、説明がありました効率的な漁

業経営であれば可能だということで、例えば、

農業でいえば団地化とか組合とか、そういうの

で購入しているわけですよ。でも、実質は個人

の懐に入ってるわけですよね。

だから、私は水産業も昔、船団とか言ってた

じゃないですか、そういったところでうまくや

る、高額な建造になりますと船は億単位でかか

るわけですから、ある意味、そういう意味では

何らかの支援ができるような道筋というのがで

きないものか、そういったところはどうなんで

しょう、難しいんでしょうか。

○成原水産政策課長 このたびの平成25年度の

補正予算──国の予算でございますけども、こ

ちらで省エネ・省燃油の操業を促進しようとい

う形で、例えばエンジン、代表例ですけどエン

ジンの交換、それから省エネに貢献するような

機器類、例で言うと、車のような燃料がどの程

度今消費されているかを見える化した装置が、

船でも開発されていまして、そういうような機

器を入れるということについて、国が補助制度

をつくってございます。

これは、委員がおっしゃるとおり、グループ

操業的な形で導入をしていくというようなもの

になっておりますので、おっしゃるような制度

になるんではないかなというふうに思っており

ます。

○髙橋委員 わかりました。方法として、補助

金といいますか、そういうものはあるというこ

とで理解していいですね。

あと一点は、先ほどもちょっと触れましたけ

ど、フードビジネスの関係で水産の部分が量的

に少ないような気がするし、予算面でも少ない

ような気がするんですが、気のせいだったら気

のせいでいいんですけど、そこで何か、いや十

分確保されているんだというものが説明いただ

ければしていただきたいし、どうも何か項目に

してももうちょっとあってもいいんじゃないか

なと、量にしても額面にしても、その辺のちょっ

と説明をいま一度お願いします。

○成原水産政策課長 これは幾つかの側面があ

ると思いますが、例えば先ほども事業の説明の

中で申し上げましたけども、一つは、主体とな

るべき人たち、そのフードビジネスを展開する

主人公、これが漁業者サイドに余りこれまでの

ところおられなかったということもあるんだろ

うと思います。

それから、出口としての販路開拓に適合した

商品、いわゆる鮮魚だけではなくてさまざまな

形態の、鮮魚でもある、例えば活け締めをする

とか、ある付加価値を持った商品化がされてき

ているかどうかというところもあると思います。

そういう形で、広がりというのがないという

ことになっているんですが、予算的な措置でい

うと水産業費だけではなくて、全庁的なさまざ

まなフードビジネス展開の予算が使えるような

ことになっておりますので、それぞれの主体者

が求めて予算を獲得する努力をすることがあれ

ば、それなりの補助金なりというものが得られ

るような状況にはなっていると思います。

私たちは、そのことも含めて、その指導も含

めて、こういう予算があるよというお話を情報

を流すとともに、どういう取り組みを誰と組ん

でしていったらいいのかということも含めて、
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御指導申し上げていかなければならないという

ふうに考えております。

○髙橋委員 いわゆる実際に取り組んでいらっ

しゃる現場のところが、いま一つ、何ていいま

すか、盛り上がっていないといいますか、一歩

前に出ていない、そういう現実があって、行政

としていろんなテーブルに乗せてお見せするん

だけども、なかなか現場のところで商品化も少

ないというところの説明だったと思うんですよ

ね。

そこはそこで、もう少し頑張って、提供する

側も意見交換をいっぱい重ねながら、もっともっ

と魚の部分の商品化が豊富に、また、付加価値

のついたものが出てくるように、今まで以上に、

私からしたらもうちょっと予算的な面でもふや

していただきたいというふうに思いますんで、26

年度はこの予算で頑張っていただきたいと思い

ます。

○河野農村整備課長 申しわけありません、先

ほどの前屋敷委員の分担金・負担金の件で、

ちょっと説明不十分でしたので、補足をさせて

いただきたいと思います。

お手元のほうに平成26年度歳入予算説明資料、

１センチほどの冊子になりますが、こちらの10

ページと11ページになります。

まず、10ページを見ていただきたいんですが、

上のほうに分担金というのが２行目のほうにご

ざいます。その下、中ほどに課がありまして、

農村整備課分が３つになります。土地改良費、

防災費、そして農業振興費と、これら３つ合わ

せまして、上から４行目になりますか、3,033万

円、これが分担金、いわゆる農家等の御負担の

部分になります。

それから、続きまして11ページをごらんくだ

さい。こちらが負担金のほうになります。この

中の上から４行目、５行目に農村整備課で土地

改良費と防災費がございます。３行ほど飛びま

して、その下に農村整備課で農業振興費という

ことで上がっております。この３つの額を足し

ますと、市町村の御負担金部分が９億549万8,000

円になります。

ちょっと説明が不十分で申しわけございませ

んでしたが、以上が、先ほどの御質問に対する

お答えになります。済みません。

○ 原委員 農政水産部で出しておられるこの

農業という雑誌がありますよね。こちらで出し

てるんですかね。農業と生活、何ていうやつで

すか。林業は林業で林部であるって、こちらで

出してるんですか。ここじゃないんですか。

○工藤営農支援課長 委員おっしゃいました「農

業と生活」という雑誌でございまして、年間６

回ほど出しております。１回につき2,100部程度

出しておりまして、農林技術連絡協議会という

組織で、県内の農業関係団体全部入っておりま

して、その中でいろんな情報をいただきながら

本を発行させていただいております。

○ 原委員 つくった、そもそもの目的は何な

んですか。

○工藤営農支援課長 農林技術連絡協議会とい

いますのは、農業者がいろんな栽培なり、経営

なり、まちづくりなり、いろんな情報をお互い

に共有をさせていただくということで、農業の

情報を幅広く、一般の県民の方にも発信をした

いということで出させていただいております。

主に、やはり農業者とか農業関係者の方が、

県内のいろんな農業の動きをタイムリーに把握

できるということの趣旨で、発行させていただ

いているところでございます。

○ 原委員 2,100というのは、農業者も含めて、

各農業者団体に配布されているということです
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か。

○工藤営農支援課長 ウエートの高いとことし

ましては、やはり県なりＪＡなり農業関係の団

体の方にお配りをしております。当然、会費も

取っておりますけれども、一般の方から御希望

がある場合も、当然販売をしておりますし、県

内の書店にも幾つか、数はちょっと今、手元に

ございませんが、置いてあるところもあるとい

う。

○ 原委員 ということは、その編集の方針と

いうか、基本は、いわゆる農業技術情報の共有

というか頒布というか、そういうことですね、

広く一般に知らしめるという。

○工藤営農支援課長 はい、そのとおりでござ

います。

○ 原委員 というのは、横田委員からもちょっ

と意見がありましたけど、団地化をするときに、

これまでの日本の農業のあり方というのは、自

分で培った技術はひとり占め、独占という、人

に出さないようにして職人かたぎというか、そ

れでもって、自分のところだけよく生産しよう

と。それが、団地化が進まないので、情報の共

有化をというようなお話があったと思うんです。

この前、部長も一緒に行かれたオランダで、

盛んに説明者が言ったのは情報の共有だと。そ

ういう自分たちで取り込まないということで、

みんなでやってきたから、こんなに早く近代化

施設ができたんだというようなことがあって、

もうそういう意味では、共有という感覚を持っ

ておられるわけだけど、これからは、なおさら

団地化を進めてやるんであれば、いろんな意味

で施設にしろ、ほかの土ものにしろ、この情報

の共有ということをやることが、この宮崎県全

体の営農技術の向上につながるし、競争力に打

ち勝っていくことの大きな条件かなということ

を感じたんで、それでは、この雑誌は何なんだ

ということをちょっと聞いてみたところでした

けど、そういうことであれば、この「農業と生

活」でしたか、ぜひ、その役割を大いに果たせ

ますように、そのあたりを読みやすく、広く人

に読まれる雑誌にしていただくと、その効果が

あるかなと御期待を申し上げておきたいと思い

ます。

○工藤営農支援課長 ありがとうございます。

記事の内容につきましては、国の大きな政策

の変化にタイムリーな話題をしっかりお伝えを

して、読んでためになる本として編集をしてい

きたいと考えております。よろしくお願いしま

す。

○ 原委員 苦言を呈しますと、ちょっと読み

づらいと、何のために、これを出してるんだろ

うという、そういう意見も正直あったんですよ。

だから、それを何かこう見やすい、いろんな文

字の字体にしても見やすいものにしていただく

といいのかなと思います。よろしくお願いしま

す。

○緒嶋委員 宮崎県のフードビジネスというの

を大々的にやり、将来は１兆数千億の産業にし

なきゃいかんという大きな構想があるわけです

が、その中で畜産の場合は、この前、中野 明

議員も言われた、やはり980億余り、牛と豚の産

出額があり、鹿児島はそれよりも多いわけです

けどもね、やはり日本のそういう宮崎県のもの

が鹿児島に流れて、そこで処理されると。だか

ら、宮崎県の付加価値を鹿児島にとられている

ようなものだというような趣旨の質問があった

と思うんですけど、この流通の中で、そういう

加工的な付加価値をつけるものを、いかに宮崎

県内で高めていくかというのは大きな課題だと

思うんですよね。これは一つの流通の流れの中



- 177 -

平成26年３月13日(木)

で、今はうまく流れておるわけだから、九州全

体で見れば、それは鹿児島であろうが、どこで

加工しようが問題はないけど、やっぱり宮崎県

という立場で見れば、やはり宮崎でいかに付加

価値を高めるかというのが大きな、これは一つ

の方策だと思ってるんですよね。

そうなれば、これは県だけでできることじゃ

なく、そういう経済団体を含め、生産団体も含

めて一つの方向性というのを模索していかない

かんと思ってるんですよね。そういう取り組み

というのを、今後真剣に、フードビジネスとい

う大きな流れの中で確立していかないかんの

じゃないかというふうに思うんですけど、この

あたりの考え方というのは、県としては一つの

方針というのを持っておられるのかどうかです

ね。

○緒方農政水産部長 畜産だけでなくて、畜産

はこの前大きな問題になったんですけども、畜

産について言えば、屠畜場をどうするかという

話でございますけども、それについては業界、

経済団体ともいろいろ話を聞いたりしていると

ころでございます。

全体的に言えば、やっぱり加工することによっ

て付加価値を高める、これは非常に重要な問題

であって、これは県全体としてフードビジネス

は、そこに目的があるわけですから、そういう

ことで付加価値をどう高めていくか、これが、

やっぱり一番の目的でいろいろ取り組んでいき

たいと考えております。

○緒嶋委員 これは、短期的になかなか方針ど

おりに進むとは思えんけど、やっぱりそういう

努力をしていかなければ、前に、そういう形に

はならんと思う。ぜひ、それを、努力を強く要

望しておきます。

それと、部長も 原委員もですが、オランダ、

ベルギーに我々は勉強に行かせていただいたわ

けですが、その中でワーヘニンゲン大学という

か、そこの大学を中心にオランダ農業というの

はフードバレーもありますね。そういうものを

含めて、やはり民間の力もかりながら、産学官

というか、そういうものがうまく機能して、あ

れだけの九州と変わらん面積で世界第２の農業

の輸出国になっておるわけです。

そうなると、宮崎県も、宮崎の場合で言えば、

県と大学と経済団体というか、そういう連携を

深めにゃいかんと思ってる。その中で宮崎大学

の位置づけというのが、畜産においては、いろ

いろと連携がうまくいっておると思うんですけ

ど、耕種とか園芸とか、そのほうの形がなかな

か我々にも見えてこんわけです。宮大も頑張っ

ておられると思うんですけど。産学官といった

場合、宮崎県の場合は、どことどこを指すこと

になるのかということ、私は宮大を中心とした、

やはり宮崎県にある大学だから、宮崎県の農業

のために宮崎大学はならんにゃいかんと思うん

です。

そうなると、そこ辺の関連というのが、県と

宮崎大学の農学部との関係が密でなきゃいかん

と思うんです。畜産のほうは、まあまあという

か、かなりうまくいっておると思うんですけど、

農業のほうでは、そうまでうまくいってないん

じゃないかというイメージがあるんですけど、

そのあたりはどう理解しておられますか。

○緒方農政水産部長 宮崎大学とは、県と協定

を結んでいろんなことをやろうということで進

めておるんですけれども、委員御指摘のとおり、

畜産では非常にうまくいっていると思ってます。

それと、今、取り組みを進めようとしていま

すのは、成分分析みたいなことで、いろいろと

宮大の農学部と連携してやろうということで進
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め、この前も人材育成関係で協定を結んだとこ

ろでございます。

確かに、耕種ではちょっと印象薄いんですけ

ど、宮大は、やっぱり宮崎地域の大学ですので、

ここはしっかりと連携して、いろんな側面で連

携してやっていきたいと思います。

それから、また南九大とか、それとか福祉保

健大学等もありますんで、いろんな分野ありま

すんで、それはしっかりと連携しながらやって

いきたいと思っています。

○緒嶋委員 特に、オランダに行ったときに、

ワーヘニンゲン大学ですか、ここが中心で農業

をリードしているわけです、施設園芸にしても。

そうなると、やっぱりそういうことは大学がリ

ードし、大学の指導のもとというか、産学官連

携してうまくいくと、やはり、これは日本全体

どこでも言えることであると。

また、農業が、ここは攻めの農業と言われる

中で、それを重視してから、ＴＰＰという、こ

れはもう大変なものが今年度中には、恐らく方

向性というか結論が出るんじゃないか思ってる

んです。そうなりゃ、米政策とともに日本農業

の大改革というか、これはどうしても前に進め

るということであれば、相当、それこそ農業関

係が総力戦を挙げて、本当に日本の農業が輸出

産業として成り立つかどうかと。

また、逆に外国から攻められるわけですから、

自由化というものが関税が低くなれば。それを

打ち勝っていくための対策ということは、これ

は真剣に取り組まなければ、私は、農業の未来

というのは、フードビジネスとか何とか言って

も、それはもうたまったもんじゃないという形

もなるだろうと思って。

特に、やはりそういう産学官の協力体制を進

めるために、県も大学も、また農協組合、経済

団体ももう一遍、それこそ原点に返ってという

か、本当に宮崎県の農業をどうするかという形

で頑張っていかなければ、もうどうにもならん

のじゃないかという危機感を私も持っておりま

すので、そういう点では、やっぱり大学との連

携をもっと深めて、大学が、宮崎大学の場合は

宮崎県にあるから、宮崎の農業振興のために、

どう寄与してもらおうかというものを、もっと

お互い連携をとりながら、学校の中だけの研究

じゃなくて、役に立つというか、本当に効果の

ある経済発展につながるようなものも出しても

らわんと、もう学校だけのただ研究だけでは、

私は、本当の国民のための大学じゃないと思っ

てるんです。

そういうこともありますので、これは、やは

りそれぞれの立場の皆さん方も大学と同じよう

な全てのものは持っておられますけど、向こう

は向こうで、まだすばらしいものがあると思い

ますので、その連携を私は深めていただきたい

というふうに強く要望しておきます。

特に、オランダなんかに行けば、フードバレ

ーなんかが、人数は少なくてもあそこが産学官

の連携もうまくとって発展しておるわけです。

花市場なんか見ても想像を絶するようなすばら

しいものもできておるわけで、あれだけ小さな

国があれだけ頑張っておるということを見れば、

もうちょっと我々も頑張りが足らんのじゃない

かという気もしますので、そのあたりはどうで

すか。

○緒方農政水産部長 私もオランダに行って、

非常にびっくりしたというか、すごいなと思っ

たところです。

宮崎大学の話が出ましたけども、宮崎大学も

学長さん以下、学部長さん以下、やっぱり地域

のために一生懸命やりたいという意識を非常に
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強く持っておられて、そういう中で宮崎県とも

協定結んで、いろんな人材育成から研究をやろ

うということでございますので、我々もそこ辺

は一生懸命取り組んでいきたいと思っておりま

す。

将来的には、オランダにも負けないような宮

崎県の農業に、日本の農業にしていきたいなと

考えております。

以上です。

○緒嶋委員 それと、今度は小さいことを言い

ますけども、薬草ですよ薬草、何ていうかな、

漢方薬と何でもできると思うんですが、ヒュウ

ガトウキとかいろいろ特異なのもあるわけです

けども、これを、やっぱり宮崎県でないと育た

ないような、そういう人間の健康にも、今、健

康志向というのがいろいろ言われておるわけで

すので、そういうものをもうちょっと研究する。

これは陣容、人の数の問題もあるのかと思うん

ですけど、薬草あたりの研究をもうちょっと進

めて、それが経済的に成り立つというか、農家

として成り立つような方向というのは打ち出せ

んのかなと。なかなかみんな努力はされておる

けど、目に見えて実績というのが上がってない

ような気がするんですけど、このあたりは試験

場かな、どこかな。

○井上総合農業試験場長 薬草の研究につきま

しては、総合農業試験場薬草地域作物センター

のほうでやっておりますが、今委員さんがおっ

しゃられましたように、今、新しい薬用植物の

研究もやっているところなんですけども、いわ

ゆるメーカーと連携をしながらやっていくと、

そういう方向で進めたいと考えています。

○緒嶋委員 ぜひ、小さい面積で単収を上げる

というか、そういう、特に中山間地なんか、大

規模な農業というのは、今度の中間管理機構が

できても、これは容易じゃないと思うんです。

そうなりゃ、そういう条件不利地域に合うよう

な農業ということになると、そういう特異なも

のをリストアップして農業経営を続けなければ、

なかなか今後は、さっき言ったＴＰＰとかの問

題で競争になった場合は、もう中山間地の農業

というのは、私は大変なことになると。それが、

直接支払制度とか多面的機能の制度ができると

いうのは、国も心配しておるからそういう制度

をつくったと私は思っているんです。

そういうことを考えると、やはり中山間地は

宮崎県の６割ぐらいを占めてるというようなこ

とでもあるので、そういうところでも生活でき、

そこに住まなければ国土は守れんわけです。そ

ういうことを考えたら、そういうところをもう

ちょっと精力的に研究をしていただいて、何と

かこういうもので頑張ったらどうかというよう

な方針的なものが出てくれば、また地域の人も

やりがいもあるし、そこで頑張ろうという気に

もなると思いますので、ぜひ薬草で、またそこ

で薬草のために長生きができたといえば一番い

いことですので、ぜひ農業試験場長、頑張って

ください。

○井上総合農業試験場長 はい。

○山下委員長 いいですか。まだ、ありますか。

○前屋敷委員 今から、農地中間管理機構のシ

ステムが始まろうという状況にありますけれど

も、しかし、やはりこういう制度をつくらなきゃ

ならないという根底は、やっぱり家族農業が続

けられなくなり、後継者がいなくなり、要する

に耕作放棄地がふえていったというのが背景に

あると思うんです。

ですから、やはりそこの対策も打ちつついか

ないと、土地だけ集約して新たな担い手に引き

継げばいいんだというようなことではなくて、
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やはり日本は、地形上、アメリカやオーストラ

リアとは全然違うわけで、本当に家族農業を大

事にして、いろんな、今ありましたが、特殊性

のあるものだとか、きらりと光るような農産物

をつくるとか、そういうことが非常に技術的に

も可能だというふうに思うんです。

ですから、そういうところを非常に大事にし

ながら、どうしても耕作できない部分について

は、こういう形態も必要かというふうに思いま

すけれども、やはり日本のそういう農業の特殊

性も含めて、やはり農業だけでは食べていけな

いということで、なかなか担い手が続かないと

いうことが大きな背景にありますので、そうい

う点では、そういうものを大事にしながら農業

を続けていく、そして安全・安心な農産物を提

供するという、その基本的なものを握って離さ

ずにいかんといかんのじゃないかというところ

を、ぜひ皆さん方も考えていただいて、事業を

進めることに今からなるんでしょうけど、そう

いうふうにお願いしたいというふうに思います。

これは国の施策ですので、そういうものをしっ

かり国にも伝えていくということとあわせて進

めてほしいというふうに思います。

以上です。

○山下委員長 答弁はいいですか。

○前屋敷委員 いいです。

○山下委員長 答弁はいいですか。思いを語っ

たところ。

○前屋敷委員 何かございましたら、部長。

○緒方農政水産部長 確かに、大規模化という

ことが叫ばれまして、農業を産業としてどうす

るかというのが、一番、今脚光を浴びていると

思います。

でも、日本の農業というのは、やっぱり個別

の農家の方々が一生懸命守ってきた話でして、

中山間地域、特にそういうところでは、やっぱ

り産業としてなかなか難しい面もあるというと

ころがあって、２つ考えていかないといけない

なと思ってます。

業として大規模化を図って、業としてやって

いく。それともう一つは、地域をどう守ってい

くかという観点から、いろんな高齢者の方々が

一生懸命頑張ってらっしゃる、そういう方々、

地域で頑張ってる方々をどうしていくか、そう

いう２つの側面からしっかりと農政、農を捉え

ていく必要があるとは認識しております。一生

懸命頑張っていきたいと思います。

○山下委員長 なければ、その他に入りましょ

うか。

そのほか、何かございませんか。

○ 原委員 その他ですが、聞かぬは一生の恥

と言いますので。

レタスとキャベツの話なんですが、キャベツ

は物すごい青虫がつきますよね、野菜を植える

と、もう始末にならんぐらい、無農薬でやろう

とすると。レタスはあんだけ結構食べやすくて

我々からするとやわらかいものですが、レタス

にはなぜか青虫がほとんどつかないんですよね。

ＦＲＣか、機能分析も非常に進んだ宮崎県です

が、どういうことで、あれはそういう虫がつか

ないのか教えていただきたいんです。

○井上総合農業試験場長 キャベツとレタスの

違い、害虫の食害の違いということの御質問な

んですけども、いわゆる青虫、モンシロチョウ

の幼虫というのは、基本的にはアブラナ科の中

でもキャベツだとか、それから大根だとか、そ

ういったものには来るんですけども、アブラナ

科、そういうものは来ますけども、レタスにつ

いては、また全く違う、同じアブラナ科ですけ

ども全く違った害虫が来るということで、特に
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冬場について、春先についてはキャベツのほう

が被害が大きいんですけども、もちろんレタス

も被害はそれなりにあるというふうに考えてお

ります。

○ 原委員 ということは、その含む成分によっ

て、その成分が何かをガードしてるんですよね。

私が知る限り、自分で植えても、レタスはほと

んど手がかからないんです。もうキャベツはど

うしようもないんです。だから、何かの成分が

違うんだろうと思って、見た感じは我々からす

るとレタスのほうが、はるかに食べやすいんで

はないかと思うんだけど、やわらかくて、機能

成分的にも……。

○井上総合農業試験場長 レタスについては、

キク科なんですけども、先ほども言いましたよ

うに、やはり虫が違うということで、食べやす

さは確かに、おっしゃるようにレタスのほうが

というところなんですけど、虫もそれぞれ好み

がありますので、そういうことになってる。

○山下委員長 いいですか、そういう見解で。

○ 原委員 レタスはキク科なんですね。それ

は知りませんでした。何かあるんかもしれませ

んね。また、わかったら教えてください。

あと１件だけです、済みません。

これは、日経だったと思うんですけど、九州

経済調査協会が発表した九州経済白書、農業新

時代というか、民間の調査研究機関だそうです

が、ここが出した、要するにもうかる農業とい

うことで、私はずっとこだわってきてますけど、

農業と太陽光を組み合わせたもうかる農業とい

うのを提案しているんです。この場合は、丸々

太陽光を据えるんではなくて、福島でやってい

る農地利用型の太陽光ということで、ちょっと

上げて、すき間を上げてということで、実際に

山口県の防府の農業生産法人でやってるという

実例はあるんですけど。

だから、これまで、この零細ながら、この宮

崎県の中山間地の農業がやってこれたのは、農

業をしながら、そして、あるいは建設会社に勤

めながら、会社に勤めながらということで、兼

業的にやってきた結果、こうやって守ってこれ

たわけですよね。

今、ここに来て、公共事業もこんだけなくなっ

て、兼業がきかなくなる。専業でも、当然、農

業専業ではやっていけないという状況にもう追

い込まれているわけです。

だから、そういうことですから、太陽光再生

エネルギーの電気料というのを、この農業者、

これから若い人たちがもし入ってくるにしても、

ベースの収入として確保できるような、何かそ

ういうところも農業のあり方として、再生エネ

ルギーは農政水産部の担当で所管じゃないとい

う考えもあるかもしれませんけど、やっぱりそ

ういうことで、ほかの産業とも組み合わせ、極

端なことを言えば、農業しながら漁業してもい

いわけですよね。

そのミックスで一つの収入を上げていくとい

う複合型というか、マルチ農業型というか、何

かそういうことをしたいと思うんで、だから、

この再生エネルギー、太陽光ということについ

ても、私、口を酸っぱく言ってますけど、かた

くなに農地を今のを守ろう、守ろうとしたって、

結果的に人が去ってしまえば荒れてしまうんで

すから、やはりその生産性の低いところ、もう

どうしようもないところというのは、本当に守

るべき農地と転換していいところ、いざとなれ

ば本当に、もし人口がふえて、あるいは国際的

におかしくなって食料がなくなったときは、太

陽光を壊しゃいいんですから、そこにつくれる

わけですから、それはゴルフ場と一緒のことで
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すよね、ゴルフ場で生産できるわけで。

そういうふうに考えれば、何かそういう、若

者をそういう農村集落に向けさせるという意味

で、農業プラスそういう再生エネルギーとかで、

土地を有効利用することによって収入のベース

を上げていくという、僕は、こういうことはい

いんじゃないかと思うんですけど、かたくなに

お守りになるんで、これはお国のほうで何かそ

ういう法律なり、今の何ですか、変えていただ

かないと、ただやみくもに農地を守るという、

その一徹だけでは、これからはやっていけない

のじゃないかなと思うんだけど、大まかな話に

なりますが、何か考えがあったらお聞かせくだ

さい。

○宮下農村計画課長 非常に難しい御質問でご

ざいますけど、国のほうもやはり再生可能エネ

ルギーの設置につきましては、地域の農業の発

展等につながるという観点等がある場合には、

やはり農地法の趣旨に照らして、両立を図って

いくという方針は示されているところではあり

ますが、やはりその基本となりますのは、農地

法での許可の基準というものはしっかり守りな

がらというところは、なかなか崩れていないと

ころであります。

本県におきましても、20年の７月に再生エネ

ルギー法ができまして、これまでの約１年半の

間に、もう既に264件が許可をしておりますし、

面積にしますと90ヘクタールということでござ

います。これが１月末の数字ですから、もう100

ヘクタールを超す状況になっているのではない

かと思います。

その中にあっては、やはりしかし、農家の経

営を続けていく中で、今委員からあったような

考え方も私はあってもしかりかなとは考えてお

りますが、そこのところについては、国の基準

等をなかなか私どもの担当としては守りつつ、

農業の振興に資する分については頑張っていき

たいと思います。

また、冒頭に委員からもありました、営農を

続けながら発電をやるという、営農型発電とい

うものが認められまして、昨今、数が相当ふえ

てきております。全国でも24県で69というもの

が許可されております。本県でも、先日ですが、

これは小林市野尻において、飾りつけ等生け花

というんですか、センリョウという赤い実のな

るものをつくるということで、規模は小そうご

ざいますが、500平米等の農地で、そういった営

農型の発電を許可したところでございました。

今後は、こういった取り組みもふえてくるも

のということで、進めていきたいというふうに

考えています。

○ 原委員 ありがとうございました。だから、

県としての課長の立場もよくわかります。法律

があるわけだから守らないといけない。

だから、お国に変えるところは変えていただ

かないと、これは済まないわけで、農政の大転

換をやるときですから、やはり法律のあり方と

いうのが、時代とともに変わってきてると思う

んで、ぜひお国にお帰りになりましたら、その

あたりも話していただいて、我々も国会議員に

話しますけど、お願いしたいし、農業者だから

農地を持って農業生産物だけで生活しなさいと

いうことじゃないと思うんです。それ、いろん

な考えがあると思うわけで、そういった限定さ

せる必要はないと思いますから、ちょっとこう

柔軟に、うまく土地の活用が図れる法律に変え

ていけるといいかなと思いますので、ずっと言

い続けたいと思っていますので、よろしくお願

いしておきたいと思います。

○緒嶋委員 それと、ことしの事故繰り越しが、
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ちょっと考えられておるわけですよね、当然、

それ出てくる。これは、余りよろしいことじゃ

ないけれども、やっぱり26年度予算、明許繰越

も90億ぐらいあるわけですが、予算執行をでき

るだけ、この農政の場合は、いろいろ圃場整備

とかもかんがい用水とかは、もうある程度水が

必要なくなってからじゃないと仕事ができない

という、そういう条件もあるわけですけど、で

きるだけ発注を急ぐという前提で進んできたと

思うんです。事故繰りになるというのは、工期

が足らん、用地交渉に時間を要したとか、いろ

いろ理屈はあるにしても、基本的に急いで発注

する、特に、条件の悪いところから先にやらにゃ

だめ。条件のいいところからやって、残ったの

が今度補正やらつくと、不落とか不調とかなる

可能性も高いわけで、そういう基本的な予算執

行の姿勢というのをどういうふうに考えておる

か、ちょっと総括的なものは。

○宮下農村計画課長 今、委員から御指摘のあっ

た件につきましては、特に来年度もまだ予算が

潤沢な状況が続くということで、総務大臣から

も２月７日に好循環の実現のための経済対策に

基づく事業の早期執行をやりなさいという通達

というか、命令が出ております。

それを踏まえて、私どもの県でも、来年度も

補正でお願いしたような繰越費用もございます

し、来年度も県・国とも100％を上回る予算を組

んで、今審議をいただいているところでござい

ますけども、そのために、やはり早期発注のた

めの取り組みを進めているところであります。

既に、調査、測量等も発注を行っております

し、補正予算等については、議決前の入札準備

等もするようにということで、これは法律で許

されている範囲で準備行為を今、進めていると

ころでもございます。

また、その後、やはり不調等が起きないよう

に、現場に合った設計をしっかりやるというこ

とで、そういった現場に合った設計の議論とさ

らなる追加措置も、今、既に検討を始めている

ところでございます。

そういったところで、なるべく４月からでも

仕事のできるところは発注をしていきたいとい

うふうに考えておりますので、平準化というこ

とが今後の予算執行の早期消化の大きな焦点と

なると思いますので、そこに向けて取り組んで

いきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 ありがとうございます。

そういう姿勢が必要だと思いますし、また４

月から消費税が上がると、26年度も景気対策的

なもので、補正予算を政府も組まざるを得ない

可能性も、景気がちょっとおかしくなってきた

ということであれば、そういうことも考えられ

るので、できるだけ準備を急いで早く発注する、

それが、私は一番必要だと思うんです。

やっぱり、24、５年間のいろいろな流れの中

では、ちょっと行政執行に緊張感が足らんかっ

たんじゃないかと。それが今の段階で事故繰り

とか、いろいろ不用額をふやすとかいうような

ことにもなってきたと思うので、やっぱり組ま

れた予算は、基本的には、災害復旧とかは、そ

れはもうこれは発生しなければ必要はないけれ

ども、ほかの予算というのは、やはりできるだ

け執行、融資も希望がなきゃ融資ができんとこ

ろもあるけれども、組まれた予算は必要だから

予算を組むわけだから、それ最後、２月補正で

不用額です、不用額ですと言うのは、県の財政

課は、そりゃ不用額が多いほうがいいかもしれ

んけど、やっぱり予算執行としては十分執行し

たほうが県民のためにもなるわけじゃから、そ

ういう姿勢で私は予算は執行すべきだと思うん
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です。

財政は、ある意味では不用額を出して、翌年

度の財源にしてくれと言うかもしれんけど、そ

れは、やっぱり本当は邪道だと私は思う。予算

を組んだのは、そういうことで当然、組んだ以

上は執行するのは皆さん方だから。皆さん方が、

その思いで努力しないことには、その波及効果

というのは、また出てこんわけだから、基本的

にはそういう考えで私は進めてほしいと。

そのためには、平準化も言われたが、早期発

注が一番だというふうに思いますので、そうい

う気持ちで、そりゃ予算が国からの補助金が決

まらんとできんとかいうのもありますけど、姿

勢としては、当然そういう姿勢でやってほしい

と思うんですが、私の認識はいいですかね。

○緒方農政水産部長 しっかり審議していただ

いて組まれた予算ですので、私ども100％執行で

きるように、しっかりと努力していきたいと思っ

ております。

○緒嶋委員 それと、さっき薬草のことを言い

ましたが、これは、将来は10兆産業になると言

われておるわけですね、10兆。もう熊本とか奈

良とか富山とかは、そういうことで努力されて

おるわけです。

だから、宮崎県もほかの県に負けないように

努力して、これは、私が言うように、中山間に

とっては物すごいメリットのあるものになって

くると思うから、やはり薬草というのは、もう

これは、将来は中国から漢方薬がどれだけ来る

かわからんようなことも考えられるので、ぜひ、

これも積極的に取り組んでほしい。もう熊本も

高知市なんかも、それで市もやっておるわけで

すよ、県じゃなくても。それだから、ぜひお願

いします。

○井上総合農業試験場長 先ほども薬草につい

ては、委員のほうから、ぜひ、しっかりやって

いただきたいというお話いただいたところです

が、実は、先月、薬草センターのほうで薬草の

研修会というのを開催いたしました。講師には、

東京なり、それから、東京のほうから３名来て

いただいて、特にメーカーの方と、それから弁

護士の方という方で、全国の状況についても話

していただいたところですけども、100人ほど参

加がありました。ということで、大変機運も高

まっておりますので、今後は、先ほど話があり

ましたように、特に今、カキドオシという薬草

についてやっているところなんですけども、こ

れを中心にしっかりとメーカーと結びながら推

進をしていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 もう一つ、あのシキミですよ、今

度は被害がかなり出たんですけど、畑に植えて

あるシキミは、農産物か林産物かどっちなんで

すか。

○日髙農産園芸課長 畑に植えて、いわゆる栽

培してあるシキミについては、一応花卉という

ことで取り扱いをさせていただいています。

○緒嶋委員 それは、なら環境森林部サイドじゃ

なくて、どちらかは私も一応は花卉、農産物と

いう解釈でいいわけですね。それであれば、そ

れかなり北川なんかがやられておるわけです、

今度の降雪で。そうなると、その対策というの

は、農産園芸課がどこからで、対策は立てられ

るわけですね。

○工藤営農支援課長 シキミについては、今回、

被害額としましては3,200万程度、78ヘクタール

という非常に大きな数字になっております。

基本的には枝折れということですので、しっ

かり整枝・剪定をしていただく、あとは病気に

かからないように防除もしていただくというこ

とで、防除については県単の予算を50万程度用
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意をしまして、緊急的に150万ぐらいの事業費に

なるんですが、これで、普及センター等と打ち

合わせる中では、大半の部分は防除ができると

いうふうに聞いておりますんで、そこをしっか

りやりたいと思います。

それと、延岡市のほうは堆肥センターを持っ

てまして、市の単独で堆肥の投入をやるという

ことで、そこは市と連携をしながらやりたいと

思っていますし、実は林務サイドの事業で一番

配植とか病害虫の防除、そういう事業を26年度

やれるというふうに聞いておりますんで、林務

のこともしっかり勉強して対応したいと考えて

おります。

○緒嶋委員 ぜひ、部分的な産地ではあるけど、

やっぱりそこで産出されておる農家の皆さんに

とっては、貴重な収入源がなくなるわけだから、

やっぱり深刻な人が多いんじゃないかという気

がしますので、その対策は十分環境森林部とも、

また農協やら延岡市とも連携とってやってほし

いというように思います。

○山下委員長 よろしいですか。ありがとうご

ざいました。

長時間に及びましたけども、以上をもって農

政水産部の審査を終了いたします。お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時32分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、14日に

採決を行うこととし、再開時刻を13時30分とし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないですね。以上をもちまして、

本日の委員会を終了いたします。

午後２時33分散会
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午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 それでは、委員会を再開をいた

します。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「議案ごと」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、議案ごとに採決との

御意見がありましたので、まず、もう各号でよ

ろしいですか、各号、議案ごとですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 まず、議案第１号について採決

を行います。

議案第１号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第５号について採決を行います。

議案第５号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手全員。よって、議案第５号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第６号について採決を行います。

議案第６号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手全員。よって、議案第６号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第７号について採決を行います。

議案第７号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手全員。よって、議案第７号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第11号について採決を行います。

議案第11号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手全員。よって、議案第11号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第12号について採決を行います。

議案第12号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

平成26年３月14日(金)
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○山下委員長 挙手全員。よって、議案第12号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第22号について採決を行います。

議案第22号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第22号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第23号について採決を行います。

議案第23号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第23号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第43号について採決を行います。

議案第43号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第43号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第46号について採決を行います。

議案第46号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第46号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第51号について採決を行います。

議案第51号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手全員。よって、議案第51号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第57号について採決を行います。

議案第57号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第57号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第58号について採決を行います。

議案第58号について、賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手多数。よって、議案第58号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りをい

たします。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては、継続審査といたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望等ござ

いませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時56分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開をいた

します。
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それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時56分閉会


